
－139－ 

平成２４年第１回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期２月２９日（水）～３月１６日（金）    （会期１７日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 ２月２９日 水 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案説明（午前１０時開 

 会） 

・全員協議会（本会議終了後） 

 ３月 １日 木 休   会 
・一般質問通告〆切（午前９時 

 迄） 

 ３月 ２日 金 休   会 
・議会運営委員会（午後１時開 

 会） 

 ３月 ３日 土 休   会  

 ３月 ４日 日 休   会  

 ３月 ５日 月 
本会議 

特別委員会 

・質疑・委員会付託（午前９時開 

 会） 

・新市立病院建設特別委員会 

・し尿処理場問題等特別委員会 

 ３月 ６日 火 常任委員会  

 ３月 ７日 水 常任委員会  

 ３月 ８日 木 常任委員会  

 ３月 ９日 金 常任委員会 ・予備日 

 ３月１０日 土 休   会  

 ３月１１日 日 休   会  

 ３月１２日 月 本 会 議 

・一般質問（午前９時開会） 

〈一般質問者〉 

１．小野正昭 議員 

２．大竹忠盛 議員 

３．二宮一朗 議員 

４．酒井宇之吉 議員 

５．松山 清 議員 

６．坂本隆重 議員 

 ３月１３日 火 休   会  

 ３月１４日 水 休   会 ・討論通告〆切 

 ３月１５日 木 休   会  

 ３月１６日 金 本会議（閉会） 

・委員長報告（午後２時開会） 

・質疑・討論・採決 

・全員協議会（本会議閉会後） 
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       平成２４年第１回西予市議会定例会会議録（第１号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２４年２月２９日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成２４年２月２９日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成２４年２月２９日 

          午後 ３時２６分 

１．出 席 議 員        

    １番    欠  員   

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番    欠  員   

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．会議録署名議員 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  松 山 一 郎 

   会 計 管 理 者  河 野 敏 雅 

   

 総務企画部長  宇都宮 又 重 

   産業建設部長  藤 中   彰 

   生活福祉部長  上 甲 憲 章 

   教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

   明 浜 支 所 長  平 田 與 輝 

   野 村 支 所 長  河 野 数 義 

   城 川 支 所 長  福 原 純 一 

   三 瓶 支 所 長  三 好 幸 二 

   消防本部消防長  清 水 敏 昭 

   総 務 課 長  井 上 謙 二 

   財 政 課 長  宗   正 弘 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  上 田 甚 正 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

      議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （１５番 浅野忠昭、１６番 岡山清秋） 

 ２ 会期の決定 

  （２月２９日～３月１６日 １７日間） 

 ３ 議案第 １号 白水観音水トゥファ保全給

水設備維持管理事業基金条

例制定について 

   議案第 ２号 西予市水道事業の剰余金の

処分等に関する条例制定に

ついて 

   議案第 ３号 西予市病院事業の剰余金の

処分等に関する条例制定に

ついて 

   議案第 ４号 西予市野村介護老人保健施

設事業の剰余金の処分等に

関する条例制定について 

   議案第 ５号 外国人登録法の廃止に伴う

関係条例の整理に関する条

例制定について 

   議案第 ６号 西予市監査委員条例の一部

を改正する条例制定につい

て 
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   議案第 ７号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市教職員宿舎条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 ９号 西予市公民館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１０号 西予市図書館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１１号 西予市母子家庭医療費助成

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１２号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例及び西予市重度

心身障害者医療費助成条例

の一部を改正する条例制定

について 

   議案第１３号 西予市国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１４号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１５号 西予市農林漁業後継者住宅

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１６号 西予市営住宅管理条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１７号 西予市単独市営住宅条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１８号 西予市特定公共賃貸住宅条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１９号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第２０号 西予市明浜町地域ふるさと

基金条例を廃止する条例制

定について 

   議案第２１号 西予市野村町地域づくり推

進基金条例を廃止する条例

制定について 

   議案第２２号 西予市城川青年の家条例を

廃止する条例制定について 

   議案第２３号 西予市宇和文化会館の指定

管理者の指定について 

   議案第２４号 西予市游の里デイサービス

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第２５号 西予市游の里健康センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２６号 西予市游の里ふれあい広場

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２７号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第２８号 西予市明浜ふるさと創生館

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２９号 西予市あけはまオートキャ

ンプ場の指定管理者の指定

について 

   議案第３０号 西予市明浜民宿故郷の指定

管理者の指定について 

   議案第３１号 西予市明浜塩風呂の指定管

理者の指定について 

   議案第３２号 西予市物産会館の指定管理

者の指定について 

   議案第３３号 西予市野村農業公園の指定

管理者の指定について 

   議案第３４号 西予市野村青汁工場の指定

管理者の指定について 

   議案第３５号 西予市渓筋農林水産物処理

加工施設の指定管理者の指

定について 

   議案第３６号 西予市野村畜産総合振興セ

ンターの指定管理者の指定

について 

   議案第３７号 西予市野村飼料混合施設の

指定管理者の指定について 

   議案第３８号 西予市大野ヶ原集落環境管

理施設の指定管理者の指定

について 

   議案第３９号 西予市城川産地形成等促進

施設の指定管理者の指定に

ついて 
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   議案第４０号 西予市城川食肉加工センタ

ーの指定管理者の指定につ

いて 

   議案第４１号 西予市城川特産品センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第４２号 西予市城川農産物加工セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第４３号 高山漁港小浦船揚場の指定

管理者の指定について 

   議案第４４号 西予市有料駐車場の指定管

理者の指定について 

   議案第４５号 西予市過疎地域自立促進計

画の変更について 

   議案第４６号 辺地に係る公共的施設総合

整備計画の策定について 

   議案第４７号 辺地に係る公共的施設総合

整備計画の変更について 

   議案第４８号 市道路線の廃止について 

   議案第４９号 市道路線の認定について 

   議案第５０号 西予市営土地改良事業の施

行について 

   議案第５１号 平成２３年度西予市一般会

計補正予算（第５号） 

   議案第５２号 平成２３年度西予市授産場

特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第５３号 平成２３年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第２号） 

   議案第５４号 平成２３年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第５５号 平成２３年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

   議案第５６号 平成２３年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第４

号） 

   議案第５７号 平成２３年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第５８号 平成２３年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第５９号 平成２３年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第６０号 平成２３年度西予市上水道

事業会計補正予算（第４

号） 

   議案第６１号 平成２３年度西予市病院事

業会計補正予算（第４号） 

   議案第６２号 平成２３年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

   議案第６３号 平成２４年度西予市一般会

計予算 

   議案第６４号 平成２４年度西予市授産場

特別会計予算 

   議案第６５号 平成２４年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第６６号 平成２４年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第６７号 平成２４年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第６８号 平成２４年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第６９号 平成２４年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第７０号 平成２４年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第７１号 平成２４年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第７２号 平成２４年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第７３号 平成２４年度西予市上水道

事業会計予算 

   議案第７４号 平成２４年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第７５号 平成２４年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 議案第 １号 白水観音水トゥファ保全給

水設備維持管理事業基金条

例制定について 

   議案第 ２号 西予市水道事業の剰余金の

処分等に関する条例制定に

ついて 

   議案第 ３号 西予市病院事業の剰余金の

処分等に関する条例制定に

ついて 

   議案第 ４号 西予市野村介護老人保健施

設事業の剰余金の処分等に

関する条例制定について 

   議案第 ５号 外国人登録法の廃止に伴う

関係条例の整理に関する条

例制定について 

   議案第 ６号 西予市監査委員条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第 ７号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市教職員宿舎条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 ９号 西予市公民館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１０号 西予市図書館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１１号 西予市母子家庭医療費助成

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１２号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例及び西予市重度

心身障害者医療費助成条例

の一部を改正する条例制定

について 

   議案第１３号 西予市国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１４号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１５号 西予市農林漁業後継者住宅

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１６号 西予市営住宅管理条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１７号 西予市単独市営住宅条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１８号 西予市特定公共賃貸住宅条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１９号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第２０号 西予市明浜町地域ふるさと

基金条例を廃止する条例制

定について 

   議案第２１号 西予市野村町地域づくり推

進基金条例を廃止する条例

制定について 

   議案第２２号 西予市城川青年の家条例を

廃止する条例制定について 

   議案第２３号 西予市宇和文化会館の指定

管理者の指定について 

   議案第２４号 西予市游の里デイサービス

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第２５号 西予市游の里健康センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２６号 西予市游の里ふれあい広場

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２７号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第２８号 西予市明浜ふるさと創生館

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２９号 西予市あけはまオートキャ

ンプ場の指定管理者の指定

について 

   議案第３０号 西予市明浜民宿故郷の指定

管理者の指定について 

   議案第３１号 西予市明浜塩風呂の指定管
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理者の指定について 

   議案第３２号 西予市物産会館の指定管理

者の指定について 

   議案第３３号 西予市野村農業公園の指定

管理者の指定について 

   議案第３４号 西予市野村青汁工場の指定

管理者の指定について 

   議案第３５号 西予市渓筋農林水産物処理

加工施設の指定管理者の指

定について 

   議案第３６号 西予市野村畜産総合振興セ

ンターの指定管理者の指定

について 

   議案第３７号 西予市野村飼料混合施設の

指定管理者の指定について 

   議案第３８号 西予市大野ヶ原集落環境管

理施設の指定管理者の指定

について 

   議案第３９号 西予市城川産地形成等促進

施設の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第４０号 西予市城川食肉加工センタ

ーの指定管理者の指定につ

いて 

   議案第４１号 西予市城川特産品センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第４２号 西予市城川農産物加工セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第４３号 高山漁港小浦船揚場の指定

管理者の指定について 

   議案第４４号 西予市有料駐車場の指定管

理者の指定について 

   議案第４５号 西予市過疎地域自立促進計

画の変更について 

   議案第４６号 辺地に係る公共的施設総合

整備計画の策定について 

   議案第４７号 辺地に係る公共的施設総合

整備計画の変更について 

   議案第４８号 市道路線の廃止について 

   議案第４９号 市道路線の認定について 

   議案第５０号 西予市営土地改良事業の施

行について 

   議案第５１号 平成２３年度西予市一般会

計補正予算（第５号） 

   議案第５２号 平成２３年度西予市授産場

特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第５３号 平成２３年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第２号） 

   議案第５４号 平成２３年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第５５号 平成２３年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

   議案第５６号 平成２３年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第４

号） 

   議案第５７号 平成２３年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第５８号 平成２３年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第５９号 平成２３年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第６０号 平成２３年度西予市上水道

事業会計補正予算（第４

号） 

   議案第６１号 平成２３年度西予市病院事

業会計補正予算（第４号） 

   議案第６２号 平成２３年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

   議案第６３号 平成２４年度西予市一般会

計予算 

   議案第６４号 平成２４年度西予市授産場

特別会計予算 

   議案第６５号 平成２４年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第６６号 平成２４年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第６７号 平成２４年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第６８号 平成２４年度西予市後期高
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齢者医療特別会計予算 

   議案第６９号 平成２４年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第７０号 平成２４年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第７１号 平成２４年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第７２号 平成２４年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第７３号 平成２４年度西予市上水道

事業会計予算 

   議案第７４号 平成２４年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第７５号 平成２４年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

 

  開会 午前１０時００分 

○議長 改めましておはようございます。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。これ

より平成２４年第１回西予市議会定例会を開会い

たします。 

 三好市長より定例会招集のあいさつがありま

す。 

 

○三好市長 平成２４年第１回西予市定例会の開

会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げさ

せていただきます。 

 本定例議会は、市政にとって新年度予算をご審

議いただく非常に重要な議会でございますが、議

員の皆様と同じく私にとっても任期最後の定例会

となります。この４年間、議員各位はもちろんの

こと、多くの方々に支えをいただき、市長として

の重責を全うすることができました。議会初日で

ございますけれども、まずもって衷心から厚くお

礼を申し上げたいと思います。 

 さて、ことしの冬は全国的に例年になく積雪が

多く、このあおりを受けた自治体は除雪費の確保

に追われているようでございます。北国の宿命と

はいえ、屋根の雪おろしに格闘するお年寄りの姿

や作業中の不幸な事故の報道に触れるたびに、若

者がいない過疎地で高齢者ばかりの集落の深刻な

状況を受け、つい西予市の小集落、高齢化集落を

重ねてしまうところでございます。過疎化と高齢

化に伴い集落の生活扶助機能を維持することが困

難になりつつある限界集落対策を、私のマニフェ

ストにおいても、ともに支え合う、笑顔あふれる

健康社会づくりとして、市民の皆様にお約束した

主要な政策でございますので、２期目の任期中に

有効な対策を講じることが大きな責務でございま

した。この対策として、平成２１年度から西予市

生き活き集落づくり事業を大いに取り組んでまい

りましたが、ここに来て限界集落対策の方向性に

一定の成果が出てきたと思っております。と申し

ますのも、先月開催いたしました「せいよ再発

見！地域づくりグランプリ」において、多数のす

ばらしい団体の中から、城川の川津南「やっちみ

る会」が、外部の選考委員から高い評価を受けて

最優秀に選ばれました。地域振興に若々しい視点

を持った集落応援隊を導入し、市職員が地域の

方々と一緒に語り合い、話し合いの中から最善の

解決策を見出し、同時に活動を側面から支援いた

だく手法も地域から評価をいただいたのではない

かと思っております。 

 それにしましてもうれいしことは、各地区で地

域みずからが立ち上がって地域を盛り上げようと

する活動の芽が育ってきたことでございます。２

３年度はこの限界集落対策に対する手法を一歩進

める形で、地域住民の主体性を重視しながら、地

域主権の概念を取り入れた地域分権、地域自治の

まちづくりを目指して地域づくり交付金制度を創

設いたしました。この制度も昨年２７地区で開催

いたしました市政懇談会において、地域の皆様の

ご賛同をいただいたところでございますので、引

き続き地域住民が誇りと幸せを感じる地域づくり

を地域と行政がともに支え、考え支え合い、推進

してまいりたいと思っているところでございま

す。 

 また、本日は地方自治の推進と議員活動の根幹

をなす西予市議会基本条例の施行日でもございま

す。私どもも当条例の制定意義を十分に心して、

議会と相互の緊張関係を保ちながら、真摯な対応

をさせていただきたいと考えております。 

 さて、本定例議会におきましては、議員の皆様

から一般質問をお受けするとともに平成２４年度

の市政に対する私の所信の一端を申し上げるほ

か、議案として条例制定５件、同改正１４件、指

定管理者の指定２２件、２３年度補正予算１２

件、２４年度予算１３件など、合計７５件に上る

多くの案件を上程いたし、ご審議をお願い申し上
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げるところでございます。議案の提案理由につき

ましては、上程の際にご説明申し上げますので、

何とぞ慎重にご審議をいただき、ご承認、ご決定

を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単で

ございますけれども、招集のごあいさつとさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

は、お手元に配付のとおりでありますので、お目

通し願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に１５番浅野忠昭君、１

６番岡山清秋君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から３月１６日までの１７

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、本日か

ら３月１６日までの１７日間と決定いたしまし

た。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第１号「白水観音

水トゥファ保全給水設備維持管理事業基金条例制

定について」から議案第７５号「平成２４年度西

予市野村介護老人保健施設事業会計予算」までの

７５件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第１号「白水観音水ト

ゥファ保全給水設備維持管理事業基金条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 四国横断自動車道新設工事の一環として施工さ

れた歯長トンネルの掘削工事を起因として、西予

市宇和町下川に存する白水観音水の流量が枯渇し

たことから、その代替え水源として、歯長トンネ

ルの排水を活用した白水観音水トゥファ保全給水

施設を整備することとしております。あわせて、

四国地方整備局、西日本高速道路株式会社四国支

社及び西予市の３者において、白水観音水トゥフ

ァ保全給水設備の施工に関する事業に係る委託契

約を締結し、今後の設備維持管理は西予市が行う

こととなっております。本条例は、当該設備の維

持管理に要する財源として、国からの委託金によ

り白水観音水トゥファ保全給水設備を維持管理す

るための基金を造成することに伴い制定するもの

であります。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願いいたします。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 議案第２号「西予市水道事

業の剰余金の処分等に関する条例制定につい

て」、議案第３号「西予市病院事業の剰余金の処

分等に関する条例制定について」、議案第４号

「西予市野村介護老人保健施設事業の剰余金の処

分等に関する条例制定について」一括して提案理

由のご説明を申し上げます。 

 平成２３年５月に公布されました地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律、いわゆる第１次

一括法により地方公営企業法の一部が改正されま

した。この法改正は、地方公営企業の経営の自由

度を高める等の観点から、公営企業の資本制度を

見直すこととし、公営企業における利益及び資本

剰余金の処分等について条例または議会の議決に

より処分することができることとされたものであ

ります。今回、その法改正に基づき、本市の水道

事業、病院事業及び野村介護老人保健施設事業の

各公営企業事業の利益及び資本剰余金の処分等に

ついて必要な事項を定めるものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第５号「外国人登録法

の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 現在在留する外国人は、外国人登録法に基づ
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き、日本人とは異なる制度で登録、管理をされて

おります。 

 しかしながら、我が国に入国・残留する外国人

が年々増加すること等を背景に、新たな在留管理

制度の導入と外国人住民に対して日本人と同様の

基礎的行政サービスを提供する基盤整備の必要性

が高まっています。今回、外国人住民を日本人と

同様に住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人

住民の利便性の増進と市町村等の行政の合理化を

図ることを目的とした住民基本台帳法の一部を改

正する法律及び出入国管理及び難民認定法の一部

を改正する法律が平成２４年７月９日に施行さ

れ、これに伴い外国人登録法が廃止されるため所

要の整備を行うものであります。 

 この法改正に関しまして、西予市使用料及び手

数料条例、西予市霊柩自動車条例、西予市在宅寝

たきり老人等介護手当支給条例、西予市火葬場設

置及び管理条例、以上の４条例の一部を改正する

ものであります。よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願いいたします。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 議案第６号「西予市監査

委員条例の一部を改正する条例の制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、法令に定めるもののほか、監査委員

の行う監査、審査及び検査について事務処理を規

定し、監査事務の効率的な運営を確保することを

目的といたしております。監査に当たりまして

は、基本方針である住民の福祉増進と最少経費に

よる最大効果が図られているかなど、特に意を用

い実施するところでございます。 

 今回の条例改正は、改正自治法による監査委員

の定数が２名と定められたことにより、本条例の

定数規定の削除並びに財政健全化法の制定に伴う

健全化判断比率審査及び資金不足比率審査の規定

とあわせて監査事務が効率的かつ効果的に遂行で

きるよう、地方公営企業法に関する規定並びに定

例監査等及び決算等審査をより明確に定めようと

するものでございます。 

 続きまして、議案第７号「西予市税条例の一部

を改正する条例制定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 今回の改正は、経済社会の構造の変化に対応し

た税制の構築を図るための地方税法及び地方法人

特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法

律及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団

体が実施する防災のための施策に必要な財源の確

保に係る地方税の臨時特例に関する法律、この法

律が平成２３年１２月２日に公布され、同日から

施行されることによるものでございます。 

 主な改正内容につきましては、平成２５年４月

１日から市たばこ税率を旧三級品以外の製造たば

こ１，０００本につき６４４円、旧三級品の紙巻

たばこ１，０００本につき３０５円を引き上げる

ものでございます。 

 また、地方公共団体が防災の施策費用の財源を

確保するため、平成２６年度から平成３５年度ま

で個人の市民税均等割の標準税率に５００円を加

算するものであります。 

 次に、退職所得の分離課税に係る所得割につい

て、平成２５年１月１日からその所得割の額から

１０分の１に相当する金額を控除する措置を廃止

するものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 議案第８号「西予市教職員宿舎

条例の一部を改正する条例制定について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 現在西予市の教職員宿舎の状況は、校長住宅を

含め２９宿舎７０戸が設置されておりますが、そ

のうち４３戸が空室となっているところから、教

職員宿舎の有効利用が課題となっておりました。

市の教職員宿舎は、１年未満の短期間であれば、

他校区の教職員または一般の住民であっても入居

できるよう定めているところでございますが、地

域の実情とこれまでの貸付実績から入居要件をさ

らに緩和する必要があると判断したことから、補

助金等適正化法の弾力運用により入居期間の制限

を削除するものであります。 

 続きまして、議案第９号「西予市公民館条例の

一部を改正する条例制定について」、議案第１０

号「西予市図書館条例の一部を改正する条例制定

について」関連がございますので、一括して提案

理由のご説明を申し上げます。 

 平成２３年８月に公布されました地域の自主性
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及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律、いわゆる第２次

一括法により社会教育法及び図書館法の一部が改

正されました。これに伴い地方自治体の自主性を

強化し、自由度の拡大を図るため、これまで法律

で定められていた公民館運営審議会及び図書館協

議会の委員の委嘱基準及び任命基準が、各市町村

の条例で定めることとなりました。この法改正に

より、今回公民館運営審議会及び図書館協議会の

委員の委嘱、任命の基準について必要な事項を定

めるものであります。 

 また、西予市高川公民館及び西予市魚成公民館

の所在地が旧公民館跡地になっていたことから、

現在の所在地に変更するよう本条例の一部を改正

するものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第１１号「西予市母子

家庭医療費助成条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、平成２２年度の税制改正に伴

い、年少控除及び１６歳から１８歳までの特定扶

養控除の上乗せ部分が廃止されたことから、廃止

された扶養控除等を税制改正以前と同様に控除が

あるものとみなし、現行の母子家庭医療費助成制

度の水準を維持するものであります。 

 また、児童福祉法の一部改正に伴い、条例中の

用語の変更を行うものであります。 

 議案第１２号「西予市乳幼児及び児童医療費助

成条例及び西予市重度心身障害者医療費助成条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、外国人登録法の廃止に伴い、条

例中の法令引用条文を削除するとともに、児童福

祉法の一部改正に伴い、条例中の用語の変更を行

うものであります。 

 続きまして、議案第１３号「西予市国民健康保

険診療所条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、老朽化に伴い惣川診療所を移転

改修することによる住所変更であります。 

 なお、移転後の惣川診療所につきましては、４

月から診療を開始する予定としており、従来どお

り野村病院から週２回の出張診療を行うこととし

ております。 

 続きまして、議案第１４号「西予市介護保険条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 ６５歳以上の方、いわゆる第１号被保険者の介

護保険料については、介護保険法の規定により３

カ年を１期間とする介護保険事業計画期間におい

て見直しを行うことと定められております。これ

に基づき平成２４年度から２６年度の計画期間中

の保険料について、今後の高齢者人口の推移や介

護保険サービスの各種利用状況及びサービス費用

の必要見込み量、地域支援事業の経費等から本市

における介護サービスに必要な費用を見込み、西

予市第５期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画

において見直し、算定をいたしました。これによ

りまして、同計画期間中における保険料を改定す

るよう本条例の一部を改正するものであります。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第１５号「西予市農林

漁業後継者住宅条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本市では、農林漁業後継者の住宅難の解消及び

確保と育成を図ることを目的に、農林漁業後継者

住宅を建設し、適正な維持管理に努めているとこ

ろであります。 

 現在、農林漁業後継者住宅の公募方法につきま

しては、新聞、広報紙、無線放送及び広報車によ

る放送、掲示場等により行っているところであり

ます。 

 しかしながら、インターネットやケーブルテレ

ビなど情報通信環境の整備が進み、多様な公募方

法により入居希望者への周知を図ることが適切で

あると判断し、新たな公募方法を追加するもので

あります。 

 続きまして、議案第１６号「西予市営住宅管理

条例の一部を改正する条例制定について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 第１次一括法の施行により、公営住宅法の一部

が改正されることに伴い、公営住宅の入居資格要



－10－ 

件である同居親族を有することが削除され、若年

単身の入居が可能となります。 

 しかしながら、西予市では単身者向けとして管

理している小規模住宅がないことや明らかに住宅

に困窮している低額所得者、高齢者や障害者等に

対する入居機会の提供を優先する必要があること

から、現行の同居親族要件を入居資格要件として

維持していくこととするため、本条例の一部を改

正するものであります。 

 また、昨今の情報通信環境の著しい整備に伴

い、入居者の公募方法を改正するとともに、市営

住宅の名称及び位置を明確にするため所要の整備

を行うものであります。 

 続きまして、議案第１７号「西予市単独市営住

宅条例の一部を改正する条例制定について」、議

案第１８号「西予市特定公共賃貸住宅条例の一部

を改正する条例制定について」、以上２議案につ

いて一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、情報通信環境の著しい整備に伴

い、入居者の公募方法を改正するものでありま

す。 

 また、西予市単独市営住宅管理条例において

は、住宅の名称及び位置を修正し、西予市特定公

共賃貸住宅条例においては、住宅の名称及び位置

を明確にするため所要の整備を行うものでありま

す。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 清水消防本部消防長。 

 

○清水消防本部消防長 議案第１９号「西予市火

災予防条例の一部を改正する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、危険物の規制に関する政令の一

部改正に基づき、消防法上の危険物の範囲が拡大

されたことに伴い、本条例の一部を改正するもの

であります。 

 今回危険物として追加された過炭酸ナトリウム

は、不燃性の物質でありますが、一たん分解が始

まると急激に酸素を放出する性質を持っており、

周囲の可燃物の燃焼を著しく促進する可能性があ

ります。この物質は、一般家庭でも使用される酸

素系漂白剤の主成分として使われており、特にス

ーパーやホームセンターなどの量販店において

は、取扱量が大量であることから、注意を促す必

要があります。本条例では、指定数量未満の危険

物の取扱基準について定めておりますが、これに

過炭酸ナトリウムを追加して一定の規制を加え、

火災危険を排除することを目的として本条例の一

部を改正するものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 議案第２０号「西予市明

浜町地域ふるさと基金条例を廃止する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 明浜町地域ふるさと基金は、平成元年明浜町地

域における地域づくりの事業の円滑な執行を図る

ことを目的として、明浜町ふるさと基金として設

置しました。合併後は西予市明浜町地域ふるさと

基金として、あけはまシーサイドサンパーク内の

各施設の管理事業及びかっぱ祭り事業並びに明浜

町地域における小・中学校振興事業の財源として

運用してまいりましたが、基金全額の取り崩しを

終えたことから本条例を廃止するものでありま

す。 

 続きまして、議案第２１号「西予市野村町地域

づくり推進基金条例を廃止する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市野村町地域づくり推進基金は、平成３年

野村町地域の自然と風土を守りながら、豊かで潤

いのあるだれもが住みたくなるようなまちづくり

を円滑に推進することを目的として、野村町地域

づくり推進基金として設置しました。合併後は西

予市野村町地域づくり推進基金として、ほわいと

ファーム管理運営事業の施設管理運営委託料及び

乙亥の里管理運営事業の施設管理運営委託料の財

源として運用してまいりましたが、基金全額の取

り崩しを終えたことから本条例を廃止するもので

あります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 議案第２２号「西予市城川青年

の家条例を廃止する条例制定について」提案理由
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のご説明を申し上げます。 

 西予市城川青年の家は、西予市在住の青年が研

修を深めるとともに、組織の強化を図り、地域の

後継者としての資質向上を目的として設置され、

主に地域の青年団活動の拠点として活用されてき

た施設であります。 

 しかしながら、少子化及び青年の市外流出等に

よる青年団員の減少に伴い、平成２０年４月以

降、青年団の施設利用がない状況にあります。 

 また、この施設は元ＮＴＴ局舎を譲り受けた施

設であり、老朽化が激しく、施設の使用には耐え

がたい状況にあることから、城川青年の家を廃止

するものでございます。 

 続きまして、議案第２３号「西予市宇和文化会

館の指定管理者の指定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本施設は、市民の芸術文化の向上及び福祉の増

進を図ることを目的に整備された施設であり、現

在財団法人宇和文化会館に管理委託し、運営して

おります。今回、この施設の指定管理者の候補と

して非公募により財団法人宇和文化会館を選定い

たしましたので、その指定について議会の議決を

求めるものであります。 

 選定に当たりましては、指定管理者審査委員会

による審査を行い、財団法人宇和文化会館の当該

施設におけるこれまでの実績、運営方針等を審査

し、蓄積された運営のノウハウ、経営改善に対す

る取り組み等を総合的に勘案し、施設の管理を引

き続き行わせることが適当と判断したものであり

ます。 

 なお、財団法人宇和文化会館の概要及び施設運

営計画概要につきましては、別添の参考資料をご

参照ください。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第２４号「西予市游の

里デイサービスセンターの指定管理者の指定につ

いて」、議案第２５号「西予市游の里健康センタ

ーの指定管理者の指定について」、議案第２６号

「西予市游の里ふれあい広場の指定管理者の指定

について」一括して提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 これらの施設は、高齢者福祉の向上並びに市民

の健康と活力の増進を図ることを目的に整備され

た施設であり、現在社会福祉法人西予総合福祉会

に管理委託し、運営しております。今回これら施

設の指定管理者の候補者として非公募により社会

福祉法人西予総合福祉会を選定いたしましたの

で、その指定について議会の議決を求めるもので

あります。 

 選定に当たりましては、指定管理者審査委員会

による審査を行い、西予総合福祉会のそれぞれの

施設におけるこれまでの実績、運営方針等を審査

し、蓄積された経営ノウハウ、経営改善に対する

取り組み、地域との連携等を総合的に勘案し、こ

れら施設の管理を引き続き行わせることが適当と

判断したものであります。 

 続きまして、議案第２７号「西予市惣川高齢者

生活福祉センターの指定管理者の指定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市惣川高齢者生活福祉センターは、高齢者

福祉の増進並びに福祉サービスの向上を図ること

を目的に整備された施設であり、現在社会福祉法

人野村町社会福祉協会に管理委託し、運営してお

ります。今回、当施設の指定管理者の候補者とし

て非公募により社会福祉法人野村町社会福祉協会

を選定いたしましたので、その指定について議会

の議決を求めるものであります。 

 選定に当たりましては、指定管理者審査委員会

による審査を行い、野村町社会福祉協会のこれま

での実績、運営方針等を審査し、蓄積された経営

ノウハウ、経営改善に対する取り組み、地域との

連携等を総合的に勘案し、当施設の管理を引き続

き行わせることが適当と判断したものでありま

す。 

 なお、各指定管理者候補団体の概要及びそれぞ

れの施設の運営計画概要につきましては、別添の

参考資料をご参照ください。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 それでは、産業建設部が担

当する管理施設に関しましてご説明を申し上げま

す。 

 まず、議案第２８号「西予市明浜ふるさと創生
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館の指定管理者の指定について」、議案第２９号

「西予市あけはまオートキャンプ場の指定管理者

の指定について」、議案第３０号「西予市明浜民

宿故郷の指定管理者の指定について」、議案第３

１号「西予市明浜塩風呂の指定管理者の指定につ

いて」の４議案の提案理由を一括してご説明申し

上げます。 

 この４施設は、明浜地域を代表する交流拠点と

して整備され、年間を通じて憩いと地域間交流の

場として多くの市民や来訪者に利用いただいてお

り、健康の維持増進及び地域産業の振興に大きな

役割が期待されている施設であります。今回、４

施設の指定管理者の候補者として非公募によりあ

けはまシーサイドサンパーク株式会社を選定いた

しましたので、その指定について議会の議決を求

めるものであります。 

 その理由といたしましては、あけはまシーサイ

ドサンパーク株式会社は、平成１３年度から一貫

して施設の管理運営に当たっており、各施設の設

置目的達成に関するノウハウが十分に蓄積されて

いること、さらにこれまでの経営改善と営業努力

により、施設運営の効率化が推進されており、市

内外の観光客の確保や地域振興及び活性化のため

の取り組みの成果が認められることなどから、こ

れら施設の管理運営を引き続き行わせることが適

当と判断したものであります。 

 続きまして、議案第３２号「西予市物産会館の

指定管理者の指定について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 本施設は、平成１１年度に建設され、以来西予

市産の農林水産物や農産加工品の販売、地域食材

を活用した食の提供等で大きな実績を上げてお

り、西予市を代表する直産施設として、地域の１

次産業及び観光の振興などのためになくてはなら

ない施設となっております。今回、指定期間の終

了に伴い、本施設の指定管理者の候補者として非

公募により株式会社どんぶり館を選定いたしまし

たので、その指定について議会の議決を求めるも

のであります。 

 その理由といたしましては、施設開館以来１２

年間一貫して運営管理を行ってきており、施設の

設置目的達成に関するノウハウが蓄積されている

とともに、経営的にも安定した収益が確保されて

おり、年間４７万人にも及ぶ利用者を確保するな

ど、西予宇和インターチェンジの出入り口付近と

いう立地を生かした市の玄関口の顔として施設運

営実績が認められること、また西予市が今後目指

している地域産品の販売拠点、観光情報の発信拠

点としての負託にこたえ得る人的・物的能力を持

った会社であることなど、株式会社どんぶり館に

この施設の管理運営を引き続き行わせることが適

当と判断したものであります。 

 続きまして、議案第３３号「西予市野村農業公

園の指定管理者の指定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本施設は、平成１０年度から１１年度にかけて

建設されたもので、乳製品の加工販売及び地域食

材の供給等を通じた総合交流ターミナル施設とし

て、また都市との交流、地域農産物の流通及び地

域情報の受発信を行うことにより地域の活性化を

図る施設であります。今回、本施設の指定管理者

の候補者として非公募により株式会社野村町地域

振興センターを選定いたしましたので、その指定

について議会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、施設開設以来１４

年間一貫して管理運営を行ってきており、事業推

進に関するノウハウが蓄積されており、これまで

の特産品開発や交流人口の増加を図るためのイベ

ント開催並びに地域ＰＲ活動に取り組み一定の成

果をもたらしていること、また施設を利用した乳

製品製造及び地域食材の供給事業は、地域ブラン

ドの育成、地場産業の振興につながるものであ

り、そうした事業展開を確実に推進する能力を持

った会社であること、さらに効率化やコスト低減

の計画的な取り組みを進めていることなども総合

的に評価し、株式会社野村町地域振興センターに

この施設の管理運営を引き続き行わせることが適

当と判断したものであります。 

 続きまして、議案第３４号「西予市野村青汁工

場の指定管理者の指定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本施設は、平成１３年度に建設されたもので、

市内で生産された農産物の処理・加工・出荷の一

貫体制を行うことにより、地域農産物の流通及び

地域情報の受発信を通して、農家所得の向上と地

域雇用の創出及び地域活性化を図る施設として位

置づけられている施設であります。今回、本施設

の指定管理者の候補者として非公募により株式会

社グリーンヒルを選定いたしましたので、その指

定について議会の議決を求めるものであります。 
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 その理由といたしましては、施設開設以来１０

カ年間一貫して運営管理を行ってきており、すぐ

れた製造ノウハウとともに、順調な販売実績を達

成していること、さらに先進的な取り組みとし

て、ＨＡＣＣＰの導入によって、商品の品質向上

と地域農業振興並びに地域雇用の安定を図ってい

ること、また今後とも製品の販売を株式会社ファ

ンケル関連会社が担うことが想定されるため、西

予市、東宇和農協、株式会社ファンケルが共同出

資した当該会社が妥当であることなどから株式会

社グリーンヒルにこの施設の管理運営を引き続き

行わせることが適当と判断したものであります。 

 続きまして、議案第３５号「西予市渓筋農林水

産物処理加工施設の指定管理者の指定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本施設は、平成１４年度に建設されたもので、

市内で生産される農林水産物を活用し、特産品の

開発、加工品の試作、研究及び販売活動を行うこ

とにより、地域農産物の流通、販売拡大と農業者

の生産、経営意欲の向上に努め、農林業の振興並

びに農山村地域の活性化を目的としている施設で

あります。今回、本施設の指定管理者の候補者と

して非公募により渓筋農産物加工組合を選定いた

しましたので、その指定について議会の議決を求

めるものであります。 

 その理由といたしましては、施設開館以来９年

間一貫して運営管理を行ってきており、目的達成

に関するノウハウが蓄積されていること、さらに

これまでの経営状況分析によって、効率的、健全

経営、運営がなされており、地元組織で運営され

ることにより、地域農業者の生産、経営意欲の向

上を図るための事業の実績が認められることなど

から、渓筋農産物加工組合にこの施設の管理運営

を引き続き行わせることが適当と判断したもので

あります。 

 続きまして、議案第３６号「西予市野村畜産総

合振興センターの指定管理者の指定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 本施設は、平成５年度から６年度にかけて建設

されたもので、市内畜産農家の生産性向上、経営

体質の強化、担い手の育成確保を図り、合理的な

営農活動の推進を目的としている施設でありま

す。今回、本施設の指定管理者の候補者として非

公募により東宇和農業協同組合を選定いたしまし

たので、その指定について議会の議決を求めるも

のであります。 

 その理由といたしましては、施設開館以来１８

年間一貫して運営管理を行ってきており、目的達

成に関するノウハウが蓄積されていること、さら

にこれまでの効率的健全経営、運営がなされてお

り、地元組織で運営されることにより、地域農業

者の生産、経営意欲の向上、経営体質の強化を図

るための事業の実績が認められること、また当施

設は、東宇和農協畜産部、愛媛県酪連、西予農業

指導班等の関係機関の総合事務所として活用して

おり、本市の畜産の拠点施設として定着している

こと、以上の点により、東宇和農業協同組合にこ

の施設の管理運営を引き続き行わせることが適当

と判断したものであります。 

 続きまして、議案第３７号「西予市野村飼料混

合施設の指定管理者の指定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 本施設は、平成６年度に野村町畜産総合振興セ

ンター関連施設として建設され、酪農、肉用牛、

養豚等、畜産経営における購入飼料のコスト低減

と高品質畜産物の生産を目指し、共同作業による

効率的な混合飼料の製造と新しい飼料供給システ

ムの構築により経営の安定を図ることを目的とし

ている施設であります。今回、本施設の指定管理

者の候補者として非公募により農事組合法人野村

町飼料混合施設利用組合を選定いたしましたの

で、その指定について議会の議決を求めるもので

あります。 

 その理由といたしまして、施設開館以来１８年

間運営管理を一貫して行ってきており、目的達成

に関するノウハウが蓄積されていること、さらに

これまでの経営状況分析によって効率的健全経

営、運営がなされており、地域畜産農家の生産、

経営意欲の向上を図るための実績が認められるこ

となどから、この施設の管理を引き続き行わせる

ことが適当と判断したものであります。 

 続きまして、議案第３８号「西予市大野ヶ原集

落環境管理施設の指定管理者の指定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 本施設は、平成１７年度及び１８年度に整備さ

れ、西予市大野ケ原地区における畜産業の振興と

集落内の環境保全に努めることを目的としている

施設であります。施設については、堆肥舎２棟と

汚水処理施設から成ります。今回、本施設の指定

管理者の候補者として非公募により大野ケ原環境
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施設組合を選定いたしましたので、その指定につ

いて議会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしまして、本施設は、事業計画

の段階から地元組合で施設の管理運営をすること

が前提となっており、施設整備事業完了と同時に

地元酪農家を主体として当組合が設立され、過去

３カ年間施設の管理運営に当たってこられまし

た。今後も適切に運営されることが認められるこ

とから、大野ケ原環境施設組合が非公募要件であ

る機能、性質等を考慮し合理的な理由があると認

められる組織であり、この施設の指定管理者とし

て適当と判断したものであります。 

 続きまして、議案第３９号「西予市城川産地形

成等促進施設の指定管理者の指定について」、議

案第４０号「西予市城川食肉加工センターの指定

管理者の指定について」、議案第４１号「西予市

城川特産品センターの指定管理者の指定につい

て」、議案第４２号「西予市城川農産物加工セン

ターの指定管理者の指定について」一括して提案

理由のご説明を申し上げます。 

 議案の４施設は、市内農畜産物の加工販売を行

い、またこれらの施設を通して都市との交流促進

を図ることなど、地域の活性化に寄与するために

設置された施設であります。今回、４施設の指定

管理者の候補者として非公募により株式会社城川

開発公社を選定いたしましたので、その指定につ

いて議会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、施設設置以来一貫

して運営管理を行ってきたことから、施設の経営

に関する十分なノウハウを有しており、さらにこ

れまでの経営戦略や営業努力により、地域の期待

にこたえる売上実績が達成されており、施設設置

目的に沿った適切な運営がなされていることなど

から、これら４施設の管理を引き続き行わせるこ

とが適当と判断したものであります。 

 続きまして、議案第４３号「高山漁港小浦船揚

場の指定管理者の指定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 この施設は、漁業経営の安定に資するために漁

船の定期的な点検補修のため、平成９年３月に漁

港改修事業により整備された施設であります。今

回の指定管理者の候補者として非公募により明浜

漁業協同組合を選定いたしましたので、その指定

について議会の議決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、本施設の利用者の

大半が漁協組合員であることや漁船の船揚げを対

象とすることから、漁船登録の有無の確認が容易

であり、施設の健全な管理運営及び適切な処理が

期待できるとともに、船揚げ時等での事故に関し

ても船舶損害保険の対応に熟知しており、万全の

態勢が図られると判断したものであります。 

 続きまして、議案第４４号「西予市有料駐車場

の指定管理者の指定について」提案理由のご説明

を申し上げます。 

 西予市有料駐車場は、自動車を利用する外来者

の一時的な利便に供し、地域の発展に寄与するこ

とを目的として、宇和町商店街の中に４つの駐車

場を整備したもので、現在宇和町駐車場管理組合

が指定管理者として管理運営を行っております。

今回、指定期間の終了に伴い、新たな指定管理者

の候補者といたしまして、審査委員会での協議の

結果、非公募により宇和町駐車場管理組合を選定

いたしましたので、その指定について議会の議決

を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、駐車場の設置目的

である商工及び観光の発展につながる管理運営を

行う経営方針であること、また同組合は、地域の

状況に熟知しているとともに、効率的、効果的な

管理運営がされており、経営状況も安定している

ことなどから、当施設を引き続き管理運営させる

ことが適当と判断したものであります。 

 なお、各指定管理者候補団体の概要及びそれぞ

れの施設の運営計画概要につきましては、別添の

参考資料をご参照ください。 

 以上、１７議案よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

１時０４分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時１

６分） 

 宇都宮総務企画部長。 

○宇都宮総務企画部長 議案第４５号「西予市過

疎地域自立促進計画の変更について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 本市の過疎地域自立促進計画は、平成２２年４

月１日に施行されました過疎地域自立促進特別措

置法の一部を改正する法律に基づき、引き続き本

市が過疎地域に指定されたことに伴い、同年１２

月に新たな計画を策定いたしております。今回の
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計画変更は、平成２４年度以降において過疎対策

事業を活用して実施する事業の事業費、事業内容

の変更及び新規事業を追加するため変更するもの

であり、過疎地域自立促進特別措置法第６条の規

定により議会の議決をお願いするものでありま

す。 

 続きまして、議案第４６号「辺地に係る公共的

施設総合整備計画の策定について」、議案第４７

号「辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更に

ついて」一括して提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本市におきましては、平成２０年度に野村町、

城川町及び明浜町において１６の地区が、平成２

１年度に城川町において１つの地区が辺地の指定

を受け、それぞれ辺地総合整備計画を定めており

ます。このたび城川町中津川地区において、平成

２４年度に市道の整備を実施することに伴い、新

たに中津川辺地総合整備計画を策定することとい

たしました。 

 また、城川町遊子谷、川津南、野村町西、坂石

の４つの辺地において、平成２４年度に林道、消

防施設の追加及び市道、林道施設における事業費

の増額が必要となりました。これに伴いまして、

国に新たな辺地総合整備計画並びに変更計画を提

出するため、辺地に係る公共的施設の総合整備の

ための財政上の特別措置法等に関する法律第３条

の規定により議会の議決をお願いするものであり

ます。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第４８号「市道路線の

廃止について」、議案第４９号「市道路線の認定

について」関連がございますので、一括して提案

理由のご説明を申し上げます。 

 今回３路線の廃止と９路線の認定をお願いする

ものであります。 

 まず、廃止路線ですが、下宇和地区３９号線

は、主要地方道宇和野村線に通ずる重要な生活道

路のため、廃止の後、起点の変更及び路線延長に

より再認定するものであります。 

 津布理１８号線は、津布理１０号線と接続し、

集落内環境道路として重要なる路線のため、廃止

の後、終点の変更及び路線延長により再認定する

ものであります。 

 アジロ線は、国道３７８号線を起点とし、津波

避難道路及び集落内循環道路として一体的利用を

図るため、廃止の後、終点の変更及び路線延長に

より再認定するものであります。 

 次に、認定路線ですが、下組線は、一般県道日

向谷高野子線の道路改良工事完了に伴う旧道区域

を認定するものであります。 

 穴神線は、安尾線と成安尾線を結ぶ重要な生活

道路のため認定するものであります。 

 周木３４号線、３５号線、垣生４０号線及び朝

立６３号線は、一般国道３７８号線の道路改良工

事完了に伴い、旧道区域を認定するものでありま

す。 

 なお、本件に係る市道の廃止・認定につきまし

ては、さきの１月３１日に開催いたしました西予

市道路格付専門委員会において承認をいただいて

いるものであります。 

 続きまして、議案第５０号「西予市営土地改良

事業の施行について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

 本案は、平成２４年度より２カ年計画で宇和町

永長地区において、農山漁村活性化プロジェクト

支援交付金により、団体営土地改良事業を施行す

ることに伴い、西予市営土地改良事業施行条例第

５号の規定により、その事業の概要について議会

の議決を求めるものであります。 

 事業内容につきましては、宇和町永長地区圃場

整備完了区内の農道舗装工事を施工するもので、

これにより維持管理の負担軽減と荷傷み防止等の

効率的な農業経営を図るものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 議案第５１号「平成２３年度西予市

一般会計補正予算（第５号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、事業費の確定及び

実績見込みによる増減額などが主なものでありま

す。 

 歳出につきましては、国民健康保険特別会計、

介護保険特別会計、野村介護老人保健施設事業会
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計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、授産場特

別会計、宇和病院事業会計、野村病院事業会計へ

の繰出金を増額しております。 

 また、将来の備えや今後見込まれる事業費等の

財源確保のため減債基金、消防財政調整基金、災

害対策基金、一般廃棄物処理施設等建設基金及び

体育施設整備基金の積立金を計上しております。 

 さらに、四国横断自動車道工事の影響で、宇和

町下川地区の白水観音水が枯渇したため、白水観

音水によって形成維持されたトゥファ保全に関す

る国庫委託金を今後の給水施設設備の維持管理経

費に充てるため、白水観音水トゥファ保全給水設

備維持管理基金の積立金を計上しております。 

 歳入につきましては、決定額及び決定見込み額

を計上しておりますが、歳出でも説明いたしまし

た白水観音水トゥファ保全給水設備委託金１億

８，９９０万８，０００円を計上しております。 

 また、寄附金につきましては、ふるさと納税寄

附金１０４万７，０００円を計上しております。

これらは平成２０年度から始まった制度でござい

ますが、平成２３年度は２１名の方から２０４万

７，０００円のご寄附をいただく見込みでありま

す。そのうち６名の方から使途についてのご希望

がありましたので、ご希望を尊重して使わさせて

いただきました。 

 また、指定がなかった寄附につきましては、せ

いよ地域づくり交付金事業に充当させていただき

ました。 

 なお、寄附をいただきました方々には、個別に

これらの報告をするとともに、広報紙やホームペ

ージの掲載等により同制度のさらなる周知を図っ

てまいりたいと考えております。 

 以上によりまして、本予算の補正額は、歳入歳

出予算それぞれ７億３，８６６万５，０００円を

増額し、歳入歳出予算の総額を２６５億２７５万

７，０００円と定めるものであります。 

 継続費補正につきましては、庁舎建設事業にお

ける外構工事及び宇和保健センター改修等の実績

に伴う総額と年割り額の変更を行うものでござい

ます。 

 債務負担行為補正につきましては、漁業経営維

持安定資金利子補給金の追加を行っております

が、これは漁業者が漁業経営の再建を図るため、

県信用漁業協同組合連合会から借り入れた漁業経

営維持安定資金に対して年１％以内で７年間利子

補給を行うものであります。 

 地方債補正につきましては、実績見込みについ

て起債の目的と限度額の調整を行うものでありま

す。 

 以上、ご説明してまいりましたが、詳細につき

ましては、担当課長に説明をさせますので、よろ

しくご審議を賜りご決定いただきますようお願い

申し上げます。 

 

○議長 宗財政課長。 

 

○宗財政課長 それでは、予算書に沿いまして補

足説明をさせていただきます。 

 まず、歳出につきまして説明をさせていただき

ます。 

 予算書２８ページをお開き願います。 

 ６目オフセットクレジットＪ－ＶＥＲ導入事業

３００万円の減額でありますが、オフセットクレ

ジット制度に基づく温室効果ガス吸収プロジェク

ト計画書作成と第三者機関による妥当性確認審査

に時間を要したため、その後に行う測量等のモニ

タリング作業委託料、モニタリング検証手数料を

減額するとともに、補助対象となりました妥当性

確認手数料を減額しております。 

 なお、このモニタリング関係経費につきまして

は、平成２４年度当初予算に改めて計上すること

としております。 

 ２９ページ、１８目庁舎建設事業４，８５１万

９，０００円の減額でありますが、これは平成１

９年度から取り組んでまいりました新庁舎建設事

業が終了したことに伴う減額であります。総事業

費は約２４億４，４００万円、財源内訳は合併特

例債が２０億３，５３０万円、一般財源が約４億

８７０万円となる見込みでございます。今回継続

費の変更もあわせて行っております。 

 ３４ページをお開き願います。 

 ３款１項１目国民健康保険特別会計事業勘定繰

り出し事業９，３９８万６，０００円であります

が、事業実績見込みによる繰出金であります。こ

のうち財源不足による繰出額としまして８，５４

６万６，０００円を見込んでおります。 

 ３８ページをお開き願います。 

 ７目２８節繰出金３５４万２，０００円であり

ますが、これは償還金の未納に対する住宅新築資

金等貸付事業特別会計への繰出金であります。 
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 ５２ページをお開き願います。 

 ５目野村農友地区農業用用排水路改修事業２，

５１６万円でありますが、農山漁村地域活性化プ

ロジェクト支援交付金の追加内示により事業を前

倒しして実施するものであります。 

 ９目１３節施設整備管理委託料８２４万円であ

りますが、明浜ふるさと創生館における給水井戸

の塩水化に対する上水道使用料の増加に係る管理

委託料６５０万円及び明浜塩風呂における天井及

びボイラー修繕に係る管理委託料１７４万円であ

ります。 

 ５８ページをお開き願います。 

 ８款２項３目市道荷刺大西鎌田西線改良事業

１，８００万円でありますが、同じ道整備交付金

を財源として実施予定でありました市道岩木地区

１０１号線改良事業が、県管理の河川協議に不測

の時間を要し、年度内の事業完了が困難になった

ため組み替えて実施するものであります。 

 ６１ページをお開き願います。 

 ９款１項１目１９節八幡浜地区施設事務組合特

別会計負担金６，７８７万６，０００円でありま

すが、電波法関係審査基準改正により平成２８年

５月３１日までに消防無線のデジタル化が必要な

ことから、八幡浜地区施設事務組合が行う消防デ

ジタル無線整備事業に対して事業費の一部負担を

行うものであります。 

 ７２ページをお開き願います。 

 １目２５節積立金１１億３，９９０万９，００

０円でありますが、将来への備えや今後見込まれ

る大型事業の財源とするため目的基金の積立金を

計上しております。市債の償還に必要な財源を確

保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資する

ため、減債基金３億円、消防無線のデジタル化等

消防防災施設整備に係る財源確保を図るため消防

財政調整基金１億５，０００万円、大規模災害復

旧に係る財源確保を図るため災害対策基金３億

円、汚泥再生処理施設等の財源確保を図るため一

般廃棄物処理施設等建設基金１億円、２０１７年

に開催予定の愛媛国体における施設整備等の財源

確保を図るため体育施設整備基金１億円、白水観

音水トゥファ保全給水施設の維持管理経費に充て

るため白水観音水トゥファ保全給水施設維持管理

基金１億８，９９０万９，０００円の積み立てを

行っております。 

 次に、歳入でありますが、１３ページをお開き

願います。 

 １款４項１目市町村たばこ税６，０８２万１，

０００円でありますが、実績見込みにより増額を

しております。 

 １４ページをお開き願います。 

 ９款１項１目地方交付税１１億２，５１５万

２，０００円でありますが、これは普通交付税の

確定によるもので、地域主権改革に沿った財源の

充実を図るため地方交付税総額が増額となり、対

前年度１億７，７９３万１，０００円の増となっ

ております。 

 ２１ページをお開き願います。 

 １７款２項１目財政調整基金繰入金であります

が、４億７，１９９万７，０００円を繰り戻しを

しております。 

 また、事業費の確定見込みなどによりまして国

県支出金、市債の増減調整を行っております。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第５２号「平成２３年

度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、授産場製品の生産数量減による

事業収入の減額と施設利用者の増加に伴う繰入金

の増額によるものであります。 

 内容につきましては、手袋売却収入を５３万

５，０００円減額し、保護施設事務費繰入金を５

３万５，０００円増額いたしております。これに

よります歳入歳出予算の総額には変更がありませ

ん。 

 以上で授産場特別会計補正予算の説明を終わり

ます。 

 続きまして、議案第５３号「平成２３年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

２号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、貸付金返済の滞納による貸付金

元利収入の不足分を一般会計繰入金により補い、

歳入財源の内訳を変更処理するもので、歳入歳出

総額には増減はありません。 

 歳入の内訳につきましては、貸付金償還金の貸

付金元利収入を３５２万４，０００円減額し、一

般会計繰入金３５２万４，０００円を増額いたし
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ております。 

 以上で住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第５４号「平成２３年度西予

市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 まず、事業勘定予算からご説明申し上げます。 

 今回の補正は、歳出では、各項目実績見込みに

伴う不用額の減額、保険給付費の調整、共同事業

拠出金確定に伴う調整、直営診療所繰出金の調

整、歳入では、実績見込みによる国民健康保険

税、繰入金の調整及び国庫県支出金、療養給付費

交付金並びに共同事業交付金の確定に伴う調整が

主なものであります。 

 それでは、４ページをお開きください。 

 歳出では、総務費を４９万円減額し、保険給付

費を５，４９０万円、後期高齢者支援金等を１１

３万７，０００円、前期高齢者納付金等を４万

４，０００円それぞれ増額し、共同事業拠出金を

６，３７７万６，０００円、保健事業費を３５０

万円、基金積立金を９１０万円それぞれ減額し、

諸支出金を４，９３２万６，０００円増額し、予

備費を２，０００万円減額いたしました。 

 戻っていただきまして、３ページをお開きくだ

さい。 

 歳入では、国民健康保険税を２０万円増額し、

使用料及び手数料を１７万８，０００円、国庫支

出金を５，２０４万２，０００円、県支出金を３

１５万円それぞれ減額し、療養給付費等交付金を

３，７８５万４，０００円増額し、前期高齢者交

付金を１，１３７万７，０００円、共同事業交付

金を４，６４７万２，０００円それぞれ減額し、

繰入金を９，３９８万６，０００円増額し、諸収

入を１，０２８万円減額いたしました。 

 これによりまして既決いただいております歳入

歳出予算にそれぞれ８５４万１，０００円を増額

し、事業勘定予算の歳入歳出予算総額を５９億

１，７９２万３，０００円と定めるものでありま

す。 

 次に、診療施設勘定予算についてですが、今回

の補正の主な内容は、歳出では総務費と医業費の

精査による調整、歳入では外来収入の精査による

減額とそれに伴う一般会計繰入金の増額等であり

ます。 

 それでは、診療所別にご説明をいたします。 

 ２０ページをお開きください。 

 俵津診療所の歳出では、総務費を６２８万５，

０００円減額し、医業費を５４４万５，０００円

増額いたしました。 

 戻っていただき、１９ページの歳入では、診療

収入を３０５万１，０００円、使用料及び手数料

を４万１，０００円それぞれ減額し、繰入金を２

５３万３，０００円、諸収入を１６万９，０００

円それぞれ増額し、歳入歳出予算の総額を６，７

６５万２，０００円といたしました。 

 次に、３０ページをお開きください。 

 狩江診療所の歳出では、総務費を４万１，００

０円減額し、医業費を１９５万６，０００円増額

いたしました。 

 戻っていただき、２９ページの歳入でございま

すが、診療収入を９万円増額し、使用料及び手数

料を１４万２，０００円減額し、繰入金を１３６

万１，０００円、諸収入を６０万６，０００円そ

れぞれ増額し、歳入歳出予算の総額を６，９６８

万３，０００円といたしました。 

 次に、３８ページをお開きください。 

 高山診療所の歳出では、総務費を１８万７，０

００円減額し、医業費を９９万１，０００円増額

いたしました。 

 戻っていただき、３７ページでございますが、

歳入では、診療収入を１６１万８，０００円減額

し、使用料及び手数料を１万６，０００円、繰入

金を２１６万７，０００円、諸収入を２３万９，

０００円それぞれ増額し、歳入歳出予算の総額を

１億１８５万７，０００円といたしました。 

 次に、４６ページをお開きください。 

 田之浜診療所の歳出では、総務費を３万円、医

業費を７万７，０００円それぞれ増額いたしまし

た。 

 ４５ページに戻っていただき、歳入では、診療

収入を１１万４，０００円、使用料及び手数料を

２，０００円それぞれ減額し、諸収入を２２万

３，０００円増額し、歳入歳出の予算の総額を

１，７４７万円といたしました。 

 次に、５１ページをお開きください。 

 惣川診療所の歳入では、他会計繰入金を１８万

２，０００円減額し、事業勘定繰入金を同額増額

いたしましたので、歳入歳出予算の総額は変わり

ません。 

 次に、５８ページをお開きください。 
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 土居診療所の歳出では、総務費を１４万１，０

００円減額いたしました。 

 戻っていただき、５７ページの歳入では、繰入

金を１４万１，０００円減額し、歳入歳出予算の

総額を１億３，２２２万６，０００円といたしま

した。 

 次に、６４ページをお開きください。 

 遊子川出張診療所の歳出では、総務費を４万

７，０００円増額いたしました。 

 ６３ページの歳入では、繰入金を４万７，００

０円増額し、歳入歳出予算の総額を５４１万２，

０００円といたしました。 

 次に、７０ページをお開きください。 

 二及診療所の歳出では、総務費を５万８，００

０円減額し、医業費を２４７万４，０００円増額

し、予備費を２４３万９，０００円減額いたしま

した。 

 戻っていただき、６９ページの歳入では、診療

収入を１５２万９，０００円増額し、使用料及び

手数料を９万８，０００円、繰入金を１８２万

７，０００円それぞれ減額し、諸収入を３７万

３，０００円増額し、歳入歳出予算の総額を７，

９９５万９，０００円といたしました。 

 次に、７８ページをお開きください。 

 周木診療所の歳出では、総務費を１８２万７，

０００円減額し、医業費を３７万７，０００円増

額し、予備費を１１９万５，０００円減額いたし

ました。 

 戻っていただき、７７ページの歳入でございま

すが、診療収入を２６８万円、使用料及び手数料

を７万７，０００円、財産収入を２，０００円そ

れぞれ減額し、諸収入を１１万４，０００円増額

し、歳入歳出予算の総額を４，５５６万５，００

０円といたしました。 

 以上で国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）の説明を終わります。 

 続きまして、議案第５５号「平成２３年度西予

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、総務費においては、

不用額の見込まれるものの減額と、後期高齢者医

療広域連合納付金においては、保険料徴収実績見

込みによる増額と保険基盤安定負担金、広域連合

共通経費の事務負担金がそれぞれ減額になったこ

と、保健事業費については、健診受診結果に伴う

不用額の減額で、歳入歳出それぞれ８６６万１，

０００円を減額し、歳入歳出の総額を５億６，２

００万６，０００円と定めるものであります。 

 歳出につきましては、総務費を４１０万円減額

いたしました。内訳は、総務管理費が３８０万

円、徴収費が３０万円の減額となります。 

 次に、後期高齢者医療広域連合納付金を４３万

９，０００円増額し、保健事業費については、後

期高齢者健康診査負担金を５００万円減額いたし

ました。 

 歳入につきましては、保険料徴収見込み額の増

加により後期高齢者医療保険料を１，１９９万円

増額し、繰入金を１，５６５万１，０００円減額

いたしました。繰入金の内訳といたしましては、

事務費繰入金７４９万３，０００円、保険基盤安

定繰入金８１５万８，０００円をそれぞれ減額い

たしました。 

 また、諸収入においては、広域連合受託事業収

入を５００万円減額いたしております。 

 以上で後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）の説明を終わります。 

 続きまして、議案第５６号「平成２３年度西予

市介護保険特別会計補正予算（第４号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、年度末精算に当た

り、歳入歳出ともに調整を行うものであります。 

 それでは、補正予算の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ１４１万６，

０００円減額し、歳入歳出予算の総額を４９億

３，５９９万７，０００円とするものでありま

す。内訳といたしまして、歳出では、９ページを

お開きいただきたいと思います。 

 総務費の総務管理費で、事務的経費を８３４万

８，０００円増額し、人件費等を１５７万７，０

００円、認定診査会費で事務的経費を１３０万円

減額いたしました。 

 次に、保険給付費のその他諸費で１５万円、特

定入所者介護サービス等費を９４５万円増額し、

高額医療合算介護サービス等費を９６０万円減額

いたしました。 

 次に、地域支援事業費では、介護予防事業費を

４１８万６，０００円、包括的支援事業任意事業

費を２７０万１，０００円減額いたしました。 

 歳入でございますが、戻っていただき６ページ

になろうかと思います。 
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 保険料を６６０万円増額し、各事業費に応じた

負担金や交付金等を見込んで分担金及び負担金を

３２万７，０００円減額し、国庫支出金の国庫負

担金を２５５万５，０００円、国庫補助金を５８

０万１，０００円増額いたしました。県支出金で

は、県負担金を１，１８２万２，０００円、県補

助金を１１０万４，０００円減額いたしました。 

 次に、支払基金交付金を２，４４０万７，００

０円減額し、繰入金の一般会計繰入金を１５０万

９，０００円増額いたしました。 

 また、財源不足を補うため基金繰入金を１，９

７７万９，０００円増額し、繰り入れることとい

たしました。 

 以上で介護保険特別会計補正予算（第４号）の

説明を終わります。 

 以上、５議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願いを申し上げます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第５７号「平成２３年

度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正の主なものは、汚水処理に伴う施設

使用料収入の増額及び供用区域における新規加入

負担金の増額と施設管理費の減額によるもので、

歳入歳出予算からそれぞれ９６３万１，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を４億２，０３１

万２，０００円と定めるものであります。 

 歳出につきましては、施設管理費で職員給与費

２３万６，０００円を増額し、施設の維持管理に

係る需用費３９０万９，０００円、役務費２７０

万円、委託料３２５万８，０００円をそれぞれ減

額いたしております。 

 歳入につきましては、汚水処理に伴う施設使用

料収入２０６万４，０００円及び農業集落排水へ

の新規加入に伴う負担金４８１万円をそれぞれ増

額し、これに伴う一般会計繰入金１，６００万

５，０００円及び施設整備に伴う消費税還付金５

０万円をそれぞれ減額いたしております。 

 以上で農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）の説明を終わります。 

 続きまして、議案第５８号「平成２３年度西予

市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、事業費の年度末精算に当たり、

不用額等の調整を行うもので、歳入歳出予算から

それぞれ１，１２４万１，０００円を減額し、歳

入歳出予算を１１億３，４２４万７，０００円と

定めるものであります。 

 歳出につきましては、事業費の精査に伴い不用

額を減額するもので、施設管理費で処理場維持管

理委託料及び補助金の接続奨励金等１，０３７万

６，０００円、施設整備費の事業推進費で負担金

及び交付金２万円、施設整備費で職員手当等の人

件費等不用額８４万５，０００円をそれぞれ減額

するものであります。 

 歳入につきましては、有収水量の増加に伴い、

施設使用料３３２万８，０００円、雑入１，００

０円を増額し、分担金及び負担金４９９万５，０

００円、一般会計繰入金９５７万５，０００円を

それぞれ減額いたしております。 

 また、今年度中に平成２４年度の西予市浄化セ

ンター維持管理業務の契約を行うため債務負担行

為を設定いたしております。 

 以上で公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）の説明を終わります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午後０

時０２分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時００

分） 

 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 議案第５９号「平成２３年

度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正の主なものは、経常経費の実績見込

みによる減額で、歳入歳出からそれぞれ２，０２

６万１，０００円を減額し、歳入歳出の予算総額

を２億８，０９１万７，０００円と定めるもので

あります。 

 それでは、７ページをお開き願います。 

 まず、歳出の総務管理費では、維持管理費であ

る需用費を実績見込みにより４１９万８，０００

円減額し、共済費を１３万７，０００円増額し、
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合わせて４０６万１，０００円減額いたしており

ます。 

 施設整備事業費におきましては、宇和・野村地

区において実績見込みにより１，６２０万円を減

額するものです。 

 次に、６ページにお戻りください。 

 歳入につきましては、実績見込みにより分担金

及び繰入金を合わせて２，０２６万１，０００円

を減額するものであります。 

 以上で簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）の説明を終わります。 

 続きまして、議案第６０号「平成２３年度西予

市上水道事業会計補正予算（第４号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 第２条の収益的収入及び支出につきましては、

決算見込みによりまして補正をするものでありま

す。 

 収益的収入におきまして、給水収益であります

水道料金３００万円を減額し、総額を６億２，０

４１万１，０００円といたしております。 

 収益的支出におきましては、修繕費、工事請負

費等２５０万円を減額し、総額を６億４３３万

１，０００円といたしております。 

 第３条の資本的支出につきましても、決算見込

みによりまして補正するものであります。突発的

大規模な水道施設維持工事がありませんでしたの

で、委託料、工事請負費等１，６００万円を減額

いたしております。 

 また、水道施設整備のための用地購入費につい

て、用地交渉の難航によりまして２，０００万円

を減額し、総額を４億３，５４９万円といたして

おります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額を補てんする財源につきましては、財産

上本文括弧書きのとおりに改めております。 

 以上で上水道事業会計補正予算（第４号）の説

明を終わります。 

 続きまして、議案第６１号「平成２３年度西予

市病院事業会計補正予算（第４号）」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、平成２３年度の決算

予測に基づく業務量の補正とそれに伴う医業収支

の調整及び新病院の建設事業に係る委託料及びそ

れに伴う財源の調整をするものであります。 

 第２条の業務の予定量につきましては、決算予

測に基づき、入院及び外来の患者数を減としてお

り、これに伴いまして、第３条の収益的収入の医

業収益で、入院及び外来収益を合わせて７，３３

８万６，０００円減額いたしております。 

 また、医業外収益におきましては、一般会計か

らの補助金及び負担金を繰り出し基準に基づき調

整をいたしております。これらに県補助金１００

万１，０００円を合わせまして２，１４３万１，

０００円増額し、収益的収入の総額を２９億４，

２８６万４，０００円といたしております。 

 また、収益的支出につきましては、人件費及び

経費等の費用を調整し４，１０２万３，０００円

を減額することとしております。これにより収益

的支出の総額を２９億４，２３２万４，０００円

といたしております。 

 第４条の資本的収入につきましては、新病院建

築に伴う出資金として５４１万７，０００円を増

額し、宇和病院の地デジ対応工事に係る出資金を

２６１万９，０００円減額いたしております。 

 また、新病院建築に係る財源として企業債を９

７０万円減額し、これらにより資本的収入の総額

を２億７，９５２万９，０００円といたしており

ます。 

 また、資本的支出につきましては、宇和病院の

地デジ対応工事費及びこれに係る委託料や新病院

建築に係る設計監理業務委託料、地デジ調査業務

委託料、その他手数料などを合わせまして建設改

良費６９０万２，０００円を減額し、資本的支出

の総額を４億９，２２２万１，０００円といたし

ております。 

 第５条では、新病院建築に係る設計監理業務の

継続費の年割り額を補正するものであります。 

 このほか第６条で、企業債の限度額、第７条

で、議会の議決を経なければ流用することのでき

ない経費、第８条で、他会計からの補助金の額を

それぞれ補正いたしております。 

 以上で病院事業会計補正予算（第４号）の説明

を終わります。 

 続きまして、議案第６２号「平成２３年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、実績見込みによる収益的収入及

び支出を補正するものであります。 

 収入につきましては、施設運営事業外収益を７



－22－ 

７万３，０００円増額し、１，６４８万５，００

０円とし、収益的収入の総額を４億４，４５８万

３，０００円といたしております。 

 支出につきましては、施設運営事業費用を７７

万３，０００円増額し、４億２，７８１万８，０

００円とし、収益的支出の総額を４億４，４５８

万３，０００円とするものであります。 

 第４条では、議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費である職員給与費を４４万

１，０００円増額し、３億３，４６９万７，００

０円といたしております。 

 詳細につきましては、４ページの事項別明細書

をごらんください。 

 収入では、他会計補助金として一般会計から７

７万３，０００円を増額し、支出では、給与費を

実績により７７万３，０００円を増額するもので

あります。 

 主な内容は、職員の育児休暇に伴う代替嘱託職

員の雇用により給与費の給料を４６３万３，００

０円減額し、賃金を同額増額するとともに、職員

手当及び法定福利費７７万３，０００円を増額す

るものであります。 

 以上で野村介護老人保健施設事業会計補正予算

（第１号）の説明を終わります。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 平成２４年度予算及び諸議案の審議

をお願いするに当たり、今後の市政運営の所信並

びに予算編成の概要を申し上げさせていただきま

す。 

 未曾有の東日本大震災から間もなく１年を経過

しようとしております。これまで大勢の方々の

並々ならぬ努力や支援により復旧・復興は進みつ

つありますが、今月１０日にようやく復興事業の

司令塔となる復興庁が設置されるなど、そのスピ

ードの遅さが指摘され、今後の迅速な対応が強く

求められております。 

 東日本大震災に対する本市の対応といたしまし

ては、市民の方々から提供いただきました支援物

資や社会福祉協議会を通じ義援金２，６９０万

円、ストーブ燃料用の木質ペレット及び職員１６

名の派遣による人的支援等、できる限りの支援を

行ってきたところでございます。本市において

は、今後起こり得るであろう南海・東南海地震へ

の防災対策について、ハード面の防災はもちろん

のこと、人命尊重の減災対策をできる限り取り組

む必要があると感じております。 

 一方、福島第一原子力発電所事故への対応で

は、昨年度末に事故収束宣言が出されたものの、

地域経済の崩壊や健康不安など、被災地の感情と

がかけ離れ、国民生活や経済活動全体も将来にわ

たる深刻な影響を及ぼしているところでもありま

す。こうした状況に加え、野田改造内閣発足後の

社会保障と税の一体改革をめぐる動きに見られる

政治の混迷や円高による企業の海外進出の加速化

による技術の流出や空洞化への懸念、さらには、

国外の政治経済状況の不安定さ等、社会全体が不

透明さを増し、今まさに時代の転換期を迎えよう

としているように感じます。このような閉塞感に

包まれた時代でありますが、大切なことは、そう

した後には必ずや新しい体制や復興・再生がある

という時代の流れと可能性を信じて、うちごもり

することなく気持ちを切りかえて一歩前へ進むこ

とであると考えております。 

 さて、西予市は合併をして８年がたとうとして

おりますが、また私の市政も２期目が終わろうと

しております。これまで新市としての基礎・基盤

を築くまちづくりを行ってまいりました。平成１

８年に策定しました新しいまちづくりの方向性を

示す西予市総合計画により「夢創造・せいよ２

１」を基本テーマとして、「自然・文化」、「交

流・活力」、「協働・自立」をまちづくりのキー

ワードに、本市ならではの地域特性、資源を結び

合わせた交流と活力あふれるまちづくりを進める

ことによって、子供も高齢者も、住む人も訪れる

人も、自然も文化も産業も、夢の持てる町をつく

りたいと考え、新たな行政課題に取り組んでまい

りました。その具体的実現に向けては、市政２期

目の当初に取り入れました政策提言、マニフェス

ト２００８でございますが、６つの西予市づくり

と２８の政策として取りまとめ、最重点事業とし

てその進捗状況につきまして市民の皆さんから評

価もいただきながら推進してきたところでござい

ます。 

 さらに、時代の変化に気づいて常に先手を打つ

政策を進めてまいりました。過疎化、高齢化が急

速に進展する中で、地域社会機能の低下や地域住
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民の生活維持が困難な状況が広がりつつある限界

集落対策、少子化により学校の小規模化が進み、

教育環境が変化し、学校運営や望ましい教育のあ

り方の影響が懸念されることに対応する学校再編

の推進、市民生活の多様化等によりふえ続けるご

みの減量化と資源化の推進、光ファイバー等高度

情報技術を活用して市民の健康管理を目指す近未

来型の健康管理により、市民の健康と高度情報の

融合を図るリライアブルタウン構想の推進、豊富

な自然資源を生かし展開される産業活動でもたら

される多種多様なバイオマス資源の有効活用によ

り循環型社会の形成促進や自然環境保全、農林水

産業を中心とした地域経済の活性化に取り組むバ

イオマスタウン構想の構築と、その具体的な取り

組みとして木質ペレット製造施設整備、市産材を

使った木造住宅建設に対する助成による林業の活

性化と森林の健全化の推進、野生鳥獣による農作

物への被害拡大への防止対策としての捕獲体制整

備とそれに伴う獣肉の有効活用をするための獣肉

処理加工施設の整備等々、それぞれの課題に対す

る時代の要請、方向性を敏感かつ適切にとらえ

て、素早い解決と実践に移すことが大事であると

の思いでこれまで取り組ませていただきました。

これまで議員各位並びに市民の皆様の深いご理

解、ご協力をいただき、おかげをもちまして、あ

る程度必然性、緊急性があるものは実施でき、町

から市への転換ができつつあるのではないかと思

っております。昨年１１月には、合併以来の懸案

でありました新庁舎が落成し、名実ともに新しい

スタートを切る節目となりました。今後のまちづ

くりはどうあるべきかを考えるとき、これまでに

取り組んできた西予市の基盤づくりに検証を加

え、停滞することなくさらなる発展を目指し、一

歩前に進める時期に来たのではないかと思いを強

くしているところでございます。 

 そこで、新たな段階を迎えるに当たり、さらに

踏み込んだ取り組みが必要であると考えておりま

すテーマ、挑戦の一端を述べさせていただきま

す。 

 １つ目が、減災のまちづくりであります。 

 本市では、大規模災害発生に備えた地域防災計

画の作成、必要物資の備蓄や避難施設の整備、確

保、情報伝達網の整備、自主防災組織の育成、津

波危険マップやハザードマップの作成等、地域連

携意識を活性化させた防災に強いまちづくりを目

指して取り組んでまいりましたが、今回の原子力

発電所事故を含めた大震災での教訓や将来高い確

率で起こることが予想される東海・東南海・南海

地震、さらにはそれぞれ連動して起きる３連動地

震による被害想定等を受けて、将来の計画を抜本

的に見直し、新たな発想や基準に基づく安全で安

心して生活できる基盤づくりや高齢者等災害弱者

に配慮したまちづくりが大きな課題となっており

ます。今回の大震災では、過去の災害をもとに将

来の災害を予想することへの限界が見え、想定外

という言葉が頻繁に使われてまいりましたが、次

の想定外は許されず、これからは想定外をも想定

してのあらゆる取り組みが求められております。

危機発生時において、先例にとらわれず、国、地

方とも最大限の対応、準備が必要であることを痛

感させられました。 

 また一方では、災害の発生を完全に食いとめる

ことは困難であり、ある程度の被害発生を想定し

た上で、事前の対策を検討する必要があるという

減災社会の方向性が打ち出されております。今後

東日本大震災や過去に幾度となく災害に見舞われ

た教訓・知識、伊方原発事故の想定等を防災・減

災対策に反映できるよう自治体間や関係機関、団

体、民間との相互連携、自主防災組織などの市民

の組織化や常日ごろからの危機管理体制の構築、

関連施設、設備の整備等、地域防災力向上のため

の具体的な取り組みを強化し、安全を優先したま

ちづくりを加速させる必要があると考えておりま

す。 

 ２つ目は、住民参加の地域づくりであります。 

 招集のあいさつの中でも触れさせていただきま

したが、限界集落問題への取り組みにつきまし

て、平成２１年度から生き活き集落事業を実施

し、これまでに５つのモデル地区で事業を展開し

てまいりました。これらの地域では、集落がみず

から考え行動する集落づくり計画を通じた話し合

いの中で、地域の課題や魅力を再発見し、その計

画を住民の手で実行することにより、地域を支え

る人材が育ち、地域に対する意識が変わってまい

りました。地域への愛情や誇りを取り戻し、心の

空洞化や過疎化に対処する気概が高まりつつある

ように感じております。 

 また、今年度から取り組みを始めました地域コ

ミュニティーに予算と権限の一部を移譲する地域

づくり交付金制度でありますが、昭和の大合併の
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前の地域、つまり従来から深い結びつきのある小

学校区単位にもう一回帰って、それぞれの地域が

個性豊かな力をつけ、元気を取り戻し、自立する

取り組みを進めております。今後この２つの事業

を連携させ、地域活性化対策を中心に据えて、支

援体制や事業内容を充実させ、市民との協働によ

る新たな西予市の基盤づくりと西予市版地域主権

を実現していく必要があると考えております。 

 ３つ目が、産業の再生、育成であります。 

 本市においては、宇和海に臨む海岸部から四国

カルストに至る立地条件を生かし、多種多様な農

林水産物の生産が展開されておりますが、高齢化

と担い手不足、価格低迷など取り巻く環境は大変

厳しさを増しております。 

 また、２００８年のリーマン・ショック後の景

気後退が追い打ちをかけ、地域経済は疲弊してい

る状況にあり、今後ＴＰＰへの交渉に参加するこ

とになれば、さらに大きな打撃を受けることが懸

念されているところでありますが、地域の再生に

は基幹産業である農林水産業の再生と育成が不可

欠であることから、一層力を傾注しなければなら

ないと考えております。市内には、地元で生産さ

れた農林水産物の販売や加工を行う第三セクター

等により運営されている施設が多くありますが、

その中で新しい発想を持って順調な経営がなさ

れ、雇用も多く生まれております。こうした成功

事例をヒントにしながら、新しい試みに挑戦しな

ければなりません。その一つとして、漢方薬の原

料となるカンゾウ及びミシマサイコの試験栽培

や、地球温暖化への対応としてビルの屋上等に設

置し、断熱効果を高めるパネルに利用するスナゴ

ケの栽培にも取り組んでおりますが、地域の特徴

を生かした時代に即した魅力ある産品を新たな地

場産業となるよう育てていくことが急がれており

ます。 

 一方、社会状況が変化してもなくしてはならな

いと考える産業の一つに、野村町のシルクがあり

ます。これは、昭和２８年のエリザベス２世の戴

冠式の折に、世界で最高の絹を使ってドレスをつ

くるということで、野村町の絹を使ってそのドレ

スができております。こうした付加価値の高い地

場産品をもう一度見直すことから、また新しい視

点が出てくるのではないかと感じているところで

あります。本市の基幹産業である農林水産業が魅

力ある職業として選択され、後継者がやりがいの

あるものとなるよう、６次産業化への取り組みを

強化する必要があると考えております。 

 ４つ目は、ジオパーク構想の推進による魅力あ

ふれるまちづくりであります。 

 西予市は、日本列島で最も古い地層の一つとさ

れる黒瀬川構造体を初め、四国カルスト、宇和海

リアス式海岸などの自然遺産、さらには文化遺産

を豊富に有しております。これらの地域資源を観

光や教育・地域活動と有機的に結びつけ、地域の

宝として町の活性化に最大限生かす活動、ジオパ

ーク構想に本年度から取り組み、市内ジオパーク

の資源の調査や市民向けの啓発、学習活動、研究

者等による支援体制の構築を進めているところで

あります。現在、国内には世界ジオパークとして

５カ所、日本ジオパークとして１５カ所が認定さ

れ、合わせて２０カ所がジオパークの認定を受け

ておりますが、西予市では日本ジオパークネット

ワーク準会員として認定を目指す１１地区の一つ

として活動を開始しております。今後は西予ジオ

パークの目指す方向やテーマを明確にして、市民

の皆さんの理解や協力を得るとともに、地域に対

する誇りや資源の有効活用に対する意識を高め、

２年後または３年後の日本ジオパークへの認定を

目指した動きを加速させ、地域活性化のエネルギ

ー、いわゆる担い棒として、する必要があると考

えております。 

 ５つ目が、再生可能エネルギーへの取り組みで

あります。 

 温室効果ガスを抑制し、循環型まちづくりを推

進するためにバイオマスタウン構想を策定し、そ

の具体策として、昨年地域森林資源を有効活用し

た木質ペレット製造施設を整備し、新庁舎、游の

里温泉施設、農業用ハウス、市内教育施設等に木

質ペレットを使った空調設備、ボイラー、ストー

ブなどの熱源として利用し、二酸化炭素削減に取

り組んでおります。 

 また、本年度から間伐材等の適切な森林管理に

よる二酸化炭素吸収量をクレジット化し企業等に

売買するオフセットクレジットいわゆるＪ－ＶＥ

Ｒ制度の導入に取り組み、環境省によるプロジェ

クト計画書認証等の手続を進めているところであ

ります。本構想の一環として、県内最大級の畜産

地帯である本市の家畜排せつ物を利用し、メタン

ガスの発生やメタン発酵により電気や堆肥、肥料

とするバイオマスからのエネルギーの生産と再利
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用に向け新たな検討を進めたいと考えておりま

す。この先進事例としては、岩手県の小岩井・雫

石町バイオマス発電事業として平成１８年から稼

働しているものがありますが、当市にはこれらと

同規模の畜産農場があり、昨年８月には再生可能

エネルギー特別措置法が成立したこと等を踏まえ

まして、可能性を探り、環境型畜産の実現や農林

水産業の活性化、さらに新たな産業の創出につな

げたいと考えております。 

 また、一般家庭における太陽光発電に対する補

助金制度の新設等により、再生可能エネルギーを

活用した持続可能な循環型社会の構築を市民の皆

さんとの協働により推進することが重要であると

考えているところでございます。 

 ６つ目が、不易流行の豊かな文化を生かしたま

ちづくりでございます。 

 西予市は豊かな自然とともに、先人たちの残し

たすばらしい歴史・伝統・文化が数多くありま

す。それを学び、継承し、さらに新しい文化をは

ぐくんでいくことが、現在に生きる我々の責務で

あります。このたび東温市にある坊っちゃん劇場

で、江戸時代後期、１８３３年に卯之町で開業

し、地域の医療に尽力した二宮敬作に医学を学

び、日本人初の蘭方女医となったシーボルトの娘

楠本イネの人生を描くミュージカル「幕末ガー

ル」が本年４月から１年間にわたり上演されるこ

とになっております。これらを契機として、波乱

に富んだ人生の中で、夢を持ち、誇り高く生き抜

いたおイネさんを全国発信し、そうした誇るべき

時代の先駆者を多く輩出する西予市をアピールし

ていきたいと考えております。 

 また、ご案内のとおり、偉業をなし遂げた先人

も暮らした江戸時代中期から戦前にかけての伝統

的な町並みが残る卯之町中町地区が、平成２１年

１２月に国の重要伝統的建造物群保存地区の指定

を受け、保存と観光をあわせたまちづくりの起点

としているところでありますが、今後ジオパーク

構想の推進と連携を図りながら、市内に数多く存

在する地域の歴史・文化遺産の保存と活用に努め

ることにより、そこに暮らす市民や訪れた人々が

地域の歴史や個性に魅力を感じることができる、

文化が息づくまちづくりへと発展させることが必

要であると考えております。 

 以上、所信の一端を述べさせていただきました

が、このほかにも喫緊の課題が山積しておりま

す。議員各位並びに市民の皆様のご意見、ご提言

をいただきながら早急かつ適切に対応し、誇れる

愛着の持てるいい実感のある西予市づくりを目指

さなければならないと考えておりますので、ご理

解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 それでは次に、平成２４年度予算案の概要につ

いてご説明いたします。 

 平成２４年度予算案は、誇れる愛着の持てる西

予市づくりを基本理念とするマニフェスト２００

８の政策提言を一歩前進させ、地域経済への状況

や市の財政状況を直視した上で、持続可能な財政

構造を構築する手法を取り入れ、次の３つの基本

方針のもとで予算編成をしております。 

 １つ目は、西予市総合計画を推進する予算とし

て、従来への取り組みに加え、地域防災体制の整

備やジオパーク構想の推進、愛媛国体への推進な

どの新たな課題に対し１７の重点項目を定めた施

策の推進を図ることとしております。 

 ２つ目は、経済状況に適切に対応する予算とし

て、地域の実態と将来を見据えた効果的かつ効率

性のある施策の推進により、地域経済の下支えを

切れ目なく行うこととしております。 

 ３つ目は、厳しい財政状況に対応するための改

革に踏み込んでいく予算として、平成１８年度よ

り取り組んでいる行政評価システムにおける施策

枠予算編成の継続的運用を行い、全職員が施策枠

予算の考え方と市の財政状況を十分理解し、厳し

い調整、選択を行い、健全財政の維持に努めるこ

ととしております。 

 これによりまして、平成２４年度各会計予算額

は、一般会計２３１億６，０００万円、特別会計

１４０億９，７１５万１，０００円、公営企業会

計５７億３，５６７万６，０００円、全会計では

４２９億９，２８２万７，０００円となり、一般

会計では、前年度比５．５％の１３億６，０００

万円の減額となっております。 

 以下、一般会計予算の新規事業と主な事業につ

いて、款、項の区別を基準とした目的別分類の施

策ごとに説明をいたします。 

 初めに、議会費でございますが、議会活動を広

く市民に周知するための議会だよりの経費やし尿

処理場問題等、新市立病院建設、議会改革の各特

別委員会に係る経費を計上しております。総額で

２億１，４４９万２，０００円としております。 

 次に、総務費でございますが、情報化の推進で
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は、大規模な災害に見舞われたときの被災者の生

活再建に向けて必要となる復旧・復興業務を迅

速・的確に行うための被災者支援システムデータ

連携費を計上しております。 

 男女共同参画では、男女共同参画推進体制の充

実と広報啓発活動を推進するため、男女共同参画

啓発事業費を計上しております。 

 コミュニティーでは、地域に権限と財源を移譲

し、地域みずからで地域づくりに取り組むせいよ

地域づくり交付金事業、財団法人自治総合センタ

ーのコミュニティーセンター助成金を受け、自治

活動の拠点となる集会所の整備を行うコミュニテ

ィーセンター整備事業費を計上しております。 

 また、生き活き集落づくりの事業により、集落

応援隊の設置や集落づくり事業に対し補助を行う

限界集落対策事業費を計上しております。 

 行財政では、市民を初め来庁者の利便性向上を

図るため、本庁舎に総合案内職員を継続して配置

するための経費を計上しております。 

 また、行財政の効率化を推進するための行政評

価推進事業費、市有財産維持管理事業では、野村

地区小学校再編計画によりスクールバス駐車場等

として活用する用地購入費を計上しております。 

 道路・交通網整備では、平成２３年度から平成

２７年度を計画期間とする地域公共交通総合連携

計画に基づき、地域住民や来訪者にとって便利で

快適な移動手段を確保する新たな生活交通システ

ムの確立を図る地域公共交通確保維持改善事業費

を計上しております。総額で２４億７，２５５万

３，０００円としております。 

 次に、民生費でございますが、地域福祉では、

交通弱者に対して、交通の便を確保し、福祉サー

ビスの向上を図るため、野村・城川生活福祉バス

の運行に係る事業費を計上しております。 

 また、災害時における情報共有により災害に強

い地域づくりを進めるための要支援者支援システ

ム管理運営事業費を計上しております。 

 高齢者福祉では、災害時におけるひとり暮らし

等の高齢者に対する迅速かつ適切な支援体制の確

立を図る経費、高齢者が生き生きと元気で暮らす

よう高齢者の社会参加活動をサポートする各種支

援サービス事業費を計上しております。 

 障害者福祉では、障害者自立支援法に基づき障

害者の社会参加を促進し、安心して生活できるま

ちづくりを推進するため、障害者自立支援給付事

業費、医療費給付事業費、障害者の地域移行・地

域生活支援を推進するための地域生活支援事業

費、聴覚障害者が安心して生活できる環境づくり

としてのコミュニケーション支援事業費、特別支

援学校または特別支援学級に通学している児童・

生徒を対象に、障害者支援施設における専門的な

支援による健全育成と障害児を持つ保護者の就労

支援等を図るため、放課後等対策事業費を計上し

ております。 

 人権対策では、人権意識の高揚・啓発に努める

ため、地域や公民館、隣保館等での人権・同和教

育講座事業費を計上しております。 

 子育て支援では、西予市次世代育成支援行動計

画・後期計画に基づき、保育所の機能充実や多様

化する子育てニーズに対応するため、病児・病後

児保育事業費や保護者が労働等により昼間家庭に

いない児童に対して、子供の安全で健やかな居場

所の確保と勉強やスポーツ、文化活動等の充実を

図るための放課後児童健全育成事業費を計上して

おります。 

 また、養育者の子育てに係る経済的な負担の軽

減を図るため、就学前の通院費用無料化から小学

生の入院医療費までの助成を拡大する乳幼児・児

童医療費助成事業費、妊娠中の疾病の早期発見・

早期対応等の健康管理が図られ、安心して出産を

迎えられる妊婦健診事業費、中学校修了までの子

供を対象とした子どものための手当に要する経費

を計上しております。総額で６３億４，８４０万

５，０００円としております。 

 次に、衛生費でございますが、保健・医療で

は、健康診断の実施、栄養指導等による生活習慣

病の予防、疾病の早期発見・早期治療を推進する

健康増進事業費やがん検診等事業費、子宮頸が

ん・Ｈｉｂ・小児肺炎球菌ワクチンの公費での接

種を行う予防接種事業費を計上しております。 

 また、リライアブルタウン構想の一環として、

住民の健康づくりのための運動として推進するノ

ルディックウオーク推進事業費、温泉巡回バス事

業費を計上しております。 

 さらに、新市立病院建設に係る推進事業費、地

域医療の医師等確保対策に係る経費繰出金、高齢

化、過疎化が進展する地域の医療を確保するため

の下泊診療所移転事業費を計上しております。 

 環境・景観保全では、電力の安定供給における

エネルギー源の多様化の観点から県と連携し、再
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生可能エネルギーの導入拡大に取り組む太陽光発

電システム設置補助金事業費を計上しておりま

す。 

 廃棄物処理、墓地、火葬場では、環境保全とご

みの減量化、再資源化等により循環型社会の構築

を図るためのごみの分別収集、処理経費、焼却施

設、し尿処理施設の維持管理経費を計上しており

ます。 

 また、老朽化している西部衛生センターと東部

衛生センターを集約して、し尿処理及び浄化槽汚

泥をあわせて処理し、資源化設備を備えた汚泥再

生処理センターを整備するための汚泥再生処理施

設整備事業費を計上しております。 

 さらに、ツルやコウノトリ等自然と人との共生

により、豊かな生態系の維持と農村空間の構築を

目指す田園ロマンの里づくり推進事業費を計上し

ております。総額で１８億５，０３１万２，００

０円としております。 

 次に、労働費でございますが、雇用状況の悪化

に対応して創設された緊急雇用創設事業によりス

ナゴケ、カンゾウの試験栽培等を行う自然資源活

用型集落営農活用活性化事業など９事業に従事す

る臨時職員４１名を直接雇用または委託する経費

を計上しております。 

 また、現下の厳しい地域経済、雇用失業情勢等

にかんがみ、地域経済の活性化や雇用の維持創出

に努めるため雇用創出推進事業費、水産業振興雇

用支援対策事業費を計上しております。総額で１

億４３４万７，０００円としております。 

 次に、農林水産業費でございますが、農業の振

興では、ため池が決壊した場合の被害の程度、拡

大範囲、避難場所や避難経路等を地図上に示すた

め池ハザードマップを作成する経費、農業用用排

水路整備等の生産基盤の整備充実、農作業の効率

化、省力化を図るための農山漁村活性化プロジェ

クト支援交付金事業費を計上しております。 

 また、農業を支える人材の確保と農地集積を図

るための戸別所得補償経営安定推進事業費、新規

就農総合支援事業費を計上しております。 

 さらに、耕畜連携により飼料の自給率向上を目

指すための粗飼料生産組織育成事業費を計上して

おります。 

 林業の振興では、林内路網４路線の整備を行う

森林蘇生緊急対策事業費、林道３路線の開設事業

費、間伐材出荷促進対策事業費、林業技術者の育

成と就労の安定を図るための林業労働者確保対策

事業費、地域材の利用拡大を推進するための市産

材木造住宅建設促進事業費を計上しております。 

 また、地域の再生可能エネルギーを利用した低

炭素型の地域づくりの取り組みとして、オフセッ

トクレジットの導入事業費、木質ペレットの有効

活用を図るため、家庭用ペレットストーブの購入

補助を行うバイオマスペレット生産利活用事業費

を計上しております。 

 水産業の振興では、漁業環境の整備保全と地域

漁業の振興を図るため、有太刀漁港整備交付金事

業費、漁港海岸高潮対策事業費、国道３８７号俵

津バイパスの改良工事負担金等の漁港施設整備費

を計上しております。 

 また、漁業者、漁協の支援を図るため、八幡浜

漁業協同組合冷凍冷蔵施設整備事業補助金、宇和

海に面する地域が広域で一体となり産官学民が連

携して人材育成や環境保全問題の解決と６次産業

化の確立に向けたシステムを構築するための宇和

海水産構想推進協議会負担金を計上しておりま

す。総額で２６億７０３万６，０００円としてお

ります。 

 次に、商工費でございますが、商業の振興で

は、中小企業に対する経営資金融資制度を設け、

中小企業の育成振興を図るための預託金事業費及

びそれに関連した中小企業振興資金利子補給事業

費、商工業振興資金利子補給事業費を計上してお

ります。 

 工業の振興では、優良企業の誘致を促進し、若

者の市外流出の抑制と地元定着を進めるための企

業誘致奨励金事業費を計上しております。 

 消費生活では、悪徳商法による被害が増加する

中で、関係者との連携により情報提供、被害者相

談、苦情等に対応するため、県が設置する消費者

行政活性化基金を活用して消費者生活相談員を増

員する消費生活事業費を計上しております。 

 観光振興では、観光レクリエーション施設の維

持充実のための維持管理事業費、乙亥大相撲事業

費等の各種イベント助成事業費を計上しておりま

す。 

 また、ジオパーク構想を推進し、日本のジオパ

ークとしての認定を目指して調査研究を行うジオ

パーク調査研究事業費を計上しております。 

 雇用・勤労者対策では、起業講座や特産品開発

に対する支援、相談、情報提供等により新たな雇



－28－ 

用の創出を図るため、地域内発型産業創出事業

費、農林水産物加工品開発事業費、市産品販売促

進事業費、グリーン・ブルーツーリズム支援事業

費を計上しております。総額で３億９，４１９万

２，０００円としております。 

 次に、土木費でございますが、道路・交通網整

備では、広域的な地域間の連携強化、安全等の向

上に向けた県営道路事業負担金事業、道整備交付

金事業６路線、社会資本整備総合交付金事業１路

線、市道市単独道路改良事業費１９路線の幹線道

路整備費を計上しております。 

 また、平成１９年度に橋梁長寿命化計画策定が

義務づけられたことに伴う橋梁長寿命化修繕計画

策定事業費、橋梁かけかえ２カ所の整備経費を計

上しております。 

 住宅、宅地の整備では、若者から高齢者まで暮

らしやすい定住環境と安全・安心な定住環境づく

りため、平成２１年度から２５年度を計画期間と

する地域住宅計画に基づき、市営住宅緑が丘団地

の改修事業費を計上しております。 

 また、急傾斜地等がけ崩れ危険箇所７カ所のが

け崩れ防災対策事業費を計上しております。総額

で１９億７，５６８万７，０００円となっており

ます。 

 次に、消防費でございますけれども、消防・防

災・救急では、大規模災害発生に備えた必要物資

の備蓄、防災倉庫、テント等の整備、避難路、海

抜表示板等の整備、自主防災組織の育成強化を図

る事業費を計上しております。 

 また、災害救急に速やかに対応できる体制の整

備を図り、住民の生命・財産を守り、安心して暮

らせるまちづくりを築くため、消防団組織の充実

を図るとともに、非常備消防ポンプ車１台、積載

車５台、小型動力ポンプ車５台、耐久性貯水槽５

基の整備に係る事業費を計上しております。 

 また、消防本部配置の救急自動車の老朽化によ

る高規格救急自動車の１台の更新に係る経費、消

防デジタル無線整備に係る設計委託料、野村町の

防災行政無線整備に係る設計委託料を計上してお

ります。総額で１０億６，９５６万６，０００円

となっております。 

 次に、教育費でございますが、学校教育では、

安全で安心して学べる教育環境の整備を図るた

め、三瓶小学校校舎新築事業費、野村小学校南校

舎改築事業費を計上するとともに、西予市小学校

再編計画に基づき、望ましい教育環境の実現を図

るため、学校再建推進事業費を計上しておりま

す。 

 また、不登校児童・生徒に対応するための教育

相談員設置事業費、障害等のある児童・生徒一人

一人の豊かな学校生活を支援するため、小・中学

校生活支援員設置事業費を計上しております。 

 生涯学習では、生涯を通じた教育機会への充実

を図るため、公民館講座事業費や公民館維持管理

事業費を計上するとともに、放課後に子供たちの

安全で健やかな居場所づくりを推進するための放

課後子どもプラン事業費を計上しております。 

 芸術・文化、文化財では、日本人女性初めての

医師となったシーボルトの娘楠本イネと彼女を養

育した江戸時代末期の蘭学者・医学者の二宮敬作

の文化遺産を継承し、全国発信して西予市の活性

化を図るための西予市おイネ賞事業費、偉人伝承

活動事業費を計上しております。 

 また、卯之町の町並み保存地区の重要伝統的建

造物群保存地区選定を受け、文化施設の整備を図

るための町並み建造物修理・修景補助事業費、古

代ロマンの里構想推進事業費、第１８回を迎える

全国かまぼこ板の絵展覧会事業費を計上しており

ます。 

 さらに、愛媛県指定無形民俗文化財である朝日

文楽の保存・伝承と後継者の育成を図るための朝

日文楽会館建設事業費を計上しております。 

 スポーツ活動では、スポーツ立市構想に基づく

スポーツ立市推進計画により、スポーツ団体、ク

ラブ及び指導者の育成を推進するためのスポーツ

立市推進計画管理事業費、市内に３団体組織され

ている総合型地域スポーツクラブの運営を支援す

る総合スポーツクラブ補助事業費を計上しており

ます。 

 また、愛媛国体開催時の競技会運営に当たる審

判員、記録員を計画的に養成するため、愛媛県国

体競技役員等養成事業費、各種スポーツ大会への

誘致や開催とスポーツ関係団体と連携を密にして

競技力の向上とジュニアスポーツの育成支援を図

るための愛媛国体競技種目支援事業費を計上して

おります。総額で２４億３９３万５，０００円と

しております。 

 以上、歳出予算の目的別概要でございました

が、続きまして、歳入につきましてご説明をいた

します。 
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 まず、市税につきましては、市民税、たばこ税

の増額及び固定資産税の評価がえによる減額等を

見込み、市税総額では、前年度比７７７万３，０

００円、前年度の同期比では０．３％のマイナス

でございますが、この減額としております。 

 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、地

方消費税交付金、自動車取得税交付金につきまし

ては、平成２２年度決算額及び地方財政計画によ

る基準財政収入額の増減率等をもとに見積額を計

上しております。 

 地方交付税につきましては、地域主権改革に沿

った財源の充実を図るため、地方財政計画で対前

年度比０．１兆円の増となっていること等を考慮

し、２億円、１．７％増でございますが、増額と

しております。 

 国庫支出金及び県支出金につきましては、子ど

ものための手当の支給額変更、学校施設整備事業

の事業実施年度の変更等によって３億９，２２２

万９，０００円、前年度比で１０．３％減の減額

としております。 

 市債につきましては、庁舎建設事業の終了、小

学校施設耐震化事業の減額により７億１，４６０

万円、前年度比で２４．６％減でございますが、

減額としております。 

 なお、合併特例債、過疎債及び辺地債等の財政

上有利な起債を活用し必要額を計上しておりま

す。 

 また、統合年度を当初計画より１年延長した三

瓶小学校校舎新築事業における継続費の設定及び

公有財産の適切な管理及び有効活用を図るため、

財産管理システムの再構築を行う公有財産管理評

価業務の債務負担行為の設定を行っております。 

 以上、説明いたしましたけれども、詳細な点に

つきましては担当課長のほうから説明をさせてい

ただきます。よろしくご審議を賜り、ご決定をい

ただきますようお願いを申し上げます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午後１

時５５分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時１０

分） 

 宗財政課長。 

 

○宗財政課長 それでは、予算書に沿いまして新

規事業並びに主な事業について補足説明をさせて

いただきます。 

 歳出につきまして、説明をさせていただきま

す。 

 予算書５７ページをお開き願います。 

 ２款１項６目オフセットクレジットＪ－ＶＥＲ

導入事業２００万円でありますが、温室効果ガス

吸収プロジェクト計画書と第三者機関による妥当

性確認の審査に時間を要したため、平成２３年度

予算に計上しておりました測量等のモニタリング

作業及びモニタリング報告書の第三者機関検証経

費を減額し、平成２４年度に改めて計上をしてお

ります。 

 ６１ページをお開き願います。 

 ２款１項１０目１９節防犯灯設置補助金６０万

６，０００円でありますが、省電力化を推進する

ため、蛍光灯に加え、ＬＥＤ電球による防犯灯の

設置、更新を新たに補助対象とし、事業費の２分

の１、新設の場合１万５，０００円、既存電柱更

新の場合８，０００円を限度に補助を行うもので

あります。 

 ８２ページをお開き願います。 

 ２款８項１目コミュニティーセンター整備事業

１，３２５万５，０００円でありますが、財団法

人自治総合センターのコミュニティーセンター助

成金を受けて、城川町遊子谷の南平集会所、木造

平家建て５９．５平米の整備に係る経費を計上し

ております。 

 ８３ページ、２款８項１目１９節せいよ地域づ

くり交付金８，５００万円でありますが、平成２

３年度より取り組みを始めた地域コミュニティー

に予算と権限の一部を移し、自主・自立の地域づ

くりを推進するための交付金を７，５００万円か

ら１，０００万円増額し拡充を図るものでござい

ます。 

 ３目地域公共交通確保・維持改善事業１，１８

３万９，０００円でありますが、平成２３年１２

月に運行を開始した野村町惣川地区の生活交通バ

ス、ディマンドタクシーの運行経費及び平成２４

年度に運行開始を目指す城川町遊子川地区のディ

マンドタクシー運行に係る経費を計上するもので

あります。 

 １００ページをお開き願います。 

 ３款２項１目乳幼児・児童医療費助成事業７，

５２６万６，０００円でありますが、少子化対策

や子育て環境整備の一環として、従来のゼロ歳か
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ら就学前までの乳幼児医療費の助成費を拡大しま

して、平成２４年度から小学生の入院医療費の助

成を新たに計上しております。 

 １１０ページをお開き願います。 

 ４款１項１目下泊診療所移転事業１，１４７万

５，０００円でありますが、下泊診療所が老朽化

したことから、地域医療の確保のため、平成２２

年３月に閉校となりました下泊小学校校舎１階部

分を改修し、有効活用を図るものであります。平

成２４年１２月１日の診療開始を目指す計画とし

ております。 

 １１２ページをお開き願います。 

 ４款１項２目予防接種事業１億２，２８３万円

でありますが、予防接種法に基づき、日本脳炎、

インフルエンザ等の疾病の発生及び蔓延を防止す

るため実施するもので、そのうち子宮頸がんワク

チンは中学１年生、Ｈｉｂ・小児用肺炎球菌ワク

チンは生後２カ月から７カ月未満を新規対象とす

るとともに、平成２３年度に１回以上接種してい

る残接種者を対象に公費負担で実施することとし

ております。 

 同目ノルディックウオーク推進事業６２万６，

０００円でありますが、地域保健医療システム構

築事業の一環として取り組んでまいりましたノル

ディックウオーキングを多くの方がその効果や楽

しさを理解いただけるよう大会や教室を開催し、

愛媛におけるメッカとなるよう推進するものでご

ざいます。 

 １１４ページをお開き願います。 

 ４款１項４目住宅用太陽光発電システム設置補

助金事業９６０万円でありますが、再生可能な新

エネルギーを利用したまちづくりを進めるため、

市民が市内に住宅用太陽光発電システムを設置し

た場合、１キロワット当たり４万８，０００円、

１戸当たり４キロワットまで１９万２，０００円

を上限に補助金を新たに交付するもので、今回５

０件分を計上しております。 

 １１９ページをお開き願います。 

 ４款２項２目資源ごみ処理委託事業１，２３２

万７，０００円でありますが、家庭から出たごみ

のうち、平成２４年度より新たに古着、古布類の

分別収集を月１回程度行い、ごみの減量化、再資

源化による経費削減と二酸化炭素排出削減を図る

こととしております。 

 １２１ページをお開き願います。 

 ４款２項３目汚泥再生処理施設整備事業１，８

１４万４，０００円でありますが、老朽化した西

部衛生センター及び東部衛生センター機能を１カ

所に集約し、環境保全、資源化機能を備えたし尿

及び浄化槽汚泥等の汚泥再生処理施設整備に伴う

生活環境影響調査業務委託経費及び用地買収に伴

う不動産鑑定業務委託経費を計上するものであり

ます。 

 １３６ページをお開き願います。 

 ６款１項５目ため池等農地災害危機管理対策事

業２，２２０万円でありますが、ため池が決壊し

た場合に予測される災害の発生地点、被害の範

囲、程度、避難経路、避難場所等の情報を示すた

め池ハザードマップ作成に係る経費を計上するも

のであります。貯水量が１，０００立米を超え、

堤高１０メートル以上、被害想定戸数５戸以上の

１８カ所のため池ハザードマップを作成する計画

としております。 

 １４３ページをお開き願います。 

 ６款２項２目森林蘇生緊急対策事業２億円であ

りますが、林内専用道４路線、内訳としまして宇

和町の日の地線、野村町のセバ谷蔭ノ地線、小松

大野ケ原線、城川町の雨包支線、総延長で４，０

００メートルの整備を行うものであります。 

 １５１ページをお開き願います。 

 ６款３項４目有太刀漁港整備交付金事業１億

４，１１０万円でありますが、三瓶町蔵貫浦地区

において、平成２２年度から２６年度にかけて、

東防波堤延長９０メートルの整備を行うものであ

ります。平成２４年度におきましては、地盤改良

工事、基礎工事を予定しております。 

 １５４ページをお開き願います。 

 ７款１項２目合宿誘致事業５０万円であります

が、交流人口の拡大、地域活性化及び商業の振興

を図ることを目的に、市外のスポーツ・文化活動

団体が、市内の宿泊施設を利用し、合宿等を行う

場合に補助金を交付するものであります。１回の

合宿等における延べ宿泊数が４０泊以上の場合、

１泊当たり１，０００円、１回の合宿で２０万円

を限度に補助することとしております。 

 １５５ページ、７款１項４目ジオパーク調査研

究事業５００万円でありますが、２年後または３

年後における日本ジオパーク認定に向けての動き

を加速するため、推進協議会の設置、ジオ講座の

開催及び説明板設置等に係る経費を計上しており
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ます。 

 １６５ページをお開き願います。 

 ８款２項３目道路新設改良費、目合計が６億９

２１万８，０００円でありますが、明浜町では大

早津東水源地線開設、西川線改良の２路線、宇和

町では岩城地区１０１号線、旧町地区５９号線、

１級路線３号線、岩城地区１４９号線、岩城地区

２０９号線、旧町地区２２３号線、１級路線８号

線、中川地区１３７号線の各改良８路線、野村町

では荷刺大西鎌田西線、渓筋田之筋線、馬地惣財

久線、中筋大洲線、深山線、四郎谷蔭付下旭線の

各改良及びのり面防災の７路線、城川町では蔭ノ

地杉之瀬線、川向中津川線、程野線、成下組線、

今田線、平岩柳沢線の各改良６路線、三瓶町では

和泉１号線、蔵貫６号線、蔵貫浦７号線、鴫山１

号線の各改良４路線の整備を行うものでありま

す。 

 １７３ページをお開き願います。 

 ９款１項１目消防無線設備整備事業１，５５６

万５，０００円でありますが、電波法関係審査基

準改正により平成２８年５月３１日までに消防無

線のデジタル化が必要なことから、西予市消防・

救急無線デジタル化の実施設計業務委託料を計上

するもので、平成２５年度、２６年度で施設整備

を行う計画であります。 

 １７８ページをお開き願います。 

 ９款１項３目常備消防施設整備事業３，４９５

万８，０００円でありますが、消防本部配置の救

急車の老朽化による高規格救急車への更新を行う

ものでございます。 

 同目消防団装備整備事業５，８９２万円であり

ますが、消防・防災体制の整備充実を図るため、

老朽化した三瓶町谷道分団第２部のポンプ車１

台、宇和町中川分団第３部、岩城分団第２部、宇

和分団第６部、田之筋分団第３部の積載車計４

台、野村町惣川分団の第３部のポンプつき計積載

車１台、明浜町高山分団第３部、野村町田之筋分

団第４部、予子林分団第１部、城川町魚成分団第

２部、魚成分団第６部の小型動力ポンプ計５台の

更新を行うものであります。 

 ４目災害用備蓄物資整備事業４４１万７，００

０円でありますが、大規模災害に備え、アルファ

化米と保存用パン計２，６００食分、毛布８００

枚等の購入費であります。平成２４年度から２８

年度までの５年間で、住民の１割に当たる約４，

４００人分の災害用備蓄物資を整備する計画であ

ります。 

 １７９ページ、同目災害用資機材施設整備事業

４，２３２万８，０００円でありますが、明浜・

三瓶の津波一時避難場所８４カ所の防災倉庫及び

防災テント、三瓶町の津波一時避難場所４５カ所

の簡易トイレの整備、また避難路整備に係る経費

を計上するものであります。 

 同目防災対策啓発活動事業５０５万円でありま

すが、平成２３年度に整備した高山地区を除く全

海岸地区１６地区に海抜表示板を設置するための

委託料でございます。 

 同目１９節自主防災組織活動育成補助金８０１

万８，０００円でありますが、自主防災組織の育

成・強化を図るために、自主防災組織が行う防災

施設防災資機材の整備、防災訓練、講習会の実施

等に対する自主防災組織活動育成補助金及び自主

防災組織未結成地区に対する自主防災組織結成支

援補助金を計上するものであります。 

 １９０ページをお開き願います。 

 １０款２項３目三瓶小学校校舎新築事業２億

４，２８２万円でありますが、平成２６年４月の

統合に向け、平成２４年度及び２５年度の２年間

で新校舎の整備を行うもので、継続費を設定し、

平成２４年度は、工事費及び工事管理委託料の前

払い金を計上するものでございます。 

 ２０８ページをお開き願います。 

 １０款６項１目西予市おイネ賞事業２００万円

でありますが、日本最初の女医楠本イネを輩出し

た町として、西予市の魅力を全国発信する取り組

みとして、医師を目指す女性の医学生及び現在活

躍している女性医師を対象として、楠本イネへの

思いと女性医師としての夢をテーマとした懸賞作

文を募集し、受賞者に対して奨励研究費を授与す

る経費を計上するものであります。 

 ２１２ページをお開き願います。 

 １０款６項３目朝日文楽会館建設事業５２５万

６，０００円でありますが、昭和５２年建設で老

朽化した三瓶町の朝日文楽会館改築に係る設計委

託料を計上するものであります。 

 ２２５ページをお開き願います。 

 １０款７項５目愛媛国体競技役員等養成事業３

４１万５，０００円でありますが、２０１７年開

催予定の愛媛国体において、西予市が会場となる

成年女子ソフトボール及び相撲の審判等競技役員
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の養成に係る経費を計上するものであります。ソ

フトボール公認審判員３０名、公式記録員２０

名、相撲公認審判員２８名程度の養成を計画して

おります。 

 次に、歳入でございますが、予算書は返りまし

て１５ページをお開き願います。 

 １款１項１目個人住民税１０億９，５０３万

４，０００円でありますが、年少扶養控除廃止に

伴う個人住民税の増額等を見込み、対前年度比

１，６６３万５，０００円の増額としておりま

す。 

 ２項１目固定資産税１４億１，４３１万６，０

００円でありますが、評価がえによる影響額等を

考慮し、対前年度比７，４７７万８，０００円の

減額を見込んでおります。 

 １６ページをお開き願います。 

 １款４項１目市町村たばこ税の２億１，１３１

万１，０００円でありますが、平成２３年度実績

見込みにより４，８９１万５，０００円の増額と

しております。 

 １８ページをお開き願います。 

 ８款１項１目地方特例交付金１，２１０万２，

０００円でありますが、地方財政計画における収

入見込み額をもとに６，３９７万４，０００円の

減額としております。 

 ２６ページをお開き願います。 

 １３款２項７目１節学校建設費国庫補助金４，

７５８万８，０００円でありますが、これは三瓶

小学校改築に係る国庫補助金であります。 

 ３１ページをお開き願います。 

 １４款２項５目３節漁港整備交付金９，３３８

万円でありますが、これは有太刀漁港整備事業に

係る県補助金を計上しております。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 議案第６４号「平成２４年

度西予市授産場特別会計予算」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

２，１２５万５，０００円としております。 

 歳出の主なものは、施設授産場費の事務費で、

人件費等１，１４５万５，０００円、事業費で賃

金等９８０万円であります。 

 歳入では、手袋加工賃収入等の施設授産場事業

収入７８５万円、繰入金で一般会計繰入金及び保

護施設事務費繰入金の１，３３２万２，０００円

を予定しております。 

 以上で授産場特別会計予算の説明を終わりま

す。 

 続きまして、議案第６５号「平成２４年度西予

市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

６８６万９，０００円としております。 

 歳出の主なものは、住宅新築資金並びに改修資

金に借り入れている公債費の元金６２１万７，０

００円と利子５７万９，０００円であります。 

 歳入の主なものは、住宅新築資金等貸付金元利

収入３８０万８，０００円及び借換債３００万円

を計上いたしております。 

 以上で住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の

説明を終わります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 兵頭教育部長。 

○兵頭教育部長 議案第６６号「平成２４年度西

予市育英会奨学資金貸付特別会計予算」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 この奨学資金は、西予市出身の優秀な学生・生

徒であって、経済的理由により就学が困難な者に

対し定額を無利子で貸し付けるものであります。 

 それでは、予算書２７ページをお開きくださ

い。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

９，７４９万９，０００円としております。 

 歳出では、奨学資金貸付金で新規貸付予定者４

３名、継続貸付者５３名、計９６名分及び運営に

係る経費３，７６０万６，０００円、予備費５，

９８９万３，０００円を計上いたしました。 

 歳入では、償還金等４，６６５万４，０００円

及び前年度繰越金５，０８４万５，０００円を計

上し運営するものであります。 

 なお、奨学資金の貸し付けに当たっては、西予

市育英会理事会に諮り、公正な決定運用を図るこ

とといたしております。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 
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○上甲生活福祉部長 議案第６７号「平成２４年

度西予市国民健康保険特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 国保特別会計予算につきましては、事業勘定予

算と１０の診療所勘定予算で構成をされておりま

す。 

 まず、事業勘定予算から説明申し上げます。 

 平成２４年度の予算編成に当たりましては、厳

しい財政状況であることを踏まえ、国民健康保険

事業の適正かつ安定的な運営を図るため、医療費

の動向、医療制度改正の対応等、国が示す留意事

項に基づき編成をいたしました。今後とも保険給

付費の増加及び税収の落ち込みが見込まれ、財政

状況は一層厳しい状況になることが予想されるこ

とから、今年度は財源不足分として一般会計から

の繰入金を計上いたしました。２４年度中に医療

費の動向等詳細についての分析を行い、国保税の

適正賦課について検討をいたします。 

 それでは、４１ページをお開きください。 

 歳出の主なものでは、１款総務費９，６８３万

６，０００円、２款保険給付費４０億６，６９２

万７，０００円、３款後期高齢者支援金等６億

７，１３５万１，０００円、４款前期高齢者納付

金等７５万８，０００円、６款介護納付金３億

１，２３２万６，０００円、７款共同事業拠出金

７億２，４７２万４，０００円、８款保健事業費

５，２０５万８，０００円、１１款諸支出金１，

００２万４，０００円、１２款予備費５００万円

を計上いたしました。 

 続いて、３９ページに返っていただきたいと思

います。 

 歳入の主なものにつきましては、１款国民健康

保険税９億５，９７３万３，０００円、４款国庫

支出金１４億４，９９３万９，０００円、５款県

支出金２億９，３９１万１，０００円、６款療養

給付費等交付金４億６，５００万１，０００円、

７款前期高齢者交付金１５億７，５４６万円、８

款共同事業交付金７億１，２６５万４，０００

円、１０款繰入金４億６，９３４万６，０００

円、１２款諸収入１，３２４万５，０００円を計

上いたしました。 

 以上によりまして、事業勘定予算は、歳入歳出

それぞれ５９億４，００５万９，０００円といた

しました。 

 次に、診療施設勘定予算についてご説明を申し

上げます。 

 各診療所の患者数は減少傾向にあり、診療収入

も減収が見込まれ、一般会計からの繰入金に頼る

傾向が強くなっており、年々厳しい経営を余儀な

くされていますが、経費節減、経営改善に積極的

に努め、今後とも地域になくてはならない診療所

づくりを目指す所存であります。 

 なお、来年度から俵津診療所の医科については

廃止することから、施設の一部を民間に貸与し、

医療サービスを行っていただくこととしておりま

す。 

 明浜町の各診療所勘定歳入歳出総額及び診療収

入の占める割合並びに一般会計繰入金は、４３ペ

ージ、４４ページの俵津診療所が７８９万５，０

００円、診療収入は７１２万１，０００円、診療

収入が占める割合は９０％、一般会計繰入金は

１，０００円の頭出しのみであります。 

 次に、４５ページ、４６ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 狩江診療所は６，６８７万３，０００円で、診

療収入は４，３３３万５，０００円、割合は６

５％、一般会計繰入金は１，７５２万７，０００

円であります。 

 次に、４７ページ、４８ページをお開きくださ

い。 

 高山診療所は９，９５１万９，０００円で、診

療収入は３，３９０万７，０００円、割合は３

４％、一般会計繰入金は１１９ページになります

けれども、５，５３７万６，０００円でありま

す。 

 次に、４９、５０ページをお開きください。 

 田之浜診療所は１，６３２万１，０００円で、

診療収入は１，５９４万７，０００円、割合は９

８％、一般会計繰入金は１，０００円の頭出しの

みであります。 

 野村町の診療所勘定予算総額は５１ページ、５

２ページの惣川診療所が１，３０９万５，０００

円で、診療収入は７８２万４，０００円、割合は

６０％、一般会計からの繰入金は３６９万４，０

００円であります。 

 城川町の各診療所勘定予算総額は、５３、５４

ページをお開きいただきたいと思いますが、土居

診療所が１億３，１２５万６，０００円で、診療

収入は９，５５０万４，０００円、割合は７

３％、一般会計繰入金は１４８ページになります



－34－ 

が、１，７９５万３，０００円であります。 

 次に、５５、５６ページの杉之瀬出張診療所が

８１５万９，０００円で、診療収入は８０６万

５，０００円、割合は９９％。 

 次に、５７、５８ページでございますが、遊子

川出張診療所が４３９万９，０００円、診療収入

は３６８万５，０００円、割合は８４％で、いず

れも一般会計からの繰入金はありません。 

 次に、三瓶町の各診療所勘定予算総額は、５９

ページ、６０ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 まず、二及診療所が７，８９９万５，０００円

で、診療収入は５，１８２万８，０００円、割合

は６６％。 

 次に、６１、６２ページをお開きください。 

 周木診療所が４，５０８万円で、診療収入は

４，３１４万５，０００円、割合は９６％で、い

ずれも繰入金はありません。 

 なお、本予算案につきましては、２月２２日に

開催しました国保運営協議会におきまして慎重な

ご協議をいただき、本日ご提案申し上げる次第で

ございます。 

 以上で国民健康保険特別会計予算の説明を終わ

ります。 

 続きまして、議案第６８号「平成２４年度西予

市後期高齢者医療特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 後期高齢者医療制度は、ことしの４月で５年目

を迎えますが、社会保障と税の一体改革におい

て、高齢者医療制度改革会議の取りまとめ等を踏

まえ、高齢者も現役世代と同じ制度に加入する方

向で見直しが検討されているところでございま

す。 

 それでは、１９７ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ

６億１，６００万円と定めるものであります。 

 歳出の主なものにつきましては、１９９ページ

をお開きください。 

 １款総務費は３，２２４万４，０００円で、そ

の内訳としては、総務管理費が３，０３０万７，

０００円、徴収費が１９３万７，０００円となり

ます。総務管理費につきましては、職員給与費、

窓口業務等に係る庶務事業経費で、徴収費につき

ましては、後期高齢者医療保険料の賦課徴収業務

に係る経費を計上いたしました。 

 次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金を５

億６，７９８万１，０００円計上いたしました。

これは愛媛県後期高齢者医療広域連合関係市町負

担金規則により定められた関係市町の広域連合会

への負担金で、その内容については、西予市が徴

収した後期高齢者医療保険料負担金、また低所得

者の方の保険料軽減分に対する保険基盤安定負担

金並びに愛媛県後期高齢者医療広域連合の運営経

費に対する事務費負担金などとなります。 

 次に、３款保健事業費として、後期高齢者を対

象に実施する健康診査事業の経費を１，５０６万

５，０００円計上いたしました。 

 次に、４款諸支出金として、後期高齢者医療保

険料の過年度分に対する還付金を３０万１，００

０円計上いたしました。 

 また、５款予備費で４０万９，０００円を計上

いたしました。 

 １９８ページに戻っていただきたいと思いま

す。 

 歳入につきましては、主なものとして、１款後

期高齢者医療保険料として３億４，４９７万１，

０００円を計上いたしました。これは被保険者か

ら徴収した後期高齢者医療保険料で、内訳として

特別徴収保険料が２億５，９７５万３，０００

円、普通徴収保険料が８，５２１万８，０００円

となります。 

 次に、３款繰入金として２億５，６３３万６，

０００円計上いたしました。これは一般会計から

の繰入金で、内訳としては事務費繰入金が５，７

４０万４，０００円、保険基盤安定繰入金が１億

９，８９３万２，０００円であります。 

 また、５款諸収入として１，４６９万円を計上

いたしました。主なものは、過年度保険料の還付

金が３０万１，０００円、後期高齢者の健康診査

事業実施に伴う広域連合からの受託事業収入が

１，４３８万４，０００円となります。 

 以上で後期高齢者医療特別会計予算の説明を終

わります。 

 続きまして、議案第６９号「平成２４年度西予

市介護保険特別会計予算」について提案理由のご

説明を申し上げます。 

 本予算につきましては、主に要介護状態または

要支援状態の者に対し必要な保険給付を行うこと

と要介護、要支援状態になることを予防するため

の事業等に関する予算の計上となっております。 
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 それでは、２１５ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ５０億８，９７７万２，０００円と定めるも

のであります。 

 ２１８ページをお開きください。 

 内訳といたしまして、歳出の主なものは、総務

費の総務管理費で６，５５４万２，０００円、賦

課徴収費１９６万７，０００円、介護認定審査会

費４，１５４万３，０００円、保険給付費の介護

サービス等諸費で４１億９，４３６万円、介護予

防サービス等諸費２億９，７１２万円、その他諸

費５３７万６，０００円、高額介護サービス等費

１億５６０万円、高額医療合算介護サービス等費

２，５２０万円、特定入所者介護サービス等費２

億２，３２０万円、地域支援事業費の介護予防事

業費で１，６０２万９，０００円、包括的支援事

業任意事業費７，９１３万１，０００円でありま

す。 

 次に、２１６ページにお戻りいただきたいと思

います。 

 歳入の主なものは、６５歳以上の方に納付して

いただく保険料の介護保険料で７億８，０６９万

５，０００円、歳出の地域支援事業費の事業実施

に伴う利用者の負担金で５１２万４，０００円、

国庫支出金の国庫負担金で８億５，４１３万２，

０００円、国庫補助金４億７，９８１万７，００

０円、県支出金の県負担金で７億２，２３９万

８，０００円、県補助金１，２８５万９，０００

円、財政安定化基金支出金２，４２１万５，００

０円、支払基金交付金で１４億５，９５７万３，

０００円、繰入金の一般会計繰入金で７億４，９

３５万３，０００円、基金繰入金１４０万円を予

定しております。 

 以上で介護保険会計予算の説明を終わります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 藤中産業建設部長。 

○藤中産業建設部長 議案第７０号「平成２４年

度西予市農業集落排水事業特別会計予算」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成２４年度の西予市農業集落排水事業におけ

る主な事業としましては、汚水処理を実施してお

ります１０処理区の施設維持管理業務と多田・明

間処理区を除く８処理区の機能診断業務及び公債

費の元利償還であります。 

 それでは、本予算の歳入歳出予算でございます

が、予算書２６９ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出総額をそれぞれ４億４，８

７０万円と定めるものでございます。 

 ２７７ページをお開きください。 

 歳出につきましては、事業費の施設管理費で１

億５，６６８万円計上しておりますが、これは汚

水処理施設の維持管理及び機械機器保守点検に係

る経費、施設の修繕に係る経費及び施設の機能診

断調査に係る経費並びにこれらに関連する事務

費、人件費等を計上しております。 

 次に、公債費でありますが、今までに建設され

た施設整備に対する元利償還金で２億９，２０２

万円を計上しております。 

 ２７５ページに戻りまして、歳入の主なものに

つきましては、事業収入で汚水処理に伴う施設使

用料８，０９０万円、分担金及び負担金で１７０

万円、これは供用地区における新規加入者の負担

金であります。 

 次に、農業集落排水事業の機能診断調査に係る

県補助金として１，６００万円、施設の維持管

理、市債の元利償還に係る一般会計繰入金３億

４，９００万円、前年度からの繰越金１１０万円

を計上しております。 

 以上で農業集落排水特別会計予算の説明を終わ

ります。 

 続きまして、議案第７１号「平成２４年度西予

市公共下水道事業特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 西予市の公共下水道事業につきましては、平成

１６年度末より供用を開始している野村処理区で

は、平成１１年度から平成１８年度末に供用を開

始している宇和処理区では、平成１２年度からそ

れぞれ事業に着手しております。 

 平成２４年度に実施する主な事業につきまして

は、宇和処理区では、延長約２，８００メートル

の管路整備工事と浄化センターの土木水処理設

備、電気設備工事等を、野村処理区では、浄化セ

ンターの土木水処理設備、電気設備工事をそれぞ

れ予定しております。 

 それでは、本予算の歳入歳出予算でございます

が、予算書２８７ページをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出総額をそれぞれ１１億２，

８４５万円と定めるものであります。 

 ２８９ページをお開きください。 
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 歳出では、事業費の施設管理費で７，０７０万

円計上いたしておりますが、これは主に野村・宇

和両処理区の維持管理費用と公共下水道接続奨励

金に係る経費等を計上しております。 

 次に、施設整備では７億４，０２５万円を計上

しております。これは宇和処理区における公共下

水道事業の推進及び普及促進に要する経費、野

村・宇和両処理区の施設整備に係る委託料、工事

請負費及びこれに関連する事務費、人件費等に係

る経費を計上しております。 

 また、今までに建設された施設整備に対する公

債費の元利償還金で３億１，７５０万円を計上し

ております。 

 ２８８ページに戻りますが、歳入につきまして

は、事業収入で施設使用料６，２０５万円、事業

費分担金１，５００万円、国庫補助金３億１，２

９５万円、市債の元利償還金及び施設整備等とし

て一般会計繰入金４億３，０５１万円、前年度繰

越金３５万円、消費税還付金等の諸収入６０９万

円、市債３億１５０万円を充当いたしておりま

す。 

 なお、地方債の限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を第２表により定めております。 

 以上で公共下水道事業特別会計予算の説明を終

わります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようよろしくお願いいたします。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 議案第７２号「平成２４年

度西予市簡易水道事業特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 特別会計予算書２４９ページをお開きくださ

い。 

 平成２４年度予算の主なものは、各施設の維持

管理費及び施設の整備に伴う経費で、歳入歳出の

総額をそれぞれ２億７，６９５万５，０００円と

定めるものであります。 

 ２５８ページをお開きください。 

 歳出の主なものとして、事業費の総務管理費に

おいては、職員等の人件費と関係する事務費を初

め、需用費においては光熱水費、修繕料、その他

施設管理や電算関係の委託料など合わせて１億

４，３６２万１，０００円を計上しております。 

 次に、施設整備事業費ですが、工事請負費では

施設整備に係る市単独工事分４，２１６万７，０

００円のほか、委託料保証金を合わせまして２３

０万円を計上しております。 

 次に、公債費は、元利合計として８，７３１万

７，０００円を計上いたしております。 

 次に、歳入ですが、２５５ページをお開きくだ

さい。 

 主なものといたしまして、給水収入１億３，１

２０万４，０００円、繰入金では人件費分など一

般会計繰入金７，７５５万３，０００円と基金繰

入金１，４４９万１，０００円、合わせて９，２

０４万４，０００円を計上いたしております。 

 また、地方債でございますが、補償金免除繰上

償還に伴う借換債について、限度額を２，３７０

万円と定めるものでございます。 

 以上で簡易水道事業特別会計予算の説明を終わ

ります。 

 議案第７３号「平成２４年度西予市上水道事業

会計予算」について提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 予算書の説明の前に、本年度の水道事業につき

まして概要をご説明いたします。 

 西予市の水道事業は、合併前に設置された４つ

の上水道と４０の簡易水道、さらには給水人口１

００人以下の給水施設７３、専用水道１を合わせ

て１１８の事業から構成されております。現在本

市における水道施設は、拡張から更新へと維持管

理の時代になり、経年老朽化施設の計画的更新、

地震対策の推進、多様化、高度化する水道使用者

のニーズへの的確な対応などさまざまな課題に直

面しております。これらの課題に対向すべく、西

予市水道ビジョンを基調としつつ、安全・安心で

快適な水道水の安定的な供給のさらゆる充実を目

指すこととしております。 

 それでは、公営企業会計予算書１ページをお開

きください。 

 まず、第２条、業務の予定量についてご説明い

たします。 

 給水戸数は、前年度計画から３１戸増加いたし

まして１万２，８８１戸を予定しております。ま

た、西予市全体における年間総給水量を４０２万

４，７１８立方メートル、１日平均給水量を１万

１，０２７立方メートルと予定しております。 

 主要な建設改良事業としましては、宇和上水道
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事業における公共下水道事業に伴う配水管布設が

え工事７，５００万円、野村上水道事業における

貝吹・予子林方面計装設備設置工事２，９００万

円をそれぞれ予定しております。 

 次に、第３条、収益的収入及び支出についてご

説明申し上げます。 

 収益的収入におきましては、水道事業収益の総

額を６億６６０万８，０００円と定め、営業活動

に基づく給水収益の５億７，７５３万９，０００

円を含む営業収益として５億８，４０３万円、営

業外収益として２，２５４万４，０００円を計上

しております。 

 収益的支出におきましては、水道事業費用の総

額を５億８，１８７万９，０００円と定め、主な

ものとしまして、営業活動に係る営業費用として

５億３，５９６万７，０００円、企業債償還利息

等の営業外費用として４，５８３万８，０００円

を計上しております。 

 次に、２ページ、第４条、資本的収入及び支出

についてご説明いたします。 

 資本的収入におきましては、総額を１億７３２

万１，０００円と定め、内訳は工事負担金１，９

８３万８，０００円、消火栓設置に対する一般会

計負担金１５０万円、企業債７，３５０万円、企

業債元金償還金に対する一般会計補助金１，２４

８万３，０００円を計上しております。 

 支出におきましては、総額を５億８，７９４万

５，０００円と定め、内訳は建設改良費３億８，

７８０万円、企業債償還金１億９，４１４万５，

０００円、一般会計からの借入金の償還金である

長期借入金償還金６００万円を計上しておりま

す。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

４億８，０６２万４，０００円を補てんする財源

につきましては、第４条括弧書きのとおりであり

ます。 

 次に、第５条では、補償金免除繰上償還に伴う

上水道事業借換債について、第６条では、一時借

入金の限度額を２億４，０００万円と定めており

ます。第７条では、予定支出の各項の経費の金額

の流用、第８条では、議会の議決の経なければ流

用することのできない経費として職員給与費１億

２，９０２万１，０００円、公債費８万円と定め

るものであります。 

 また、第９条では、一般会計から受ける補助金

として１，５２１万４，０００円を定め、次の第

１０条では、棚卸資産購入限度額を１，７４０万

円に定めるものであります。 

 以上で上水道事業会計予算の説明を終わりま

す。 

 議案第７４号「平成２４年度西予市病院事業会

計予算」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 同じく公営企業会計予算書１１５ページをお開

き願います。 

 第２条の業務の予定量からご説明申し上げま

す。 

 病床数は、一般病床２１０床、療養病床５２

床、感染症病床２床の合計２６４床で変更はあり

ません。 

 年間患者数は、わずかながら年々減少傾向にあ

りますが、本年度は入院７万３，３６５人、外来

１０万４５０人で、１日平均患者数を両病院合わ

せまして入院２０１人、外来４１０人を見込んで

おります。 

 主要な建設改良事業としましては、新病院建築

費８億７１１万１，０００円、医療機器備品購入

費１億１，１８９万４，０００円、施設整備事業

費５，１６８万４，０００円を予定しておりま

す。 

 次に、第３条、収益的収入及び支出の予定額で

ありますが、収入では事業収益３０億１，４０９

万９，０００円を予定しています。その主な内訳

は、第１項の医業収益で外来・入院の診療収入や

検診収入などで２８億２，６６０万８，０００

円、第２項の医業外収益では、企業債償還利息や

救急医療など不採算部門に対しての一般会計負担

金など１億８，７３６万１，０００円でありま

す。 

 支出では、事業費用として３０億１，２９２万

４，０００円を予定しておりますが、その主な内

訳は、職員の人件費や事務費、材料費、経費等の

医業費用が２９億１，０１０万２，０００円、企

業債の利息支払いなど医業外費用が１億１１０万

２，０００円であります。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出についてご

説明申し上げます。 

 １１６ページをお開きください。 

 新市立病院建設事業につきましては、昨年造成

工事に着手し、設計業務におきましては、基本設
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計が完成し、今後は実施設計の作業を進めてまい

ります。平成２４年度は病院本体の工事に着手す

る計画としております。また、医師確保、病院ス

タッフの教育などにも積極的に取り組んでまいり

ます。 

 それでは、予算の内容でありますが、収入で資

本的収入として９億１，７７５万８，０００円を

計上いたしております。内訳として、第１項出資

金１億１０３万２，０００円は、企業債の元金償

還及び新病院建設費に係る一般会計出資金であり

ます。 

 第２項企業債７億６，９８０万円は、医療機器

整備及び新病院建設に伴う企業債を借り入れする

ものであります。 

 第４項補助金４，６９２万６，０００円は、新

病院建設に伴う国庫補助金及び県補助金でありま

す。 

 次に、支出で資本的支出として１０億６，７５

２万円を計上いたしております。内訳として、建

設改良費９億７，０６８万９，０００円と企業債

償還金９，６８３万１，０００円であります。 

 建設改良費の主なものにつきまして、予算書１

３７ページの事項別明細書でご説明いたします。 

 １目施設整備事業費では、野村病院の吸収式冷

温水発生機取りかえ工事３，１２９万円、高圧ケ

ーブル・気中開閉器取りかえ工事４７２万５，０

００円などこの他の工事を合わせまして５，１６

８万４，０００円を予定いたしております。 

 ２目固定資産購入費、野村病院では一般撮影装

置など、宇和病院では透析用監視装置など、医療

機器及び備品購入費を合わせて１億１，１８９万

４，０００円を予定いたしております。 

 次に、３目新病院建築費で８億７１１万１，０

００円、主に職員２名の人件費のほか、新病院建

設工事費等であります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額１億４，９７６万２，０００円について

は、過年度分損益勘定留保資金ほかで補てんする

ものであります。 

 第５条、継続費につきましては、新病院建設に

伴う本体工事費に係る平成２５年度までの年割り

額でございます。 

 第６条、企業債につきましては、限度額を医療

機器等整備事業４，７４０万円、新病院建設７億

２，２４０万円と定めるものです。 

 第７条は、一時借入金の限度額を３億５，００

０万円と定め、第８条では、予定支出の各項の経

費の金額を流用することができる場合、さらに

は、第９条では、議会の議決を経なければ流用す

ることができない経費として職員給与費１８億

７，４５０万円、公債費２５０万円と定めるもの

です。 

 また、第１０条では、一般会計からの補助金を

研究・研修費ほか１，７５６万６，０００円と

し、第１１条、棚卸資産の購入限度額を６億５，

０００万円と定めるものであります。 

 以上で病院事業会計予算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第７５号「平成２４年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計予算」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 ２０３ページをお願いいたします。 

 介護老人保健施設つくし苑の事業につきまして

は、老人の心身の状況に応じた適切な介護及び機

能訓練、必要な医療等を提供し、日常生活の自立

と家庭復帰を支援し、地域に親しまれ、信頼され

る施設を目指してサービスの提供に引き続き努め

てまいりたいと考えております。 

 それでは、まず第２条、業務の予定量について

ご説明いたします。 

 入所定員８０人、１日当たりの通所者定員２５

人、療養者数は年間３万５，３８７人と見込んで

おります。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額でござい

ますが、収入・支出それぞれ４億４，８９６万円

を予定するものであります。 

 収入では、施設運営事業収益が４億２，７７４

万４，０００円で、その主なものは、施設介護給

付費収益３億４，００８万５，０００円でありま

す。 

 また、施設運営事業外収益では、一般会計から

の企業債支払い利息等に対する補助金等２，１２

１万６，０００円を計上いたしております。 

 支出では、施設運営事業費用が４億３，３０９

万１，０００円で、その主なものは、給与費３億

４，０６８万５，０００円であります。 

 施設運営事業外費用では、企業債支払い利息等

１，５８６万９，０００円を計上しております。 

 次に、第４条、資本的収入及び支出でございま

すが、資本的支出のみで３，６４４万８，０００

円を計上いたしております。その主なものは、企
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業債元金償還金３，３７９万８，０００円と給食

栄養管理システム購入費等２６５万円でありま

す。 

 なお、資本的支出額に対する財源につきまして

は、全額過年度分損益勘定留保資金で補てんする

ものであります。 

 また、第５条では、一時借入金の限度額を５，

０００万円と定め、第６条では、予定支出の各項

の経費の金額の流用、第７条では、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費として職

員給与費３億３，９４６万７，０００円、公債費

１万円と定め、第８条では、他会計からの補助金

の目的と総額を２，０７０万８，０００円と定

め、第９条では、棚卸資産購入限度額を５００万

円に定めるものでございます。 

 以上で野村介護老人保健施設事業会計予算の説

明を終わります。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 ３月５日は午前９時より質疑を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後３時２６分 
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       平成２４年第１回西予市議会定例会会議録（第２号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２４年３月５日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２４年３月５日 

          午前９時００分 

１．散     会 平成２４年３月５日 

          午前９時２８分 

１．出 席 議 員        

    １番    欠  員   

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 
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   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番    欠  員   

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  松 山 一 郎 

   会 計 管 理 者  河 野 敏 雅 

   総務企画部長  宇都宮 又 重 

   産業建設部長  藤 中   彰 

   生活福祉部長  上 甲 憲 章 

    

教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

   明 浜 支 所 長  平 田 與 輝 

   野 村 支 所 長  河 野 数 義 

   城 川 支 所 長  福 原 純 一 

   三 瓶 支 所 長  三 好 幸 二 

   消防本部消防長  清 水 敏 昭 

   総 務 課 長  井 上 謙 二 

   財 政 課 長  宗   正 弘 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  上 田 甚 正 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

       

      議  事  日  程 

 

 １ 議案第 １号 白水観音水トゥファ保全給

水設備維持管理事業基金条

例制定について 

   議案第 ２号 西予市水道事業の剰余金の

処分等に関する条例制定に

ついて 

   議案第 ３号 西予市病院事業の剰余金の

処分等に関する条例制定に

ついて 

   議案第 ４号 西予市野村介護老人保健施

設事業の剰余金の処分等に

関する条例制定について 

   議案第 ５号 外国人登録法の廃止に伴う

関係条例の整理に関する条

例制定について 

   議案第 ６号 西予市監査委員条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第 ７号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市教職員宿舎条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 ９号 西予市公民館条例の一部を

改正する条例制定について 
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   議案第１０号 西予市図書館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１１号 西予市母子家庭医療費助成

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１２号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例及び西予市重度

心身障害者医療費助成条例

の一部を改正する条例制定

について 

   議案第１３号 西予市国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１４号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１５号 西予市農林漁業後継者住宅

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１６号 西予市営住宅管理条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１７号 西予市単独市営住宅条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１８号 西予市特定公共賃貸住宅条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１９号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第２０号 西予市明浜町地域ふるさと

基金条例を廃止する条例制

定について 

   議案第２１号 西予市野村町地域づくり推

進基金条例を廃止する条例

制定について 

   議案第２２号 西予市城川青年の家条例を

廃止する条例制定について 

   議案第２３号 西予市宇和文化会館の指定

管理者の指定について 

   議案第２４号 西予市游の里デイサービス

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第２５号 西予市游の里健康センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２６号 西予市游の里ふれあい広場

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２７号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第２８号 西予市明浜ふるさと創生館

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２９号 西予市あけはまオートキャ

ンプ場の指定管理者の指定

について 

   議案第３０号 西予市明浜民宿故郷の指定

管理者の指定について 

   議案第３１号 西予市明浜塩風呂の指定管

理者の指定について 

   議案第３２号 西予市物産会館の指定管理

者の指定について 

   議案第３３号 西予市野村農業公園の指定

管理者の指定について 

   議案第３４号 西予市野村青汁工場の指定

管理者の指定について 

   議案第３５号 西予市渓筋農林水産物処理

加工施設の指定管理者の指

定について 

   議案第３６号 西予市野村畜産総合振興セ

ンターの指定管理者の指定

について 

   議案第３７号 西予市野村飼料混合施設の

指定管理者の指定について 

   議案第３８号 西予市大野ヶ原集落環境管

理施設の指定管理者の指定

について 

   議案第３９号 西予市城川産地形成等促進

施設の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第４０号 西予市城川食肉加工センタ

ーの指定管理者の指定につ

いて 

   議案第４１号 西予市城川特産品センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第４２号 西予市城川農産物加工セン
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ターの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第４３号 高山漁港小浦船揚場の指定

管理者の指定について 

   議案第４４号 西予市有料駐車場の指定管

理者の指定について 

   議案第４５号 西予市過疎地域自立促進計

画の変更について 

   議案第４６号 辺地に係る公共的施設総合

整備計画の策定について 

   議案第４７号 辺地に係る公共的施設総合

整備計画の変更について 

   議案第４８号 市道路線の廃止について 

   議案第４９号 市道路線の認定について 

   議案第５０号 西予市営土地改良事業の施

行について 

   議案第５１号 平成２３年度西予市一般会

計補正予算（第５号） 

   議案第５２号 平成２３年度西予市授産場

特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第５３号 平成２３年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第２号） 

   議案第５４号 平成２３年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第５５号 平成２３年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

   議案第５６号 平成２３年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第４

号） 

   議案第５７号 平成２３年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第５８号 平成２３年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第５９号 平成２３年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第６０号 平成２３年度西予市上水道

事業会計補正予算（第４

号） 

   議案第６１号 平成２３年度西予市病院事

業会計補正予算（第４号） 

   議案第６２号 平成２３年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

   議案第６３号 平成２４年度西予市一般会

計予算 

   議案第６４号 平成２４年度西予市授産場

特別会計予算 

   議案第６５号 平成２４年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第６６号 平成２４年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第６７号 平成２４年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第６８号 平成２４年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第６９号 平成２４年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第７０号 平成２４年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第７１号 平成２４年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第７２号 平成２４年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第７３号 平成２４年度西予市上水道

事業会計予算 

   議案第７４号 平成２４年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第７５号 平成２４年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

 ２ 意見書第３号 障害者福祉サービスのうち

訪問系サービスに設定され

ている国庫負担基準に関す

る意見書 

   意見書第６号 受診時定額負担導入に反対

する意見書 

   意見書第７号 子どもに対する手当財源の

地方負担に反対する意見書 
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本日の会議に付した事件 

 １ 議案第 １号 白水観音水トゥファ保全給

水設備維持管理事業基金条

例制定について 

   議案第 ２号 西予市水道事業の剰余金の

処分等に関する条例制定に

ついて 

   議案第 ３号 西予市病院事業の剰余金の

処分等に関する条例制定に

ついて 

   議案第 ４号 西予市野村介護老人保健施

設事業の剰余金の処分等に

関する条例制定について 

   議案第 ５号 外国人登録法の廃止に伴う

関係条例の整理に関する条

例制定について 

   議案第 ６号 西予市監査委員条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第 ７号 西予市税条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市教職員宿舎条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 ９号 西予市公民館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１０号 西予市図書館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１１号 西予市母子家庭医療費助成

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１２号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例及び西予市重度

心身障害者医療費助成条例

の一部を改正する条例制定

について 

   議案第１３号 西予市国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１４号 西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１５号 西予市農林漁業後継者住宅

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１６号 西予市営住宅管理条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１７号 西予市単独市営住宅条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１８号 西予市特定公共賃貸住宅条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１９号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第２０号 西予市明浜町地域ふるさと

基金条例を廃止する条例制

定について 

   議案第２１号 西予市野村町地域づくり推

進基金条例を廃止する条例

制定について 

   議案第２２号 西予市城川青年の家条例を

廃止する条例制定について 

   議案第２３号 西予市宇和文化会館の指定

管理者の指定について 

   議案第２４号 西予市游の里デイサービス

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第２５号 西予市游の里健康センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２６号 西予市游の里ふれあい広場

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２７号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第２８号 西予市明浜ふるさと創生館

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第２９号 西予市あけはまオートキャ

ンプ場の指定管理者の指定

について 

   議案第３０号 西予市明浜民宿故郷の指定

管理者の指定について 

   議案第３１号 西予市明浜塩風呂の指定管

理者の指定について 

   議案第３２号 西予市物産会館の指定管理
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者の指定について 

   議案第３３号 西予市野村農業公園の指定

管理者の指定について 

   議案第３４号 西予市野村青汁工場の指定

管理者の指定について 

   議案第３５号 西予市渓筋農林水産物処理

加工施設の指定管理者の指

定について 

   議案第３６号 西予市野村畜産総合振興セ

ンターの指定管理者の指定

について 

   議案第３７号 西予市野村飼料混合施設の

指定管理者の指定について 

   議案第３８号 西予市大野ヶ原集落環境管

理施設の指定管理者の指定

について 

   議案第３９号 西予市城川産地形成等促進

施設の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第４０号 西予市城川食肉加工センタ

ーの指定管理者の指定につ

いて 

   議案第４１号 西予市城川特産品センター

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第４２号 西予市城川農産物加工セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第４３号 高山漁港小浦船揚場の指定

管理者の指定について 

   議案第４４号 西予市有料駐車場の指定管

理者の指定について 

   議案第４５号 西予市過疎地域自立促進計

画の変更について 

   議案第４６号 辺地に係る公共的施設総合

整備計画の策定について 

   議案第４７号 辺地に係る公共的施設総合

整備計画の変更について 

   議案第４８号 市道路線の廃止について 

   議案第４９号 市道路線の認定について 

   議案第５０号 西予市営土地改良事業の施

行について 

   議案第５１号 平成２３年度西予市一般会

計補正予算（第５号） 

   議案第５２号 平成２３年度西予市授産場

特別会計補正予算（第２

号） 

   議案第５３号 平成２３年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第２号） 

   議案第５４号 平成２３年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第５５号 平成２３年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

   議案第５６号 平成２３年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第４

号） 

   議案第５７号 平成２３年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第５８号 平成２３年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第５９号 平成２３年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第６０号 平成２３年度西予市上水道

事業会計補正予算（第４

号） 

   議案第６１号 平成２３年度西予市病院事

業会計補正予算（第４号） 

   議案第６２号 平成２３年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

   議案第６３号 平成２４年度西予市一般会

計予算 

   議案第６４号 平成２４年度西予市授産場

特別会計予算 

   議案第６５号 平成２４年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第６６号 平成２４年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第６７号 平成２４年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第６８号 平成２４年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第６９号 平成２４年度西予市介護保
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険特別会計予算 

   議案第７０号 平成２４年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第７１号 平成２４年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第７２号 平成２４年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第７３号 平成２４年度西予市上水道

事業会計予算 

   議案第７４号 平成２４年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第７５号 平成２４年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

 ２ 意見書第３号 障害者福祉サービスのうち

訪問系サービスに設定され

ている国庫負担基準に関す

る意見書 

   意見書第６号 受診時定額負担導入に反対

する意見書 

   意見書第７号 子どもに対する手当財源の

地方負担に反対する意見書 

 

  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

 ただいまから議案順に質疑を行いますが、質疑

の内容は大綱のみに願います。 

  （日程１） 

○議長 それでは、日程第１、議案第１号「白水

観音水トゥファ保全給水設備維持管理事業基金条

例制定について」から議案第７５号「平成２４年

度西予市野村介護老人保健施設事業会計予算」ま

での７５件を一括議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 まず、議案第１号「白水観音水トゥファ保全給

水設備維持管理事業基金条例制定について」に対

する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第２号「西予市水道事業の剰

余金の処分等に関する条例制定について」に対す

る質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第３号「西予市病院事業の剰

余金の処分等に関する条例制定について」に対す

る質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第４号「西予市野村介護老人

保健施設事業の剰余金の処分等に関する条例制定

について」に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第５号「外国人登録法の廃止

に伴う関係条例の整理に関する条例制定につい

て」に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第６号「西予市監査委員条例

の一部を改正する条例制定について」から議案第

１９号「西予市火災予防条例の一部を改正する条

例制定について」までの１４件に対する質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第２０号「西予市明浜町地域

ふるさと基金条例を廃止する条例制定について」

から議案第２２号「西予市城川青年の家条例を廃

止する条例制定について」までの３件に対する一

括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第２３号「西予市宇和文化会

館の指定管理者の指定について」から議案第４４

号「西予市有料駐車場の指定管理者の指定につい

て」までの２２件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第４５号「西予市過疎地域自

立促進計画の変更について」から議案第４７号

「辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更につ

いて」までの３件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第４８号「市道路線の廃止に
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ついて」から議案第５０号「西予市営土地改良事

業の施行について」までの３件に対する一括質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 続いて、予算に関する質疑を行います。 

 まず、議案第５１号「平成２３年度西予市一般

会計補正予算（第５号）」に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 ９番松島君。 

 

○９番松島義幸君 議案書の２９ページなんです

が、これ宗課長にちょっとお聞きするんですが、

２９ページの１８目庁舎建設費の分で、減額で

４，８５１万９，０００円、これは入札減であろ

うと思っております。当初、新庁舎の計画は約３

０億円でしたね。それで、今回の最終的な金額が

２４億４，１００万円。約６億円ぐらいの、多

分、私はこれ入札減であろうと、このように思っ

ております。 

 その中で、宗課長の報告からすると、本体工事

が１７億８，３００万円、保健センターが１億

３，４００万円、そして外構もろもろで５億２，

４００万円で２４億４，１００万円と、私はこう

解釈しておるわけなんですがね。 

 そこで、私が言いたいのは、宗課長の報告から

すると、一般財源を４億３，０００万円というふ

うに私の記憶にはあるんですよ。そうすると、当

初新庁舎をやる場合に合併特例債でやろうと。基

本的に合併特例債というのは、７割が補助ですよ

ね。そうすると、ざっとした金額２４億円かかる

と、一般財源にやったら７億二、三千万円のもの

が要るんではないかなと思っていたんですが、課

長の報告からすると、一般財源は４億３，０００

万円ぐらいでやれたという報告やったんですよ。

ちょっとそれがどうしても私、納得いかずに、こ

れは理事者側、課長らの努力であろうという方法

もあると思うんですがね。この説明をちょっと少

し聞かせていただけたらと、このように思ってお

ります。 

 以上です。 

 

○議長 宗財政課長。 

 

○宗財政課長 ただいまの松島議員のご質問でご

ざいますけれども、現在の完成の見込み額でござ

いますけれども、２４億４，４００万円を最終的

には見込んでおります。まだ最終的な支払いが一

部残っておりまして、最終調整はもう少し後にな

りますけれども、現在のところ２４億４，４００

万円程度ということになります。 

 それで、合併特例債でございますけれども、２

０億３，５３０万円を現在見込んでおります。な

お、一般財源が４億８４０万円程度ということに

なりますけれども、合併特例債というのは、全体

の事業費の９５％が借り入れができることになっ

ております。今回の庁舎建設事業におきまして

は、合併特例債の起債の対象事業、これが２１億

４，５９６万円程度というふうに見込んでおりま

して、これに対して９５％の合併特例債が借り受

けができるというふうなことに現在なっておりま

す。そうしまして、合併特例債が２０億３，５３

０万円というふうなことで、残りが４億８４０万

円程度ということになりますけれども、これが一

般財源ということでございます。 

 当初は３０億円程度を見込んでおりましたけれ

ども、ご指摘のとおり、入札減等々ございまし

て、実際のところは２４億円程度に落ちついたと

いうとこでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 ９番松島君。 

 

○９番松島義幸君 そうすると、一般財源が約１

０億円程度は要るということになるわけですか、

最終的には。 

 

○議長 宗財政課長。 

 

○宗財政課長 ただいまのご質問でございますけ

れども、合併特例債におきましては、将来、交付

税の算定がございまして、約７割が交付税として

返ってまいります。そうしますと、２０億３，５

３０万円の借り入れをしますと、元金だけで約６

億１，０００万円程度が一般財源として必要にな

ってまいります。これと利子を合わせますと、約

６億５，０００万円ぐらいには、若干それを超え

るかもしれませんけれども、そういうふうな状況

になります。それと、一般財源が４億円ございま
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すので、合わせますと約１０億円というふうな、

将来の負担を含めますと、約１０億円という計算

になろうかと思います。 

 

○議長 ２２番大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 今の庁舎問題で１点だけ確

認をさせていただきたいと思いますが、一般財源

４億円幾らかというご説明があったわけでござい

ますが、私は宇和の町時代に、庁舎建設基金とし

て３億円を積み立てたと、このように記憶をして

いるわけでおるわけでありますが、この４億円幾

らの中にこの基金が入っておるかどうかというの

が１つでございます。 

 もう一点は、１６ページの中に子ども手当国庫

負担金が７，９００万円ほど減額をされておるわ

けでありますが、この理由についてお尋ねをいた

します。 

 

○議長 宗財政課長。 

 

○宗財政課長 ただいまの大竹議員のご質問でご

ざいますが、庁舎建設基金におきましては、旧町

からの持ち寄り基金、これも含めて庁舎基金とし

て積み立てておりまして、それに新たに合併後の

積立金を積み立てをしまして、庁舎建設に備えた

わけでございます。それで合わせまして、それを

今回の庁舎建設に使用したわけでございますけれ

ども、現在２億７，０００万円程度がその庁舎基

金の残金として、結果的には残っておるというふ

うな状況になっております。 

 以上でございます。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 今ほどの、子ども手当の関

係の減額でございますが、この分につきましては

２３年度の当初予算で計上しておりましたのは、

ゼロ歳から３歳までを２万円、それから３歳から

中学生までを１万３，０００円ということで計上

をしておりました。ですが、２３年１０月の特別

措置法ができまして、その関係でゼロ歳から３歳

までが１万５，０００円、３歳から小学生までが

１万円、ただし第３子以降は１万５，０００円、

中学生が１万円ということの減額になった関係で

歳入といいますか、国、県からの補助も減額にな

りましたので、その金額を処置したということで

ございます。 

 以上です。 

 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第５２号「平成２３年度西予

市授産場特別会計補正予算（第２号）」から議案

第６２号「平成２３年度西予市野村介護老人保健

施設事業会計補正予算（第１号）」までの１１件

に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ７番松山君。 

 

○７番松山清君 議案第５６号について質問いた

します。 

 西予市介護保険特別会計補正予算の内容ですけ

ども、この中では説明になかったのですが、９ペ

ージの歳出の中に委託料として電算関係委託料と

いうのが８３４万円ありますが、これについて説

明をいただきたいということ。 

 それと、ページは１ページ戻りまして８ページ

の歳入のほうの繰入金で、介護給付費準備基金繰

入金というのがございますけども、これによって

基金がどれくらい残るのかという基金の状況につ

いての２点をお尋ねいたします。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 松山議員の１点目でござい

ますが、システム開発導入委託料の増額というこ

とでの質問でございます。 

 介護保険制度の改正がございまして、その対応

をするためのシステム開発でございます。内容的

には介護保険システムが５３５万５，０００円、

認定審査システムが２９９万３，０００円、合計

８３４万８，０００円という数字になります。 

 その前の介護給付費準備基金繰入金の関係でご

ざいますが、現在２３年度末で残高１億５，８３

１万２，０５３円になっております。 

 以上でございます。 

 

○議長 ７番松山君。 
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○７番松山清君 ただいまの電算委託料について

ですけども、これに限らずに電算委託料となると

非常に膨大な金額に毎回、毎年毎年いろんなとこ

ろで出てくるわけなんですが、例えば、今ご説明

がありました介護保険制度の改定とか、認定シス

テムというのは西予市だけが改定されたわけでは

なくて、全国で同時にいろんなところが同じ仕組

みを改定されているといったようなことじゃない

かと思うんですけども、こうやって各自治体ごと

に何百万円という出費をすると相当な金額が必要

になってくると、これは毎回思うんですけども、

そこで以前もこの点について質問したことがある

んですが、クラウドコンピューティングというの

をやりますよとかというようなそのときは答弁も

ありました。そして、やはりこういったのは総務

省とかが中心となって、もっとコストがダウンし

た改定のする仕組みが必要じゃないかというふう

に私は思うんですけども、そこで市長も市長会長

という立場で、こういったことに関してどう思わ

れているのかという所見についてお伺いしたい。 

 私は、例えば建築という立場でＣＡＤという図

面をかくソフトが出たときに４００万円、５００

万円して皆さん買えなかったんです。買えなかっ

たらどうしたかというと、武蔵野市というところ

の市役所の職員がおりまして、この職員が３人ぐ

らいでつくったんですよね、そしてそれをただで

雑誌に投稿して全国的に普及しました。無料でそ

ういったソフトが今広がって、全国の技術者や官

公庁で使われとるわけですけども、こういったど

こも共通して必要なシステムというのは、やはり

今ある姿っていうのは、私は非常に無駄が多いん

じゃないかというふうに思うわけですが、そうい

う立場におられる市長のちょっとお考え、あるい

は全国区の大会なんかでこういったことが問題提

起できないのか、それについてお尋ねいたしま

す。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今ほどの松山議員のご質問について

お答えをさせていただきます。 

 実は、実際もうそのような流れになっておりま

して、例えば、国保連合会なんかは中央のほうで

全部やられたやつをそれぞれの委託料を割って出

すような仕組みにもうなっておりまして、この介

護保険も今回のときはどうやったかちょっと覚え

ておりませんが、そういうシステムを全国的にや

ろうということで、そういう多くのやつが流れに

今至っております。今ほどご指摘されたことはも

っともでありますから。そういうことを踏まえて

やっていきたいなと思っております。 

 以上です。 

 

○議長 ６番小野君。 

 

○６番小野正昭君 議案第５２号の「平成２３年

度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）」の

件についてお伺いをいたします。 

 以前にもこの授産場の件では、ちょうど私ども

地元の三瓶にあるもんですので、大変気をもんで

おります。我々議員も、当時のまた名前を出しま

すが、藤井厚生委員長のときに議員も協力をしよ

うということで、毎年協力をしてきておりますに

もかかわりませず、やはり現下の厳しい経済情勢

かいろいろな需要の低下によりまして、売り上げ

が年々減少して苦しい財政になっております。そ

れにつきまして、市の当局はこれに対して売り上

げ協力、売上収入についてどのような考えを持

ち、どのような指導を今までされたのか、まずお

伺いをします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 この授産場の関係については、議員

の皆さんの本当にご協力を得ました。特に藤井議

員のいろいろなところに対する働きかけがあっ

て、一昨年度から非常に変わってきたというのが

私どもの現実であります。そして、ほかの議員さ

んも非常に議員の各位も助けていただいて、実際

これぐらい余るぐらいになったんです。余る言う

たら失礼ですけども、余剰金が出始めました。 

 これに対しては、ちょっとここで減額的なこと

になっておりますが、実際はこれがもうすごい数

字です。これは皆さん方のご尽力に対して本当に

感謝をしております。そういうことでご理解をい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 ６番小野君。 
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○６番小野正昭君 まことに結構なことですけれ

ども、これに甘えることなく、例えば三瓶町の町

民大運動会の参加者はすべてこれを賄っておりま

す。ですから、市のいろいろな行事があると思う

んですね。そういうとこではぜひそういうところ

を使っていただいて、一層の雇用のための充実に

なるように、それから一般財源の持ち出しになら

ないように協力をお願いをしたらと思います。 

 

○議長 次に、議案第６３号「平成２４年度西予

市一般会計予算」に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第６４号「平成２４年度西予

市授産場特別会計予算」から議案第７５号「平成

２４年度西予市野村介護老人保健施設事業会計予

算」までの１２件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております案件のうち、平

成２３年度補正予算について、これより採決を行

います。 

 お諮りいたします。 

 議案第５１号から議案第６２号までの１２件に

ついては、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第５１号「平成２３年度西予市一般

会計補正予算（第５号）」は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第５１号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第５２号「平成２３年度西予市授産

場特別会計補正予算（第２号）」から議案第６２

号「平成２３年度西予市野村介護老人保健施設事

業会計補正予算（第１号）」までの１１件につい

て、原案のとおり決定することに賛成の議員の起

立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第５２号か

ら議案第６２号までの１１件は原案のとおり決定

いたしました。 

 本日採決いたしました１２件を除く議案６３件

については、お手元に配付いたしております各常

任委員会付託表及び特別委員会付託表のとおり、

各常任委員会と特別委員会に付託いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、意見書第３号「障害者

福祉サービスのうち訪問系サービスに設定されて

いる国庫負担基準に関する意見書」から意見書第

７号「子どもに対する手当財源の地方負担に反対

する意見書」までの３件を一括議題といたしま

す。 

 これら３件の意見書については、お手元に配付

いたしております意見書文書表のとおり、厚生常

任委員会に付託いたします。 

 各常任委員会及び特別委員会においては、各議

案について十分に審査を行い、最終日の本会議に

おいて委員会の審査の経過と結果について、各常

任委員長及び特別委員長の報告を求めることとい

たします。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

 ３月１２日は午前９時より一般質問を行いま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前９時２８分 
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 本日の会議に付した事件 

 １ 一般質問 

 

  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 本日はこのように多くの方の傍聴を得まして開

催できますことを大変喜んでおります。 

 それでは、ただいまより再開をいたします。 

 ただいまの出席議員は１９名（１６番岡山清秋

１０：０３～１０：１５の休憩中に入場）であり

ます。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を許可いたします。 

 この際、申し上げます。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

をしてください。 

 なお、一問一答方式の場合、質問と答弁の時間

を含め１人１時間以内といたします。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、６番小野君。 
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○６番小野正昭君 おはようございます。 

 質問に入ります前に、昨日はちょうど東日本大

震災から１年を迎え、各地で追悼の行事が行われ

ました。報道によりますと、今なお１万５，８５

４人の方が死亡され、３，１５５人の方が行方不

明、さらにまた約３４万４，０００人の方が仮設

住宅を余儀なくされているという報道がありまし

た。亡くなられた方に謹んで哀悼の誠を申し上げ

ますとともに、被災された方々に心よりお見舞い

をまずもって申し上げる次第であります。 

 世の中で一番楽しく立派なことは、一生涯の仕

事を貫くことです。これは、福沢諭吉先生の心訓

の一番最初にある言葉です。この３月末をもっ

て、西予市全職員の中で３０名の方が定年退職を

されるそうであります。５町の時代から西予市に

至って、中には寂しいとき、苦しいとき、耐えが

たきを耐え、忍びがたきを忍んで、町民のため、

市民のために懸命に努力をされました方々に、心

から敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

 さて、議長の許可をいただきましたので、今回

は大きく分けまして３点について質問をさせてい

ただきます。 

 １点目は委員長報告について、２点目が西予市

新市立病院について、３点目が市長の施政方針に

ついてお伺いをしたいと思います。 

 さきの１２月の一般質問の中で、議員の質問に

対して返答がないという質問をいたしましたとこ

ろ、宇都宮総務企画部長は議員の質問に対しては

真摯に答えていきたいという答弁をいただきまし

た。また、この件は１２月の議会だよりにも掲載

をされていただきました。しかしながら、いまだ

かつてこの３点について途中経過なり結果の報告

がなされておりませんので、この際通告に従い質

問をいたします。 

 まず、林道の地元負担金の軽減について検討さ

れたかどうかをお伺いをいたします。まず、市長

さんにお伺いをいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 まずは、東日本大震災が発生をいた

しまして１年が経過いたしました。昨日の２時４

６分、鎮魂の祈りをされた方も多いのではないか

と思いますが、心からのご冥福と一日も早い復

興、復旧を願ってやみません。 

 本日は、早朝からこのように多くの市民の皆さ

んが傍聴をいただきまして、まことにありがとう

ございました。 

 今定例議会は、議員各位、市長も今期最後の議

会となります。特に、きょう一日は銘記すべき一

日となると思っております。私たちは、地方自治

の本旨にのっとり、西予市の福祉向上を願い、予

算審議や諸議案をこの場で議論し、決定してまい

りました。多くの諸議案を施策として実現してき

たという自負の一方で、まだまだできてない一面

もあったのかなと、このような思いでございま

す。本日の一般質問、回答が綿々と続く行政の連

続性においても停滞を許されず、西予市の進展の

ために次なる一歩となることを願ってやみませ

ん。 

 小野議員の最初の質問でございますけれども、

細部にわたりますので、まず産業建設部長から回

答させていただきます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 小野議員の第１点目の質問

でございます林道地元負担金の軽減について検討

されたのかということでございますけれども、林

道事業の受益者分担金につきましては、近隣市町

の状況を調査しましたところ、おおむね５％から

１０％の負担率となっております。当市が１７％

であるのに比べますと、低い負担率となっており

ます。厳しい財政状況の中ではありますけれど

も、森林林業再生プランに基づく効率的な森林施

業を展開するためにも、林道整備は不可欠でござ

います。林業の再生、振興を図るため、近隣市町

の状況を踏まえ、負担軽減の方向で現在関係課と

調整に向け準備を進めているところでございま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 部長の答弁のありましたよう

に、関係町村の林業の盛んな町村を見ますと、大

体５％ですね。それとまた、我々委員会として行

政視察をしたお隣の梼原町、ここは森林自然林が

９１％、それから人工林が５７％というふうにな

っております。ここも５％ですね。やはり、林業
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の先進地、愛媛県では大体久万高原町、ここが森

林の盛んなところですけども、ここに至りまして

も４．５％というふうになっておりますので、や

はり西予市も森林面積が約７５％、それから人工

林が６５％と聞いております。森林業は西予市の

基幹産業でありますので、地主の方々の軽減を図

って、なお林道の整備、路網整備をして、これか

ら省エネ、バイオマスタウンの構想をしておりま

す西予市としては、格段のそういう補助率が必要

ではないかなと、このように考えています。 

 次に、これは関連がありますので、さきに議決

された工事全般について、地域振興の一助のため

にも早期発注をお願いしたいという質問を、要望

を前回しました。この返答もありませんので、今

回質問をさせていただきましたが、その経緯につ

いてお伺いをいたします。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ２点目のご質問でございま

すけれども、議決された工事全般について、早期

発注について精査をされたのかということでござ

いますけれども、予算議決された事業につきまし

ては早期発注に努めておるところでございます

が、事業執行のための流れは現地調査、測量設計

の委託、関係機関との協議、これは河川占用の協

議、また林野庁との保安林解除等の協議でござい

ますけれども、実施設計書作成、用地買収、補償

とまた工事の入札執行、工事期間中の問題処理等

がございまして、計画工程どおりに実行が執行で

きない場合がございます。また、過去からの問題

を継続している場合もございまして、なかなか早

期発注、工事内完成ができない工事もございま

す。今後とも種々の諸問題を解決しながら、早期

発注に努めてまいりたいと思いますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 それに関連しまして、下の段

に通告をしておりますけれども、平成２２年度の

建設課、農業水産課、旧農林水産課ですが、林業

課所管分の各事業の件数、発注件数、完成件数及

び繰越件数、また平成２３年度の２月末時点での

同数値がわかっておれば、お聞かせをいただいた

らと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 まず、平成２２年度の事業

件数でございますけれども、建設課８２件、農業

水産課２４件、林業課３１件、下水道課１３件で

あります。うち発注件数は、建設課８０件、農業

水産課２３件、林業課１５件、下水道課９件であ

ります。完成件数は、建設課７３件、農業水産課

２３件、林業課７件、下水道課６件であります。

繰越件数につきましては、建設課９件、農業水産

課１件、林業課２４件、下水道課７件でありまし

た。 

 平成２３年度につきましては、２月末時点での

事業件数では、建設課８３件、農業水産課２０

件、林業課２６件、下水道課９件となっておりま

す。うち発注件数は、建設課７９件、農業水産課

１４件、林業課２６件、下水道課９件でありま

す。完成件数は、建設課７２件、農業水産課９

件、林業課２２件、下水道課２件であります。繰

越件数でございますけれども、建設課１１件、農

業水産課１１件、林業課４件、下水道課７件とな

っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 今、藤中部長よりつぶさに数

値について報告をしていただきましたけれども、

やはりどうもその推移が順調にされてないなとい

う若干の懸念をいたしております。やはり、この

厳しい現状下、次の委員長報告にも委員からあり

ましたので報告しますけれども、県下の建設業者

は大変厳しい状況下に置かれております。 

 公共工事の唯一の目的は、昔から風が吹けばお

け屋がもうかるという例えのように、その波及効

果のために公共工事があるのであって、やはり地

域の振興の一助となるためにも、我々が議決をし

たとうとい税金でございますので、早く発注をし

て地域に潤いができるような、格段の配慮をお願

いをしておきます。 

 次に、もとに戻りまして関連がございます、そ

のためにはやはり発注ができないのは専門職、そ
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れに携わる専門職の方々が少ないのではないかな

というふうな懸念をしております。 

 そこで、２点目にあります土木建築関係の設計

監理において増員が必要と思われるが、職員の採

用、人事異動等に配慮をするお考えがあるのかど

うか、お伺いをいたします。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいまの技術職員採用、

また人事異動等について配慮される考えはあるか

というご質問でございますけれども、平成２３年

度に市行政の専門性と迅速性を高め、より効率的

な行政運営を図るため、本庁支所方式へ移行した

ところでございますけれども、１年目ということ

もございまして、本庁支所間の事務分担や連携体

制など、特に現場対応などの技術公務の分野にお

いて、十分に機能できていない点も見受けられる

ところでございます。この点も踏まえ、技術系職

員の確保、増員につきましては、事務の執行状

況、事業量のバランスなどを十分検証いたしまし

て、本庁支所の機能分担と連携体制の見直しを行

い、必要な職員配置に努めたいと存じます。 

 職員採用に関しましても、限られた採用枠の中

でありますが、今後の事業量や退職者数等の動向

も踏まえ、必要な人材について計画的な人員確保

に取り組んでおります。また、有識者の採用のみ

にとらわれず、関係部局に配属された職員につき

ましても、日々の業務や研修機会等を通じて技

術、技能の向上に努めてまいりたいと存じますの

で、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 なぜ私はこの質問をしつこく

するかと申しますと、やはり地元の方々がよく言

われるのは、いつになったら工事してくれるんよ

ということをよく耳にするんですよ。余り言うと

細かいことになりませんので言いませんけれど

も、今部長の報告を聞いても事業件数、入札件

数、工事件数、やはり１年以上、もう２年なりま

すよね、２２年、これでもまだ完成されてない。

いわゆる繰り越し、下手すると事故繰越になるお

それがあるんではないかなと。やはり、そこらは

何回も言いますけれども、忙しいのはわかります

けれども、それに対するいわゆる格段の配慮をす

べきではないかなと。これは、職員の方々の要望

の中にも当委員会が検証したときには出てきた事

項ですのでつけ加えておきますと同時に、３番目

の市長の所信表明の中でも若干触れたいと思いま

す。 

 次に、２点目、西予市の新病院について質問を

したいと思います。 

 まず最初に、今まで今日までの概要及びスケジ

ュールは、先般我々議員協議会並びに愛媛新聞等

で詳しく報道をされましたので、この件につきま

しては時間の関係がありますので、スケジュール

等については割愛をさせていただきます。 

 そこで、今日まで地域関係者、特にれんげ団地

の方々への対応についてお伺いをいたします。 

 これは、もうずっと前ですけれども、我々全員

協議会のときに、この新病院の提案が３カ所あり

ました。これは、ご案内のとおり宇和球場、それ

から現在地と、このたび決定をされました東池、

そのときにこの東池になるときに懸念された事

項、メリット、デメリットが記された表をいただ

きました。新市立病院建設候補地の比較表という

やつ。その中でありますのが、まず先ほど言いま

した周辺の方々へのいわゆる騒音についてであり

ます。その件について、まずれんげ団地の方々に

そういう報告、内容等の説明をされたのかどう

か、お伺いをいたします。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 それでは、ただいまの小野

議員のご質問に回答させていただきます。 

 新病院の建設場所は宇和町永長地区に該当して

おるわけですけど、敷地の北側は清沢地区、そし

て東側は県道を挟んでただいま議員の申されまし

たれんげ地区に隣接しております。昨年、この３

地区の集会所等におきまして、地区民の皆様へ新

病院の概要、スケジュール、配置計画等について

ご説明し、新病院に対するご意見、ご要望をいた

だいております。新病院建設場所に関係の深いこ

の３地区におきましては、今後も必要に応じまし

てご説明、ご協議をさせていただく予定でござい

ます。 

 なお、市民の皆様には、西予市の広報紙やホー
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ムページ等を通じて、随時新病院建設の情報を提

供してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 それでは、説明はされたとい

うことですけれども、次の騒音対策、特に入院患

者さん等に対する配慮ですけれども、これはどの

ように周知をされとるのか、まずお伺いをいたし

ます。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 新病院で想定されます騒音

につきましては、敷地の南側に隣接いたします県

道八幡浜宇和線を走行する車両及び県道八幡浜宇

和線に並行して運行されておりますＪＲの列車の

騒音が懸念されております。病院建物本体は、主

の出入り口から約３０メーター奥に配置されてお

りまして、病室等には遮音性の高い窓ガラスを採

用することで、懸念される騒音に十分対応できる

と考えております。新病院におきましては、患者

様が快適で安心できる療養環境を確保できるよ

う、今後も検討してまいります。 

 また、地元れんげ団地のほうに騒音等問題が起

きましたら、またその点は地元民と一緒に協議し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 愛媛県のいわゆる環境基準と

いうのが、平成１９年５月２６日に通告第４５号

で出されています。これは、区分がＡＡ、Ａ及び

Ｂ並びにＣと３段階に分かれておるんですね。そ

して、ＡＡというのはいわゆる療養設備、ですか

ら病院が入ります。ただし、上記のＡＡでは昼間

５０デシベル以下、夜間が４０デシベル以下、た

だし道路２車線を有する場合においては昼間６０

デシベル以下、夜が５０デシベル以下、こういう

騒音基準が愛媛県が騒音に係る環境基準について

ということで通告をされております。この４月か

らは、どうもこの騒音規制は市町村の権限になる

というふうに聞いておりますので、その辺も十分

配慮して、この病院に対しては、特に入院患者の

騒音、振動には格段の配慮が必要ではないかな

と、このように思いますので申し添えておきま

す。 

 次に、通院患者の公共交通機関のアクセスはど

うなのか。特に、三瓶町からの交通手段をどのよ

うに考えられておられるか、質問をいたします。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ただいまの公共交通アク

セス問題ですが、本市平成２２年度より地域公共

交通総合連携計画に基づきまして、市内を１２カ

所のブロック別に、それぞれの地域公共交通の再

編整備を検討、進めているところでございます。

その一つの成果として、昨年１２月には野村町惣

川地区で生活交通バスの運行を開始することがで

きたということでございます。 

 ご質問の新病院へのアクセスでございますが、

本年９月ごろ、まず宇和地区で路線や運賃等につ

いて、地元の皆様との協議を開始いたしたいとい

う予定でございます。これにあわせまして、三瓶

地区の有識者も加えた場で、現在の宇和島バスの

路線、三瓶歴博線でございますが、この歴博線、

この路線のあり方を検討いたしまして、新病院開

設までに三瓶から新病院を経由して市の中心部を

結ぶ新しい路線の開設をする計画予定でございま

す。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 病院開設までには、そのよう

な考えがあるということですんで、若干安心をし

ましたけれども、参考までに申し上げますと、今

宇和島自動車が宇和町へ歴博へ来るのが朝２便、

午後２便、計４便なんですよ。それに対しまし

て、八幡浜へは午前中９便、午後８便、計１７

便。西予市にあって、公共機関が宇和町へ来る便

数より八幡浜へ行く便数が多い。それだけ三瓶町

民は、特に交通弱者、お年寄りの方は苦労しとる

んですね。今、ご案内のように、れんげ団地周辺

には三瓶町にゆかりのある方の病院があります。

そこへよく行かれます。今の交通機関は、県道宇

和三瓶線ですから、一番遠いとこで永長だと思い
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ます。そこから、お年寄りは歩いていかなければ

ならない。向こう通ってないですからね。タクシ

ーで行ったら、往復小１万円かかるんですね。相

当な経費負担になるんです。今、そういう宇和病

院経由という考えておられますんで、そこらあた

りのことをよく考慮されて、交通弱者の方、特に

お年寄りの方が安易に病院へ行ける。やはり、病

院といえども採算独立制ですから、公営企業の感

じですから、もうけなくてはいかんわけですか

ら、そのためには患者さんを多く運べるような仕

組みをつくらなくてはいかんわけですから、特に

その辺を十分考慮していただきたいなと。 

 そこで関連して、現在の八幡浜地区施設事務組

合第三分署における医療機関への搬送は、どのよ

うに理解し、また新病院になったときにどのよう

にお考えになっているのか、お伺いをいたしま

す。 

 

○議長 清水消防本部消防長。 

 

○清水消防本部消防長 ただいまの小野議員さん

の八幡浜地区施設事務組合第三分署における医療

機関への搬送はどのように理解し、新病院が完成

した折の対応はどのように考えているのかという

ご質問にお答えいたします。 

 全国的に医師不足が社会問題となっており、当

市を含む八幡浜・大洲医療圏域も非常に厳しい状

況にあります。西予地区の２次救急医療体制は宇

和病院と野村病院の輪番制で、また大洲地区にお

いては４病院の輪番制で、３６５日受け入れ態勢

を確保しておりますが、八幡浜地区にあっては３

６５日の受け入れ態勢ができない状況になってお

ります。 

 三瓶町における救急については、かかりつけ病

院がある場合などを除き、唯一の２次救急病院で

ある八幡浜市立病院を選定することになります

が、当該病院が受け入れ不可能の場合は、他市の

病院へ搬送することになります。この場合、当市

の病院が選定病院の一つとして考慮されることに

なりますが、結果的には宇和島市や松山市などへ

の圏域外搬送が多いという現状でございます。こ

のような諸問題を解決するためにも、新病院は３

６５日救急患者受け入れ態勢を構築することを目

標としており、態勢が完備したときには圏域の基

幹病院として多くの救急患者を受け入れることが

可能になります。 

 また、新病院の開設予定地は、第三分署の位置

から約１１キロと近くなり、八幡浜市立病院まで

の距離と変わりがないことからも、搬送はふえて

くると予想しております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 今、消防長から答弁がいただ

けましたけども、そのあたりちょっと私と周知し

とる数字とは違うかなあというふうに思います。 

 毎年、私は第三分署にお願いをして、救急医療

の救急車の出動回数、これをいただいておりま

す。平成２３年１月１日から１２月３１日、これ

の搬送状況、救急車ですよ。全体で２７１件、市

立病院が１４８件の５４．６％、その他の八幡浜

の病院が合わせますと１８３件、３５件あります

ね、１８３件。６７．５％が八幡浜市のほうへ救

急医療しています。西予市には、２０件、７．

４％。これは私が町議会議員をしておるときに、

平成１５年１２月だったと記憶をしていますが、

この救急医療について質問をした経緯がありま

す。今、大変微妙な時期だからこの答弁はという

ことで、具体的な答弁は理事者からいただけなか

ったんですけれども、これを見ますと平成１６年

４月１日に八幡浜地区施設事務組合規約の一部の

改正をされてますね。それによって、今消防長が

言われたようなことで、土曜日は若干個人の自由

がきいて西予市のほうへ行けますけども、その取

り決めでほとんどその医療機関のほうへ八幡浜施

設事務組合が管轄する医療機関のほうへ行くのが

原則になっとるんですね。これは、そのようにそ

の当時の規約で、それは救急医療だけやなしに、

消防署の問題、消防車のいわゆる設備、装備の問

題、それから職員の待遇の問題、いろいろな点を

考慮して一部改正をして、そういうふうにされた

ように記憶をしてます。ですから、そこらは大変

難しい、さきにこれは明浜町、さっきの女性議会

で明浜町の中村議員さんだったかな、これされま

したですよね。だから、これは大変難しい要素を

含んでおりますけども、やっぱり将来的にはそこ

らあたりを検討して、やはり先ほど言いましたよ

うにせっかく新病院が西予市にできたわけですか

ら、救急医療もなるべく、今１１キロと言われま
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したけれども、市立病院はトンネル通っていきま

すので愛宕トンネル、さっと行けますが、時によ

っては祇園橋からフジに至る間が物すごく混雑す

るんですね。宇和町の場合は、すっと来ますん

で、なるべく距離よりか時間を短縮される新市立

宇和病院のほうに患者さんが通院できるような努

力をしていただきたいと思います。 

 それで最後に、やはり幾らそういうことをして

も受け入れ態勢がしっかりしていなければ、これ

は何にもなりません。 

 そこで、やはり施設、受け皿は整ったですよ

と、外部の要因も整いまして、しかし一番肝心な

のは中に勤めておられますお医者さん、看護師さ

ん、事務員さんの対応ですよ。医は仁術と申しま

すけど、中には公営企業部長さん知ってますが、

ちょっと配慮に欠けた件がありましたですね。具

体的には言いません。ですから、その辺はどうな

っとるのか、お伺いをいたします。 

 

○議長 どなたの答弁ですか。 

 

○６番小野正昭君 その分野の専門の方、副市長

が専門ですけど、担当とすれば公営企業部長だと

思いますよ。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 ただいまの小野議員のご質

問ですけど、医師及び看護師の体制は整っている

かということだと思うんですけど、現在市立宇和

病院の常勤医師数は７名、正職員の看護師数は准

看護師も含め６０名でございます。 

 新病院では、現宇和病院の病床数１４４床から

１０床増床しまして、将来的には現在宇和病院、

野村病院が輪番で行っております２次救急医療を

集約する予定でございます。そのためには、医

師、看護師の充実が不可欠でございます。平成２

２年度に策定いたしました基本計画では、新病院

開院時に常勤医師が１０名、看護師を７５名程度

想定しております。 

 基本計画の目標人数に向け、医師につきまして

は全国的な医師不足の中、岡山大学、愛媛大学の

両医局への働きかけや、愛媛県と連携し、地域医

療を担う自治医科大学卒業医師の確保に努めてい

るところでございます。 

 また、過疎対策事業債を原資としました地域医

療確保基金を設置しまして、医院外研修助成事業

などの医師を招聘する環境を整えております。 

 看護師につきましては、合同就職説明会に参加

し、新病院の魅力等をアピールするなど、徐々で

はございますが、新病院に向け看護師の増員を図

っております。 

 今年度末に、宇和、野村両病院、つくし苑の公

営企業部局で看護師が３名退職となりますが、９

月と２月に実施いたしました採用試験で１０名程

度の看護師を新たに採用することとなりました。

新病院開院まで残り２年となりましたが、全力で

医師、看護師の確保に努めてまいりますので、議

員の皆様におかれましてもご協力いただけますよ

うお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 格段の配慮と十分なる体制づ

くりを望みたいと思います。 

 この件は、市長のいわゆる所信表明の中にもそ

の医療の問題に関連をしてありました、おイネさ

んを生かしたいわゆる事業、そういうことで市も

そういうことに大変力を注いでるなということは

よく理解をされますけれども、ありとあらゆる機

会をとらえてお医者さんの確保、地元からお医者

さんを養成して地元へ残ってもらうというふうな

施策もこれからは大切ではないかなと、このよう

に思いますので、その点申し添えておきます。 

 それでは、最後の質問に参ります。 

 市長の政治姿勢についてでありますけれども、

さきの１２月定例議会で市長の出馬についての質

問をいたしましたけれども、市長は用心したの

か、慎重にされたのか、もったいぶったのかわか

りませんが、答弁はいただけませんでした。その

後、西予市長三好氏３選出馬表明というふうに愛

媛新聞にも載っております。それから、関連して

地域のローカル新聞等にもいろいろと出馬を表明

をしたというふうに書かれております。 

 そこで、質問に移る前に、こちらから頭を下

げ、こちらからあいさつをする、こちらから手を

合わせる、こちらからわびる、こちらから声をか

ける、すべてこちらからすれば争いもなく和やか

にいく。この詩は、砥部町の名誉町民でもあり、
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三瓶高校で教鞭をとられ、三瓶高校の校歌にもな

った、昨日真民記念館がオープンした坂村真民先

生の詩です。やはり、このようにいくのが人間

の、後に上善如水で触れますけども、人間のいわ

ゆる考えとして、態度としてなすべき姿かなと思

います。 

 その前提において、まずその新聞報道を見れ

ば、２期８年やってみたと、やらせていただいた

と、いまだ達せずというふうに表明をされていま

す。道半ばなんでしょう。そうすれば、この市長

さんの頭の中で１期なのか、２期あと８年なの

か、いまだ達せずの意味はどの辺にあるのか、ま

ずお伺いをします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、小野議員の今のご質問に

ついてお答えいたしますけれども、今の出馬の表

明をさせていただいたのが２月２日でありまし

た。これにつきましては、さきの１２月の定例議

会に小野議員から温かいご質問をいただきまし

た。本当にありがたい気持ちでありましたけれど

も、またそのとき全体的な整いができてない段階

でございましたので、あのような回答をさせてい

ただきましたけども、それぞれの方々とご相談を

したり、要請を受けたりする段階の中で心が定ま

ってきて、２月２日の出馬表明という形をさせて

いただいたとこでありまして、それについては一

定のご理解をいただいたものだと、このように思

っております。 

 まず、坂村真民先生の詩のことも話されまし

て、こちらから頭を下げるという一つの中の詩で

あろうと思いますが、詩を聞きながら私もまだま

だ頭を下げ続けなくてはいけないのかなと思いな

がら聞かさせていただいたところでございまし

て、まだまだ私どもは先ほども冒頭に言わせてい

ただきましたけども、いろいろなことをこの２期

で、ここにおられる議員の方々もそうでありまし

ょうが、やったという自負もありますが、まだ市

民の目線から見たらおまえらまだやってないでは

ないかというような厳しいご指摘もございます。

そういうご指摘にもしっかりお答えできるような

市政をやっていくということをもう一度やってみ

たいという強い思いの中でさせていただいたとこ

ろでございまして、それが自分の気持ちとしては

次の１期でやり遂げるという大きな、基礎基盤を

やり遂げるという大きな気持ちを、大きな願望を

持っておるところでございまして、そういうご理

解をいただいたらと思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 政治というのは、市長も行政

のトップであると同時に政治家なんです。政治と

いうのは、ご存じのように当てこすりですけど、

政治の政というのは正しいことを絶えることなく

何回も何回もするのが政ですね。治は、ご案内の

ように昔から水を治めるものは天下を治める、さ

んずいは水、台は台地ですよ。それから、水や台

地を正しく途切れなく治めるのが政治です。この

政治の世界に、私は期限はないと思います。私

は、したがいまして市長がまだやり遂げないと思

えば、３期、４期、５期、結構だと思うんです

よ、これは市のためであれば。そのぐらいの意気

込みを持って、市民のためにこれからも当たって

いただきたいなと思っております。 

 そこで、質問に移ります。 

 出馬表明の中に、８つ大きな項目をされており

ます。その中で、先ほど後で関連した質問をしま

すがと言いましたが、私は前回に支所方式のとき

に、支所のあり方について質問をしました。市長

は、他の自治体と違って西予市は各分の人員を配

置をして、住民サービスに当たっておりますよ

と、このような答弁をされました。私は、なるほ

どそうかなと思いますけれども、私は数ではない

と思うんですね。やはり、中身だと思うんです。

先ほど言いましたように、適材適所だと思うんで

す。 

 そこで、お伺いをしますが、市長はこの西予市

丸をどういうふうな方向に持っていきたいのか、

どういうお考えでこの市政を、まず次期４年間当

選されると思いますが、された場合のお考えをお

伺いをいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、小野議員のご質問につい

てお答えをさせていただきますけれども、職員に

対するような指導とか、あるいは私自身の自覚と
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責任を持って西予市を今後どのようにするかとい

うようなのが骨子だと、このように思うわけでご

ざいますが、職員に対する指導でございますけれ

ども、市長は先ほど小野議員もおっしゃられまし

たように２つの顔があります。政治家としての政

治的行動と判断をする、もう一つは行政機関のト

ップとしての行政執行をすると、２つの顔がご案

内のとおりあります。 

 行政機関のトップとして、行政執行をする実動

部隊は当然職員でございますから、職員は憲法の

第１５条に基づきまして、地方自治法３０条で服

務の根本規定を定められておりますけれども、そ

れによりますと全体の奉仕者として公共の利益の

ために勤務し、かつ勤務の遂行に当たって全力を

挙げてこれに専念しなければならないと、全体の

奉仕者とそして職務専念の義務というのをここで

言ってるわけでございまして、したがいまして不

偏不党の立場に立って市民の福祉向上、いわゆる

市民に尽くすことを最大の責務として業務を行っ

ておるわけでございます。また、与えられた単に

事務を遂行する責務を負っておるわけでございま

す。特に、地方分権、地方主権の時代にありまし

て、権限の移譲が進んでおりますけれども、職員

の事務能力を問われる時代でもございます。常に

学び、また市としてもそのような学ぶ機会を与

え、研さんを努めさせておるところでもございま

す。 

 さらに、もう一つ大事なことは、現場力を高め

ると、地域づくり交付金制度や限界集落対策の実

効性を担保する意味においても、職員も兼務でそ

れぞれの地域を担当させておるところでございま

して、地域のポテンシャルを高めて、職員も地域

とのコミュニケーション能力を高め、コーディネ

ーター能力を高めることで、相互作用により地域

が輝くことに対する支援を示唆しておるところで

ございます。 

 私が常々言っておりますことは、グローバルに

考えてローカルに実践しようということでござい

まして、職員の公務員としての全体の奉仕者の役

目と、日本や世界の動向を注視した上で西予市全

体を把握する目を養うということを言っておると

ころでございます。それは、いかに地域に合わせ

てコーディネーターし、実践することを職員に言

い続けとるところでもございます。このことは、

職員は地方行政の内容に当たってスキルを磨くこ

とでもありまして、地域社会の公共人材として自

治体間、地域社会間の各間を必要に応じて移動す

る、客観的に能力とスキルを常に磨いてほしい

と、このように願っておるところでございます。 

 それで、西予市の将来をどう考えるかというこ

とでございますけれども、仙台市の在住で民俗の

研究家がおられます。結城登美雄さんという方で

ございますが、非常に簡潔で凝縮された奇才に富

んだ言葉がございますので、私のほうから自分の

気持ちと合っておりますのでご紹介をしたいと思

います。 

 いい地域になるための７つの条件があります。

１つは、いい水と風と光と土があること。２つ目

は、いい仕事の場があること。３つ目は、いい居

住環境があること。４つ目は、いい仲間があるこ

と。５つ目は、いい学びの場があること。６つ目

は、いい文化があること。７つ目は、いい行政が

あること。このことは、本当に私地域づくり、西

予市づくりを本当に言い当てておると、このよう

に思っております。 

 西予市といたしましては、西予市が誇れる地域

であってほしい。西予市民にとって西予市が愛着

を持ち続けてほしい。そして、それがいい実感の

西予市になってほしいと、将来の方向を基本理念

としたいと、このように思っております。 

 以上です。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 ただいまくしくも市長より憲

法１５条の紹介をいただきました。私も苦学であ

りますけども法科を出まして、憲法１５条には、

公務員は一部の奉仕者でなく、国民全体の奉仕者

だと、その地位は罷免は国民固有の権利である

と、そういうような条文、１５条だったと思いま

す。また、西予市職員に奉職したときに、宣誓に

関する条例で職員は宣誓をされて職務に当たって

おると確信をいたしております。 

 そこで、やはり私は西予市の頭脳であり、西予

市の核はそこにおいでる部課長さんだけでやな

し、その下におられる課長補佐、係長、職員が実

際矢面に立って仕事をされとるわけですね。その

ためには、やはり職員の研修の場を数多くこれか

ら持っていただきたいなと。本来の市の姿になる

ためには、職員のいわゆるそういう職務に対する
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向上、資質の向上が大変重要だと思います。 

 そこで、思いますのは、今いわゆる職員の研修

費用を調べたところ、１人当たり２２年度実績で

約５，０００円ぐらいにしかなってないんです

ね。西予市のいわゆる研修に係る費用が。やっぱ

りこれでは少し少ないんではないかなと、やはり

もう少し職員の方々が十分に勉強、研修ができる

ような配慮をして、さらなる市民の負託にこたえ

るような土壌づくりをぜひするのが大事ではない

かなと、このように思うわけでございます。 

 それと、この資料といいますか、聞いています

と、課長級で２日間、係長級で４日間、愛媛県の

研修をされとるようですけども、１年に１回ぐら

いはぜひ東京へ行って、東京の本庁の厳しさ、国

がまたどういうふうに考えておるか、その空気を

吸うだけでも私は勉強になると思うんです。やは

り、担当部課長さんには１年に１回ぐらいは東京

への出張も市長に同行していただいて行っておる

と思うんですけども、やはり日本のトップの国の

方々の動向なりをつぶさに見ていただくのも大事

ではないかなと。今言いましたように、２２年度

が３１５万円ですよね。３１５万円の実績があり

ます。２２年度の職員数が６１２名ですから、割

からしたら約５，０００円と、こういう数字にな

ると思うんですね。やはり、そういうふうなこと

で、先ほど言いましたように、職員の方々の研修

の場を多くこれから持っていただいて、西予市の

負託にこたえるようにしていただきたいなと、こ

のように思うわけでございます。 

 時間がなくなりました。最後の質問、あと２つ

ありますが、施政方針の中で不易流行ということ

を書かれております。また、今年度の当初予算の

市長の所信表明の中にもそれが書かれておりま

す。不易流行という言葉は、私前回言い間違えた

かもわかりませんが、これは松尾芭蕉の言葉です

ね。不易というのは守っていかなければならない

ものは守っていくと、流行というのは日々変化し

ていきますよと、それに対応していかなければな

らない。そこから恐らく市長さんはこの不易流行

ということを施政方針の中に１項目入れておりま

す。 

 そこで、お伺いをします。 

 さきの１２月の質問の中で、その不易流行をと

りました。関連しますが、朝日文楽について、こ

れ予算がことし設計委託料その他でつけていただ

いておりますけれども、森教育長さんの答弁では

朝日文楽の設備、建設位置については区長、文化

財保護委員会、朝日文楽会、朝日文楽保存会で構

成される準備委員会の意向を重視してまいってい

きたいという答弁でした。行政は一体化と言いま

す。市長さん、これでよろしいですか、お伺いし

ます。教育長はそういう答弁をされましたけれど

も、行政は行政の一体化ですので、そういう考え

で市長よろしいですか、お伺いをします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 朝日文楽の質問でございますが、こ

れは今のどの分野の関連かちょっとわかりません

が、どの質問からこれ飛んできたかちょっと私も

わかりませんけども、その関連をもう一度ご整理

していただいて、ご質問をお答えさせていただき

ます。 

 以上です。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 先ほども言いました、市長の

８つの項目の中に不易流行という言葉が上げられ

てますね。その中に、当初のいわゆる２４年度の

所信表明及び一般財源の説明の中にもその言葉が

出てまいります。その中には、朝日文楽のことも

出てまいりますんで、今後の市長の施政方針の中

の一環としてお聞きをしております。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 私は、朝日文楽については大切な三

瓶の地に生まれ、三瓶の方々が守ってこられたも

んだと、このように思っておりまして、このたび

地元の方々のご要望やそういうものを入れて、こ

のものを不易なものとして守っていくために、今

回朝日文楽という会館をつくっていきたい。その

前段では、今ほど教育長の話も出ましたけれど

も、そのような準備委員会をつくって多くの方々

のご意見の中から理想的な朝日文楽会館をでき

て、それが今後の継承するということの総本山と

いいますか、そういう場所になればなあと、この

ような思いでございます。 

 以上です。 

 

○議長 小野君。 
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○６番小野正昭君 まさに、市長のこの所信表明

の中にもあります不易流行には係るわけですか

ら、ぜひそのようにして、朝日文楽の方々の思い

を遂げていただいたらなと、このように思いま

す。 

 そこで、最後の質問をいたします。 

 最後の質問は、上善如水であります。この上善

如水という言葉は、なぜ私これに触れたかと言い

ますと、余り時間がありませんが、郵政民営化の

折に現在の公明党の井上幹事長が小泉総理大臣に

上善如水の設問をしました。そのときに、小泉総

理は福田赳夫元総理を角福戦争で総理から落ちた

ときに所信を書いてくれというて色紙を出したら

捲土重来って書くかと思ったら上善如水と書かれ

たという答弁を、その郵政３法案の国会の中でし

ておりましたけれども、この上善如水について市

長はどのようにお考えなのか、最後の質問として

お伺いをいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、今ほどの上善如水につい

てのご質問でございますけれども、これは恐らく

小野議員の座右の銘として持っておられるんじゃ

なかろうかなあと思います。私は、人間っちゅう

のはいろいろな行動原理の中で座右の銘を持つこ

とは非常に大事だと思っておるわけであります。

いわゆる身近に置いて戒める格言、これが座右の

銘でございますから、小野議員自身がこの上善如

水を座右の銘に持たれて、今後議員活動あるいは

市民としての活動をやっていただきたいと、この

ように願っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 小野君。 

 

○６番小野正昭君 逆に、市長には励まされてお

りますけれども、私も市長ともども、本当正直言

いまして間もなくまないたのコイになりまして、

市民の審判を仰ぐわけですけれども、この上善と

いうのは理想的な人間の生き方が上善は如水、水

のごとしであるとよいうことですね。ここで一々

そういう教育するわけにはいけませんけれども、

ご存じのように１番目は水は四角の器でも三角の

器でも丸い器でも隅々まで入って、これ柔軟性で

すね。それから、水は高いところから低いところ

へ流れます。しかしながら、人間は高いところば

っかり見ますけども、本来は低いところに本来の

意味があるんですよと。やはり、政治の原点は

日々生活の中にあるんですよということだと思い

ます。そして最後は、岩をも砕く勢いがありま

す、水には。そういう意味をしておると思います

けれども、３期目に当たる市長さんにもぜひこの

言葉を、大変僣越ですけれどもお持ちにいただい

て、上善如水の気持ちで市政をぜひ進展をしてい

ただきたいなと、私もそのように頑張って、心の

中に秘めてまいりますんで、市長もぜひそのよう

にしていただいたら、市民の方々もなお一層市長

に対する親愛の情が生まれるんではないかなと、

このように思って余り一般質問にはなじみません

でしたけれども、選挙を迎えるに当たりまして、

市長、我々議員ともどもこの言葉を大事にせなけ

ればならないなあと思って質問をさせていただき

ました。ちょうど時間ときました、ありがとうご

ざいました。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

０時０３分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時１

５分） 

 次に、２２番大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 通告に基づきまして一般質

問をさせていただきたいと思います。 

 私は、今回まず議員にとって大切な能力、体

力、気力ともにだんだん衰えてまいりまして、引

退を決意をさせていただきまして、きょうも私の

後援会の幹部の皆さんが傍聴に来ていただいてお

ります。そのような関係もありまして、いささか

感傷的になりやしないかなと、こんな心配をいた

しておるわけでありますが、ただいまから質問に

入らせていただきたいと思います。 

 まず初めに、三好市長の政治姿勢についてお尋

ねをいたしたいと思います。 

 ちょうど、これも８年前になるわけであります

が、あの厳しい市長選挙の中で、振り返ってみま

すと市長は西予市の隅々までしっかりと自分の足

で地域の実情を確かめ、またしっかりと西予市の

実情を目に焼きつけられ、時には立ちどまって市

民の皆さんの意見にもしっかり耳を傾けてこられ
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たと、このように理解をいたしておりますし、こ

れも市長の人柄でしょう。当時は、私どもはかん

ちゃん、かんちゃんと呼ばせていただきました。

仲間もそうでございましたし、ご夫人はさすが幹

二さんと、こういう呼び方をさせていただいてお

ったわけでありますが、まさに本当に汗と足でし

っかり隅々まで見据えた市長の政治姿勢があろう

と思いますし、特に当時の思いの中で市長は３点

を強調され、今もそれを受け継がれているわけで

ありますが、それぞれの人が喜び、それぞれの地

域が輝き、みんなが納得するまちづくり、これを

基本理念に掲げられて出馬を決意されたと、この

ように思っておるわけであります。 

 そしてまた、最後でありますんで少しだけ市長

の点について触れさせていただきたいと思います

が、私も職員でございましたんで、一緒に農林時

代には席を並べておりました。市長は、特に企業

会計、これも十分に理解をされておりますし、農

林また事業関係も精通をされておったと、このよ

うに理解をいたしております。その上に、最後は

総務課長、助役ということで、行財政や人事面、

平たく言いますと市全体の行政を隅々までこれも

理解をされていたと、このように思っておるわけ

であります。市長に当選され、さまざまな大事業

にも取り組まれてまいったわけでありますが、そ

の中で一つ現政権は事業仕分けということで非常

に国民の注目を浴びたわけでありますが、三好市

長は国の事業仕分けより２年以上前だったと思い

ますが、行政評価システム、これをいち早く取り

入れたわけでございます。国が余り成功しなかっ

た理由は、明確な基準がなかったと、ここにある

のではないだろうかと思っておりますが、三好市

長は明確な基準を示され、ここに私も持っておる

わけでありますが、このような基準のもとで適正

に評価されたと。それが、非常に成功したもとに

なるんではないかと、このように思っております

し、この行政評価システムそのものが行政の無駄

を省き、今日の健全財政の基礎を築かれたんでは

ないだろうかなと、私はこのように評価をいたし

ておるわけでございます。 

 もう一つは、やっぱり財政の中では人件費が大

きな比重を占めるわけでありますが、このことに

もいち早く取り組まれまして、原則として２分の

１採用ということで、合併当時は１，０５０人の

職員がおいでになったと伺っておりますが、２３

年末には８８９人ということで、７年間で１６１

人の職員の減少を進められたということでござい

まして、これも財政の基盤をなす重要な要素とな

っておるんではないかと、このように思うわけで

ございます。 

 そこで、３期目を目指される三好市長のまちづ

くりに対する理念についてお伺いをいたしたいと

いうふうに思っておるわけでございます。市長の

今回の出馬に当たっての理念と政策、マニフェス

トをお示しをされておるわけでございます。先ほ

ど、小野議員の質問にもあったわけであります

が、私はちょっと角度を変えて、８つの基本政策

を示されておるわけでありますが、その中で特に

２点ばかり考え方をお伺いをいたしたいと思いま

すが、特に２点目の再生可能エネルギーへの挑戦

ということを示されておるわけでありますが、市

長は２年前でしたか、バイオマスタウン構想を示

されまして、さまざまなこれに基づく施策を実行

をされておるわけでありますが、その中でバイオ

マス発電という項目が入っておりますし、木質ペ

レットではご案内のとおり工場を立ち上げられま

して、この市庁舎の１階にはペレットストーブと

ペレットによる冷暖房を行っていると、さらに今

後の計画もあるようでございますが、私はこのバ

イオマス発電について考えをお尋ねをいたしたい

というふうに思っておりますが、私の本を読んで

みますと、まず大切なのは着眼点であろうかと思

いますが、間伐や山の価値を高めるためにも、こ

のバイオマス発電は非常に重要な位置を占めると

思っておりますし、あるいは川崎市の例をちょっ

と読んだわけでありますが、ここでは間伐材とあ

わせまして古い木造の家の廃材を活用する、もう

一つは今西予市でつくっておりますペレット、こ

の３つの組み合わせによってバイオマス発電を実

施し、日量３万３，０００キロの発電量を有する

バイオマス発電が既に稼働をしておるようでござ

います。まさに、西予市は山もございます。たく

さんの木造住宅がございまして、今お金を出して

処理をされておるというのが実情でございますん

で、これらを生かすこともできるということで、

ある意味では一挙両得な重要な施策として、近い

将来といいますか、位置づけられるんではなかろ

うかと、このようなことを思っておりますが、で

きたら具体的に、もちろんすぐやるということで

はないんですが、将来構想等についてお伺いをい
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たしたいというふうに思います。 

 あと、また酒井議員もこの三好市政については

質問があるようでございますんで、私は７番目に

身近でいい実感の行政を目指すという市長の方向

が示されておるようでございます。先ほど、小野

議員の質問の中にも地域づくりで行政職員をそれ

ぞれの地域づくりに参加させておるというお話を

いただきましたが、私も全く同感でありまして、

職員教育にとっては非常に重要ではなかろうかと

いう思いを最初から持っておりましたが、田之筋

の会にも市の職員２名がいつも出席して、市民の

さまざまな要望やまちづくりについての意見、と

もに勉強をするということをしてくれておりま

す。これは何事にもまさる私は職員教育ではない

だろうかなと、こんな強い思いを常々持っておる

わけでありますんで、ぜひこの事業は続けていた

だきたいと思いますし、本庁ができてだんだん地

域が寂れるというご意見もよく伺うわけでありま

すが、やはり公民館を軸としたさまざまな地域づ

くりということは非常に大事な視点ではなかろう

かというふうに考えておるわけでございます。 

 そこで１点だけ、今地域づくりの交付金をそれ

ぞれ公民館単位に交付をいただいておるわけであ

りますが、若干めり張りが今後必要ではないだろ

うかと、せっかく交付をしていただきました交付

金をさらに地域で知恵と工夫で有効に活用すると

いうことになりますと、そのようなめり張り、予

算に対してもめり張りが必要ではないかなと、こ

のような思いを持っておるわけでございます。 

 それからもう一点、簡単ですが、４番目の魅力

あるまちづくりということで、市長の考えをお示

しをいただいております。小野議員も先ほどイネ

の話をされましたが、私も平成８年は現職でござ

いましたんで、このようにおイネの追憶という小

冊子をつくらせていただいたわけでありますが、

このときに全国区の女医さんから３０点の色紙を

お送りいただきまして、先哲記念館に展示をして

おったわけでありますが、非常にイネに対する思

いというのは、女医さんの中にも強くお持ちでご

ざいますし、添え書き等にもそのことが書かれて

おりました。当然、二宮敬作とイネのこれからの

まちづくりの大きなテーマにするということでご

ざいますもんですから、ぜひその辺もお考えをい

ただきまして、活力あるまちづくりのためにさら

なる活動といいますか、市長の活動を期待をいた

したいということで、前段１点目の質問を終わら

せていただきます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、大竹議員のご質問につい

てお答えさせていただきますが、冒頭に今回をも

って引退をされるということを言われましたけれ

ども、本当に長きにわたって市民のために、地域

のために尽くしていただきました。特に、私は職

場の後輩として、いろいろなところにお教えをい

ただいた立場でありまして、また立場が違って議

員の立場でもいろいろご指導いただきました。本

当に感謝を申し上げたいと思います。また、私に

対する市政について、温かいご指摘やご意見をい

ただきましたこと、感謝を申し上げたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 私は、衆議院議員でもあられましたし、三重県

知事でもあられました、今早稲田大学の大学院の

教授でおります北川正恭氏のマニフェスト論につ

いていたく共鳴をいたしまして、市長２期目の２

００８の年でございますが、その選挙のときから

マニフェスト２００８を市民に提示をさせていた

だいてきたところでございます。 

 マニフェストの語源といいますのはラテン語で

ございまして、明示するという意味でございま

す。従来の選挙公約とちょっと違うわけでありま

すが、選挙公約はいわゆる願望の明示と言われま

す。いわゆるスローガン的なものでありますが、

公約は言いっ放しになってしまうというようなこ

とで、いろいろご批判があったということでござ

いまして、マニフェストはそれと違って権限や財

源を具体的に提示をする。そして、政策提示した

ことを実際に執行する、あるいは執行しなかった

場合に批判を住民の皆さんから受けるという制度

制であります。 

 マニフェスト２００８では、６つの西予市づく

りと２８の施策を提言して、プラン・ドゥー・シ

ー、いわゆる計画をして行動をする、そして評価

を受けるというＰＤＳの考え方を私は持ってやら

させていただきました。それにのっとって、実践

と評価をいただいたところでございます。 

 マニフェスト大賞実行委員会から２０１０年に

おいて、首長の部門でマニフェスト大賞優秀賞を

いただいたところでございます。３期目を目指し
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まして、市民に提示するマニフェスト、今案を取

りまとめている段階でございまして、骨子はマニ

フェスト２０１２誇れる愛着の持てるいい実感の

西予市というスローガンのもとで、８つの西予市

づくりと４２の施策提言をしていきたいと、この

ように考えておるところでございます。 

 今のその基礎となるところが、今大竹議員のご

指摘をされたもんでございまして、その中の今２

番目の再生可能エネルギーへの挑戦でございます

が、その中でバイオマス発電のことを言われまし

た。私は、西予市の今の持っとるいわゆる資源と

いいますか、ふん尿が要らないものと思われてお

りますが、これを資源に変えていきたいという強

い思いがございます。その中で、岩手県に小岩井

農場がございます、三菱系でございますが、その

小岩井農場が雫石町と共同出資をしてつくってお

るのが雫石バイオマス発電所でございますが、こ

れはメタン菌を基づいてメタン発酵させてバイオ

マス発電をするということでございます。これ

は、私どもの西予市の牛の頭数が酪農、肉用牛の

頭数と小岩井農場の牛の頭数が西予市がちょっと

多いぐらいでございまして、そういう意味ではバ

イオマス発電ができる可能性が非常に強いという

思いも持っております。これは、農協さんと一緒

に、この研究を今水面下でやっておるところであ

りまして、これをぜひ実現する方向にやっていく

と、資源に変わっていくという考え方でございま

す。ぜひ、またご理解をいただきたいと思いま

す。 

 ７番目の身近でいい実感の行政を目指す中で、

地域づくり、地域内の分権の一層の推進という考

え方の中で、地域づくり交付金をなお一層地域の

中で定着をさす、いわゆる地域に権限と予算の一

部をお渡ししてその中でやっていく、その中には

職員もお手伝いをして、アフターファイブについ

ても職員は地域に張りついて仕事をいただく。今

言われますように、職員教育として最たるもので

あると私も思っておりますし、職員の方も真摯に

今動いていただいておりまして、そういう意味で

は地域から少しずつ信頼を得ておるんではないか

なと、そういう思いでございます。めり張りのあ

ることを今後とも十分考えていって、その成果を

出していきたいなと、そういう思いでございま

す。 

 ４番目の魅力あふれる創造発信の中で、シーボ

ルトの娘イネを生かした発信ということを考えて

おります。やはり、もう一度このすばらしいおイ

ネさんを私たちは検証をして、全国に発信する責

務を私は負っておるんではないかなという思いで

ございまして、ことしは２４年度の予算の案にも

ご提示をいたしましたように、おイネ賞をつくっ

て全国に発信をして、すばらしい女医さんを評価

をして、その研究費の一部にお出しできるような

ことになれば、西予市として全国に発信ができ

る、このような思いもしておるところでございま

す。 

 以上、答弁にかえさせていただきます。 

 

○議長 大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 市長からあのような答弁を

いただいたわけでございます。間もなく３期目に

入るわけでありますが、今回のマニフェストを中

心として、ぜひ西予の活力あるまちづくりのため

にご検討されることを心からご期待を申し上げ

て、２番目の質問に移りたいと思います。 

 名誉市民の選考についてお尋ねをいたしており

ます。 

 名誉市民の選考に当たって、３つの点を示され

ております。紹介をさせていただきたいと思いま

すが、本市に居住する者、もしくは居住していた

者または本市出身の者というのが１つでございま

して、２つ目には産業の振興、社会福祉の増進ま

たは学術、文化等の進展に功績があった者。３つ

目には、市民が郷土の誇りとして深く尊敬する者

ということが名誉市民の選考の事項として上げら

れておるわけでございますが、過去ずっと振り返

ってみますと、そのほとんどがと言っていいと思

いますが、政治家中心の選考になっているんでは

なかろうかと、このように思うわけでございま

す。もちろん、西予市が第１次産業の町でござい

ますもんで、過去にも現在も非常に農林業の振興

に尽くされました多くの先輩がおいでになりま

す。ご案内のとおりであろうと思います。もう一

つは、文化振興にも非常に大きな功績があった

と、むしろ陰に隠れた文化の振興、また大切な文

化遺産を守ることに情熱をお注ぎをいただいた

方々も非常に多いと、このように確信を私は持っ

ておるわけでございますが、今後の名誉市民の選

考に当たっては、もちろん選考委員会がございま
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すと思いますんで、軽々なことは言えないという

ふうに思いますけれども、市長の配慮の一つとし

て、やっぱり農業振興や文化の振興に尽くされた

方々にも思いをはせていただきたいと、こんな思

いを持っておりますもんですから、お考えをお聞

きをいたしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、大竹議員の名誉市民制度

について回答させていただきますが、西予市名誉

市民の称号は西予市名誉市民条例に基づきまし

て、広く社会の進展に貢献し、顕著な功労のあっ

た方に贈呈するものでありまして、これまでに７

名の方々に贈呈させていただいております。 

 称号を贈る条件でございますけれども、自治分

野のみならず産業の振興、社会福祉の増進、学術

文化等の進展に功績のあった方も選考の対象とし

ておりますので、ご質問の農業振興、文化発展に

寄与された方で、その功績が名誉市民の称号に値

する場合には、当然選考委員会に諮問してまいり

たいと思っております。 

 ただし、今ご指摘もありましたけれども、名誉

市民の称号は西予市における最高の権威ある称号

でございますので、市民の皆さんが郷土の誇りと

して深く尊敬されている者という条件も勘案し

て、慎重な審査が求められる事案であろうかとも

考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 名誉市民は非常に重い称号

であろうと思いますので、当然のことながら慎重

な判断が必要だろうというふうに考えるわけでご

ざいますが、ぜひとも私が申し上げましたような

ことも一つの基準とまでは申しませんけれども、

配慮をしていただきまして、それらの方々が報わ

れるような名誉市民の称号として与えていただき

たいなと、このようなことを申し上げまして、２

番目の質問を終わりたいと思います。 

 ３番目は、西予市の農林業振興、特にＴＰＰと

農林業対策について、３点ばかりお尋ねをいたし

たいと思っておりますが、第１点は、お示しをし

ておりますように、先ほど市長の答弁にもありま

したが、ご案内のとおり西予市は愛媛県内の４

５％程度を畜産が占めているということでござい

まして、今国がＴＰＰの年内に何とかめどをつけ

たいというような形で進められておるわけであり

ますが、このＴＰＰはご承知のとおり農業だけで

はなくして、共済や医療等にも影響するというふ

うに新聞等では解説をいたしておるわけでござい

ます。 

 そこで、畜産の今後のあり方について、提言も

含めて質問をさせていただきたいと思うわけでご

ざいますが、本来はＴＰＰをやるのであれば、国

がある程度の支援策を当然示されるべきであろう

と私は思っておるわけでありますが、一向にＴＰ

Ｐの内容も国の支援策も目に見えてこないのが実

情でございます。ここに新聞の切り抜きを持って

おるわけでありますが、これは農業共済新聞でご

ざいますが、東京大学院の鈴木教授の談話として

こんなことが載っておりますんで、ご紹介をしな

がら質問を続けていきたいというふうに思いま

す。 

 今のＴＰＰは、議論なし、情報なしで、どうや

って結論を出すんか、政府からは参加のメリット

についての明確な説明はないと。ＴＰＰは、日本

がこれまでの自由貿易で最後まで譲れないと主張

し続けてきた分野を一気に明け渡す協定であり、

日本の方向性や国民生活に多大な影響を与えかね

ないというような論評を出しておったわけでござ

います。 

 私が心配しますのは、今回の交渉の相手国アメ

リカ、オーストラリア、それからニュージーラン

ド、この３国はまさに農業大国と言われておりま

す。私も十分実情は調査していないわけですが、

過去にアメリカへ行ったときに１０万頭の肥育放

牧をされとると、こういう実態をつぶさに見てき

ておりますもんですから、連弾心配をする問題に

ついて、特に輸入がされると安全がどうなんか

と、食の安全保たれるのかということが非常に心

配ですし、過去には話題になりましたアメリカの

ＢＳＥでしたか、これらの規制は大丈夫なんかと

いうようなことも含めて、非常に心配をしておる

わけでございます。 

 西予市では、そのような環境もありますが、畜

産振興にいち早く力を入れていただきまして、耕

畜連携の施策を過去３年間やっていただきました

し、引き続きことしからも支援をしていただくと
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いうようなことでございます。この耕畜連携は、

まさに資源を生かした西予市の農業の方向を指し

示す重要な施策の一つであろうと私は理解をいた

しておるわけでございます。 

 この間も、畜産農家に聞きますと、稲わらには

非常にいい成分が含まれておって、非常に飼育期

間が短くなったと、えさを食べる食欲も旺盛にな

ったということで、非常に耕畜連携はありがたい

ですと、今非常に飼料が高騰しておる、大変助か

りましたと。ただし、昨年の稲刈り後は雨にたた

られまして、飼料の変質が若干低下したと、この

ような話も伺ったわけでありますが、非常に大事

な政策として農家も喜んでおるということをひと

つご紹介しながら、一方で大事なのは稲わらと堆

肥を交換するという方向でありますが、残念なが

ら堆肥をやった後の実証が余り進んでいないんで

はないだろうかと、このように考えておるわけで

あります。畜産農家は、成果が具体的に上がって

いることをお聞きをいたしました。水田に堆肥を

まいて土をつくり、作物をつくるということでご

ざいますんで、今後の課題としてぜひこの実証を

していただきたいということをお願いをいたした

いというふうに思っております。 

 私も家の裏に３アールほどの小さい田んぼがご

ざいますんで、昨年末に堆肥を３アールで４トン

ほどまいて広げて、今ことしは実証をしてみよう

と有機栽培をやってみようと、このように思って

おりますが、ぜひこれら実証について支援をいた

だくことが大事ではなかろうかと。 

 前、市長も一緒じゃなかったかと思いますが、

福岡県の大木町のし尿処理の施設を視察をいたし

たときに、し尿処理と生ごみで堆肥化を図られ

て、そこは大学とし尿処理の関係が一体となって

研究、開発を進めて、有機米として１俵２万円で

販売をしておるという話をいただきました。まさ

に、耕畜連携のもとは私はそこにあるんではなか

ろうかと。肥料代を安く抑え、有機米としてさら

に高くお米を売ると、このようなことは非常に農

業の中で大事な視点であろうと思いますんで、ぜ

ひ場合によっては大学のお墨つきがあって、そこ

は２万円で売れているということでございますん

で、そのような点からもぜひ配慮をいただきたい

と、このように考えるわけでございます。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

○藤中産業建設部長 それでは、大竹議員のご質

問にお答えをさせていただきます。 

 当市の畜産は、愛媛県の畜産業の生産地として

地域経済の発展に大きく貢献をしてきました。し

かし、畜産経営は国際的な穀物価格の高騰及び農

産物の需要や価格の低迷によりまして所得の減少

や離農の増加など、大変厳しい状況に直面をして

おります。また、口蹄疫、ＢＳＥ等の諸外国から

の必要などの脅威による食の安全・安心に対する

信頼、人口減少、少子・高齢化社会の到来の中、

消費者ニーズの変化、多様化が見られるなど、さ

まざまな問題が顕在化しております。あわせて、

昨年１１月には、野田首相が日本のＴＰＰ交渉へ

の参加協議を正式に表明しており、ますます畜産

情勢は厳しくなってきております。 

 西予市におきましては、このような厳しい状況

の中事業を推進をしてまいりました。酪農につき

ましては、近年の異常気象等による経産牛頭数の

大幅な減少により、生乳生産量が減少しており、

生産量の向上を目指し、優良な後継牛確保や大野

ヶ原育成牧場やヘルパー制度を活用しての生産性

の労働力軽減と担い手確保に対する支援を実施し

ております。肉用牛生産につきましては、景気低

迷による枝肉価格の安値が続いており、優良な和

牛確保及び導入に支援を行い、経営の健全化、安

全化を目指しております。養豚につきましては、

優良種豚確保及び導入に支援を行い、経営の安定

化を目指しております。今後は、先ほど申しまし

た支援事業とあわせて、畜産経営の高齢化に伴う

労働負担の軽減や、自主飼料の生産拡大によるコ

スト低減を図るため、コントラクターやＴＭＲセ

ンターなどの飼料生産支援組織の設立を目指し、

ＪＡひがしうわ及び関係機関と協議しながら推進

していきたいと考えております。 

 また、本年度から開始された県の愛媛ブランド

牛開発プロジェクト事業につきましては、県内一

の畜産地帯である西予市として、全面的に協力し

ていきたいと考えております。 

 また、先ほどから話が出ておりました粗飼料生

産組合育成事業につきまして、この事業につきま

しては議員言われるとおり畜産農家にとりまして

は大変有効な事業でございます。飼料のコスト低

減、食の安心・安全の面からも大変評価をされて

いる状況でございます。また、耕作農家の方の所

得アップにも若干ながら貢献できているんではな
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いかなと思っております。 

 ただ、問題になっておりますのは、農家の方の

稲わらの提供と、それから今４団体が今やってい

ただいておりますけれども、そこの４団体との協

定の中で稲わらがなかなかとりづらいと、出して

いただきにくいという現状がございますので、農

家の方と協議をしながら、また畜産農家と協議を

しながら進めてまいりたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 もう答弁は要らないわけで

ありますが、やはりなかなか稲わらが集めにくい

という答弁をいただきましたが、私はやっぱり農

の原点は集落営農にあるだろうと、このように理

解をしております。やっぱり、集落ぐるみで農業

を展開するという市政の中で、そのような稲わら

と堆肥の交換等もスムーズにいくのではないだろ

うかと、このように考えておりますので、これは

申し添えておきたいと思います。 

 アドリブで話しておりますと長うなりまして、

時間がなくなってまいりました。 

 ２番目の西予市の産物を生かした６次産業の振

興についてまずお尋ねをいたしたいと、このよう

に思っております。 

 私も昭和５９年、岩木農産加工組合が発足した

当時、一緒に立ち上げたことを今思い起こしてお

りますが、間もなく５９年ですから３０年になろ

うと思いますが、その当時立ち上げた六、七人の

メンバーが、今も健在で元気にやられておりま

す。聞いてみますと、やっぱ生きがいや健康づく

りということが非常にこの組合の中に根づいてお

ると、収益を度外視したそのようなことがありま

すよと。恐らく平均年齢は、失礼な話ですが７０

代を超えておるということのようですが、年末も

３０日まで、高齢化社会ですんで、お年寄りがも

ちをついておると、このようなお話も伺ったわけ

でありますが、簡単に６次産業のお関係につい

て、西予市でもこの間産建委員会でもちょっと申

し上げたわけでありますが、指定管理者制度を設

けられてさまざまな産業起こしをやられておるわ

けでありますが、せっかくのこのような制度があ

るわけでありますんで、ぜひとも点から面へつな

いでほしいという話をこの間も進めたわけであり

ますが、ぜひすぐれたそのようなそれぞれの加工

場なりあろうと思いますんで、年に１回ぐらい研

修をやられたらどうですかと、そしてノウハウの

交流をしっかりされて、さまざまな角度から６次

産業の振興について見直しをされるのもいいんで

はないでしょうかというお話をさせていただきま

した。 

 もう一つは、私はこれだけ多くの会社なり指定

管理者制度のもとでのさまざまなものをつくられ

ておるわけですから、将来はこれらの力を結集し

て松山あたりにアンテナショップ的なことも将来

の課題として考えていいんではなかろうかと。さ

らには、せっかくさまざまな産物が西予市にある

わけでございますんで、これも企業や大学と共同

研究をしていただきまして、さらに６次産業の定

着化を図られて、雇用の拡大等に結びつけたらい

いんではないかなと、このような思いを持ってお

りますんでお尋ねをいたしたいと思います。答弁

簡単にお願いします。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 それでは、お答えをさせて

いただきます。 

 第１次産業を基幹産業とする西予市にとって、

日本がＴＰＰに参加することになれば、安い外国

産の農産物が大量に輸入し、農林水産物生産者に

多大な影響を受ける結果となることが懸念をされ

るところであります。 

 西予市農業の再生や、農家所得の維持向上を目

指すための一つの手段として、農林水産業の６次

産業化が考えられます。農林漁業の６次産業化を

促進するためには、国が設置する６次産業化プラ

ンナーと連携し、地域農林水産物を地域資源とし

て有効活用するための新商品開発や、生産から加

工販売への一連の流れを確立するためのアイデア

や情報を共有及び協議する機関を組織して、６次

産業化を検討していくことが必要であると考えて

おります。また、企業的な経営感覚を持って、魅

力的な経営を行う農家や組織など、みずからの創

意工夫により農産物の生産から加工販売までの６

次産業化にチャレンジする先進的な経営者には、

積極的に国庫補助事業を活用し、６次産業化に必

要な機械、施設の整備の支援を行いたいと思って

おります。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 ３番目の耕種農業規模拡大

についてパイプライン化を図るべきではないかと

いう質問をさせていただいております。 

 １点だけ、私どもの集落の例を挙げて現状を説

明させていただきたいと思いますが、伊崎ですが

約１５ヘクタールの水田、もちろんイチゴが３ヘ

クタールほど植わっておりまして、稲は１０町ち

ょっとでございますが、この中に４つの井手がご

ざいまして、約３，５００メートルの水路がずっ

と張っておるわけであります。５４、５５年に圃

場整備をしておりまして、非常に水路が傷んでお

るところがふえてきておるわけでありますが、こ

れも先ほど集落営農の話をさせていただきました

が、３２戸あるわけでありますが、今度１日にも

やりますが、春と秋は部落総出、３２戸が全員が

出てこれらの水路の掃除、あるいは草刈り等をし

ておるわけでありまして、これがまさに集落農業

の展開の基本をなすものだというふうに思ってお

りますが、とても規模拡大をするということにな

れば、今の開水路では１人でも経営できる面積で

ございますもんですから、ぜひこの開水路からパ

イプライン化に向けて行政の指導をぜひお願いを

いたしたいと。もちろん、松蔭池１０万トン、１

００万トンの関地池ございますが、いずれもこれ

らの水路、松蔭池は昭和３０年代にできたと理解

を覚えておるわけでありますが、関地も同じよう

なことでございまして、開水路というのはそこそ

こ問題が出てきておるんではないかと。規模拡大

を図るということになりますと、ぜひパイプライ

ン化を今後進めていただきたいというふうに思う

わけでありますが、ご答弁を願います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 それでは、お答えをいたし

ます。 

 現在、農業基盤施設の維持管理は、受益者であ

る農家の皆さんにお願いをしているところでござ

います。しかしながら、用排水の老朽化によるひ

び割れやねじの欠落等により、水路機能が低下

し、用水管理等に係る時間と労力が増大し、営農

維持に支障を来している地区が多く見られます。

将来的には、耕作放棄地や遊休農地化が進む懸念

もあり、維持管理能力の軽減化を図ることが急務

となっておるところでございます。 

 今回、ご質問のありました耕種農業の規模拡大

におきましても、農作業の労力の軽減化を図り、

担い手への農地利用集積を推進していく上で、用

排水施設のパイプライン化への移行は有効的で効

率的な整備方法の一つと考えております。意欲あ

る担い手が、継続して耕作がおえ、農業の体質強

化に対応できる整備を実施することは、担い手を

含む地域からの申請をもとに、各種農業農村整備

事業の計画的推進が重要であり、安定的な農業経

営の確立を目指し、土地改良法に基づいた国、県

が補助、融資する各種補助事業により取り組みを

推進していく方針でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 それでは、次に移らせてい

ただきたいと、このように思いますが、宇和の学

校給食センターの改修についてお尋ねをいたした

いと思います。 

 ２項目を上げておりますが、時間の関係もあり

ますんで合わせてご質問させていただきたいと思

いますが、宇和の給食センターは１日１，５６０

食をつくっていると伺っております。もう教育委

員会も十分ご承知のとおりでありますが、これは

昭和４７年につくられた非常に老朽施設でござい

まして、そこに働いておられる方もいつ機械が壊

れるか心配でたまりませんということで、非常に

気を使います。メニューも十分思うとおりにでき

ません。こんな話も伺いました。私も金曜日の日

でしたか、給食センターの特に外観をつぶさに調

査をしてまいりましたが、ご案内のとおり鉄骨ブ

ロックづくりの３階建てでございます。その上

に、私はあそこの基盤は非常に軟弱だということ

を伺っております。これ、大震災が起きると大変

なことになるなあ。部活も２階を使っておりま

す。２階の通路のところを見ますと、端から端ま

で全部５ミリ程度のクラックがずっと入っており

ます。地震が起きますと、恐らく逃げ場を失う、

あるいはブロックが倒れてくる、こんな心配も危

惧をいたしておるわけであります。 
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 そのような観点から、ぜひ整備を、改修を早急

に進めていただきたいと、このようにお願いをい

たしたいと思いますし、今後の給食センターのあ

り方については、将来の学校再編計画等も勘案し

ながら、この問題についてぜひ早急に改修をお願

いをいたしたい。そうすることによって、地産地

消も大いに進むだろうと、こう思っております

し、同じことをそこに働く人も言っておりました

もんですから、ぜひともよろしくお願いをしま

す。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 大竹議員の質問にお答えいたし

ます。 

 ご質問の宇和学校給食センターは、昭和４７年

に建設された建物で、築３９年を経過しておりま

す。耐震性を判断する耐力度調査の結果、建てか

えが必要な施設であり、老朽化、衛生水準、作業

効率など、抜本的な更新の時期を迎えており、多

くの課題を抱えております。このことから、現在

最優先課題として取り組んでおります校舎、屋内

運動場の耐震化に次ぐ重要課題であると認識をし

ております。仮称宇和学校給食センター改築等検

討委員会を設立しまして、改築に向けた検討をし

ていきたいと、そのように考えております。 

 以上でございます。 

 次の質問の２点目の質問でございますが、宇和

学校給食センターの改築に当たりましては、教育

活動の一環としての食育の推進、安全・安心で栄

養バランスのとれた給食の提供、地場産品活用等

地域連携による給食づくりを推進してまいりたい

と考えております。あわせて、学校再編を視野に

入れ、建設の時期、配送時間、距離等にかんがみ

た給食提供エリア、将来の児童・生徒数の推計、

建設費、建設場所など、宇和学校給食センターの

建設と運営に関して、総合的な調査研究を重ねて

まいりたいと、そのように考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 先を急いで恐縮でございま

すが、次に震災対策と文化財保護についてお尋ね

をいたしたいと思います。 

 ご案内のように、開明学校が明治１５年に建ち

まして、それから米博物館が昭和３年だったでし

ょうか、それからあの立派な講堂、これは大正９

年だったと思いますが建てられた。私は、これは

日本にただ一つのすばらしい学校群だと、このよ

うに位置づけておりまして、将来は恐らくこの学

校群がすべて国の重要文化財に指定する時期が来

るんではないかと大変期待と願望を持っておるわ

けであります。そこで、もう時間がありません

が、米博物館の１１０メートルの校舎の前の盛り

土のところでございますが、大きなクラックが入

っております。あそこに地すべりを起こします

と、あの１１０メートルのすばらしい木造校舎が

崩壊する危険があると私は認識をいたしておりま

す。これは、急にはできないかとも思いますが、

震災はいつ来るやらもわかりませんわけですん

で、あのすばらしい１０９メートルの木造校舎を

崩壊させないためにも、できるだけ早い機会にこ

れらの対策を講じていただきたいと、このように

お尋ねをいたしたいと思います。 

 

○議長 森教育長。 

 

○森教育長 では、続きまして大竹議員のご質問

にお答えをさせていただきます。 

 米博物館の建設部分の敷地の造成工事は、平成

元年に完成しております。この工事では、現在第

１校舎があります表側は１万立米以上の盛り土を

した工事で、施工時に十分転圧を行っていました

が、盛り土部分には時間とともに自然沈下が起こ

ります。現地は、完成から２２年以上が経過をし

ておりまして、明らかに自然沈下の現象が見られ

ます。大竹議員ご指摘のクラックも、その現象の

一環と思われますが、現在のところ擁壁側を見ま

しても不自然な膨らみ等は見られません。しかし

ながら、擁壁の表面の一部には剥離なども起こっ

ております。それも、今のところ表面のみの影響

と思われますが、剥離して落ちかけていた部分な

どについては取り除いております。しかし、表面

の剥離は、自然沈下の影響で土地表面の水の流れ

が当初と変わったことなども考えられますので、

震災対策を考慮の上、至急調査を実施いたしまし

て適切な対応を考えていきたいと思っています。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長 大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 ありがとうございました。

ぜひ調査研究を進めていただきまして、安全対策

に万全を期していただきたいと、このようにお願

いをいたしております。 

 次に、職員採用について、これは理事者からの

特認事項でございますんで、若干の越権行為にな

るんではないかなと心配はいたしておりますが、

これも私の思いの一つでありますんで、お尋ねを

させていただきたいと、このように思います。 

 ２月の中ごろでしたでしょうか、宇和高陸上部

の送別会に、３年生を送る会にお招きをいただき

まして、私も参加をさせていただきました。宇和

高の陸上部は、今なかなか活躍をしてくれておる

わけでありますが、そこの指導方針の中に書かれ

ておりますことをご紹介をさせていただきたいと

思いますが、競技力の向上とともに人間性の向上

を目指すということを第一番に掲げております。

それから、礼儀やマナーの向上、自己管理能力の

養成、思いやりや責任感、感謝の心の育成、それ

から言いわけのない生活の実践、そして生徒たち

は積極的にチャレンジできる精神の育成と、この

ような指導方針のもとで指導をされておるわけで

ございます。この間、その中で３年間私は補欠で

したと、八幡浜から通ってくる長距離の子が言い

ました。厳しい練習にも耐えましたと、大会は常

にサポート役でしたと。しかし、宇和高に来てよ

かったと、こういう言葉を述べてくれました。こ

れもこのような指導方針があるゆえの成果だと、

このように思っておりますが、愛媛県では体育の

教員は全国大会やさまざまな大会で活躍した選手

には加点制度を設けておることはご案内のとおり

でございます。すべての職場ではいけないと思い

ますが、例えば消防署とか、あるいは文化体育振

興課というところについては、一定加点制度を設

けられてはいかがなものか、そのことによって生

徒たちが育つ要素もありますんで、ご答弁をお願

いしたいと思います。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 それでは、職員採用基準

についてお答えをいたします。 

 西予市では、職員の採用に関しましては教養試

験、専門試験、それからその２つで一定レベルの

学力を有するかということを判断するとともに、

見識や表現力を確認する作文、面接試験を行って

おります。また、本年度から今までの個人面接に

加えまして、集団討論試験も導入したところでご

ざいます。これによりまして、リーダーシップや

協調性、企画や発想力を初め、職場という集団の

中で力を発揮できるかどうか、また自分をアピー

ルできるかどうか、個性を生かせるかどうかとい

うようなことを判断いたしております。 

 ご質問のように、全国大会等、高校クラブ活動

等で活躍したスポーツ選手の方々は、やはり各種

目について深く研さん追求しておられますし、厳

しい練習を重ねた実績も持たれておられますん

で、集中力や判断力にはすぐれたものがあるとい

うことで、すばらしい人材も多いのではなかろう

かと思います。ただ、職員採用に関してスポーツ

選手にだけ特別な加算を行うということは、現在

は難しいと思われますので、今後の問題として体

力や気力に満ちて豊かな個性を持ったという有能

な人材の確保について、十分検討させていただき

たいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 最後ですので、特別に許可をいたしま

す。簡潔にお願いします。 

 

○２２番大竹忠盛君 財政の質問は、簡単に要望

だけ申し上げさせて終わりにしたいと、このよう

に思っておりますが、今のスポーツ加点制度、こ

れは一つの試みの案でございますんで、ぜひご検

討いただきたいということをお願いしておきたい

と思います。 

 最後の財政の問題について、愛媛新聞の切り抜

きがございますが、１０年度の状況、これ非常に

西予市はいい位置にあるということは承知をして

おります。もう答弁は要りませんので、時間がオ

ーバーしておりますが、ただやはり実質公債費比

率、あるいは経常収支比率、ちょっと油断をする

と厳しい環境にもなりかねると思いますんで、今

後は健全な財政運営に心がけていただきたいと、

このように要望を申し上げまして、ちょっと時間

がオーバーしてまことに申しわけありませんが、

私の最後の一般質問をこれで終わりたいと思いま

す。ご清聴ありがとうございました。 
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○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

１時１８分） 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午前１１時２９分） 

 次に、２番二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 公明党の二宮一朗でございま

す。議長より許可をいただきましたので、通告に

従いまして一問一答にて質問をさせていただきま

す。 

 第１点目、元気な高齢者づくりについて質問を

させていただきます。 

 ご存じのように、西予市も高齢化が進んでいる

という点と、今回の第５次の介護保険計画にもあ

りますように、保険料も上がっているという今の

この情勢を見たときに、本当にお年寄りが元気で

おってほしいなという思いはだれしも同じじゃな

いかなというふうに思います。 

 特に、介護保険にお世話にならない、施設にお

世話にならない、そして医療にも余り、病院にも

余り行かなくていいお年寄りをつくることが急務

じゃないのかなという思いでちょっと質問をさせ

ていただきます。 

 まず１点目、現在この高齢者の皆さんに対して

医療や介護の要望として取り組んでいること、そ

ういう事業が西予市にどういうものがあるのかと

いう点と、また国や県の事業と市単独でどういう

事業をされているのかという点についてご質問を

いたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、二宮議員の第１点目の高

齢者に対する取り組みの医療、介護の関係につい

てご説明をさせていただきますが、まず医療に関

しましては疾病の早期発見、早期治療を図るため

に、特定健診や各種がん検診を実施しておりまし

て、健診後に指導が必要となった方に対しまして

は、保健師や栄養士等によりまして運動や栄養な

どの保健指導を行って、みずから健康管理ができ

るように元気な高齢者づくりに努めておるところ

でございます。 

 介護の予防につきましては、介護保険法に基づ

き地域支援事業で対応しております。介護予防事

業は、国、県、市の負担金及び介護保険料を財源

としており、健康づくり推進課、各支所、生活福

祉課、高齢福祉課において事業を展開しておりま

す。 

 介護予防の取り組みの内容につきましては、要

介護状態となることを予防するために、介護予防

に関する情報提供や運動、栄養、口腔などの機能

向上に関する事業、認知症やうつ病等に関する啓

発などを行っております。これらの事業につきま

しては、対象となる方を要介護状態になるおそれ

の高い方とより元気な方に分け、対象者の状態に

応じた事業に参加をいただいておるところでござ

いまして、効果的な事業になるよう努めておりま

す。 

 市の単独事業でございますけれども、福祉事業

におきましては、日ごろ家に閉じこもりがちなひ

とり暮らしの高齢者に対して外出支援をしていく

ことにより、社会的孤独感の解消及び自立生活の

助長を図ることを目的とした生きがいデイサービ

ス事業による外出支援を行っているところでござ

います。また、高齢者や身体障害者の方々の健康

の保持及び増進を目的としたはり、きゅう及びマ

ッサージ等、施行費助成事業等を取り組んでおる

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 今、ご説明があったようない

ろんな施策を講じていただいてるんですけれど

も、それぞれの施策に対して今行政側として、ど

ういう今効果が、こういう事業に関してどういう

効果があって、またどういう問題点があるのか、

今現在の認識をお伺いしたいなと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 その効果といたしましては、事業に

参加された方につきましては、個別に前後の体力

測定や参加者の感想を聞くなどをしておりまし

て、それぞれの事業について効果が上がっておる

と評価をしておるところでございます。 

 しかし、急激に高齢化が進む現状におきまして

は、要介護認定者や介護給付費の減額に影響する

までには至ってないという状況でございまして、

問題としましては介護予防の必要な人の事業参加
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が少ないことを上げられます。 

 介護予防事業につきましては、事業開催場所ま

での送迎や講師となる人材や委託事業所の確保に

努め、参加者の拡大を図っているところでござい

ますが、まだまだ十分と言えない状況でございま

す。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 今、市長も答弁ありましたよ

うに、平成２２年度の介護予防事業の実績表とい

う中で、実施回数、参加人数等々を示していただ

いとるんですけれども、参加人数の延べで言うと

まあまあかなと思うんですけれども、実施回数で

それを割ってみると、何か１回当たり本当に３人

とか、また１０人ちょっととか、多いところでも

二、三十人というふうなところで、限られた人し

かどうもこの事業を受けられていない状況が見受

けられるんじゃないかなというふうに思います。

今、市長も言われましたように、今後多くの人に

対象を広げていくための施策であったりとか、以

前２年前の私の一般質問で介護支援ボランティア

制度というのもちょっと提言的にさせていただい

たんですけれども、本当に今元気なお年寄りが介

護のボランティアをしていただくことで、自分が

いざ介護を受けるときにそのポイントを使える、

そういう目標を持ってやっていただけるというこ

とで、特に我々が含まれるかどうかはちょっと別

として、団塊の世代、ちょうど６０代に入ったぐ

らいの団塊の世代の方たちが、今から本当に１０

年、１５年先を考えたときに、やっぱり今そうい

う制度の中で元気なお年寄りをつくっていくこと

が必要やないかなというふうに私自身は考えてお

りますけれども、具体的な高齢者対策というの

を、今の市長の答弁以外にまた持たれておりまし

たら、ちょっと１点お聞かせ願いたいなと思うん

ですけれども。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 具体的な今後の対応、対策でござい

ますけれども、先ほど言われましたボランティア

団体等々につきましては、三瓶地区にはスマイル

応援団などがありまして、ボランティアの活動を

していただいておる組織もございますし、こうい

う方々と連携もしたい、このように思っておりま

すし、ご案内のとおりシルバー人材センターがあ

りまして、そういうところからのご支援をいただ

いたり、派遣をいただいたりすることによって高

齢者の方々の生きがいづくり等とも含めてできる

のではないかなと、このように思いもしておると

ころでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 今、西予市のいろんな団体を

見てみましても、婦人会活動であったり、壮年会

活動であったり、青年団であったり、だんだんと

縮小している中で、今一番元気なのは老人クラブ

を中心としたお年寄りであります。やっぱそのお

年寄りが本当に先ほども申しましたように、施設

のお世話にならない、病院のお世話にならないと

いう方向で、今後も取り組んでいくべきやと思う

んですけども、今説明のあった中の市単独事業の

生きがいデイサービス等々の利用の拡張といいま

すか、もっともっと縛りを大きくして、多くの人

に参加していただくというような、これをもと

に、そういう考えも僕は必要やないんかなという

ふうにちょっと思います。 

 それと、その介護というか、高齢者対策として

の考え方なんですけれども、今大体高齢福祉課を

中心に多分いろんな事業が、国からのいろんな事

業であったり、この市単独事業をやっておられる

と思うんですけれども、市長が市政運営される中

で、ご自分の重要なテーマ等を政策秘書室等で今

いろいろやられてますよね。また、今回地域づく

り交付金という事業の中で、職員でいうたら公民

館主事と地元出身の職員２人を合わせて新たな事

業として今取り組んでおられます。先ほど言った

この１０年、２０年の高齢者対策を考えたら、た

だその一つの担当課が担当する事業ではなくて、

そういうテーマとしていろんな課をまたがった、

やっぱり一つの西予市の大きな重要テーマですよ

という中で、やっぱり考えていくべき必要がある

んじゃないのかなと、そういう取り組みが必要な

んじゃないのかなというふうに思います。 

 例えば、先ほども言われたような、先ほどとい

うか以前の質問にもありましたような限界集落対

策とかで、第１次産業の再生であるとか、そうい
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った１つのテーマごとの事業の展開、市長も今か

ら３期目というところを目指される中で、そうい

う行政の制度、そういう事業を行っていく上の制

度の変更も含めて、そういうふうに取り組んでい

ただければと思います。 

 今、国もこういう問題に対して社会保障と税の

一体改革の必要性ということを言いながら、何ら

具体的な議論が行われていない。だから、国の政

策を、制度の変更を待っている時間はないという

ことなんですよね。だからこそ、この西予市で国

がやらないんだったら西予市はこういう事業をし

ていきますよという展開をしていくべきじゃない

かなと思うんですけれども、そういうところへの

市長のお考えはいかがでしょうか。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今の質問でございますけども、私の

考えておることは、先ほど出ました地域づくり交

付金制度で地域組織をつくるっていうことをやっ

ておりますが、今度一歩前に進めて公民館を中心

として、地域密着型の制度制をつくっていきたい

と、それが現実的な具体性をやるためには、そう

いう方向を考えていきたいと思っておりますが、

これは定年制への延長とあわせてそういうとこへ

足を踏み入れていくということを考えておるとこ

ろでありまして、一、二年向こうの中で体制づく

りを考えていきたいということを制度的には考え

ておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 私、委員会の中でもちょっとお話ししたんです

けれども、今各地域にはいろんな有能な人材もお

られますし、お年寄りでも元気な方もたくさんお

られますし、先ほどの大竹議員の表彰制度のお話

の中にもあったように、いろんな経験を積まれた

方が各地域には埋もれておると思いますんで、そ

ういう人たちを巻き込んだ、例えば経費がかから

ないボランティア的なところも含めながら、やっ

ぱりしっかりこういう制度を地域づくりの中でで

も、行政の中ででも進めていっていただきたいな

と思っております。 

 次、２点目に移りたいと思います。 

 ２点目、西予市のホームページについてまずご

質問をいたします。 

 １点目、西予市がこのホームページを開設され

ている意味、なぜホームページを開設されている

のかというところから、まず質問をしたいと思い

ます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ホームページを開設して

おります意味、意義と申しますと、大きく３つあ

ろうかと思います。 

 まず１つ目が、市民の皆さんに向けての行政情

報のリアルタイムな提供、公開ということだろう

と思います。２つ目が、市外や全国に向けた情報

の発信手段として活用すると、２つ目になろうと

思います。３つ目は、市政に対する市民の皆さん

の意見、提言をお受けするアイテムであろうとい

うふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 私も全く同感であります。 

 今の答弁に関して、それが今現状できていると

お思いなのでしょうか。部長のお考えをお聞きし

ます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 この問題については、情

報自体の閲覧者数はある程度の数を確保しておる

んですが、内容の充実が伴っていない記事がある

というふうに理解いたしております。 

 以上です。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 それでは、担当部署からホー

ムページにいろんな情報が発信をされとると思う

んですけれども、その情報更新はどのようにして

行われているのかということと、そのホームペー

ジ自体を定期的にどこかの部署でチェックをされ

ているのかという点についてご質問いたします。 
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○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ホームページへの情報提

供、掲載アップでございますけれども、情報を発

信したい所管課が情報推進課が所管課になります

ので、そちらのほうに申請して、了解を求めた上

で掲載いたしております。現在、月平均２０件程

度が新しい情報として掲載されているかと思いま

す。 

 チェックの方法ですけれども、情報所管課のほ

うでどういう情報があるかというのは、甚だ全体

を把握しにくい面がありますが、たまたま広報担

当部局でございますので、翌月の情報をそれぞれ

取材という格好で拾っております。この中で、ど

ういう問題を市民の皆様にお知らせすべきかとい

うことを情報所管課で判断した上で、もしそうい

う情報がホームページのほうに載らないようであ

れば、所管課と連絡して作成するようにという指

導をしてございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ホームページについては、以

前も質問させていただいて、担当課によったら全

然情報がありませんというのがたくさんあったり

とかということもお話しさせてもらったんですけ

ども、今回もちょっといろいろこの質問をするに

当たり、ホームページを見ていて気になった点が

何点かあります。 

 まず、１点目のホームページをあけたときの市

長室での市長の言葉として掲載されてある、よう

こそ西予市のホームページへというところの文言

をちょっと読ませていただきますと、前段いろい

ろ書いてあるんですけれども、中段以降、西予市

の魅力は、これらの極めてぜいたくな個性にあり

ます。そんなぜいたくさを、このわずか数行で言

い尽くせるなら、そして私たちだけがひとり占め

にできるのなら、このホームページはただの伝言

板であったでしょうと。私たちの町のことを、私

たち市民が知り、また訪れる皆さんが知るために

この場所はあります。クリックのたびに、スクロ

ールのたびに、この町のことが少しずつ好きにな

るはずです。ようこそ、西予市のホームページへ

という入り口の文言があるわけですけども、どう

ひいき目に見ても、それがこの言葉に当てはまる

と僕は思いません。 

 今回のことで、県内の２０市だけですけども、

全部見させていただきました。順番をつけるわけ

でないんですけども、まず下の３つには入ると、

間違いなく私自身は思っております。ぜひ見てみ

てください。その点の何点かなんですけども、こ

ういう点はちょっとひどいんじゃないのというの

を１つ例を言いますと、例えば障害者福祉のとこ

ろをクリックします。そうするといろんな情報が

出てくるわけですけども、まず情報が順番になっ

てないですよね、年度の。普通は、大体上から新

しい新着順でありますから、これが一番新しいん

やなというふうに大体皆さん思うと思うんですよ

ね。それが、新しいのが２段目にあったり、中に

は下段のほうにあったりするのが、実際にこれあ

ります。地域づくり、障害福祉、この２つだけと

りあえず今出しとるんですけども、見てみてくだ

さい。そういうのが１つ。 

 観光というところをちょっとチェックしてみた

んですけども、西予市にはいろんないいところが

たくさんありますんで、そういう観光の場所も載

っとるんですけども、例えば城川の自然ロッジ、

三滝ロッジ、今ほとんど閉まってますよね。で

も、あれ見たら行こうかなとちょっと思うかもし

れませんが、本当でしょうかという。これ今どう

いうふうにアクセスしてここへ行ったらいいのか

って、知ってる者はわかりますけども、これ県外

やよその人が見たら、ええどうなっているんです

かみたいな話じゃないかなと思います。ちょっと

そういうところももう一度点検する必要があるん

じゃないかなと、そういう意味で僕はさっき定期

的にどちらがチェックをされておるんでしょうか

というお話をしました。 

 それと、よその市がいいというわけではないん

ですけども、今はホームページ自体が大体この情

報、インターネットを含むこういう新しい情報の

中では古くなってきて、今ツイッターというのが

今回の災害でも役に立ったということで言われて

ますけども、例えばこの近隣の大洲市とか新居浜

市では、市の公式ツイッター等で次から次に新し

い情報をリアルタイムに出されている。または、

先ほど言われた市民の声もしっかり聞いて、それ

を表示していいという方の分については、そのホ

ームページの中で市民からこういう意見がありま
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すということも公表されているようなホームペー

ジもたくさんあります。そういうところをぜひ取

り入れていただきたいなと思います。 

 それから、特にこのホームページ、新たないろ

んな事業をするときに、行政のほうもパブリック

コメントというふうな募集をホームページからさ

れるわけですよね。今回も新市立病院、多分近い

将来名前の公募であるとか、先ほどからお話出て

るようなおイネ賞の事業の全国への情報発信であ

るとか、そういうのもこのホームページから多分

されるんじゃないかなというときに、特に市民の

皆さんもそうなんですけど、西予市出身で市外、

県外におられる方が、今広報等をとられている方

もたくさんおると思いますけども、そういう人が

やっぱりこの西予市、今どういう情報があるんか

なということでクリックされたときに、ちょっと

見られたらがっくりするような内容じゃないかな

と私は思います。ですから、ぜひ市長も総務企画

部長ももう一度じっくりそこを見ていただきたい

なと思うんですけれども、今後またホームページ

に関して、どういうふうな取り組みをしていこう

かなと、もし考えがあればお聞かせいただきたい

と思います。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 いろいろご指摘いただき

ましたけれども、ご指摘いただいた件は情報推進

課を通じ、各課を指導いたしたいと思います。 

 今後のホームページの考え方ですが、できるだ

け早い時期、時期を区切って今ここでお示しする

ことができませんけども、ホームページの内容や

表現方法について、市外、市民の皆さんを加えた

モニター制度をつくってみたいという考えにおり

ます。そういう中で、市民の皆様の直接評価をい

ただくということで、各課の刺激といたしたいと

いう考えでおります。できるだけ早い時期という

ことで、この場はお答えさせていただきたいかと

思います。 

 以上でございます。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 できる限り、早い改革を希望

をしたいと思います。 

 それと、先ほども言いました１点だけ、ちょっ

とパブリックコメントの件で、パブリックコメン

トは市民の皆さんの声を広く聞かれるためになさ

れると思うんですけれども、実際どのぐらいの件

数が、例えばホームページに寄せられたら、ホー

ムページだけじゃなくてパブリックコメントとし

て寄せられたらいいかなと、行政側としては考え

ておられるのか、ちょっと１点お考えを、市長で

も構いませんし、パブリックコメントが何件ぐら

いあったら、いろんな事業に対しての参考になる

かなと考えられておられるのかという点をちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今のパブリックコメントにつきまし

ては、市民の方々に発信をしたり、あるいは市外

の方に発信をする場合もあろうかと思いますが、

その時々にあるケースとないケースが当然出てく

ると思うんですよね。だから、ないからだめだっ

ていうことではなしに、それはそれなりにご理解

をいただいたと、多くあれば私どもは参考にな

る、そういうことだと思っております。 

 以上です。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 事業によるということは確か

にあるとは思いますが、例えば過去の新市立病院

の基本計画、または建設場所、あと食育等のパブ

リックコメントということで、今現在記録が残っ

とる分で見てみると、４件、３件、４件というふ

うな現状ですよね。これが、例えば西予市の市立

病院の病院名であったり、先ほど言ったおイネ賞

等であったりということを考えたときに、ただ数

だけではないかもしれませんが、ホームページを

やっぱり魅力的なものにするということが、やっ

ぱりこういう件数、パブリックコメントの件数、

要するにクリックしていただく、見て開いていた

だく方の数がふえるということがやっぱり大事や

ないかなと思いますんで、今ほど部長も言われた

ようなモニター制度を含めて、新たな改革を早急

に希望をしたいと思っております。 

 次に、３点目、児童虐待について質問をさせて

いただきます。 
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 最近のニュースの中に、小さな命が奪われると

いう痛ましい事件が数多く見かけます。抵抗でき

ない小さな命が犠牲になることに憤りを感じると

ともに、どうしてこんなことになるのかと、どう

して未然に防止することができなかったのかとい

う思いで、悲しくなることもあります。また、こ

の児童虐待に日ごろから取り組んでおられる児童

相談所の皆様を初め、関係各位のご努力に対して

は敬意を表するところであります。 

 さて、この児童虐待防止法が２００５年に施行

されて、間もなく１２年がたとうとしております

けれども、その間２００４年、２００７年の大き

な改正を経て虐待の通告義務や、家庭への立ち入

りの強化などがされて、全国的に相談件数もふえ

てきておるというふうに聞いておりますし、昨年

全国の相談件数を調べてみますと５万５，１５４

件ということで、一昨年の４万４，２１１件を大

きく上回っております。この愛媛県においても、

昨年３１２件の相談件数で、一昨年比４０件がふ

えているという現状であります。 

 そこで、この西予市はどうなのかというちょっ

と心配をするわけですけれども、西予市における

相談件数や虐待の通報など、どのような把握をさ

れているのか、もしされているとすればその件数

等もお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 児童虐待につきましては、

暴力等の身体的虐待だけでなく、心理的虐待、育

児放棄等の通報がここ数年、年間１０件前後寄せ

られているところでございます。２３年度につき

ましては、現在のところ５件というふうに認識を

いたしております。 

 虐待の通報につきましては、児童相談所から提

供されるものが多く、学校、保育所、民生委員さ

んや近隣の住民、家族また医療機関、健診や赤ち

ゃん訪問を行った保健師等、多くの関係機関から

寄せられているところでございます。そのほか、

虐待としてはとらえていませんけれども、保護者

が子育てに不安を持っている児童や、不登校ぎみ

の児童・生徒の見守り等を含めて、現在２６件の

要保護児童のケースの管理を行っているところで

ございます。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

１時５９分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時１０

分） 

 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 先ほどの上甲部長の答弁の中

で、平成２３年の受け付けの件数が５件というふ

うに先ほどお聞きしたんですけれども、どういう

ふうな経緯で通報されたのか、その５件の内訳を

ちょっと教えていただきたいと思います。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 それぞれに、児童相談所、

そして民生委員、学校等からの通報によって受け

付けをしておるところでございます。 

 以上です。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ということは、西予市に直接

通報されたということは、まだないという、市民

の皆さんから通報があったというのは、現実には

ないということでしょうか。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 はい、そのように理解をし

ております。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 先ほど、冒頭に言いましたよ

うに、児童虐待防止法がいろいろ改正されて、今

市民の方から市に通告をするようなシステムにな

っていると思うんですけれども、そういうところ

ちょっと市民の皆さんにもう一度こういう場合は

こうしてくださいというふうなことで、今のルー

ルがもしはっきりわかるようでありましたら、ち

ょっとお知らせいただきたいと思いますが。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 今のところ、ルールという
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ものは設定はしておりません。その中には、近隣

の住民、家族または医療機関等々からの報告もあ

るわけですけれども、そのルール的なものは設定

をしていないところでございます。 

 以上です。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 今、先ほど言いましたよう

に、市民から市町に通報があった場合、市のほう

でまず情報収集をして、おうちへ行くなり確認を

せないかんというふうになっとるはずなんですよ

ね。それが、今部長が言われたように、例えばル

ール化できていないというんであれば、ちょっと

そこのところは心配かなというのがあります。や

っぱり、市のだれが対応するのかというところを

明確にしていただきたいのと、あと本庁以外でも

西予市広いですから、５つの支所でそういう通報

なりがあった場合、今後だれがどういうふうに対

応するのかと。例えば、そういうのは夜通報があ

るということも結構多いんじゃないかなと思うん

ですよね。そういうところ、しっかりルールの明

確化をしていただきたいなと思うんですけれど

も、そういう点について答弁がありましたらお願

いします。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 今ほど、通報への対処方法

でございますけれども、まず虐待の通報を受けま

すと直ちに現地に向かい、状況を目視で確認をし

ておるところでございます。子供の生命、身体へ

の危険が伴う重大なケースと判断される場合に

は、南予児童相談所に通告し、西予市の児童福祉

担当、保健師、学校教育課関係者でケース検討会

を開催して、支援の方向性を協議しながら対応を

しているところでございます。 

 なお、対応困難で長期化するケースがふえてお

りますけれども、平成２３年度より常勤の家庭児

童相談員を配置し、重症化の防止に努めていると

ころであります。今後とも関係機関との連携を密

にして、重大な事故が起こらないように努めてま

いりたいと、このように考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ぜひ、そのように対処してい

ただきたいんですけれども、もう一点児童虐待に

ついて、防止の観点からちょっと何点かご質問し

たいと思うんですけれども、先ほどからいろんな

民生委員さんとか、医療機関とか、学校とか、い

ろんなところからの通報というお話があったんで

すけれども、愛媛県のほうで要保護児童対策地域

協議会というのを各県内の市町村に設置するよう

に指導が来ているというふうに聞いておりますけ

れども、そういう協議会は西予市で設置されてい

るんでしょうか。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 西予市におきましても、平

成１７年１２月１日に西予市要保護児童対策地域

協議会を立ち上げております。代表者会、実務者

会、ケース検討会から成る組織で行っておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 安心をいたしました。特に、

全国的に児童虐待が発見されるケースの中で、お

医者さん、医師会であったり、歯科医師会であっ

たり、そういう人が子供さんを見たときに、ああ

これはちょっと児童虐待があるんじゃないかとい

うふうなことを気づかれるということがたくさん

あるようなんで、しっかりそういうところの協議

会から医療機関等へのお願いとかもしておいてい

ただきたいなというのが１点。 

 もう一点は、やっぱり今の子育てへの不安とい

うところから、要するに妊婦さんが情緒不安定に

なって、子供ができていざ育てるときに自分がど

うしていいかわからないということが、例えば今

この児童虐待の実際の現場の中で０歳から、本当

に１歳、２歳、低年齢の何もできない子供たちが

被害に遭ってるということがたくさん今報告がさ

れております。そういう点において、妊婦さんと

かへのアンケート、これは保健福祉課なんですか

ね、そこのほうでそういうふうなまず調査とかも

されてるのかどうか、ちょっと１点お伺いをいた
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します。 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 妊婦さんへの調査というこ

と、この虐待等に対しての調査というものは、多

分してないんじゃなかろうかというふうに認識を

しております。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 今の妊婦さんが直接虐待につ

ながるということではなくて、妊婦さんの不安定

な心を、やっぱりどういうふうに行政としてサポ

ートしてあげるかという点が大事かなと思います

んで、今後そういうところもしっかり保健師さん

とかを通じて検討していただければなと思いま

す。 

 続きまして、最後の質問、投票についてを議題

とさせていただきます。 

 １２月議会で、私の質問で期日前投票の入場券

に宣誓書を入れたらどうかという質問に対して、

その答弁の中で宣誓書自体は考えていないけれど

も、期日前投票所に関しては改善できるところは

改善していきたいというご答弁がありましたけれ

ども、その後どういうふうな改善点を考えておら

れるのか、ありましたらまず答弁いただきたいと

思います。 

 

○議長 井上選挙管理委員会書記長。 

 

○井上選挙管理委員会書記長 二宮議員のご質問

にお答えをいたします。 

 期日前投票におきましては、選挙を重ねるごと

に投票者数が増加をしておりまして、制度への理

解が進んできているものと感じておりますが、期

日前投票日、最終日にもなりますと投票場内が混

雑することも多々ございます。 

 その対応といたしまして、期日内投票所内、ま

たは入り口等におきまして、投票の手順や方法等

に関する案内表示、また事務従事者の案内誘導等

を丁寧に行うなどによりまして、投票の流れを理

解していただき、投票していただくということ。

また、十分なスペースを構える、バリアフリー化

等によりまして、高齢者の方や車いすの方でも投

票しやすい導線づくりに努めているところでござ

います。 

 また、期日前投票の際の宣誓書の記載につきま

しても、記載スペースを拡充を行ったり、また担

当職員によりまして書き方のサポートをするな

ど、投票に来られた方がスムーズにわかりやすく

投票に移れるよう、配慮をいたしているところで

ございます。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 期日前投票は、確かに年々増

加しておるんですけれども、ただ一方で不在者投

票と言ってたときからいろんな嫌な思いをされて

いる人が結構おられまして、期日前投票に行くこ

とに対して、昔は不在者投票と言ってましたよ

ね、そういうときにいろいろ面倒くさいという

か、うるさく聞かれるというふうなことで、そう

いうイメージをいまだにまだ持たれている市民の

方もおられるわけですよね。ですから、もう一度

今の選挙管理委員会の立場から、現状をちょっと

わかりやすく、どういう手順に今なっているのか

というところを、過去はこうやったけども今はこ

うですよというのがわかりやすく説明していただ

ければありがたいなと思いますが。 

 

○議長 井上選挙管理委員会書記長。 

 

○井上選挙管理委員会書記長 ご指摘をいただき

ましたように、かつては不在者投票という制度で

ございました。その後、投票のしやすさ等を勘案

されまして、平成１５年に現在の期日前投票制度

が創設をされたところでございます。 

 かつての不在者投票につきましては、ご指摘の

ように投票所におきまして宣誓書に記入をいたし

まして、投票用紙を受け取りまして投票用紙に記

載を行いまして、それを内封筒、外封筒、２つの

封筒に入れたものにつきまして、一番最後に封筒

にご署名をいただくという、大変手順的にも煩雑

でございますし、その際の不在者投票の理由等に

つきましても、現在よりは制約が厳しかったもの

と認識をいたしております。 

 先ほど、申し上げましたように、選挙人が投票

しやすい環境を整えるということで、現在の期日

前投票制度が創設をされましたことからいたしま
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しても、現在その宣誓書における理由等につきま

しても、丸をつける形の簡易な書き方になってご

ざいますし、その場で投票をして投票箱に投票を

いただくということで、手順等につきましてはか

なりかつての不在者投票よりは負担軽減が図られ

たと、また便利になっておるというふうに認識を

いたしております。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 ただ、担当者の違いによって、ちょっといろい

ろな思いをされる方もあるということも聞いてお

りますんで、来月また西予市でも選挙が行われる

わけですから、選挙管理委員会として、また期日

前投票を担当される職員の方への徹底をしっかり

お願いしたいなと思います。 

 それと、投票所を以前より４年前の市長選、ま

たは市議会議員選挙よりも投票箇所が減ったとい

うこともありまして、投票率の低下というのもち

ょっと心配されておるんですけれども、そういう

ところの投票所が減少したことによる投票率の影

響に関しては、選挙管理委員会としてはどのよう

に考えておられるのか、ご質問をいたします。 

 

○議長 井上選挙管理委員会書記長。 

 

○井上選挙管理委員会書記長 投票率の高低につ

きましては、選挙の種別や各選挙における関心、

注目の度合い、また立候補者等の関連性などによ

りまして、一概に単純的な比較判断することが困

難でございますが、投票所の見直し、前後の比較

ができます参議院議員通常選挙、それから愛媛県

知事選挙で比較をいたしますと、本市の投票率は

それぞれ参議院議員通常選挙で３．１７％、愛媛

県知事選挙で３．８３％下がっております。 

 ただ、愛媛県内１１市の中では最も高い投票率

を維持しておりまして、県内の投票率の平均より

もかなり高い投票率となってございます。また、

必ずしも投票所の統廃合に係る投票区のみが投票

率が下がったというわけではございませんが、た

だ全体的な投票率の低下は否めないところでござ

います。 

 選挙管理委員会といたしましても、この状況に

つきましては懸念を感じておりまして、今後選挙

への関心や意識啓発も含めまして取り組み、対応

を進めてまいりたいと考えております。 

 以上、よろしくお願いします。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 確かに、投票所が減少したこ

とだけで投票率が減少したとは思いません。確か

に、高齢化をしてきて、なかなか選挙に行けない

お年寄りもふえていると。市民相談の中に、先ほ

ど言った最近投票所が減ったということがあっ

て、それを理由にいろんな市民相談等もお受けす

るわけですよね。その中で、私たちも選挙への啓

発として、期日前投票がありますよということを

お伝えするわけですけれども、それをお伝えした

ときに、ある高齢者の方が選挙というのは候補者

の名前を書くんじゃろうがと。何で期日前投票や

ったら宣誓書に自分の名前書かないけんのですよ

ね、何で自分の名前書きに選挙に行かないかんの

ぞというふうなことを言われた高齢者の方がおら

れました。確かに、それも一つよなと。僕自身、

その場ではちょっと納得したんですけれども、そ

ういうことを踏まえて、本当に今後高齢者の方が

先ほど一番最初の問題でも言いましたけども、高

齢者の方がふえてくるという中で、投票所まで行

けない、今の憲法で保障されておる権利ですか

ら、それがやっぱりできなくなるということに対

してもっと真剣に、ただ投票所を減らしたという

ことだけじゃなくて、それ以外の方策ということ

が必要になってくるんじゃないかと思うんですけ

れども、そういう点についてもし何か、よその事

例であるとか、あればもしお答えいただきたいと

思いますが。 

 

○議長 井上選挙管理委員会書記長。 

 

○井上選挙管理委員会書記長 高齢者に限らず、

若年層の投票率が低いという傾向もございまし

て、その点につきましても心配をいたしておりま

す。したがいまして、高齢者に限らず、有権者全

体を対象とした選挙の啓発等を積極的に行いまし

て、貴重な政治参加の機会であります投票という

行為を棄権されることのないよう、広報等を通じ

て呼びかけてまいりたいと存じます。 

 それから、各家庭に選挙投票日直前に配布をさ
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れます選挙公報、あるいは広報せいよ等につきま

しても、各家庭内で有権者全員の方、高齢者も含

めましてお目通しをいただくことができますよ

う、地域の皆様、また各家庭におかれましてもご

理解、ご協力をいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 投票について、最後もう一点

だけ確認なんですけれども、市民の皆さんの中に

いろんな誤解が、私も話ししててあるんで、ちょ

っと１回確認させていただきたいんですけれど

も、投票所の中にあらかじめ候補者の氏名を書い

たメモであるとか、法定ビラ等を持ち込むことが

いいのか悪いのかみたいな話があったんですけれ

ども、それが公職選挙法上どういう影響があるか

という点について、確認の意味でお尋ねをいたし

ます。 

 

○議長 井上選挙管理委員会書記長。 

 

○井上選挙管理委員会書記長 投票の際に、例え

ば文字を書くのに不自由だといった方のためには

代理投票という制度がございます。その場で立会

人等が立ち会いをいたしまして、本人の意思を確

認した上で投票用紙に代理で記載をして投票をす

るという代理投票でございますが、その際に言葉

が十分しゃべれないといった際に、立候補者氏名

のわかるメモ等を持参される場合もございます。

基本的には、選挙人の意思表示が確認できます場

合におきまして、代理投票を対応をいたしている

という状況にございます。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ちょっと私が言ってるのは、

例えば言葉が不自由な人だけじゃなくて、前回の

１２月の質問のときにも言いましたけど、例えば

投票所内に入ると上がってしまってなかなか自分

の意識が混乱するという意味もあって、例えば自

分で書ける人でもそういうメモを持って入っても

問題ないのかということをお聞きしたかったんで

すけれども、その点はどうでしょうか。 

 

○議長 井上選挙管理委員会書記長。 

 

○井上選挙管理委員会書記長 選挙人の方が、ご

本人がご本人のためにメモ等を持ち込むというこ

とにつきましては、問題がないかと判断をいたし

ております。 

 なお、最終確認をいたしまして、改めてご報告

を申し上げたいと思います。 

 

○議長 二宮君。 

 

○２番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 私自身もそのように認識しておりますんで、ぜ

ひもう一度再確認をしていただきたいと思いま

す。 

 以上で私の質問を終わるわけですけれども、今

回の質問で私たちも任期中最後の今回質問となっ

たわけですけども、私自身きょうの質問で、この

４年間で１４回目の質問をさせていただきまし

た。また、４３項目を質問させていただきまし

た。この４年間で真摯に答弁をしてくださいまし

た三好市長を初め理事者の皆さんに、心より御礼

を申し上げたいと思います。今後とも、西予市長

３期目また出発されるわけですけれども、市民の

皆さんのためにご尽力くださいますよう、どうか

よろしくお願いを申し上げまして、一般質問を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

○議長 次に、１７番酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 議長に通告いたしており

ますので、質問させていただきます。 

 非常に感深いところがありまして、昨年３月１

１日、ちょうど議員活動としての松山俵津会に出

席しようとしている列車の中で震災が起きまし

た。そして、松山の俵津出身の人たちが、本当に

その会がざわめいて、実際のところ会が本当にな

らなかったなという感じがいたしております。そ

して、本年の３月４日に関東の俵津会に出席させ

ていただきました。昨年は３月１３日でしたので

突如中止になりましたが、本当に地元出身の人た

ちが集まりを持って、きずなを持って、いろんな

ふるさとを思う心をお互いが持ち合うという会で

ございました。本年、行きましたら、その中で常
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陸の方、福島の方がおられまして、席に立ちまし

てその感謝の意味を同郷の人たちにいかに助けて

いただいたかという言葉を述べられました。 

 この震災を通して、本当に私戦後の日本の日本

人の意識が変わるような大きな出来事ではなかっ

たかと思います。戦後の日本列島改造論から始ま

りまして、そして経済先行型、便利先行社会、そ

ういうものばっかりを求めてきた社会構造が変わ

りつつあるかなと思っております。日本の社会観

も、人間がどう生きるか、どう生きていけばいい

のか、そのようなことを考えさせられる大震災で

ございました。そういう私もそうでございます。

今までは、がむしゃらに議員暦２４年、家族も省

みず、いろんな形で自分なりで馬車馬のように走

ってきましたけども、今回家族とは何か、大切に

しなければならないものは何か、生きてきて社会

の中で何を努めればいいのかということを考えさ

せられました。本当に、家族の大切さとかきずな

という言葉が、今言葉に出てきておりますけど

も、社会はやはりお互いが助け合う心、助け合う

社会を目指さなければならないかなと、このよう

な感じがいたしております。本当に、これからの

我が身をどのように処すればいいか、今現在まだ

悩んでいるところでございます。その中で、今回

の一般質問の通告いたしました質問につきまして

は、非常に私自身が考えている地域の問題だと

か、そして西予市の今後の問題だとか、そういう

ものをお聞きしたいと思っております。 

 第１番目でございますが、支所の整備計画の件

でございますが、８年前に合併の計画のときに

は、三瓶の現在地の旧のところですが、今移って

おりますので、旧の三瓶本署のところに新しいも

のを建てるような計画がなされておりました。合

併計画からいろんな形で、あそこはいろんな使用

目的もあるというような形でなされたんであろう

と思いますけども、これにつきましての事情とか

経緯についての説明、そして城川につきましても

あれほど立派な、あの４，０００人の人口の中で

すばらしい建物が、これにつきましても内部整備

は済みました。これから、明浜町の支所の建設と

いうのが、あとで質問いたしますいい実感のある

西予市づくりについての市長の項目の中にも出て

おります。このマニフェストにつきましては、先

ほど大竹議員がお聞きした中で、まだ完全にでき

上がっているものではないと、今つくっていると

ころだというお話がございましたけれども、この

西予市における明浜の今後の支所の建設について

のいろんな諸問題、そしてどのように考えられて

おるか、お聞きをいたします。 

 そして、最後でございますが、野村につきまし

ては、あれだけすばらしいところがありまして、

部屋数も多い、今後どのようになされるのか、お

聞きをいたします。 

 そして、長年お勤めになりました、退職される

河野野村支所長にお聞きをいたしますが、野村の

支所、本年選挙の形の中でも人口が野村がここ４

年間、非常に減っているのが多うございます。こ

の野村の支所は、どのようにしたらいいのかなと

いうような単純なお答えでも結構でございますの

で、お答え願えたらと思います。 

 なお、長年奉職されまして本年退職されるわけ

でございますけれども、これまでお勤め願った一

つ忌憚のない西予市に対するご助言だとか、そし

て各職員に対してだとか、そして思いがあればお

述べ願ったらと、かように思います。 

 以上、支所の整備計画の質問については、以上

で終わらせていただきます。 

 

○議長 九鬼副市長。 

 

○九鬼副市長 それでは、私のほうからただいま

のご質問についてご答弁をさせていただきたいと

思います。 

 まず、三瓶庁舎のことについて言及をされまし

たのでお答えをいたします。 

 ご案内のとおり、大変老朽化をいたしておりま

して、改修では現在の庁舎では無理だろうという

判断がなされまして、平成２２年度にご案内のよ

うに三瓶保健総合センターの１階部分を改修いた

しまして、平成２３年５月から業務を開始してい

るところでございます。それで、現在の旧三瓶庁

舎につきましては、今後どう取り扱うか、どのよ

うに活用していくかということについては、これ

から検討をするという状況でございます。 

 それから、そのほかの支所でございますが、城

川支所につきましては窓口を集約するということ

で、現在の庁舎の１階に１フロアで整備をしたと

ころでございます。 

 また、野村支所につきましても、１階部分、入

り口の部分が風防がなかったとかという、風除室
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がなかったとかということもありまして、改修を

いたしまして窓口を１階にすべて集約を既にして

おります。今後の２階、３階周辺の活用について

は、また後ほど支所長のほうから何か考えがある

ようでしたら、地元の立場で答弁するかと思いま

す。 

 以上のようなことで、現在取り組んでおりま

す。 

 それから、明浜支所の考え方ですが、地元で既

に議員さんもいろいろとオブザーバーというよう

な形で参加いただいておりますので、ご案内かと

思いますけども、昨年７月に庁舎の場所、それか

ら規模等につきまして明浜支所建設市民検討委員

会を立ち上げさせていただきまして、１０月には

答申を受けておるところでございますけれども、

ご案内のようにちょうどあれ海のすぐ近くという

こともありまして、市として今後あの場所は理想

的な場所なのか、地盤の問題もありますし、津波

の問題もありますので、いま一度詳細な検証をし

て、具体的な検討をすべきではないかということ

で、現時点では慎重な判断を今後もしてきたい

と、必要があるというふうに認識をいたしており

ます。 

 以上であります。 

 

○議長 河野野村支所長。 

 

○河野野村支所長 酒井議員からのご質問にお答

えいたします。 

 野村支所庁舎は、昭和４３年に完成をしており

まして、４４年が経過しようとしております。今

年度からスタートしました本庁支所方式の組織改

革により、支所の規模、機能が縮小したことか

ら、住民の皆さんの利便性とサービスの向上を図

るため、今年度事務所を１階に集中配置する改修

工事を行ったところでございます。今後は、支所

庁舎が現在の耐震基準を満たしているか不明であ

りますので、小・中学校の耐震診断が終了次第、

支所庁舎の診断を予定しております。この結果を

踏まえて、今後の改築を含めた支所の整備につい

て検討に入ることにしております。ただし、人口

の減少と厳しい財政状況の中で、支所の規模、機

能がさらに縮小していくことも予想されますの

で、西予市の将来予測をしっかりと見据え、支所

のあり方を考えていく必要もあろうかと思ってお

ります。 

 なお、当面につきましては、隣接します林業セ

ンターに平成２４年度中には西予市森林組合の事

務所が入る予定になっており、今以上会議、集会

等もふえることが予想されますので、庁舎だけで

なく支所前の公会堂、図書館周辺の駐車場の増設

を含めた計画も進めていく必要があろうかと感じ

ておりますので、今後ともご指導賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 次に、助言にはならないかと思いますが、私の

まちづくりに対する思いの一端を述べさせていた

だきます。 

 昭和３０年に６カ町村が合併し、野村町が誕生

しており、それぞれの地域性と文化の違いを感じ

ておりますが、昨今の急速な過疎化と少子・高齢

化の進展で、集落の維持や地域における伝統行事

などができなくなるなどの限界集落問題を初め、

さまざまな共通の課題も出ておりまして、一時期

の物の豊かさや便利さを求めた時代から、今やき

ずなや信頼を重視した、心のまちづくりを進めて

いくことが重要ではないかと思われます。そのた

めに、人づくりはまちづくりの基本でありますの

で、社会教育の拠点として大きな役割を持ってお

ります各公民館の充実が、今後さらに重要性を増

してくるものと思っております。 

 このような状況の中で、我々は地域に住み、伝

統を受け継ぎ、新しい文化や芸術が育っていくよ

うな心豊かな地域社会を目指していく上で、過疎

と高齢化、そして時間は待ってくれませんので、

一つ一つの課題にできることから知恵を出し、汗

をかき、地域の皆さんと一緒にかかわりながら、

地域のアイデンティティーが醸成されていくこと

が、地域の活性化に最も重要なことではないかと

思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 城川、野村につきまし

て、非常に空き室が私なりで多いという感じがい

たしております。非常に、城川の大きな議場、２

階、３階を見ましても、非常に人口減退の中で利

用度がない。そして、野村も１階に集約したとい

うことでございますので、このあたりの今後の利

用状況については、やはり整備していただいて、
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やはり市民が集えるような、議会のほうも市民参

加の議会というような形に議会の基本条例の中に

もうたっておりますので、そのあたりが自由に使

えるような対策なんかを考えていただきたいな

と、かように思います。 

 明浜につきましては、非常に津波の問題があり

ますので、そして公務的には、支所的にはやはり

地理的な問題がございまして、俵津地区につきま

してはむしろ経済圏も行政圏も宇和町に近くなっ

ておるというような問題がありますけれども、早

急に耐震の問題もありますので、現在の計画のほ

うを早く進捗していただきたいと、かように思っ

ております。 

 なお、進捗に当たりましては、明浜地区でも非

常に高齢化率が高く、進行度合いが早いというこ

とでございますので、そのあたりも含めて、ただ

支所という形ではなしに、何か多目的な形のもん

でもひとつ地域の中で将来人口が減少していく中

での利用度の高いようなアイデアとか、そういう

施設に少し考えていただきたいなというような感

じがいたしております。 

 以上、第１問の支所の整備計画については終わ

らせていただきます。 

 情報公開についてでございますけれども、情報

社会の中で個人の基本条例の中でも情報公開と市

民参加というのがうたわれておりまして、議会の

中でも積極的に取り組んでいこうとしておりま

す。 

 それで、民生委員への個人情報開示についてお

尋ねをいたしますが、この件につきましては以前

も一般質問を私した記憶がございますので、善処

していこうという形がありました。これまでの努

力の成果は、いかがであったのか、まずお尋ねを

いたします。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 ご質問の民生委員、児童委

員への個人情報提供に関するこれまでの成果でご

ざいますけれども、平成２３年９月に災害時要援

護者登録者２，５５２名の名簿を担当地区ごとに

提供をいたしました。提供に際しましては、以前

に西予市個人情報保護審査会に、今回の使用目

的、提供内容、取り扱い等についてご意見をいた

だき、新たに西予市災害時要援護者避難支援制度

に関する要綱を定め、そのルールにより運用をし

ておるところでございます。 

 なお、新年度におきましては、委員活動の基礎

資料となる個人情報が速やかに提供できる新たな

ルールを検討しておるところでございます。この

ことにつきましても、災害時要援護者の情報提供

と同様に、西予市個人情報保護審査会のご意見を

得た上で要綱を定め、運用をしてまいりたいと考

えております。 

 なお、昨年１２月から本年１月にかけて、西予

市民生児童委員協議会により個人情報の提供に関

するアンケートが実施され、個人情報の必要性、

必要とされる情報、情報管理の状況についての意

見が出されたところでございます。新たに制定し

ます要綱におきましては、アンケートの集計結果

等も含め、適正な運用を図られる仕組みづくりと

なるよう努力してまいりたいと考えておるところ

でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 非常に模範的なご回答で

あったと思います。といいますのは、民生委員と

いうのは準公務員ということでございますので、

守秘義務があるということでございます。片一方

で守秘義務を課せながら、片一方で個人情報保護

条例によって知りたい情報がとれない。この矛盾

点の一つの線引きをどのあたりにするかというの

が一番の問題点だろうと、私はこういうように思

っております。 

 詳しく民生委員さんが本人に聞ける場合はい

い。例えば、本人がしゃべれる。預金は幾らあり

ますか、これは家族はどうですか、全部聞いて答

えてもらう場合は１対１でやるわけですから、何

ら問題はない。ただ、しゃべれない人に対しての

役所からの情報公開がどのように現在なされてい

るのか、具体的にということをお聞きしたい。 

 

○議長 上甲生活福祉部長。 

 

○上甲生活福祉部長 それぞれの民生委員さんに

は、担当地区における個人情報につきましては、

それぞれ本署、支所へ問い合わせていただけれ

ば、それなりの情報は提供しておるという状況で
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ございます。 

 なお、個人情報保護法を盾にガードを余り上げ

ますと、何とか地域を支えようと日々努力をして

いただいております民生委員の方々の気持ちにこ

たえられないということになろうかと思っており

ます。アンケートの結果を踏まえ、また西予市個

人情報保護審査会の意見を得た上で、新たな要綱

をつくり、情報の提供に努めたいと、このように

思っておるところでございます。 

 なお、民生委員さんにはある程度の対応がなけ

れば、行政からの対応がなければ、民生委員さん

がふだん活動しておっていただく中で、地域力や

つながり力はますます低下するのではないかと、

このようなおそれも考えておりますので、できる

だけの情報の提供をしていきたいと思っておると

ころでございます。 

 以上です。 

 

○議長 酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 旧町で民生委員さんの定

数は、旧町どおりで変わっておりません。議会議

員は、明浜町でも１４名だったのが現在２名で

す。個人的な相談、そういうものがほとんど議員

の細かい動きができませんので、私も反省はいた

しておりますけども、そういう問題が我々のとこ

へは相談に来なくなりまして、民生委員さんのほ

うへ相談に行くというような流れが見えます。そ

して、民生委員さんから、今申し上げましたよう

な、以前だったら個人保護条例のこういう壁がな

かったけれども、今はそういうのが壁を感じて、

自分たちが相談に乗ってあげたいということに関

しても、なおますます相談される方が高齢化率が

高くなることによって多くなってるということ

で、民生委員さんのなり手もなかなか選出するの

に難しくなるというような状況にありますので、

そしてこれは私も県の大会で言ったんですけど

も、民生委員さんたくさん出ていただきました。

福祉大会。我々議員が行くときにはちょっと大き

な弁当なんですよね。民生委員さんが行ったとき

に一緒に食べさせていただきましたけども、こら

ちょっと満足、議員が行ったらもっといいのが出

るんじゃないかなというような弁当が出ました。

そのあたりは、少しの配慮ですけども、できれば

私が要望しますのは、３年に１度の研修について

全体研修です、これは。地区ごとの中に１回ぐら

い、民生委員さんに地区ごとの仲間内の大きいと

こじゃなしに、仲間内が行けるような民生委員会

の研修的なものもひとつ起案していただいたらな

と思っております。 

 次に移りますが、西予ＣＡＴＶ加入の地域間格

差の是正策はと、あとでこの質問が出てくるとこ

ろがございますけれども、私がちょっと皆さんに

お願いしましてつくっていただいたのが、地域づ

くり交付金、皆さんのところへご配付していると

思いますが、地域づくり交付金２７学校区の中

で、ＣＡＴＶの加入状況を配付いたしておりま

す。これにつきましてお尋ねをいたします。 

 これにつきましては、大きく上げますと俵津地

区が人口、世帯数そしてＣＡＴＶ加入率で上げさ

せていただいております。俵津から下泊地区まで

２７地域づくり交付金地区別、もちろんこれ学校

区別になります。これにつきましてご質問をいた

します。 

 非常に、加入世帯数割で加入率を計算しており

ます。俵津地区が５４％、概略でいきます。狩江

地区が１６％、高山・宮野浦地区が１１％、田之

浜地区は１０２％、多田地区２３％、中川地区

９％、石城地区１９％、宇和地区１０％、田之筋

地区３８％、下宇和地区１８％、明間地区７

７％、野村地区が７２％、渓筋８２％、中筋８

７、大和田６９、横林８５、惣川５５、大野ヶ原

９６、遊子川が８６、土居が３７、高川９５、魚

成が４６、三瓶が６０、二木生６５、周木が７

１、蔵貫６３、下泊６５となっております。これ

につきましては、学校区ごとを調べておりますの

で、大体これは１２月５日現在の資料でございま

すが、また後から入ったところもありましょうけ

れども、非常にこの情報が、ＣＡＴＶが今まで西

予市がこれだけ長いことかけて完成いたしまし

た。ただし、情報が流そうとしたときに偏りがあ

るんじゃないか、例えば本日のこの議会の私がし

ゃべってる一般質問、見られる方が非常に地域に

よって差がある。これを解消は、どういうように

するのかなというのが１点でございます。 

 もう一点ありますのは、最初このＣＡＴＶを出

すときに、いろんな西予市の情報を流したい。例

えば、医療についても何とかやれるんじゃないか

というようなお話がございました。このＣＡＴＶ

につきましての情報伝達、そして市民への平等感
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のある流し方、このようなものを今後どのように

解決していかれるのか、まずもってお尋ねをいた

します。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 まず最初に、情報の平準

化という問題ですが、私どもケーブルテレビ事業

の整備によって、通信環境に関する地域間格差、

もととなる地域間格差は、ほぼ解消できたという

ふうに理解しております。ただ、加入率が違うと

いう問題ですが、この問題は場所的な問題でご自

宅でアンテナを立てればケーブルテレビに加入し

なくても見れる地域、ごらんのとおり提供いただ

いた資料を見ても大体そういう地域でなかろうか

と推察しておるところです。 

 明浜地区につきましても、既に共聴施設がござ

いまして、ケーブルに加入しなくても既存の共聴

施設を改良すれば見れるという地区であろうかな

というふうに、この加入率の差を見ております。

でございますので、個人的にこれを平準化して６

０なら６０にするという作業は、非常に難しい点

がありましょうけれども、番組に対するやはり市

民の皆様の興味を示していただくと、ケーブルで

しか見れない番組をつくるということが、当面の

ケーブルテレビに課された問題ではなかろうかと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 私、ＣＡＴＶの学校区ご

とのこれからの小学生の数もとらえております。

そして、学校区ごとの人口構成、構造、小学生の

分、それから成人、老人、年代別もとらえること

が多分市のほうではできると思います。ただ、そ

の地区地区をどのようにして活性化していくかと

いうことに関しては、地区民の一番大事な協力が

必要でしょうけれども、やはりそこへ何かを投げ

かけてやるというのが一番大切なことだと思うん

ですよ。ですから、先般もテレビ見てますと、非

常に田之浜地区の運動会、民芸会、保育所、もう

ほとんど１００％だから全部放送しとるんです

ね。そういうところがあるし、このように宇和町

の先ほど言いました映るところは、もともとが映

るところは非常に低いんですよね。こういうもの

も加入するという形がありますけれども、しっか

り分析していただきたい。そして、これをＣＡＴ

Ｖを上手に使って、ただ流す、魅力ある番組つく

る、そうじゃなしに流して西予市の実態、行政は

こういうものを流す、そして市民も参加していた

だく、そういうようなものにしていただきたいと

思うんが１点あります。 

 もう一つありますのは、野村地区、城川地区な

んかは非常に高いわけですから、野村病院の情報

なんかどんどん流したら、そっちだけ流すような

方法はできないんかなと、そんな感じもいたして

おります。いろんな使い方があろうと思いますけ

ども、今後どのようにこれを使い切っていくの

か、そのあたりが問題であろうと、かように思い

ます。 

 なお、マスコミ、最近は官僚主導ではいけな

い、政治主導であると言いながらでも、どうも日

本の社会を見ますとマスコミ主導っていうのが今

非常に蔓延しているようにあります。そういうと

ころも含めて、このＣＡＴＶは西予市が１００％

株主のじゃなかったですか、ちょっと違います

ね、少し出してますけど、もう完全に独占オーナ

ーです。例えば、読売新聞の何とかという社長が

非常にワンマンで、マスコミを牛耳っているよう

な報道もありますけども、こういうようにならな

いような形で、市長は多分そういうことはなされ

ないと思いますけども、上手に使えばいろんな宣

伝ができると。これメディアですから。メディア

を使うってのは、今の現代の政治家のやることで

ございますが、この点は十分肝に銘じていただき

たいなと思います。 

 このＣＡＴＶの加入格差の是正、そして情報の

平等化は、お答え願えましたら、これをここに西

予市マニフェスト評価表っていうのが市長が送っ

ていただいたのがあります。それにつきまして

は、ＣＡＴＶの整備というとこで評価が入ってお

ります。実施状況も入っております。これにつき

まして、情報過疎化の解消のため全世帯６０％以

上の加入促進を目指しますという形が書いてあり

ますが、私は加入じゃなしに、非常にオーナーと

しては注意をしなければだめですけども、どうい

うように使ったらいいのか、西予市として。その

点を、今度方向づけをしていただきたい。それの

答弁ができましたら、少し答弁していただいたら
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と思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 この問題は、非常に難しい側面もあ

ります。先ほどの加入率だけでははかり切れない

ところがありまして、先ほど部長が申しましたと

おり、情報の過疎化については、これを入れるこ

とによってある程度解消できておる方向に行って

おるんじゃないかなというのは、基本的な概念で

す。 

 といいますのは、テレビという一つの媒体で考

えますと、映るところについてはなかなかＣＡＴ

Ｖ入っていただけないという側面があります。た

だ、そのときはほかのテレビは見えておって、そ

れは享受をされておるわけであります。したがっ

て、そこに強制的に入れるということができない

側面がありますので、この数字だけでははかり切

れないところがあるという側面があるということ

も理解をしていただきたいと思いますし、ネット

の利用等々につきましては、やはり高度情報化社

会でどこにおっても世界とつながるわけですか

ら、そういうことを私どもは入れることによって

世界とつながったということの認識を多くの方が

持たれておると、私どもは思ってもおります。 

 先ほど言われました、メディアの効果的な利用

については、やはりそれを利用することによって

西予市の行政指針の発信とか、それ以外のもろも

ろの産業であったり観光であったり、そういうも

のの発信ができるようにＣＡＴＶ株式会社のほう

にもお願いもしながら、やはり独立した採算もし

ておりますので、お願いをしながら、効果的なこ

とは今検討しながらお互い進めようということで

やっておるところでございまして、そのメディア

を使った効果的なものについては、そのようにし

ていきたいと思いますし、例えばそれ以外にも加

入率が高くなっておる、先ほど言われました野村

地区においてはリライアブル・タウン構想って実

験的にやらせていただいて、近未来型のいわゆる

健康管理も検討させていただいたり、それに対す

る情報ネットも今つくらせていただいておるとこ

ろでありますが、ああいう利用もできるんだよと

いうことを今後発信することによって、それがほ

かのところに波及効果もあるのかなと、最終的に

は市民の健康管理もネット上にできるようになれ

ばという理想論を持っておるところでもございま

す。 

 以上です。 

 

○議長 酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 この情報発信につきまし

ては、今後の西予市のいろんな形で市民を一つの

心にすると、西予市の市民みんなが家族的な意識

を持てるというものまで、ひとつ望んでいただき

たい。特に、聞きますと加入される方が、孫の保

育所、運動会が見たいから改めて加入するんよと

おっしゃられる方もありますので、いろんな魅力

を今からつくっていただいて、使っていただいた

らと、かように思います。 

 ３番目のいい実感のある西予市づくりについて

でございますが、先ほど申し上げましたけども、

大竹議員の質問のときに現在作成中というような

お話もございましたが、市長作成中のものに対し

て質問してよろしいかどうか、ご確認をさせてい

ただきます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 これは、あくまでも案としてであり

ますので、おおむね答えることについては構わん

のじゃないかなと、このように思います。 

 

○議長 酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 はい、ありがとうござい

ます。 

 非常に、これにつきましては、市長が今度３期

目を目指すための作成中ということであろうと思

いますけれども、本予算の中にでも、もうこの誇

れる愛着の持てるいい実感のある西予市づくりの

予算が入っております。こちらのほうは、所信表

明でございますので、ひとつ構わないと思うんで

すが、１つ目は減災のまちづくり、２つ目は住民

参加の地域づくり、３つ目は産業の再生、育成で

あります。４つ目は、ジオパーク構想の推進によ

る魅力あふれるまちづくりであります。５つ目

が、再生可能エネルギーの取り組みであります。

ということで、重立った形で６つ目が不易流行の

豊かな文化を生かすまちづくりという形で、施政
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演説の中で所信表明でされたのが、５つの中で、

この中にいい実感のある西予市づくりの中に入っ

ておりまして、もう予算化されている部分もある

ようでございます。それにつきまして、何点かお

尋ねをいたします。 

 いい感じってのは、どんなんかなっていうの

が、まず感じました。ブータンのワンチュク国王

が来られましたときに、私の国は幸せを感じる国

民が、個々の国民が幸せを感じる国を目指してい

るというお話がありました。市民が、やはりいい

感じでいつも持っていただけるような、いくよう

な施策っていうのは何だろうかなと考えさせてい

ただきました。もちろん、今まで我々地域のリー

ダーでは議員はありますけども、やはりお金で動

かしたり施策で動かしたりすることが第一にあり

ましょう。予算で動かしたりありますが、次には

やはりおのおののアクション、行動で動かす。そ

の次は、やはり心で動かせるようなリーダーにな

りたいなというような感じが最近はいたしており

ます。 

 幸せを感じるって何だろう、考えたときに、坂

の上の雲の追いかけながら幸せを感じて、また最

近出ております、坂の上の雲はまた雲だったとお

っしゃられる方もおります。ですから、いつまで

も坂道を上りながら、登山をしながらあんな疲れ

るものを、大きな荷物を背負ってと、それで幸せ

を感じる人もおりましょう。じゃんじゃんじゃん

じゃん鳴ってるパチンコ屋の中で、あのうるさい

中でよう幸せ感じるんかなって思うところもあり

ます。いい感じっていうのはどんなんだろうと思

うのがあります。 

 それはさておきまして、再生エネルギーの中で

本年度本当に再生エネルギーの西予市住宅用太陽

光発電のシステム設置の補助金が出ております。

本年度、これは来年度もずっと継続するのかとい

うことをお尋ねします。 

 また、本年度避難場所の整備、宇和備蓄倉庫、

備蓄備品食料等々があっておりますけども、これ

を我々私どもは明浜の人に話ますと、倉庫備品っ

ていうのは１日、２日の分だったらわかるけれど

も、津波が東日本大震災ほど来ますと、もう逆に

言えば道路のアクセスさえできてたら、その日の

うちに津波の場合は卯之町だとか野村だとか、大

きな避難場所を設定してもらったほうがいいよと

おっしゃられる方もおりました。なるほど、冬の

寒い夜中に津波が来たときに、一時避難場所へ行

って備蓄倉庫、備品倉庫、そしてテント、そうい

うものを用意するよりもそんなのがいいんじゃな

いかなという考え方がありました。その点にもお

尋ねします。 

 そして、市長にお尋ねしますが、伊方原発の原

子力の発電の問題ですが、愛媛新聞だかの広報に

よりますと原発は完全に要らないという表明は西

予市はしてないようでございます。このあたりに

つきましても、やはり新聞紙上ではなしに本日ど

のような考え方でおられるのか、お聞きをいたし

たいと思います。 

 そして、先ほど６次産業の育成の質問がありま

したが、６次産業っていうのは具体的にどうなっ

て、どうなって、続けて連続してやるわけですけ

ども、市民には６次産業って、１次産業、２次産

業、３次産業はわかるんですけれども、６次産業

ってのはぱっと頭に入ってこないよとおっしゃら

れる方が市民の方が多うございます。これについ

ての広報もお願いいたします。 

 また、一時お答えをもらってからの質問にさせ

ていただきます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、酒井議員のご質問につい

てお答えいたしますけども、先ほど言いましたと

おり、これはあくまでもマニフェストをつくる前

段の案でございまして、したがってこのことを配

布をすることについては、４月１５日以降になる

というご認識をいただいたらと、このように思っ

ておりまして、あくまではこれはそうではなしに

こういう案を持っておるんだよということで、私

も２月２日の出馬表明をさせていただいたとき

に、記者会見にもこのことはお見せをさせていた

だきましたので、こういう理念を持って案を考え

ておるんだということでご理解をいただいたらと

思っておるところでございます。 

 したがって、全部で８つの西予市づくりと４２

の政策提言という形でこの中にまとめておるとこ

ろでありまして、その中で今酒井議員がおっしゃ

ったのは再生可能エネルギーの挑戦ということ

で、太陽光の問題について話をされましたけど

も、これは２４年度予算から支援については入れ

させていただきました。その前段では、三瓶支所
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の屋上に庁舎に太陽光を市民の皆さんに見せるた

めに、太陽光発電について見せておりますけど

も、あれぐらいのことができるんだということの

認識も含めてやらさせていただきましたが、太陽

光の補助金を西予市としてもプラスアルファとし

て進めていくということを、今後とも進めていき

たいと考えておるところでございます。 

 減災のまちづくりの中の避難場所の整備でござ

いますけれども、これも２４年度の予算には既に

多くの予算を投入させていただきましたが、その

中で今ほどおっしゃったとおり、１日、２日のや

はり仮に避難されたところの場所と、長期的に避

難をするということによって考え方が違ってくる

と思います。私は、考えますのは、この２００メ

ーター上がっておる地域は、南予の防災の拠点と

なるであろうという認識を持っております。した

がって、例えば江戸時代にも南海地震が２回来て

おります。その江戸時代の南海地震のときを見て

も、ほとんど海岸ばたが被災をしておるところで

ございまして、そこについてはこの西予市の中で

この高原にある一番近いアクセスのいい地域が、

何らかの支援体制ができる地域になると、そのた

めの拠点という考え方を持っておるところでござ

いまして、そういうことを進めていきたいと考え

ております。 

 次に、伊方原発の問題でございますが、伊方原

子力発電所はやはり私どもにとっては大変難しい

問題をここに私たちは抱えてまいりました。福島

原子力発電所の関係のあの事故から考えてみます

と、非常に難しい問題が出てきたなあという気が

しております。特に、ＳＰＥＥＤＩについては、

あれをうまく生かしておった場合については、い

ち早く避難体制もとれた中で、ＳＰＥＥＤＩを知

らなかったという政府のあのご認識については、

非常に問題があろうと思っております。私ども

は、ＳＰＥＥＤＩを開発された方がこの宇和の地

の出身の方が開発されたということもあって、少

しほど認識を私どもはしておりましたが、政府の

中にそれがなかったということは非常な問題であ

ったと思っております。 

 また、今回の中でいわゆる避難の重点的な施策

をするところが変わってまいりました。ＥＰＺか

らＵＰＺの考え方の転換の中で、８キロから１０

キロとか、３０キロという一つのことを設定しよ

うという案が原子力委員会のほうから出てきてお

るわけでありまして、そのことを踏まえて私ども

も対策も考えなくてはなりません。 

 その前段では、やはり原子力発電所は、これず

っと続けていいかどうかということになります

と、宇和の皆さんも同じでありましょうけども、

脱原発であることは変わりありません。やはり、

その流れの中で私も再生可能エネルギーへの挑戦

というもので、身近なところで再生可能エネルギ

ーができるとしたら、地域からそういうところを

進めていくということが大事になってくると思っ

ておるわけであります。 

 ただし、今の事情を考えたときに、そのままず

っと電気の不足ということになると、実体経済あ

るいは生活の中でどう影響してくるかという問題

も含めてあります。したがって、安全をしっかり

担保をして、その中でこの実際に動かすようにな

ったときの認識は、やはり私どももある程度持っ

ておかなくてはいけないという認識でございま

す。したがって、そのことについては私の考え方

として主張していきたいと、このような思いであ

ります。 

 以上です。 

 済いません、もう一つありました。 

 ６次産業の育成についてでありますが、ご案内

のとおり第１次、第２次、第３次産業を合わせた

のが、１プラス２プラス３で６次産業という言葉

を使われた新しい言葉として考えられたというこ

とだと思っておりますが、昔は１．５次産業と言

っておりましたけども、そういう農業、農林水産

業を生かすためには、地域がやはりそういう生産

から加工、流通までいくというのが、新しい手法

として考えるべきであります。先ほど、大竹議員

のご質問にもありましたように、地域がそれだけ

の強い思いを持っていくと、そういう流通までい

く、地域のおっちゃん、おばちゃんでもそういう

地域ができる、いわゆるコミュニティービジネス

を含めてでありますが、新しい概念としてのそう

いうものも含めながら、あるいは今ある私どもの

第三セクターも含めて、そこを増強する意味にお

いても６次産業の育成っていうのは今後西予市に

とって大切な課題になってくると思っておりま

す。 

 以上です。 

 

○議長 酒井議員、一問一答方式なんで、その中
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から離れないようにお願いしたいと思います。一

問一答方式なので、全体的にとかというようなこ

とでなくて。 

 

○１７番酒井宇之吉君 いい実感のある西予とい

うところからは、もうお尋ねするところはこれは

まだマニフェストで公式ではございませんので、

質問はもうおやめにしますが、市長これを実行す

るにして一つだけお願いがございますが、学校再

編でございましても、やはり設置者の権限でござ

います。最終的には。条例改正でございますの

で。そして、教育委員会が今学校再編で骨折りし

ておりますけれども、実際のところは最終的に答

申を受けて設置者である市長が判断すると。どこ

へどういうようにするかということになろうと思

いますけども、この点につきましては正直言いま

して地区のやはりあつれきが長くなれば長くなる

ほど、地区のあつれきが生まれる場合がございま

す。そのあたりにつきましては、強い指導力でご

判断願いたいと、かように要望しておきます。 

 ３番目の質問で、その下の新人口推計による西

予市のシミュレーションの作成はでございます

が、これにつきましてこの宇和町内の新聞に出て

おりますが、西予市の人口２０年後は３万人に減

少かということが出ております。これにつきまし

てお尋ねいたしますが、西予市の人口推移は、１

０年後、２０年後はどうなるのだろうかというこ

とでございます。８年後でございますが、２０２

０年が３万６，５００人ぐらいのこちらの新聞に

は出ております。２０年後は３万９００人ぐらい

が出ておりますが、西予市におきましては西予市

のシミュレーション、これは国が出した分が４０

年後に８，０００万人というような数字が出てお

りました分に対してのもんでございますが、それ

による長期的な人口減少は、対策はどのようにと

ればいいのか、それに寄られる社会構造、といい

ますのは、独居老人なんかが非常に多くなりま

す。といいますのは、１８年度に３万人になりま

しても、多分人口が現在高齢化人口は１万５，８

００人から１万６，０００人の間を５年間ずっと

きております。そして、高齢化率が高く、高齢化

人口の絶対数が多くなるわけじゃなしに、相対的

に少なくなる、相対的に高齢化率が上がっていく

ということであろうと思いますが、そのときには

やはり独居世帯が多くなったり、ひとり暮らしが

多くなったりいたしますので、このあたりの構造

の予想についてどのように考えておられるか、お

聞きをいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、人口構造の関係について

お答えいたしますけれども、今ほどの酒井議員の

人口構造についての将来予想図については、国立

社会保障・人口問題研究所が発表されたことであ

りまして、そういう数値もあるのかなと思ってお

るわけであります。したがって、そういう数値を

見ながら私どもは西予市の施策を今後ともつくっ

ていく必要があると、このように認識をしており

ます。 

 人口構造で考えますと、日本全体が高齢化社会

になるということと、人口減少の社会になるわけ

でありますから、同じようなことが私ども以外に

も起こります。特に、都市部においても今から相

当に人口の高齢化が起こって、大変な状態に起き

るということを数値的にも出されておる研究者も

ありますけれども、そういうことが起こるわけで

あります。したがって、鐘で言いますとしりすぼ

み型の鐘のような状態になってくることは間違い

ありません。だから、社会保障と税の一体改革に

しても、この問題を踏まえて今国のほうでも議論

をされておるところだと思いますし、このことを

踏まえて西予市も考えていかなくてはならんと思

っております。 

 私どもは、そのためには人口減少イコール悪い

という発想だけでは、今後はだめになってくる

と、このように思います。したがって、そこで私

どもは生き生きとして暮らせる環境づくりをどの

ようにしてつくっていくか、希望の持てる、夢の

あるまちづくりをどうしていくかということを念

頭に置いてやっていく必要があります。やがて、

私どもが今まで生き生き集落づくり事業とか、あ

るいは自分たちの自分たちの手でという基本理念

のほうで自主自立の地域づくりということで、地

域づくり交付金制度を創設して、市民と行政が一

体となって今進めておりますが、こういう理念的

なことや考えを含めて、今後暮らしの価値観を高

め、創造しながら私たちの地域が自分たちにとっ

て暮らしやすくて愛着の持てるまちづくりを進め

ていきたいと考えております。 
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 以上です。 

 

○議長 酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 市長にお尋ねしますが、

私２０年前に明浜町議の時代に、人口シミュレー

ションをお示しいたしまして、５，５００人が

３，８００人になる、現在そうなんですが、３，

８００人になると。そのときに、施策的に３，８

００人に合わせた施策を準備しながらやられてい

くのがいいのか、それとも現在の人口を減らさな

いような施策を積極的に取り入れていくのがいい

のかということをお尋ねしたことがございます。

市長はどちらでございましょうか、お尋ねをいた

します。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今の考えにつきましては、やはり減

らさないということは非常に難しいという時代に

入ってきたと私は認識しております。したがっ

て、減るときについて適切にそのことを把握をし

た上で、例えば西予市の総合計画等々にも盛り込

みながら、余りいいかげんな数字で以前のように

人口がふえるという安易な概念で計画をつくると

いうことは、大きな間違いを犯してしまいます。

したがって、しっかりした人口把握をした上で計

画書をつくって、その対応力を高めていくことが

大事だと思っております。 

 

○議長 酒井君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 当時の町長さんは、減ら

さないようにするんだから、そういう減ることは

ないという答弁をいたしましたので、今と少し時

代が違うのかなという感じはいたしております。 

 非常に質問が多岐にわたりましたが、これから

マニフェストをつくられるに当たりまして、いい

実感のある西予市をつくろうとされております

が、私はやはりいい実感のある西予市づくりはお

互いが助け合う社会づくりを目指していただく、

基本にしていただきたいなと、かように思って質

問を終わります。 

 以上。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２

時３０分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時４０

分） 

 次に、７番松山君。 

 

○７番松山清君 一般質問の機会を得ましたの

で、通告に従い質問いたします。 

 いよいよ、４年間最後の任期の定例議会となり

ました。市長の所信表明においても、特徴ある政

策を今年度からやっていこうという意気込みを感

じられまして、それらを含んで議論をしていきた

いと思っております。 

 おととい、高速道路が宇和島北まで延伸いたし

ました。おとといは、西予市から宇和島北まで渋

滞をしておると、それできのうも走ってみます

と、こんなにも車が南予たくさんあったんだろう

かというぐらい、ずっと渋滞しておりまして、新

しく開通したこの道路に南予の人たちが夢や希望

を持っていたということは、間違いないというふ

うに実感いたしました。これまで、途中宇和から

宇和島北まで途切れておりましたので、宇和島市

津島町まで松山からつながったということで、観

光や産業面での期待が大変大きいだけでなく、西

予市にとりましては宇和島市がぐっと近くなった

ので、医療などの面で大変な安心感ができたなと

いうふうに感じました。 

 その一方、急激に人口が減少している西予市

に、どのような影響があるのだろうかというよう

な不安も感じました。この地方の人口の減少の原

因は、西予市のみならずですけども、働くところ

がないということが最大であると思います。今か

ら１０年以上前になりますけども、小売店法が改

正されたことによりまして、大型店が西予市にも

どんどん進出してきております。消費者にとって

は大変便利になっとるわけでございますけども、

商店街はごらんのとおり壊滅的な状況でございま

して、後継者をつくることができないという、当

然人口は減っていくわけでございます。 

 また、ＴＰＰの問題に関しましても、農業で働

く人が減っていくのではないかといったような心

配もありまして、西予市の人口というのはこちら

によるとまた減少するというようなご心配が感じ

られるところであります。私は、現在のこの冷え

の原因は、このように国の政策に大きく影響をさ
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れておりまして、都市や東京一極集中というよう

な呪縛から日本が開放されて脱出しない限り、地

方でできる政策には限界がある程度あるのじゃな

いだろうかと最近感じ始めました。 

 そのような中で、西予市では産業の再生や育

成、そして観光分野への政策テーマを挙げておら

れるということは、大変重要なことであると私も

思っておりますが、西予市の未来のためにさらに

深くこれらについて考えていきたいと思っておる

わけでございます。 

 きょうは３点、観光政策、市民との情報共有、

スポーツ振興などに関して質問をさせていただき

ます。 

 まず初めに、観光施策についてでございますけ

ども、市長の政策テーマとしては６番目に出てき

たわけでございますけど、坊っちゃん劇場でのミ

ュージカルへの対応ということについてお尋ねい

たします。 

 大変、楠本イネの生涯がミュージカルで演じら

れるということは、すばらしいことじゃないかと

思いますし、西予市にとってもありがたいという

ふうに思っております。 

 そこで、幕末ガール・ドクトルおイネの物語に

ついて、西予市との関係をお尋ねしたいわけでご

ざいますが、市長の中でご紹介されたので、西予

市と連携した企画かなあというふうに思っておっ

たのですが、これらがどういった背景で出てきた

のか、坊っちゃん劇場のほうで独自に企画された

ことなのか、西予市から要請とか協力はしなかっ

たのか、そこらの経緯についてお伺いいたしま

す。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 まず、おイネさんと西予市との関係

については、議員もよくご存じだと思いますが、

私どもの教育委員会の文化の里振興室の開明学校

で、こういうものを発行しています。文化の里参

考資料、この後ろに詳しく二宮敬作とイネの略年

表が出ておりますが、これに非常に詳しく書かれ

ておりまして、私どもはこの中でおイネさんが、

楠本イネが１４歳から１５歳までこの地におられ

て、その５年間二宮敬作のもとでオランダ語とか

西洋医学を学ばれて、女医としての能力基礎を養

いましたと、このことを非常に私たちは今から検

証をして、大事にしていく必要があるのかなとい

う思いの中で、今回坊っちゃん劇場のほうでミュ

ージカルをやろうということに決めていただきま

した。 

 これは、私どもが要請したのではなしに、向こ

うの企画として出てまいりましたけれども、ただ

坊っちゃん劇場のオーナーの方が、実質上のオー

ナーですね、私たちも懇意にさせていただいてお

りまして、市長こういうことを案しとるけど、お

まえらのところはこれ協力もしたりいろいろでき

るかなっていうようなことを当初ごろから言って

いただきました。ぜひ、そういうことについて

は、私どももご協力をしたいと、そしてともにそ

ういうことをやっていただいたら私どもの地域か

らの発信にもなるので、お願いをしたいというこ

とを言ったところでございます。今回、これを大

いにまた基盤づくりとしてやっていきたいなと思

っておるところです。 

 以上です。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 経緯について、そういうことが

あるということで、大変それもおイネさんの発信

につながるんじゃないかというふうに思うわけで

ございます。 

 そこで、今市長からも紹介がありましたよう

に、卯之町におられた数年間というのがあるわけ

でございますが、楠本イネさんというのは卯之町

だけでなく、保内町とか大洲とか、あるいは伊達

宗城が手厚く処遇したというようなこともありま

して、宇和島との関連とかがあるんじゃないかと

思います。それで、これを発信するに当たって、

西予市単独でやるのではなくて、そういった連携

とか連絡協議会みたいなことをやって取り組んで

いくほうが、さらに情報発信としてうまくいくの

ではないか。 

 例えば、今回ぜひその幕末ガールというのを見

てみたいと私も思うわけでございますけども、集

客アップについてはそういった西予市だけがアピ

ールされるわけではないのではないかと思いま

す。この内容とか、ストーリーについては、まだ

お聞きしておりませんので、どういうふうになる

かはわからないんですけども、せっかく西予市は

ことしおイネさんをテーマにいろんな計画をして
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いるわけでございますから、地域ともっと連携し

て力強く情報を発信したらどうかと思うんですけ

ども、そういう幕末ガールに対して集客などの協

力とかといったことはできないのか、お尋ねしま

す。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今回、今ほどご提案をされた伊達宗

城、あるいは保内町や長崎等々との関連もあっ

て、そういう別の連携ということをおっしゃられ

ましたが、このことにとっては今のところまだ踏

み込んではおりませんが、既に旧保内町、今は八

幡浜市とはおイネさんのウオークということで毎

年来ていただいておりますけども、ああいういわ

ゆるおイネさん、二宮敬作ウオークとして来てい

ただいておりますが、ああいう連携もとっていけ

るんじゃないかなと思っております。 

 今回、おイネさんを主人公としたミュージカル

が公演されるに当たりましては、市の知名度向上

及びＰＲに絶好の機会でありまして、集客アップ

に積極的に協力していきたいと考えております。 

 具体的に言いますと、イベントや物産展のとき

にチラシを配布したり、ポスターを張ったりして

ＰＲしたいと思っております。直近では、れんげ

祭りにブースを構えまして、来場される方に集客

アップのＰＲをしていきたいと思っております。

また、卯之町の松山においても各施設にポスター

を張って、イベントにはミュージカル出演者の招

聘も考えておるところでございます。 

 また、ご紹介をさせていただきますが、今回幕

末ガール・おイネミュージカルの脚本家が横内謙

介さん、ポスターが松本零士さんでありまして、

非常にすごい作だと思っておりますので、すばら

しいミュージカルになると思っております。 

 以上です。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 そこで、やっぱりこれ以外にも

おイネ賞というような別の事業もありますので、

ぜひやる以上は積極的にやって、成功のうちに精

いっぱいやったぞというところでおさめたいと思

うわけですけども、小・中学生が研修して、これ

を勉強するといったようなことができないのかと

いうことについてお尋ねしたいわけですけども、

やはり以前宇和の文化会館で高野長英のミュージ

カルがあったことがございますけども、やはりあ

あいうのを見ることによってすごく高野長英につ

いても理解深まりましたし、いろんな方が興味を

持ったんじゃないかと思います。やはり、郷土に

誇りを持つということもありますので、例えば遠

足とか総合学習など、そういったものに対して取

り入れていけないか、そういった場合にはバスは

西予市のものを活用するとかといった方法はとれ

ないのか、そういったことができないか、お尋ね

したいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 松山議員の質問にお答えいたし

ます。 

 本物の舞台芸術を体験することは、児童・生徒

の豊かな感性をはぐくむ一助となるとともに、表

現力やコミュニケーションの能力の育成に大きく

寄与するものだと考えております。 

 教育委員会といたしましても、西予市教育基本

方針の学校教育の項目において、体験的な学習の

充実を上げております。この目標を達成するため

にも、ミュージカル幕末ガール・ドクトルおイネ

物語の観劇など、すぐれた芸術体験学習を小・中

学生の研修に取り入れるよう推進してまいりたい

と考えております。 

 そこで、市教委といたしましても、坊っちゃん

劇場子ども舞台芸術体験サポートシステムという

補助制度がございますが、そういったものを有効

に活用しながら、また市教委としてできるだけの

支援をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 大変すばらしいことだと思いま

すので、ぜひそういうこともやっていただきた

い、そう思います。 

 それでもう一つ、今年度の事業の中で偉人伝承

活用事業というのがございまして、私関連してい

るのかなあと思って、勝手に思ってたんですが、

どうも実際は余り関連してないんでしょうか、ち

ょっとそこらはわからないんですけども、それを
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宇和や三瓶の文化会館で上演できないのか。例え

ば、幕末ガールにしても、１年間はだめかもしれ

ませんけど、それが終わった後は例えば宇和でや

るとかということができないのかという、また三

瓶にも文化会館ございますので、１回はそういう

ことをやって、みんな市民の共通の誇りといいま

すか、財産といいますか、そういったものにでき

ないのか、お尋ねします。関連があるかないのか

についても、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 宇和文化会館、三瓶文化会館等

での上演はできないかということですが、この幕

末ガールについては、今のところまだ具体的な計

画はしておりませんが、２４年度におきまして坊

っちゃん劇場完熟「一期座」というのがございま

すけども、において幕末の町医者二宮敬作の生涯

というのが。坊っちゃん劇場で上演されますけど

も、その後宇和文化会館で公演をされる予定にな

っております。この機会に、中学生１年生、３年

生を対象に舞台劇の体験学習を行って、子供たち

に夢と感動を与えたい、そのように考えておりま

す。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 大変、私もこれには期待をして

おりまして、ぜひともこのことによりましておイ

ネさんがもっと多くの人に認識していただいて、

やっぱり西予市の心になっていってほしい、それ

を期待しております。 

 先ほど言われました完熟「一期座」の演劇、幕

末の町医者二宮敬作の生涯ですけども、これは別

に予算化されておりますようなので、やられる計

画だと思うんですけども、今言った幕末ガールに

ついても、ぜひこの機会に生徒たちにも、子供た

ちにも見れるようにしていただけたらと、そうい

うサポートをしていただけたらと思います。 

 続きまして、次の質問に移らさせていただきま

す。 

 次は、ジオパーク構想ですけども、これは市長

の政策テーマの４番目に上げられておりますが、

市民にちょっとわかりにくいんではないかという

ようなことで、もっとわかりやすく伝えていかな

ければならないというふうに思うわけでございま

す。 

 それで、目標を何に置くかということなんです

が、市長は自然遺産、文化遺産など、地域資源を

観光や教育、地域活動と有機的に結びつけ、地域

の宝として町の活性化に最大限生かすと言われて

おりますが、それは実際具体的に言いますとどう

いうことなのかということについてお伺いいたし

ます。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、松山議員のジオパークに

ついてのご質問にお答えさせていただきますけど

も、まず目標のほうからちょっと入らせていただ

きますが、このジオパークにつきましては、目指

す目的は地質や地形を含む本市の豊富で多様な地

域資源を保全して、それを教育や地域振興に生か

すことでございまして、しかしジオパーク委員会

の認定を受けなければジオパークを名乗ることが

できませんので、まずはジオパークの認定を受け

ることが最初の目的としたいと考えております。 

 そして、その中で先ほどもおっしゃられました

いろいろな諸目的を達成できるようにしていきた

いということでありまして、私の考え方はこのジ

オパークというのが西予市を発信する担い棒にな

っていただいて、そこで地域の文化とか、あるい

は産業とか食とかというのが、そこの担い棒で担

えるようになればいいかなというイメージでやっ

ていきたいと思っておるところであります。 

 以上です。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 恐らく、今の市長の答弁だと、

これを主軸じゃなくていろんなものがそれにくっ

ついて、西予市の情報を発信するというような、

そういうイメージかと受けとめたわけですけど

も、それで世界にジオパークというのが５カ所、

日本に１５カ所認定されておるわけですが、これ

２００８年からの制度であるようなんですけど

も、世界じゃなし、室戸岬は世界、昨年９月に認

定されましたけど、その一つ手前の日本ジオパー

クの中には、南アルプス中央構造線とかという

て、ゼロ磁場のところですとか、阿蘇のカルデラ
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とか、霧島など、有名なところも多いわけなんで

す。私たちは、ちょっと議会の研修で立山カルデ

ラというのも見ました。 

 それで、そういう中において、１５カ所まず今

目標としたい、認定を目標としたいと市長言われ

ましたけども、１５カ所日本ジオパークあるんで

すが、例えばその中でここをお手本にしたいとい

うようなのがあるようでしたら、お聞かせ願いた

いと思うんですが。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今ほどのご質問でございますけど

も、日本では世界ジオパークに認定を受けている

のが５カ所あるわけであります。日本ジオパーク

の認定も受けられておるところが多くありまし

て、私どもは昨年から準会員で入れていただいた

段階でございます。したがって、非常にそういう

意味では近いところに来たかなということでござ

いまして、確かにぱっと見たときに見れる、例え

ば先ほど言いましたフォッサマグナのところな

ら、糸魚川のところで例えば見える、例えば洞爺

湖なんかは洞爺湖の湖から見た昭和新山等々、あ

そこら辺の活発な火山活動が見えたりいたします

し、阿蘇山等々についてもそうだと思いますが、

室戸においてもぱっと見えるというようなとこ

で、最初の認定はそういうところがしやすいとは

思います。しかし、私どものところについては、

非常におもしろい地形、黒瀬川構造体にしても、

あるいはカルスト地域にしてもリアス式にして

も、いろいろな問題で複合的におもしろい自然遺

産を持っておる地域だという判断をしたらいいの

ではなかろうかなと思って、決して負ける地域で

はないんじゃないかなという思いもしておりま

す。 

 目指すところが、今のところあるわけではあり

ません。そういう目指されたところの考えや、一

つの思想みたいなものを、あるいはそれを生かし

てどうやっていることを今後は見本としていきた

いと思っております。 

 以上です。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 私は、ちょっとこれについて今

回お聞きするのは、もちろん黒瀬川構造体とい

う、これはゴンドワナ大陸の一部ということでご

ざいまして、黒瀬川という川からこういう名前が

つけられておるというようなことをお聞きしてお

りますが、実は砥部だったと思うんですけども、

早くから天然記念物になっているそういう構造体

といいますか、断層がちょうど露出しておりまし

て、川に露出しておるんですよね。私も、たまた

ま通ってそれ見かけたんですけども、だからその

ときにもうちょっとこれ砥部町生かしてまちづく

りに使ったらいいのになあと思ったんですが、ち

ょっとそこら辺がすごく消極的な印象を受けまし

て、今後ジオパーク構想というの、この構想自体

はすごくいいんですけども、これを一体どういう

活用ができるのかなっていうのが、はっきりわか

らないんですよね。だから、それが例えばこうい

うイベントしますよとか、こういうスケジュー

ル、２年後という一つの線がございますけども、

そういった認定されたときにこういったことがあ

るんだよとかというのがありましたら、市民にア

ピールできることという意味でもありますし、活

動計画とか、そういうイベントの開催計画等々あ

りましたら、お伺いしたいと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 基本としましては、今後観光面にお

いて、私どもはこのジオパークを使えるのではな

かろうかなと思っておるわけであります。 

 まずは、グリーンツーリズムとかシーツーリズ

ムという言葉がありますが、私どもはジオツーリ

ズムを地域活性化につなげていきたいと考えてお

りまして、それにあわせてジオパークの案内であ

るジオガイドを養成する講座や、ジオマップやガ

イドブックなんかを製作して、周知をしながら観

光の全面的に出せる側面が出てくるのではなかろ

うかなと思っております。 

 以上です。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 大体、私なりに理解をしたわけ

でございますが、ぜひやる以上は、ちょっとこれ

学術的な話で難しいんじゃないかなと思うんです

けども、ぜひ人が来ていただけるような、そうい
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うものに結びつけたい。それと、ちょっと城川の

地質感が、あそこにあって今まで努力されてき

て、ちょっと光が当たってないところがあるんじ

ゃないかなとは思うんで、そういったところもも

っとクローズアップできるようになったらいいな

あと、こう思いますので、それは要望としてお伝

えしておきます。 

 次の問題なんですが、せい坊の活用計画につい

てお尋ねいたします。 

 これは、私成人式で初めて見たわけでございま

すが、そういったゆるキャラといいますか、そう

いうのがちょっとどういう経緯で出たのかってい

うのがわからなかったわけでございます。昨年度

は、ゆるキャラグランプリっていうのが全国的に

やりまして、今治市のバリィさんというゆるキャ

ラが全国で２位となりまして、マスコットなども

今販売されておるというような、計画的にさまざ

まなところで効果が拡大しておるわけでございま

すが、このせい坊について私はちょっとどういう

目的や経緯で誕生したのかとか、今後どうやって

それを役立てていこうかとか、そういった予算に

ついてちょっとわからないところがありますし、

これらについては１回ちょっとお尋ねして、今後

の活用の予定などをお聞かせ願いたいと思うの

で、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 今の松山議員のご質問にお

答えをさせていただいたらと思いますが、せい坊

の誕生した目的と経緯でございますけれども、市

民に末永く愛されるキャラクターをつくるという

ことで、市民の市に対する愛着の醸成及び一体感

の形成を図ること、またキャラクターを活用した

西予市の認知度向上を目的として誕生させていた

だきました。 

 昨今のゆるキャラブームを受け、ご当地キャラ

クターで地域おこしを実施する自治体がふえてお

ります。最近では、今治市のバリィさんがゆるキ

ャラグランプリで２位を獲得し、県内はもとより

全国から注目されたことはご承知のとおりです。

新庁舎完成もあり、それを契機に記念としてイメ

ージキャラクターを製作をいたしました。今後、

市のマスコットとして、市内外へのＰＲはもちろ

ん、産業文化の発展、地域おこしに寄与してくれ

るものと、大変期待をしておるところでございま

す。 

 以上です。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 それで、今の目的とかはわかっ

たわけですけども、一つちょっと予算がどれぐら

いかかったのかということと、それとせっかくつ

くるんだったら、やはりゆるキャラグランプリに

出すぐらいの感じでやれば、もっと知名度アッ

プ、西予市の名前もそういったところ出てくるん

じゃないかと思うんですが、インターネットでち

ょっと見てみると、どうも応募もされていないと

いうようなことだったんですが、それはちょっと

どういうことなのか、お聞かせ願いたいと思いま

す。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 予算もしかりですが、せい

坊の役割がございます。これにつきましては、せ

い坊は誕生と同時に市の観光をＰＲするための西

予観光大使に委嘱をさせていただきました。今後

もさまざまなイベントに参加し、市のＰＲを行っ

てまいります。既に、いろんな市内外のイベント

に参加をし、子供から大人まで人気を博しており

ます。既に、当市の認知度向上に貢献している

と、今感じておるところでございます。 

 ゆるキャラが、ゆるキャラとして認められる条

件の一つとしては、郷土愛にあふれたメッセージ

性のあることが上げられます。郷土愛とは、すな

わちまちおこし、地域振興と考えておりまして、

観光ＰＲを初め、農林水産業、商工業の発展に一

翼を担うことを役割をしてまいりたいと思いま

す。そういうことで、いろんな各イベント、また

県内外にも出ていくというようなことを考えてお

ります。 

 次に、予算でございますけれども、さきの９月

補正で１０５万円を製作費用として計上させてい

ただきました。制作費のうち、５２万５，０００

円は、新ふるさとづくり総合支援事業として県の

補助金を充てております。着ぐるみ８４万円、図

案作成お礼１０万円、愛称募集に関する経費１１

万円を支出しております。平成２４年度は、県の
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緊急雇用創出事業を活用し、県内外のイベントに

積極的に参加させる経費を計上しております。 

 キャラクターの管理につきましては、利便性を

考慮し、観光協会に任せておりますので、その他

の予算については観光協会において計上いたして

おります。 

 それと、今後の活用予定なんですが、既に各課

作成パンフレットや、市役所からの通知分、会議

資料等にデザインが使用されており、キャラクタ

ーとしての活用幅が今広がっております。観光面

では、イベント参加はもちろん、ゆるキャラグラ

ンプリにも参戦し、さらなる西予市の知名度アッ

プを図りたいと思います。 

 また、市内で生産された農林水産物や製造加工

品、特色ある特産品、加工品等にデザイン提供を

行い、市産品の認知度、売上向上に貢献したいと

考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 やはり、着ぐるみというのは意

外と高いものだなという感じを受けましたし、ぜ

ひこれを有効活用していただいて、西予市の知名

度アップ、それとメイヤープロジェクト、先月あ

りましたけども、子供たちはすごく着ぐるみ大好

きだなあっていうのを感じました。ですので、そ

ういったとこも含めて、せっかくつくったもので

すから、しっかりと有効活用をお願いしたいと思

います。 

 続きまして、高速道路の宇和島延伸対応につい

てでございますけども、これでえひめ南予いやし

博２０１２というのが催されるわけですが、これ

で西予市が素通りされないような対策を計画して

いるのかということについて、そういった施策が

ありましたらお尋ねしたいと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 それでは、質問にお答えを

させていただきます。 

 いやし博を前に、南予各市町及び県と合同で宿

泊をテーマとしたパンフレット、お宿帳を作成

し、誘客を行います。西予宇和インターチェンジ

おり口には、卯之町の町並みの案内標識を設置し

て、町並みのＰＲを行っているところでございま

す。 

 また、南予地域が連携して誘客を行うイベント

の開催も予定しております。いずれにいたしまし

ても、現在発信しております観光物産サイト等で

さらなる観光及び物産資源の情報提供を行い、集

客向上に努めてまいりたいと存じております。 

 以上です。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 それで、歴博で空海の生涯を和

紙人形で表現した展示をする計画が県のほうにあ

るそうでございますけども、これは真言宗の開祖

空海の生涯を３７０体の和紙人形で表現した内海

清美氏の作品を常設展示するといたようなことが

報道されておりまして、四国八十八カ所を回るお

遍路さんが必ず立ち寄るというふうな聖地にした

いというような意向でございます。それらと連携

して、周辺整備ですとか、新たな計画などをやれ

ば、西予市の観光、あるいは高速道路が延びて素

通りされない有効な手段になると思うんですけど

も、そういった連携したことが取り組めないか、

情報発信ができないかということについてお伺い

したいと思います。 

 それで、これについては、四国八十八カ所とい

うのはもう４県の知事が協働して世界遺産にしよ

うという活動もされておりますし、やはり例えば

愛南町ではトレッキング・ザ・空海というイベン

トをやっておりまして、これは旧内海町なんです

けども、そういった西予市の自然を生かした例え

ば仏木寺から明石寺までのトレッキングイベント

とか、いろんなアイデアがあると思います。そう

やって、やっぱりせっかく県がやろうとしている

ことなので、西予市も一緒になって協働してやる

ということはすごく有効的なことじゃないかと思

いますし、今後の観光についてもそれぞれ独自に

やるんではなくって、いろいろと関係しながらや

っていくことが大事だと思うんですけども、それ

についてお伺いしたいと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 歴博で空海の生涯を和紙人

形で表現した展示と連携できないかというご質問
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でございますが、まだ今のところ詳しい内容が確

認できておりません。中村知事もいろいろなとこ

ろでこの話をされておりますので、展示が始まる

前には県や各市町と協議の上、西予市を前面に出

したような連携も考えていきたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 はい、わかりました。ぜひよろ

しくお願いします。 

 続きまして、西予ＣＡＴＶの活用についてお伺

いいたします。 

 私も、先ほどの酒井議員と同じように、どうい

うふうにしたら加入率がふえて、合併後最大の事

業であります西予ＣＡＴＶ、光ファイバーが有効

活用できるかを考えておるわけですが、大変そこ

については心配しておるわけでございますけど

も、そのような中で３０分の行政情報と文字情

報、つまり３０分間行政のいろんな情報、イベン

トですとかいろんな会議ですとかそういったも

の、あるいは市民に対する呼びかけ、そういった

ものをアナウンサーがしゃべって、３０分は文字

情報で流すというような１時間番組、これをつく

りまして２４時間、１週間ぐらいは同じ番組を流

すといったようなことによって、情報を市民に伝

達するというような方法が取り組んでいる先進地

があるわけですけども、そういったことをするこ

とによって、そういったチャンネルを１チャンネ

ル持つことによって行政からの情報が的確に、な

おかつ多くの人に伝わるんではないかと思うんで

すが、そういう行政チャンネルを開設できないか

ということについてお尋ねいたします。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ただいまのご提案でござ

いますけれども、行政情報の発信方法、ケーブル

テレビを使った方法には３つほど考えられるんで

すが、一番ハードな方法であろうかと思います、

ただいまのご提言につきましては。と申しますの

も、ケーブルテレビの現在の１１チャンネル以外

に別チャンネル、２４時間放送をするとなります

と、新たに人件費を含めて初年度６，０００万円

程度の経費が必要になってくるという試算がござ

いますので、現実的、経営的には若干難しいかと

思います。 

 かわりまして、必要なときに番組を必要な時間

帯を購入して放送する方法、もしくは年間枠を購

入して放送する方法、こういう方法がとれるかと

思います。ただ、クオリティーの高い放送をとる

となりますと、３０分番組でもかなりの時間を必

要としますので、職員自身が出るとなると通常業

務にも支障ということも想定されますので、何が

ベストなのか、よく検討してまいりたいと思いま

す。私どものほうも、ケーブルテレビ会社とも話

し合いまして、ぜひ職員を出演させて行政番組を

流してみたいという考えにはおります。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 今、６，０００万円という数

は、ちょっと私納得できないんですけども、３０

分番組をずっと１週間流し通すだけですから、そ

んなに制作費とかそういうのもかからないんじゃ

ないかと思うし、文字情報も３０分ぐらいお知ら

せをずっとやるわけですから、これちょっとぜひ

先進地のどこか検討していただいて、本当に無理

なら仕方がないんですけども、今の状態ではやは

り加入率の向上ということにもつながらないんじ

ゃないかというふうに思うんですね、今の状態で

はですよ。だから、やはりそういう形で、新たな

取り組みや、今ご提案がありました職員が出て伝

えるということ、これは大事なことだと思います

ので、ぜひそれをやっていただきたいというふう

に思うわけでございます。 

 それに加えて、加入率向上の対策としまして、

例えば再放送とかライブラリーの公開や、番組表

はちょっと今充実してないというような苦言もあ

りますし、そういう視聴者とインタラクティブと

いいましょうか、いろんなことを検証なんでしょ

うか、あるいは意見の募集なんでしょうか、そう

いったようなことで相互交流意見を聞いたりしな

がらやっていくということも大事なんじゃないか

と思いますし、例えば市長が行くみたいな番組を

つくって、市長のところを取材して出すとか、そ

ういった新しい発想をぜひしていただきたいと思

うんですが、いかがでしょうか。 
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○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 先ほどの答弁でもお答え

いたしましたとおり、市民の皆さんに興味を持っ

ていただく番組ということは、市長みずからが出

演して語りかける番組とか、職員担当みずからが

わかりやすい言葉で語りかける、こういう番組を

つくってケーブルテレビにしか視聴できない番組

づくり、これを私どもともケーブルテレビとも考

え方は同じでございますので、ただ試験的に情報

推進課のほうで５分番組、試験的につくってみま

したけども、これは２日間程度のドロップづくり

から、出演者自身の演技というものもございまし

て、なかなか技術的には時間もかかるというのが

今の現状でございますので、やる方向を十分検討

したいということで、ご答弁とさせていただきた

いと思います。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 ぜひ、思いは恐らく私と一緒じ

ゃないかなと思いますので、ぜひやっていただき

たいと思います。 

 議会のほうでも議会改革の特別委員会の中継で

すとか、今回委員会の中継なんかやってますけど

も、意外とたくさんの方が見られて反響が出てま

す。ですから、やっぱり流すと見られとる方は高

齢者の方が多いんですけど、６０歳以上ぐらいの

方が多いんですけども、やはりすごくそういった

ことを見せてもらうっていうのはありがたいとい

うか、ＣＡＴＶ入っとってよかったというような

ご意見も聞いておりますので、いろんなことを流

していかないと、やっぱ今までのやり方は同じ番

組を続けて流すんですね、１日のうち何回もと

か。だから、そういう形ではなくて、例えば１週

間か２週間たった後でもまた流せる番組とかある

と思いますし、そういった番組もぜひ工夫して、

やはりそこが一番加入率向上に大事なことじゃな

いかと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは次に、スポーツの振興についてお尋ね

したいと思います。 

 市長のことしの６つの政策テーマの中に、健康

づくりに関するものがなかったというのがちょっ

と気になりまして、スポーツや健康づくりってい

うのは、やはり西予市民皆さんにとりまして最大

の重要なことなんじゃないかなというふうに私は

思っているところでございます。 

 また、スポーツによって人が西予市に集まると

いうような観点からも、やはりそれが宿泊を伴っ

てこられたりとか、あるいは西予市の知名度アッ

プにつながるといったようなこともあるんではな

いかと思うわけでございます。 

 その中で、スポーツに関しては３つお尋ねした

いわけでございますけど、まず第１点目はサイク

リングコースの設置ということができないかとい

うお尋ねをしたいと思います。 

 これは、愛媛県のほうでは２０１４年度目標に

瀬戸内しまなみ海道で世界各国のサイクリストが

参加する１万人規模の大会を開催する計画がある

ということでございまして、それに伴いまして県

内の市町村で１００キロメートルクラスのサイク

リングコースの設置を呼びかけておられるという

ことでございます。西予市は、海や山の自然が大

変豊かでありまして、その風光明媚なコースをロ

ードレースに使用したりするのには大変向いてい

ると考えるわけですけども、そういったことに県

のそういったイベント、しまなみ博みたいなイベ

ントと一緒になるそうでございますけども、連携

してそういったサイクリングコースの整備ができ

ないのか、お伺いしたいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 現在、愛媛県では２０１４年度

を目標に瀬戸内しまなみ海道での世界的サイクリ

ング大会の開催を目指して、関係者との協議が進

められていると伺っております。今のところ、具

体的な計画は発表されておりませんが、サイクリ

ストの聖地として発展することを期待しておりま

す。 

 西予市にあっても、海や山の自然が豊かであ

り、風光明媚なコースとしてサイクリングコース

には適した環境にあると言えます。しかし、コー

スの設定においては１車線の区間や改良工事中の

区間、見通しの悪さ、急勾配など危険が伴う箇所

が数多く存在するとともに、トイレや休憩所など

の施設整備が必要であると思われます。今後、県

や関係団体との連携を図り、サイクリングコース

の設置の可能性について検討してまいりたいと考



 

－101－ 

えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 現段階においては、そういうこ

とでぜひ努力をお願いしたいということでござい

ますが、サイクリストの聖地というようなことで

かなり力が入っておるということなんですけど

も、私本当すごくこの話を聞いたときに、西予市

の場合は宇和運動公園を出てから明浜町の俵津の

ほうへおりて、ぐるっと三瓶まで回って宇和へ上

がってきて、野村、城川を回ったらこれすばらし

い西予市の自然を見てもらえるんじゃないかな

と、こういったことも積極的に取り組んでいけな

いかなというふうに感じました。 

 周辺を見ますと、既に愛南町で御荘町、西海町

が中心なんですけど、ツールドあいなんというよ

うな大会が計画されておりまして、これがやっぱ

活性化につながっておるということでございま

す。 

 それで、やはりちょっと教育部長のほうが心配

されておりましたけども、道なんかも割と狭い道

を使ってたりするんですね。険しい道とか、そう

いったことをやっておるわけですけども、その２

０１４年に１万人のサイクリストが愛媛県に来る

としたら、やっぱそういったときにはそれをチャ

ンスととらえて、西予市にも呼び込むといったよ

うな考え方が必要なんじゃないかなと思います。 

 そして、県のほうは台湾のサイクリスト誘致に

向けて、モデルツアーとかを組むのに、やはり県

内にそういったコースが欲しいということで、交

流事業費１，１１２万円ぐらいが予算化されてお

るということでございますので、そういうことも

通じて西予市の知名度アップということも、そう

いう情報も発信できるというふうに思っておりま

す。ですので、そういう形で積極的にぜひ取り組

んでいっていただけないかと思うわけでございま

すが。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 松山議員の質問にお答えしま

す。 

 今後、県の動きを見ながら、県と連携をし、ま

た関係団体と連携をしながら積極的にその可能性

について検討し、進めてまいりたいと考えており

ます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 そしたら次に、マラソンの開催

についてお伺いしたいと思います。 

 マラソンにつきましては、私は走らないんです

けども、大変競技人口が多くて、市内でもたくさ

んの方がそれにかかわっているという現状がある

と思います。そして、西予市におきましては、こ

のマラソンブームの中、朝霧湖マラソンというハ

ーフマラソンですけども、が行われておるわけで

すが、愛媛マラソンやあるいは東京で行われてお

る市民マラソンなどを見ますと、何とかそれを西

予市の朝霧湖ハーフマラソンをフルマラソンにで

きないものだろうかというふうに思っておりま

す。そうすることによって、これも先ほどと同じ

ようないろんな効果、宿泊者もふえるだろうし、

西予市の知名度もアップしていくんじゃないかと

思うんですけども、そういったことは考えられな

いものでしょうか。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 松山議員の質問にお答えいたし

ます。 

 朝霧湖マラソン大会につきましては、平成４年

に当時建設省林野庁主催の森と湖に親しむ集いの

イベントの一環で、県内初のハーフマラソンとし

て実施したのが始まりで、今年度で２０回目を迎

え、全国各地より１，９００名を超える選手がエ

ントリーするまでの大会になりました。地元の

小・中高校生を含む、ボランティアスタッフによ

る住民手づくりの温かみのある大会を目指した大

会運営が、参加者から好評を得ており、インター

ネットによるマラソン大会ランキングでも高い評

価を受けております。これまでになるには、地域

の方々の並々ならぬ大会への愛着と協力や支援、

地域の活性化に向けた熱意のたまものであると確

信をしております。 

 松山議員の当大会をフルマラソンに格上げし、

西予市としてフルマラソンに取り組めないかとの

ご質問でございますが、現在の朝霧湖マラソン大
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会が全国規模の大会にまで発展してきたのも、行

政任せでなく地域の住民がみずから大会運営に参

画し、住民の創意工夫を生かし、住民が自主的に

取り組んできたことが発展のかぎと考えており、

また今日に至っていることから、現段階では格上

げして取り組むことは難しいと考えております

が、松山議員の提案を将来に向けた新たな課題と

して、今後関係団体とともに検討してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 今の教育部長の答弁で、住民の

手づくりというような部分が多々あるかと思いま

すので、もちろんそういったところのご意見も聞

きながら、また発展の方向で取り組んでいただけ

たらというふうに願うところでございます。 

 それと、マラソンというか走ることが大変人口

が多くて、西予市にはこの朝霧湖マラソンのほか

にも駅伝とかそういったものが多々あるわけでご

ざいまして、それぞれが各合併前の旧町からの伝

統を引き継いで開かれておるというふうに理解し

ておるところでございます。 

 それが、西予市になりまして、類似のマラソン

等というか、ちょっといろいろと駅伝などもあり

ますけども、これらについては現状のまま続けて

いくのがいいのか、あるいはもう少し例えば先ほ

ど申しましたように、マラソンの格上げなどとな

りますと、あれもこれもできることはできなくな

るのではないかというようなこともあると思うん

ですけども、それについて旧町から続いてるやつ

をちょっと整理したらいいんじゃないかと思うん

ですけども、そこらのお考えはどうでしょうか。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 松山議員のご質問にお答えいた

します。 

 西予市におけるマラソン、駅伝大会について

は、全国に向けて発信している朝霧湖マラソン大

会、県内の中高齢者及び女性を対象とした宇和文

化の里駅伝競走大会、市内の中学生、高校生、一

般愛好者を対象とした西予市駅伝競走大会、それ

ぞれ参加対象者や目的が異なり、地域に定着して

きていることから、一つに現段階では集約するこ

とは難しいと考えております。 

 また、旧町単位で行っている駅伝大会等は、体

育協会等が主体となり、最も身近な地域の中で子

供から高齢者まで、多くの方々が気軽に参加でき

る大会であり、健康づくりや生涯スポーツの推

進、地域の活性化等に大きく貢献をしておりま

す。そこで、スポーツの果たす役割、意義を考え

たとき、現段階においてはこれ以上の集約は難し

いと考えております。 

 今後、取り組みやそれぞれの大会の参加状況に

よっては、今後のあり方について関係団体等と協

議検討を重ねていきたいと、そのように考えてお

ります。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 ご答弁がごもっともやと思って

おるわけですが、やはりちょっと私も見よって参

加人数が減ってきているような大会も見受けられ

るんじゃないかというふうに感じております。そ

こらで、合理的に多くの方が参加して、やはり納

得できる大会にしていっていただければというふ

うに思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 最後に、温水プールの設置についてお尋ねをい

たします。 

 西予市スポーツ振興計画、スポーツ立市せいよ

２０１７の中で、市民のスポーツ実施率が上がる

ことに比例し、医療費が大幅に削減され、元気で

健康な町となってまいりますという、三好市長の

冒頭のあいさつがあるわけでございますけども、

その中のアンケート調査の結果、市民が行政に整

備してほしいスポーツ施設は、温水プールが断ト

ツで最も多く４０．９％の人がそう思っていると

いうことでございます。これについて、市長はど

うお考えであるのか、お尋ねいたします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 松山議員のご質問でございますが、

この温水プールについては、まず所管であります

教育委員会のほうから回答をさせていただきま

す。 
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○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 松山議員ご指摘のとおり、整備

してほしいスポーツ施設は、温水プールが飛びぬ

けて多い施設であり、各年齢層でも開催してほし

い教室の上位に水泳が上げられております。水の

持つ特性を利用した身体への効果は言うまでもな

く、リハビリから種目競技に至るまで、多くの研

究結果で証明されているところでございます。年

間を通して利用できる室内の温水プールのよさは

認識しているところでございますが、温水プール

の場合、加温して適温を保ちながら安全・安心で

衛生的な環境で維持管理していかなければなら

ず、近隣市の施設を見ましても管理運営面で多額

の経費がかかることが考えられます。 

 このことから、現時点では温水プールの建設は

難しいと考えておりますが、例えばごみ焼却時の

熱エネルギーを温水プールの熱源や冷暖房、照明

などの電力に有効に利用するなど、建設後の維持

管理費の負担軽減が可能となれば、中・長期的な

ビジョンとして検討してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 これは、やはりスポーツ立市せ

いよ２０１７を見ますと、その他の要望としても

トレーニング室とか多目的広場、公園などがずっ

と続くわけなんです。ですから、市民のニーズっ

ていうのは、割合とそこらに集約されておりまし

て、結構こういったことを望む人は多いというふ

うに私も感じたわけですけども、財政難の中であ

りまして、今部長が言われたみたいにすぐつくる

のは難しい、それは十分わかるわけでございます

が、今後の長期ビジョンの中で何らかの形で取り

組んでいただきたい、そう思うわけでございま

す。 

 中学生など、水泳部も冬場の練習なんかどうし

てるのかなとか、全国的にどうなのかなとか、あ

るところとないところとの差がやっぱりできるん

じゃないかなあとか、そういったことを心配する

わけなんですけども、例えば長期ビジョンとかそ

ういう中で取り組みはできないでしょうか。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 今ほどの温水プールの関係のことに

ついて、私の考えも少し言わさせていただきます

が、現状として例えば吉田とか八幡浜のプールが

ございますけれども、あそこのところに例えば吉

田なら毎年一般会計から３，４００万円から３，

５００万円ぐらい繰り入れる。八幡浜の温水プー

ルも３，５００万円から３，６００万円、一般会

計から繰り入れをしておるんですね。これが、こ

の西予市の中で毎年やっていくということができ

るかどうかってことになってくると思いますの

で、それが住民の方々がそれだけ大きな施設をつ

くることをまず最初言いますよね。それで、毎年

繰り入れをする、それが果たして住民のニーズが

あるからつくれるかなというと、非常に問題があ

るかなと。そうすると、お互いの連携の中でやっ

ていった、当然西予市がつくったら八幡浜がまた

吉田にあるのは相当繰り入れをしなくては、５，

０００万円も６，０００万円も繰り入れをしない

と、お互い同士になると。そういう一般会計から

繰り入れするのでいいのかなというたら、ちょっ

とやっぱり疑問符が残る。 

 今ほど、教育部長が申しましたとおり、私はも

しごみ焼却場がこちらのほうに、西予市に来るこ

とがあったとしたら、それを熱源としてやるとい

うことは十分考えられると思うておったわけです

よね。例えば、先進事例で言いますと松本市がご

み焼却をしたやつを熱エネルギーと発電のエネル

ギーに変えてやっておるわけですね。そういうこ

とのビジョンである一環としたら、それは可能性

がある。しかしながら、中・長期ビジョンでそう

いう可能性ができたときにやればいいのかなとい

う思いであります。 

 以上です。 

 

○議長 松山君。 

 

○７番松山清君 市長のほうから、ごみ焼却場の

熱源利用というような一つの方策の話がありまし

たけども、私たち真庭市という中国地方の山の中

にある町を見学したときに、西予市のバイオマス

タウン構想に組み入れてそれができるんじゃない

かと。そこは、ペレットでボイラーを燃やしてい

たわけでございますけども、そのペレット自体が
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木材産地でしたけども、その副産物としてできて

くると。そういったことがありまして、そういう

方法もあるんじゃないかと。市長のおっしゃられ

た方法もあるんじゃないかというふうに思うわけ

でございます。これにつきましては、いろんな方

法の中でぜひ可能性を捨てずに考えていっていた

だきたいというふうに思いまして、いろいろとご

質問しましたけども、最後にちょっとまとめさせ

ていただきたいと思います。 

 西予市というのは、南予の中で地理的に中心の

位置でありまして、将来的にもポテンシャルは非

常に高く、可能性がある町だと私は思っとるわけ

でございます。新しい庁舎もできまして、今後も

理事者、議会が英知を尽くし、さらに西予市議会

が発展、前進していくことを、私もこれからずっ

とご期待申し上げ、一般質問を終わらせていただ

きたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午後３

時３９分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時４９

分） 

 次に、２４番坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 先日、３月１０日、四国８

の字ネットワークの整備目的として、宇和島北イ

ンターから西予宇和インターが開通し、松山自動

車道と高速ネットワークがつながることにより、

生活圏が拡大し、地域間の交流が活性化されまし

た。反面、西予市は通過点にすぎない地点ではな

いかと危惧する人が多くなってきております。 

 整備効果も、地方の中心都市を効率的に連結さ

れ、震災後は救急医療施設へのアクセス性及び走

行性の向上、東南海・南海地震の発生時の緊急輸

送道路となり、豪雨、洪水においても寸断される

ことのない安心・安全なネットワークの確保がで

きました。四国８の字ネットワークも大きく変わ

ってきたのです。 

 こういった状況の中において、私は通告により

３点について質問をさせていただきます。 

 その１点は第１次産業の振興と育成について、

２番目は県当初予算案について、３番目は再生エ

ネルギー特別措置法、これが７月から施行されま

すので、これについての質問をさせていただきま

す。 

 まず最初に、森林整備促進と林業活性化、地球

温暖化防止についてお尋ねをいたします。 

 東京都港区と木材協定を市長は結んでいるので

すが、内容と地域の拡大について、いろいろと難

航された面もあるかと思いますが、これについて

内容をご説明願えたらと思います。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、坂本議員のご質問につい

てお答えさせていただきます。 

 東京都の港区の都市部における間伐材を初めと

する国産材の活用を通じて、日本の森林整備を促

進し、森林の二酸化炭素吸収量を増大させること

により、国内林業の活性化及び低炭素社会の実現

に貢献する、このすばらしい港プランに私どもは

賛同いたしまして、平成２３年７月８日に港区と

協定書を締結させていただきました。この協定書

により、港区内の建築主が二酸化炭素固定化認証

申請を行い、協定木材による情報提供を受けて、

協定された自治体から木材の供給を港区内の公共

施設、民間建築物等に木材の供給をするシステム

となっておるわけでございます。 

 私どもが提携したときは、３２自治体でござい

ましたけども、昨年度末でふえまして、今全国で

４７市町村がこの協定書を締結をいたしまして、

登録業者も３３１、西予市の登録業者は１６業者

が登録業者となっていただいております。非常に

多くなっております。供給の機会には、限られた

状況となっており、今のところ受注はない状態で

ございます。今後、港区との情報交換を行いなが

ら、西予市産材への供給拡大に努めていきたいと

考えております。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 地方産材の有効なる活用、

今後も続けてやっていただきたいと思います。 

 次に、地産地消について質問をいたします。 

 地域の宇和町の農家にしても、西予市の農家の

生産されてるジャガイモとかトマト、こういった

もんが北海道から来たり、あちらからこちらから

来ているわけですね。それを何でこちらで生産し

たものを、全部こちらで消化できないか。いろい



 

－105－ 

ろな絡みがあるんだとは思うんですが、学校給食

をすべて地産地消にできないものか、これについ

てお答えをお願いしたいと思います。 

 

○議長 兵頭教育部長。 

 

○兵頭教育部長 地産地消の問題ですけども、ご

質問のとおり地産地消、これは非常に推進してい

かなければならない大切なことだと思っておりま

すが、それぞれ量の問題とか、安定供給の問題と

か、いろんな問題がその中にはありますので、今

後ある程度の地産地消できる品物等について、よ

り一層また関係団体等々と協議しながら、地産地

消を今後進めてまいりたいと、そのように考えて

おります。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 地産地消、自給自足、こう

いった面は、今後あらゆる面に対応していかなけ

ればならない時代に入ったと思います。 

 次に、今現在木質ペレットの立ち上げをされま

して、非常に成果が出ていることと思っておるん

ですが、ペレットを順調に出荷するためには、燃

焼機器が必要でございます。そういった面におい

て、今某メーカーを使用されとると思うんです

が、これをビニールハウス等が、それから家庭へ

の普及を図るために、そのメーカーとＰＢ契約を

されて、プライベートブランドですね、より一層

のコスト的にも量販することによって下がるんじ

ゃないかというような考えに立って、ＣＯ２の削

減問題も絡めて、プライベートブランドに協定を

結んで普及を図るというような構想はございませ

んか。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 坂本議員のご質問にお答え

を申し上げます。 

 木質ペレットの燃焼器具メーカーとＰＢ契約を

結んではというようなご質問でございますが、当

市では現在バイオマスタウン構想に基づきまし

て、木質ペレット製造施設で製造販売をしており

ます。市全体で地産地消のまちづくりを進めるた

めには、一般家庭へのペレットストーブ普及が求

められております。 

 国内のペレットストーブメーカーは、東北、関

東、甲信越地方を中心に、十数社ございます。性

能等によりまして、価格も１０万円から７０万円

以上するものがございます。また、本体価格とは

別に、ペレットを燃やすときに煙が出るために、

煙突の取りつけ工事も必要になってきます。した

がって、高価なものになっております。プライベ

ートブランドイコール低価格といったイメージが

ございますが、メリット、デメリットがございま

すので、慎重な取り組みが必要だと思っておりま

す。今後、実施できるかどうかは調査検討したい

と思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 ぜひ、コスト的に安く上が

るように検討していただきたいと思います。 

 次に、県当初予算案について、県の当初予算の

中に地域活性化と安全な社会構築とあるわけです

が、当市においてはその予算化の中に地域経済の

活性化の戦略をいかに立てられているか。それか

ら、基幹産業である第１次産業への目配りはどう

あるのか。それを受けて、西予市の対応はいかが

に配慮されているのか、これについてお伺いをい

たします。 

 そして、関連性がございますので、もう一件、

先日３月１０日の開通の式典の中において、こう

いうパンフレットを配られました。市長は、お持

ちだと思うんですが、ちょうど横に座られとった

んで。その中に、さきも申し上げました通過点じ

ゃないかということを言っておるんですが、その

中にえひめ南予いやし博２０１２、行革甲子園の

開催、県と市町が一体となってとあるんですが、

当市の取り組みはいかがなものかということの中

において、つながる安心広がる未来というパンフ

レットが出ております。この中に、近くなる、こ

ういうふうに丸がついてて、近くなる、それから

安心できる、そして豊かになる、楽しくなるとい

う項目の中に、西予市がどこに入るかなあと思っ

てたら、豊かになるだけが外れとんです。ほか

は、近くなる、それから安心できる、それから楽

しくなるには入ってるわけです。これが、私が言

う通過点になるんじゃないかなという、一つの疑

問点でございます。 
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 そして、もう一つのチラシには、楽園めぐりと

いうことがあるんですが、これにもえひめ南予い

やし博２０１２、全部で１１０以上のイベントを

開催とあるんです。その中に、西予市はちょっと

見るのに余り見えないんです。こういった点につ

いて、市民は非常に通過点を気にしているという

ことについて、延伸はいいのですけど、何か構想

がありましたらお教え願えたらと思うんですが。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 それでは、前段のほうを答

えさせていただきたいと思います。 

 県の予算案の中で、地域経済の活性化の戦略と

いうところで、農林水産業振興の費用を計上して

いただいておるわけですけれども、第１次産業が

基幹産業であります本市におきましては、農林水

産業の継続的発展が地域経済の活性化につなが

り、とても重要だと考えております。 

 近年では、農林業におきまして有害鳥獣被害が

深刻になっておりますけれども、西予市有害鳥獣

捕獲隊を結成し、平成２３年度イノシシ１，１４

６頭、ニホンジカ２０頭の捕獲を行い、大きな成

果を上げることができました。今後も、農林業へ

の被害が少なくなるように関係者の協力のもと、

有害鳥獣被害防止対策に取り組んでまいりたいと

思っております。 

 果樹農業でございますが、戦略品種紅まどん

な、甘平等々のブランド化を支援するため、品質

向上を図るための予算化をいたしております。 

 畜産関係では、愛媛ブランド牛の市場につい

て、市内で飼料米の作付を実施し、稲わら及び米

の供給を行うよう計画をいたしております。 

 林業関係では、森林林業再生プランに基づき、

効果的な森林施業に取り組み、木材建設産業の振

興を図るとともに、木質ペレットの販売拡大とペ

レットストーブの普及に努めます。 

 水産業関係では、健全な漁業経営の確保と維持

ができるよう雇用支援策として、雇用支援対策事

業を継続実施するとともに、宇和海水産構想を推

進してまいりたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ただいまの後段、２つの

件、えひめいやし博の件をお答えいたしたいと思

います。 

 えひめ南予のいやし博ですが、これご存じのと

おり宇和島圏域の市町村１市３町と愛媛県が連携

して行う事業でございます。今年１１月４日まで

開催予定されておりますけれども、ちょっとお示

しいただいたパンフレット私手元に持ってないの

で、内容をはっきりわからないんですが、宇和島

圏域で行うイベントの概要が記されているかと思

います。 

 西予市におきましては、直接このいやし博との

連携事業というのは予算上計上されておりません

が、松山議員の質問に対して産業建設部長がお答

えしたとおり、一緒に南予９市町がお宿帳です

か、宿泊のパンフレットをつくったり、５月、６

月に協働で東京羽田空港で９市町のそれぞれの物

産の特産品の販売促進事業を協賛的に行う予定と

聞いております。 

 それから、行革甲子園の問題ですけれども、こ

の行革甲子園は愛媛県の新しい基本方針、総合計

画でございますが、ここの大きな柱としてチーム

愛媛というのを知事さんが掲げられております。

このチーム愛媛というのは、２０市町村と県が協

力し合って、すべての市町村の持てる力を結集し

た上で、愛媛全体の新しい愛媛をつくっていこう

という発想でございます。この中で、そのために

基礎自治体を重視した政策を４つ掲げてございま

すが、この４つ中の一つに行革甲子園というもの

が入っております。 

 行革甲子園につきましては、これまで市町村が

それぞれ苦労して行った行革等の事業について、

事例発表をしながらどこの事例が一番いいかとい

うのを県が外部審査をします。外部審査をして表

彰した上で、導入してない他団体への波及をねら

おうと、そういうことで行革の一層の推進を図ろ

うという事業でございますので、直接的には本市

には関係ない、関係ないというか予算的には関係

なかろうかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 今、部長は内容についてご

説明を願えたんですが、いま一つ私には納得がい
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きにくい面がありますので、この点について私の

考え方をちょっと述べさせていただいたらなと思

います。 

 西予市には、通過点とならないためには、要す

るに西予宇和インターにおりていただくというこ

とが第１の条件かと思いますので、そういった観

点から物をとらえますと、非常に西予市の場合に

は優秀なすばらしい物産会館があります。そし

て、市内全域の特産品、開発やイベント、そして

地域の食材の提供とか、西予市のＰＲをいろいろ

とやっております。地域の農林水産物を中心と

し、そして生産者への活力を与えているのが、こ

の物産館ではないかなと思っております。 

 そういった面においては、今後特産品の商品の

企画、それから販売のあっせんとか、それからリ

ピートにつながる手法を考えると。というのは、

特産品のいわゆるトレーサビリティーを置いて、

いかにしてこの食材が、農産物ができてきたかと

いうようなとこまでアピールできる。そして、ま

たレストランにおいては、この宇和島がやってる

とおりタイの養殖と書いてあったんですが、知事

が養殖やという表現は今なくなっていると、愛育

フィッシュ、こういうことを言って、知事が宇和

島市長に話をしてたんです。そういうことで、中

村知事は非常にこういったことを、またミカンも

全国２位です。ここのパンフレットに載ってるん

ですが、実は温州ミカンでは２位かもしれないけ

ど、全体では全国１位ですよということをしゃべ

っておりました。そして、愛育フィッシュのタイ

の生産量については、全国５５％というようなこ

とをしゃべっております。そういうことで、私は

鯛めしをレストランには出して、いろいろ特産品

としてＰＲしたらどうかなと。 

 そして、きのうありました出張鑑定団イン西予

において、文化会館にいろいろな鑑定団が来てや

った中で、最後だったですかね、みかめ本館の支

配人が出てしゃべった中で旅館をやっていると。

いろいろな旅館の魅力を聞かれた場合に、うちは

特別なアジを提供しておるんだと。アジをこうし

たらおいしくいただけるんだということをテレビ

の前で語っておりました。そういうことで、レス

トランの場合は特にオンリーワン、こういったも

のがつくれるならつくりますと、今度観光バスで

来たときに、ここで何を食べようかというたとき

に、これがおいしいんだということになれば、こ

ういうような全国的に有名なタイを料理して食べ

さすと。鯛めし、今有名になっております。そう

いうようなんは必要やないかなというように思い

ます。 

 そして、西予市の玄関口として、私は観光面に

おいては歴史博物館をもっと活用しなかったらい

かんのやないかなと。そして、四国八十八カ所の

４３番札所明石寺さんを、もっとこれを推進し

て、世界遺産への推進を市を挙げてやるべきじゃ

ないか、このように私は考えております。世界か

ら西予市へ来さすということに関しては、札所が

必ず通らないかんとこですので、これが一番いい

とこやないかなと思っております。これ、ぜひ私

の考え方をかなえてほしいと思います。それか

ら、温泉めぐり、それからシルク館、これも非常

に取り上げ方によってはいい行程にはめれるんじ

ゃないかなと、それから野村ダムを含む朝霧湖、

それから重伝建、中町ですね。こういった資源

を、豊富な資源を生かしていけば、必ず通過点に

はならないんじゃないかないかなというように考

えておりますので、ぜひ将来の展望として取り上

げていただいたらなと思います。 

 そして次に、東南海・南海地震と防災対策につ

いてでございますが、河川や港湾の改修、緊急避

難路の整備について、当市の考え方をお聞きした

いと思います。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 ご質問の一番大きな旨

が、愛媛県予算と絡めて当市がどういうふうに活

動するかということでございましたんで、まず愛

媛県の予算について、私どもインターネットとか

新聞情報で得た情報しか得ておりませんが、ご説

明いたしまして、当市の考え方を申し述べたいと

思います。 

 愛媛県の当初予算で防災関係の予算を見ます限

り、各地で河川護岸改修や港湾施設の改良の事業

が計上されておるようですが、箇所付け予算で見

る限り本市に該当事業はございませんでした。た

だ、防災対策として、河川における津波遡上のシ

ミュレーション事業で、詳細なデータを収集に基

づいた海岸施設の津波対策などの検討はあるよう

でございますので、今後これらのデータをもとに

策定されるでありましょう対策を、しっかりと検
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討してまいりたいと思います。 

 本市に、直接関係ある予算案につきましては、

津波から逃げる避難路等の整備事業がございまし

た。市民の命を守るためには緊急に整備しなけれ

ばならない事業でございますので、自主防災組織

の方々と相談しながら、速やかに事業に着手でき

るよう準備を進めたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 防災については、命が第一

なんです。一番大事なのは、命なんです。これを

ある電気会社の原子力発電のある幹部は、想定外

ということを必ず言われたと思いますが、想定外

はだれがつくったんかということになるわけです

ね。想定した人は、だれかということになるん

で、人間が想定したんです。だから、想定外とい

う言葉は、もう議論しないようにしたらいいんじ

ゃないかと。 

 そこで、とにかく逃げるが勝ち、それには自

助、公助をはっきりして、とにかく自分が逃げれ

る人は逃げる、その人は逃げていただくという道

をつくってあげる。そして公助、どうしても自分

１人でやれないという人に対しては、みんなが助

けてやらないかんのです。そのためには、地域の

人間、それから地域の方々、これ場所場所、地

域、場所によっていろいろと違います。条件は違

います。方程式はありません。ですから、みんな

がどうしたら命を守れるかということを、先に決

めるべきやと思います。それから、避難路をどう

すべきかということが一番今できることやない

か、一番安全な方法やないかなと思います。 

 そして、阪神・淡路の大震災での私の経験なん

ですが、死者は６，４３４名の犠牲者が出たので

すが、その８割が家屋の倒壊、それから家具の倒

壊によって犠牲者が出ております。今できるこ

と、何であるか、家具の倒壊、これは今すぐでき

ます。そういったことを、今せないかんことは今

すぐやるというのが、一応の防災の基本じゃない

かなと私は思っておりますので、ぜひそういった

面をいろいろと各地区において、それなりの対応

をしていただきたいと思います。 

 最後になりますが、再生エネルギー特別措置法

というのが、７月に施行されます。これは、過疎

法の延長過疎法の中に追加として以前より追加さ

れた分で、再生可能エネルギーは過疎法の適用に

なるということになっておるようでございますの

で、過疎法の適用を受けるためには、あらゆる面

からの計画書が必要です。そういった面におい

て、私は知識と情報量を豊富に持った人材を育成

するためにも、エネルギー課というのを設置せざ

るを得んのやないかなと。前回もこのエネルギー

課をしゃべったことがあるんですが、今回もこれ

は絶対に必要な課じゃないかと思いますので、こ

の構想があるのかないのか、ご返事をお願いした

いと思うんですが、それは関連して太陽光発電、

風力発電、水力発電についてのお考え、それから

汚泥の処理場が今度またできるようでございます

が、そこを発電に切りかえると、それからまた年

間２億円というごみを八幡浜のほうで焼却を現在

しておりますが、これを発電に切りかえると。も

う使い捨ての時代は済みました。これを燃料に、

電気に切りかえて、その２億円の支払いを逆に収

益としてやるというようなお考えはないか。それ

から、このあらゆる面を発電に切りかえて、自給

自足の西予市の都市をやっていくと、金を出して

捨てるようなことは一切しないというような発想

の転換を図っていただくわけにはいかないのだろ

うか、市長のお考えをお願いします。 

 

○議長 三好市長。 

 

○三好市長 それでは、坂本議員のご質問でござ

いますが、一問一答でございましたから、一つ一

ついただくんかなあと思っておりましたらまとめ

てでございましたから、それに対して基本的に

は、あと詳細につきましては部長のほうから答え

ますけれども、課の設置については今のところま

だ課の設置までは至ってないということで思って

おります。ただ、担当部局はもう決めましたん

で、そういう方法で再生可能エネルギーはやって

いきたいなと、このように思っております。 

 先ほども言いましたけども、私どもも再生可能

エネルギーのそれぞれの分野がありますけども、

それについては積極的に市としても今からやって

いくという強い決意を持っておりますので、それ

についてはいろいろな角度からまたご支援、また

今のようなお話もしていただきたいなと思いま

す。詳細については、部長のほうから答えさせて
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いただきます。 

 以上です。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 質問が３つぐらいあった

と思うんですけれども、まずエネルギー課の設置

については、今ほど市長が申し述べたとおり、現

在のところ課を設置するまでの計画事業が想定さ

れておりません。したがいまして、エネルギー対

策につきましては、実際的にカーボンオフセット

等の事業がございますが、新たに分割して企業用

のエネルギー対策、それから庁舎内用のエネルギ

ー対策、政策のエネルギー対策、それぞれの部署

に振り分けて、専門的に当面はやっていこうとい

う考えでございます。 

 続きまして、太陽光と風力発電、水力発電の考

え方ですが、１２月の議会の際にも市長のほうか

らお答えしたところでございますが、今回太陽光

発電につきましては、積極的に普及を図っていこ

うということで、市のほうも補助金を計上してご

ざいます。１６日にはご審議、決定いただくかと

思うんですが、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

 それから、風力発電につきましても、市で単独

で設置するということは現在考えありませんが、

何件かの事業者から打診等の話は聞いておりま

す。ただ、環境アセスメントの関係で、非常に問

題が複雑な状況になりつつあります。でございま

すんで、どういう状況か詳しい状況、それから計

画等をよく聞きながら、今後申し入れに対してど

ういう対応をするのかというような問題を判断し

てまいりたいと思っております。 

 続きまして、汚泥の処理ですが、この問題は非

常に難しい問題をはらんでおりまして、産業廃棄

物か、あるいは有用物なのかということで、まだ

市場で確立いたしておりません。産業廃棄物であ

るならば、それなりの処理をしなきゃいけない

し、有用物であるということならば、それなりの

利用ができるという問題もありますが、まだまだ

方向性が固まっておらないので、当面これを燃や

すということはなかなか困難である。特に、私ど

ものように施設を持っておりませんので、当面対

策としては実施するというのは難しいなあという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 今の部長のご答弁の中に、

場所的な、風力ですか場所的なものは。太陽光発

電でもそうだと思うんですが、私は私なりの案を

持っているわけですが、西予市は宇和は霧が深く

て、なかなか適さないんじゃないかなという方が

おいでますが、宇和から三瓶へ抜けるトンネルの

上に堂所というところがあるんですが、ここは霧

がかかりません。下界を見たら、雲海のように宇

和がなっているだけで、霧は下にあるんです。で

すから、山の上には霧はかかりません。ですか

ら、あそこには霧の心配は要りませんので、第１

の候補地、それから風車を回すのも、前にあそこ

に実験をしたことがあると聞いておりますが、太

陽光発電と風車とを一緒に回したらいいんです

よ、あそこでね。そうすると、風がないときには

太陽光発電でやって、両方でカバーしていくとい

うことだと思いますので、そういったとこまた研

究していただいたらなあと思っております。 

 ただ、今問題になっているのは、部長もはっき

り国の問題とかいろいろな問題点があるというこ

とで、今発言されたんですが、実は私もそういう

ことは研究してみたんです。 

 そこで、ここでちょっと質問をさせてもらいま

すけど、現在の電気料金は総括原価方式で、非常

に不明瞭です。これは、皆さんも新聞を見られて

コストと上に報酬が乗って、それが電気料金には

ね返ってきとると。ですから、４月から３８円に

なるんじゃないかとか、東京電力が１７円になる

んじゃないかとか、１７円上がるんですよ。そう

いうことは、非常に不明瞭なんです。これは、国

の政策によって電気事業法というのが制定されて

まして、いわば独占企業なんですね。そういうよ

うな、過去のことはいいわけなんですけど、今度

どうするかということは、固定買い取り制度とい

うのを７月からやるわけですね。これが、再生エ

ネルギーの特別措置法に基づいて実施されるの

で、非常にこれも地球温暖化とか脱原発とか、そ

の依存度に向けて国がある程度決めていくという

ことで、今こういったとこが不明瞭なわけです

ね。ですから、買い取り価格が非常に高くなるん

じゃないか、もう定まらんと、どれだけで買って

くれるんかということは国が決めることであっ
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て、そこが非常に不明瞭なために計画が立たない

んじゃないかなと思うんですけど、しかし海外に

目を向ければ、ドイツはこれを押し切ってやった

わけですから、ある程度ドイツに見習って恐らく

国のほうもやると思いますので、７月からやると

なると早くもうやったほうが私はいいんじゃない

かと思うんですが、そういうような情報量なり、

いろいろなもんがこちらには部長にお尋ねするん

ですけど、暗に示されとんじゃないかなと思うん

ですけど、その点いかがでございましょうか。 

 

○議長 宇都宮総務企画部長。 

 

○宇都宮総務企画部長 一定価格で一定の期間、

その再生エネルギーの買い取りを義務づけるとい

う法案でございますんで、その一定期間がどうな

るかというのは、私の判断の範疇を超えてるんじ

ゃなかろうかと。価格につきましても、家庭用の

電気につきましては、キロワット４２円太陽光の

発電、毎年度経産相のほうで決定するということ

になっておりますが、その他の法案については私

も承知いたしておりません。ただ、同様に先ほど

海外の例が出ましたが、スペインが太陽光の発

電、風力の発電の買い取り法案をして財政上大き

な負担、今になって大きな負担になっておると、

ドイツだけの例じゃなくて逆の例もあると。非常

に、これ難しい問題で、少し私の回答では十分な

回答できませんが、お許しいただきたいと思いま

す。 

 

○議長 坂本君。 

 

○２４番坂本隆重君 どうもありがとうございま

した。 

 これで、私の一般質問を終わります。 

 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 本日の日程は全部終了いたしました。 

 ３月１６日は午後２時より会議を開きます。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

  散会 午後４時３５分 
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       平成２４年第１回西予市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．招 集 年 月 日 平成２４年３月１６日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２４年３月１６日 

          午後２時００分 

１．閉     会 平成２４年３月１６日 

          午後４時３２分 

１．出 席 議 員        

    １番    欠  員   

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 
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   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番    欠  員   

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．欠 席 議 員 

   １５番  浅 野 忠 昭 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  松 山 一 郎 

   会 計 管 理 者  河 野 敏 雅 

   総務企画部長  宇都宮 又 重 

   産業建設部長  藤 中   彰 

   生活福祉部長  上 甲 憲 章 

   教 育 部 長  兵 頭 三 樹 

  

 明 浜 支 所 長  平 田 與 輝 

   野 村 支 所 長  河 野 数 義 

   城 川 支 所 長  福 原 純 一 

   三 瓶 支 所 長  三 好 幸 二 

   消防本部消防長  清 水 敏 昭 

   総 務 課 長  井 上 謙 二 

   財 政 課 長  宗   正 弘 

   企画調整課長  宇都宮 松 夫 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  上 田 甚 正 

   議  事  係  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

      議  事  日  程 

 

 １ 議会報告第１号 西予市議会改革特別委員

会の報告について 

 ２ 議案第  １号 白水観音水トゥファ保全

給水設備維持管理事業基

金条例制定について 

   議案第  ２号 西予市水道事業の剰余金

の処分等に関する条例制

定について 

   議案第  ３号 西予市病院事業の剰余金

の処分等に関する条例制

定について 

   議案第  ４号 西予市野村介護老人保健

施設事業の剰余金の処分

等に関する条例制定につ

いて 

   議案第  ５号 外国人登録法の廃止に伴

う関係条例の整理に関す

る条例制定について 

   議案第  ６号 西予市監査委員条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第  ７号 西予市税条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第  ８号 西予市教職員宿舎条例の

一部を改正する条例制定
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について 

   議案第  ９号 西予市公民館条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 １０号 西予市図書館条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 １１号 西予市母子家庭医療費助

成条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 １２号 西予市乳幼児及び児童医

療費助成条例及び西予市

重度心身障害者医療費助

成条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 １３号 西予市国民健康保険診療

所条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 １４号 西予市介護保険条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 １５号 西予市農林漁業後継者住

宅条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 １６号 西予市営住宅管理条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議案第 １７号 西予市単独市営住宅条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 １８号 西予市特定公共賃貸住宅

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第 １９号 西予市火災予防条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ２０号 西予市明浜町地域ふるさ

と基金条例を廃止する条

例制定について 

   議案第 ２１号 西予市野村町地域づくり

推進基金条例を廃止する

条例制定について 

   議案第 ２２号 西予市城川青年の家条例

を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第 ２３号 西予市宇和文化会館の指

定管理者の指定について 

   議案第 ２４号 西予市游の里デイサービ

スセンターの指定管理者

の指定について 

   議案第 ２５号 西予市游の里健康センタ

ーの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第 ２６号 西予市游の里ふれあい広

場の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第 ２７号 西予市惣川高齢者生活福

祉センターの指定管理者

の指定について 

   議案第 ２８号 西予市明浜ふるさと創生

館の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第 ２９号 西予市あけはまオートキ

ャンプ場の指定管理者の

指定について 

   議案第 ３０号 西予市明浜民宿故郷の指

定管理者の指定について 

   議案第 ３１号 西予市明浜塩風呂の指定

管理者の指定について 

   議案第 ３２号 西予市物産会館の指定管

理者の指定について 

   議案第 ３３号 西予市野村農業公園の指

定管理者の指定について 

   議案第 ３４号 西予市野村青汁工場の指

定管理者の指定について 

   議案第 ３５号 西予市渓筋農林水産物処

理加工施設の指定管理者

の指定について 

   議案第 ３６号 西予市野村畜産総合振興

センターの指定管理者の

指定について 

   議案第 ３７号 西予市野村飼料混合施設

の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第 ３８号 西予市大野ヶ原集落環境

管理施設の指定管理者の

指定について 

   議案第 ３９号 西予市城川産地形成等促

進施設の指定管理者の指

定について 
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   議案第 ４０号 西予市城川食肉加工セン

ターの指定管理者の指定

について 

   議案第 ４１号 西予市城川特産品センタ

ーの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第 ４２号 西予市城川農産物加工セ

ンターの指定管理者の指

定について 

   議案第 ４３号 高山漁港小浦船揚場の指

定管理者の指定について 

   議案第 ４４号 西予市有料駐車場の指定

管理者の指定について 

   議案第 ４５号 西予市過疎地域自立促進

計画の変更について 

   議案第 ４６号 辺地に係る公共的施設総

合整備計画の策定につい

て 

   議案第 ４７号 辺地に係る公共的施設総

合整備計画の変更につい

て 

   議案第 ４８号 市道路線の廃止について 

   議案第 ４９号 市道路線の認定について 

   議案第 ５０号 西予市営土地改良事業の

施行について 

   議案第 ６３号 平成２４年度西予市一般

会計予算 

   議案第 ６４号 平成２４年度西予市授産

場特別会計予算 

   議案第 ６５号 平成２４年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計予算 

   議案第 ６６号 平成２４年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

予算 

   議案第 ６７号 平成２４年度西予市国民

健康保険特別会計予算 

   議案第 ６８号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計予算 

   議案第 ６９号 平成２４年度西予市介護

保険特別会計予算 

   議案第 ７０号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計予

算 

   議案第 ７１号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計予算 

   議案第 ７２号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計予算 

   議案第 ７３号 平成２４年度西予市上水

道事業会計予算 

   議案第 ７４号 平成２４年度西予市病院

事業会計予算 

   議案第 ７５号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計予算 

   意見書第 ３号 障害者福祉サービスのう

ち訪問系サービスに設定

されている国庫負担基準

に関する意見書 

   意見書第 ６号 受診時定額負担導入に反

対する意見書 

   意見書第 ７号 子どもに対する手当財源

の地方負担に反対する意

見書 

追加 議案第 ７６号 西予市乙亥の里条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ７７号 平成２３年度西予市一般

会計補正予算（第６号） 

   議案第 ７８号 平成２３年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第５号） 

   議案第 ７９号 平成２３年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第３号） 

   意見書案第１号 障がい者福祉サービスの

うち訪問系サービスに設

定されている国庫負担基

準に関する意見書（案）

の提出について 

   発議第  １号 西予市議会委員会条例の

一部を改正する条例制定

について 

   発議第  ２号 地方自治法第１８０条第

１項に基づく市長の専決

処分事項の指定について 

   発議第  ３号 西予市政治倫理条例改正

について 

   議員派遣の件について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 議会報告第１号 西予市議会改革特別委員

会の報告について 

 ２ 議案第  １号 白水観音水トゥファ保全

給水設備維持管理事業基

金条例制定について 

   議案第  ２号 西予市水道事業の剰余金

の処分等に関する条例制

定について 

   議案第  ３号 西予市病院事業の剰余金

の処分等に関する条例制

定について 

   議案第  ４号 西予市野村介護老人保健

施設事業の剰余金の処分

等に関する条例制定につ

いて 

   議案第  ５号 外国人登録法の廃止に伴

う関係条例の整理に関す

る条例制定について 

   議案第  ６号 西予市監査委員条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第  ７号 西予市税条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第  ８号 西予市教職員宿舎条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議案第  ９号 西予市公民館条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 １０号 西予市図書館条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 １１号 西予市母子家庭医療費助

成条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 １２号 西予市乳幼児及び児童医

療費助成条例及び西予市

重度心身障害者医療費助

成条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 １３号 西予市国民健康保険診療

所条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 １４号 西予市介護保険条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 １５号 西予市農林漁業後継者住

宅条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 １６号 西予市営住宅管理条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議案第 １７号 西予市単独市営住宅条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第 １８号 西予市特定公共賃貸住宅

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第 １９号 西予市火災予防条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ２０号 西予市明浜町地域ふるさ

と基金条例を廃止する条

例制定について 

   議案第 ２１号 西予市野村町地域づくり

推進基金条例を廃止する

条例制定について 

   議案第 ２２号 西予市城川青年の家条例

を廃止する条例制定につ

いて 

   議案第 ２３号 西予市宇和文化会館の指

定管理者の指定について 

   議案第 ２４号 西予市游の里デイサービ

スセンターの指定管理者

の指定について 

   議案第 ２５号 西予市游の里健康センタ

ーの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第 ２６号 西予市游の里ふれあい広

場の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第 ２７号 西予市惣川高齢者生活福

祉センターの指定管理者

の指定について 

   議案第 ２８号 西予市明浜ふるさと創生

館の指定管理者の指定に

ついて 

   議案第 ２９号 西予市あけはまオートキ

ャンプ場の指定管理者の
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指定について 

   議案第 ３０号 西予市明浜民宿故郷の指

定管理者の指定について 

   議案第 ３１号 西予市明浜塩風呂の指定

管理者の指定について 

   議案第 ３２号 西予市物産会館の指定管

理者の指定について 

   議案第 ３３号 西予市野村農業公園の指

定管理者の指定について 

   議案第 ３４号 西予市野村青汁工場の指

定管理者の指定について 

   議案第 ３５号 西予市渓筋農林水産物処

理加工施設の指定管理者

の指定について 

   議案第 ３６号 西予市野村畜産総合振興

センターの指定管理者の

指定について 

   議案第 ３７号 西予市野村飼料混合施設

の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第 ３８号 西予市大野ヶ原集落環境

管理施設の指定管理者の

指定について 

   議案第 ３９号 西予市城川産地形成等促

進施設の指定管理者の指

定について 

   議案第 ４０号 西予市城川食肉加工セン

ターの指定管理者の指定

について 

   議案第 ４１号 西予市城川特産品センタ

ーの指定管理者の指定に

ついて 

   議案第 ４２号 西予市城川農産物加工セ

ンターの指定管理者の指

定について 

   議案第 ４３号 高山漁港小浦船揚場の指

定管理者の指定について 

   議案第 ４４号 西予市有料駐車場の指定

管理者の指定について 

   議案第 ４５号 西予市過疎地域自立促進

計画の変更について 

   議案第 ４６号 辺地に係る公共的施設総

合整備計画の策定につい

て 

   議案第 ４７号 辺地に係る公共的施設総

合整備計画の変更につい

て 

   議案第 ４８号 市道路線の廃止について 

   議案第 ４９号 市道路線の認定について 

   議案第 ５０号 西予市営土地改良事業の

施行について 

   議案第 ６３号 平成２４年度西予市一般

会計予算 

   議案第 ６４号 平成２４年度西予市授産

場特別会計予算 

   議案第 ６５号 平成２４年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計予算 

   議案第 ６６号 平成２４年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

予算 

   議案第 ６７号 平成２４年度西予市国民

健康保険特別会計予算 

   議案第 ６８号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計予算 

   議案第 ６９号 平成２４年度西予市介護

保険特別会計予算 

   議案第 ７０号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計予

算 

   議案第 ７１号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計予算 

   議案第 ７２号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計予算 

   議案第 ７３号 平成２４年度西予市上水

道事業会計予算 

   議案第 ７４号 平成２４年度西予市病院

事業会計予算 

   議案第 ７５号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計予算 

   意見書第 ３号 障害者福祉サービスのう

ち訪問系サービスに設定

されている国庫負担基準

に関する意見書 

   意見書第 ６号 受診時定額負担導入に反

対する意見書 

   意見書第 ７号 子どもに対する手当財源

の地方負担に反対する意

見書 
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追加 議案第 ７６号 西予市乙亥の里条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ７７号 平成２３年度西予市一般

会計補正予算（第６号） 

   議案第 ７８号 平成２３年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第５号） 

   議案第 ７９号 平成２３年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第３号） 

   意見書案第１号 障がい者福祉サービスの

うち訪問系サービスに設

定されている国庫負担基

準に関する意見書（案）

の提出について 

   発議第  １号 西予市議会委員会条例の

一部を改正する条例制定

について 

   発議第  ２号 地方自治法第１８０条第

１項に基づく市長の専決

処分事項の指定について 

   発議第  ３号 西予市政治倫理条例改正

について 

   議員派遣の件について 

 

  開議 午後２時００分 

 

○議長 再開いたします。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議会報告第１号「西予市議会

改革特別委員会の報告について」を議題といたし

ます。 

 会議規則第１０２条の規定により、西予市議会

改革特別委員会委員長の報告を求めます。 

 １０番元親君。 

 

○元親孝志西予市議会改革特別委員長 それで

は、議会改革特別委員会調査報告を申し上げま

す。 

 議会改革特別委員会では、調査項目に掲げた９

項目について、特別委員会を設置してから約１年

間で２４回の委員会を開催して、順に調査研究を

進めてまいりました。既に議員の定数、議員の報

酬、そして本会議における一般質問のあり方、議

会基本条例等については、１２月定例会で議決を

いただいたところであります。今回、新たに調査

報告いたしますのは、議長の任期について、委員

会の任期について、情報公開について、申し合わ

せ事項について、政治倫理条例についての５項目

についてであります。 

 議長の任期と委員会の任期については、現在申

し合わせ任期として１年といたしております。こ

のことについては、議員全員によるアンケート調

査を実施いたしまして、全員から回答をいただき

ました。その結果については、従来どおり１年と

する意見と、改選後から２年にする意見とに完全

に２分いたしました。特別委員会ではこれらの意

見を尊重して、改選後は議員のメンバーも大きく

入れかわることが予測されますので、新しい議会

構成の中で再度検討をいただくことといたしまし

た。 

 次に、情報公開についてでありますが、既に議

会基本条例を制定して情報公開については、原則

公開すると明文化いたしておりますので、例外の

取り扱い、すなわち公開することで行政・議会が

不利益をこうむったり、個人情報保護法に抵触す

るおそれのある場合等を考慮して、について協議

をいたしました。このことについて、全員協議会

については、理事者と議長で判断をすることと

し、各常任委員会及び議会運営委員会について

は、委員長と議長で判断することといたしまし

た。既に議会基本条例は、平成２４年２月２８日

から施行いたしておりますので、常任委員会等の

情報公開が議会基本条例に基づいてスタートした

ところであります。 

 ４点目として、議会内の申し合わせ事項につい

てでありますが、これについては、状況の変化に

合わせてこれまでにも随時見直しがなされてお

り、今回特に見直しをすべき事項は見当たらず、

今後においても必要に応じて見直していくことと

いたしました。 

 最後に、政治倫理条例についてご報告いたしま

す。 

 西予市政治倫理条例については、平成１７年４

月１日から施行いたしており、現在に至っており
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ます。今回この件につきましては、委員会の中

で、現行のままでよいという意見と、逆に見直し

をすべきであるという意見と、さらには、見直し

をするのであれば根本から変えて、西予市議会議

員政治倫理条例につくりかえてはどうかという意

見に分かれました。委員会といたしましては、議

論を尽くしましたが、意見が一致せず、結論に至

ることができませんでした。 

 以上、議会改革特別委員会調査報告といたしま

す。 

 平成２４年３月１６日、議会改革特別委員会委

員長元親孝志。 

 

○議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの特別委員会委員長の報告をもって西

予市議会改革特別委員会の調査研究を終了するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、西予市議会改革

特別委員会の調査研究は、本日をもって終了する

ことに決定いたしました。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、議案第１号「白水観音

水トゥファ保全給水設備維持管理事業基金条例制

定について」から議案第５０号「西予市営土地改

良事業の施行について」までの５０件及び議案第

６３号「平成２４年度西予市一般会計予算」から

議案第７５号「平成２４年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計予算」までの１３件並びに意見

書３件の６６件を一括議題といたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について各

委員長の報告を求めます。 

 まず、松山総務常任委員会委員長の報告を求め

ます。 

 ７番松山君。 

 

○松山清総務常任委員長 総務常任委員会の審査

結果報告を申し上げます。 

 去る３月５日の本会議において、当常任委員会

に付託されました議案１５件に対し、３月６日、

７日の２日間委員会審査を行いました。 

 審査の結果は、お手元に配付の委員会報告書の

とおりであり、いずれも原案のとおり可決決定い

たしました。 

 議案審査の中で委員より出された意見、それに

対する答弁等について概要を抜粋してご報告申し

上げます。 

 初めに、議案第８号「西予市教職員宿舎条例の

一部を改正する条例制定について」の条文の中

で、適当と認める者とあるが、その解釈とはとの

質疑があり、審査の結果、入居について問題がな

いと判断される者のことであるが、入居について

はあくまで教職員が最優先であるとの答弁でし

た。 

 次に、議案第２１号「西予市野村町地域づくり

推進基金条例を廃止する条例制定について」で

は、廃止になった理由は何か、また地域から要望

が出たときにはどのような対応ができるかとの質

疑があり、あくまでも残高がなくなったための廃

止であり、市民の要望については、一般財源にて

対応するほか、地域振興基金を別枠で構えている

ので、施設等の改修にはそれで対応したいとの答

弁でした。 

 議案第４５号「西予市過疎地域自立促進計画の

変更について」では、ジオパーク構想の推進計画

について、具体的な事業内容についての質疑があ

り、講演会の開催や全国大会への参加、ジオポイ

ントの説明看板を設置する予定であることや平成

２５年度には、城川地質館の展示場を改修して西

予市全域を包括した展示場にしたいと考えている

との答弁でした。また、朝日文楽会館の建築詳細

についての質疑があり、計画では、鉄筋コンクリ

ート平家建て３３０平方メートルとしているが、

構造については、基本設計及び実施設計の段階で

再検討することとしている。設計を平成２４年度

に行うため、５１７万２，０００円の予算を計上

しているとの答弁でした。 

 次に、議案第６３号「平成２４年度西予市一般

会計予算」審査の中で、公会計の導入と必要性に

ついてどう考えるのかの質疑があり、他市町村の

動向を参考に対応していきたいとのことであり、

多くの自治体では、総務省モデルを採用している

が、東京都方式では、多額の経費と時間が必要に

なるとの答弁でした。 
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 次に、投票所が減少し、投票率の低下が懸念さ

れるが、期日前投票所の増加はできないかと質疑

があり、従来のような形での期日前投票所の増設

を検討したいとの答弁でした。 

 また、海岸部における避難用海抜表示板の設置

方法はどのように考えているか、そして防災行政

無線放送が聞き取りにくいので繰り返し放送でき

ないかとの質疑があり、表示板は地元とも協議し

て、電柱等の見やすい場所に設置したいと考えて

いる。また、防災行政無線放送は、騒音の苦情も

考えられるので、必要に応じて対応していきたい

との答弁でした。 

 さらに、避難場所の簡易な整備も補助対象とな

るのかとの質疑があり、上限２０万円で３分の２

以内の補助事業で対応したいとの答弁がありまし

たが、関連して、津波避難に関することについて

は全額補助すべきではないかとの意見があり、県

の事業の方向性を見ながら対処していきたいとの

答弁でした。 

 次に、地域づくり交付金１，０００万円の増額

のねらいと地域の取り組み状況を公表しているか

との質疑があり、市の広報で紹介し、また情報交

換会を開催したい計画であり、実施内容が印象に

残っている例として、川津南地区の災害時の要援

護者支援システムや遊子川地区の芸術を生かした

木工の里づくりの活動等があるとの答弁でした。 

 また、おイネ賞事業２００万円の目的とその効

果はとの質疑があり、女性医師や医学生の楠本イ

ネに関する作文を全国から募集して表彰すること

により、楠本イネの功績をたたえるとともに、彼

女を輩出した西予市を全国発信し、知名度アップ

をねらいとした取り組みであるとの答弁がありま

した。 

 次に、高速道路が宇和島市まで延伸したことに

よる救急車の搬送時間の短縮はどれぐらいになる

のか、また住宅用火災報知機の設置状況はどうか

との質疑には、搬送時間については約１０分程度

の短縮となり、警報機の設置状況は本年６月に調

査実施予定であるとの答弁でした。 

 また、新市立病院に救急車の配備が計画されて

いるが、人員不足は生じないのかとの質疑では、

平日の昼間一隊常駐を計画しており、条例定数６

４名で対応したいとの答弁でした。 

 また、小・中学生の修学旅行補助金の概要につ

いての質疑があり、準要保護対象者には補助を行

っているが、その他の生徒には、近隣の市町が平

成２３年度から中止した状況もあり補助はしてい

ないとの答弁でした。 

 さらに、医師不足解消のため医学生の奨学金は

考えられないのかとの質疑があり、医学生１人当

たり５万円の奨学資金を提供しているが、今後奨

学資金理事会で取り上げて検討したいと答弁があ

りました。 

 また、小学校の避難方法や避難場所の見直しが

必要ではないかとの質疑では、校長会で指導して

おり、各学校でそれぞれ改善していくように対処

している。平成２４年度には県の事業で狩江小学

校が学校防災教育実践モデル校に内定し、防災教

育も推進されているとの答弁でした。 

 次に、放課後子どもプラン事業１５１万４，０

００円の事業内容の質疑があり、城川では保健セ

ンターを活用し、夏休み等で年４０日、明浜は個

人住宅を利用し週１回、年４０日程度を計画して

おり、対象者はそれぞれ１０人程度を見込んでい

るとの答弁がありました。また、将来は学校再編

に伴い、学童保育に移行したいとの答弁がありま

した。 

 次に、愛媛国体の選手等の受け入れ態勢につい

て質疑があり、選手の宿泊施設については、女子

ソフト参加約１３チームについては、西予市内も

しくは近隣のホテルで対処できる見込みである

が、相撲参加約４７チームは、民泊や各公民館を

利用し、ボランティアの協力もお願いして対処す

る計画であるとの答弁でした。 

 以上、今回の委員会審査では、新しい事業の取

り組み内容の説明も受け、慎重に審査を行いまし

た。これらの事業の成果をご期待申し上げ、審査

報告とさせていただきます。 

 平成２４年３月１６日、総務常任委員会委員長

松山清。 

 

○議長 次に、酒井厚生常任委員会委員長の報告

を求めます。 

 １７番酒井君。 

 

○酒井宇之吉厚生常任委員長 厚生常任委員会審

査報告。 

 厚生常任委員会の審査結果を報告申し上げま

す。 

 去る３月５日の本会議において、当委員会に付



 

－119－ 

託されました２２議案について、３月６日、７

日、８日に、担当部課長の出席を得て委員会を開

催し審査を行いました。審査の結果は、お手元に

配付のとおり、委員会審査報告のとおり全議案を

原案のとおり可決いたしました。なお、意見書３

件につきましては、採択１件、継続審査２件とい

たしました。 

 以下、議案審査の過程において質疑のありまし

た事項について、その概要を申し上げます。 

 議案第１４号「介護保険条例の一部を改正する

条例制定について」、西予市の介護保険施設の整

備状況は県下でも充実しているが、第５期平成２

４年度から平成２６年度の保険料基準月額４，７

００円で運営が可能なのかの質疑に対して、施設

は整っているが、要介護認定率は低く、在宅サー

ビスを受ける方が他市に比べ少ない現状にある。

元気な高齢者が多いこと、続いて要介護認定を受

けられても、地域住民や近所の人からの支援を受

けられる方が多く、在宅サービスのうちデイサー

ビスや訪問介護等の利用を抑えられているのでは

ないかということで、４，７００円の介護保険料

設定が可能であるという答弁でした。 

 次に、議案第６３号「平成２４年度西予市一般

会計予算」のうち、当委員会所管分の審査では、

前立腺がんの検査は簡単な血液検査でできるが、

検査方法などを知らないため、受診しない人がい

ると思われる。市民への周知方法はどのようにし

ているのかという質疑に対して、検診は５０歳以

上の男性を対象に前立腺特異抗原、通称ＰＳＡと

いう血液検査を実施しており、前立腺がん検診の

周知方法については、他のがん検診と同様に１９

歳以上の方がいる全世帯へ希望調査票の配布を行

っています。より多くの方に検診を受けていただ

くため、広報やホームページ等での周知を図って

いけるよう努力していくとの答弁でございまし

た。 

 また、住宅太陽光発電システム設置補助金事業

９６０万円についての質疑に対しては、今年度か

らの新規事業で、４月１日から環境保全意識の高

揚を図るとともに、環境に優しいまちづくりを推

進するため、住宅用太陽光発電システムを設置し

た世帯に対して補助金を交付する。交付対象者の

条件はあるが、１キロワットに対して４万８，０

００円、４キロワットまでの１９万２，０００円

を限度とする事業費９６０万円であるとの答弁で

した。 

 城川帰楽苑管理事業について、市内で唯一火葬

業務以外の通夜、葬儀が行える城川帰楽苑が手狭

になっているため、今後の増築計画についての質

疑では、現在本市にある火葬場４施設について

は、今後集約の必要性もあり、これからの方向性

とあわせて検討したいとの答弁でした。 

 その他障害福祉費のうち、障害者自立支援事業

の本年度予算が、前年度比１億５，８７１万７，

０００円増額した理由についての質疑では、障害

者自立支援法の一部改正により平成２３年１０月

から開始している同行援護やグループホーム、ケ

アホーム利用者の家賃が助成されるようになった

こと、また障害児施設に入所されている１８歳以

上の障害者に対し、平成２４年４月から障害者自

立支援法に基づく施策により対応すること等に伴

う増額であるとの答弁でした。 

 議案第６７号「平成２４年度西予市国民健康保

険特別会計予算」の審査では、土居診療所の診療

体制についての質疑があり、２４年度は野村病院

からの派遣による週４日の診療とし、杉之瀬診療

所は休診、遊子川診療所は従来どおりの診療で行

うが、この１年間をかけて常勤医師の確保に奔走

する所存であるとの答弁でした。 

 議案第６９号「平成２４年度介護保険特別会計

予算」では、要介護認定に係る経費については、

すべてが一般会計からの繰入金となっている。今

回関係法令において改正があるかとの質疑に対

し、要介護認定の有効期間延長について、介護保

険法施行規則の一部改正により新規申請、いわゆ

る初めて要介護認定の申請をされた方の設定可能

な認定有効期間の範囲が、改正前は３カ月から６

カ月であったのに対して、３カ月から１２カ月へ

と改正され、平成２４年４月１日から施行されま

す。今後は対象者の心身の状態に応じて介護認定

審査会の決定によるものとなるので、認定有効期

間を延長することの基準を明確にして対応したい

との答弁がありました。 

 続いて、議案第７３号「平成２４年度西予市上

水道事業会計予算」のうち、水道事業会計におけ

る業務予定量のうち、年間総給水量が前年と比べ

増加しているにもかかわらず、営業収益が減収と

なっているのはなぜかとの質疑に対し、給水量に

ついては、本来無収水量、消火用とか漏水を含め

た総給水量とすべきところを、明浜上水道におい
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ては、平成２３年度まで無収水量を見込まない給

水量のみの計上となっていたことから、他の水道

事業と整合をとることにより、本来の業務予定量

とするため増加したものであります。また、営業

収益の減収については、人口や大口利用者の減少

によるものであるとの答弁でした。 

 議案第７４号「平成２４年度西予市病院事業会

計予算」では、研究・研修費について過疎債によ

る対応かとの質疑に対し、平成２４年度は過疎債

が使えるようになることから、地域医療確保基金

の中から３００万円の繰入金を一般会計に計上し

ています。両病院の研究・研修費に全額というこ

とではないが、医師、看護師、医療技術員の研修

に充てる予定であるとの答弁でした。 

 その他接遇対策、教育について、現在どのよう

に取り組んでいるのかの質疑に対しては、すぐれ

た人材を教育することは、病院経営をする上で、

欠かすことのできない重要な問題である。宇和病

院では、先月臨時嘱託職員を含む全職員を対象に

接遇研修を実施いたしました。今回は意識づけの

ためのもので、新人教育、フォローアップ研修な

ど、新年度から計画的に接遇研修を実施する予定

であります。今後新病院の完成を契機に、組織全

体が一つの目標に向かっていくよう進めていきた

いとの答弁でした。 

 また、野村病院の医師確保と２次救急体制につ

いての質疑があり、野村病院の常勤外来医師の体

制は、平成２３年度とほぼ同様の７名で、西予市

内を宇和・野村の両病院が１日交代で２次救急体

制をとっています。野村病院は、僻地医療支援拠

点病院として、城川町の診療所が医師不足のた

め、代診等の支援も新年度はさらに多くなり、勤

務医の負担が大きくなることが心配されていま

す。医師の負担軽減を図り、よりよい医療サービ

スを提供するため、医師の確保に努力するとの答

弁でした。 

 意見書第３号「障害者福祉サービスのうち訪問

系サービスに設定されている国庫負担基準に関す

る意見書」については、賛成多数にて原案可決い

たしました。 

 意見書第６号「受診時定額負担導入に反対する

意見書」及び意見書第７号「子どもに対する手当

財源の地方負担に反対する意見書」については、

善処はされていますが、今後の国政の進捗状況を

見守るために継続審査といたしました。 

 以上、厚生常任委員会の報告とさせていただき

ます。 

 平成２４年３月１６日、厚生常任委員会委員長

酒井宇之吉。 

 

○議長 次に、小野産業建設常任委員会委員長の

報告を求めます。 

 ６番小野君。 

 

○小野正昭産業建設常任委員長 産業建設常任委

員会の審査報告を申し上げます。 

 当委員会は、去る３月５日の本会議において、

産業建設常任委員会に付託されました６課１委員

会の議案２８件について、３月６日、７日の２日

間委員会を開催し、提案理由の説明を求め、慎重

に審査を行いましたので、その概要を報告いたし

ます。 

 審査経過及び結果は、お手元に配付の委員会審

査報告書のとおりであり、付託されました議案２

８件については、報告書のとおり、原案全会一致

により可決決定をいたしました。 

 今回提案されました議案の主なものは、条例の

一部を改正する条例制定５件、西予市指定管理者

の指定について１６件、平成２４年度一般会計予

算でありました。 

 審査の経過において、委員より質疑のありまし

た主な事項につき、その要点をご報告いたしま

す。 

 初めに、西予市指定管理者の指定の審査におい

て、委員より、指定管理者に異議を唱えるもので

はないが、指定後において、指導・点検及び精査

をしているのか。また、自動車道の開通により西

予市は通過点となり、その経営が厳しくなると予

想される。今後は１６施設の点を面にした経営を

図り、各経営者を集めてお互いの情報交換をすべ

きとの意見に対し、月１回は該当施設を点検し、

指導を行っており、また各経営者との意見交換に

ついて貴重なご提言であり、今後前向きに検討、

実施したいとの答弁がありました。 

 次に、平成２４年度西予市一般会計予算の審査

の中で、委員より質疑のありました主な点につき

報告をいたします。 

 まず、下水道課所管分では、合併浄化槽が５

人、７人、１０人槽の計６０基となっているが、

その明細と補助率はとの質問に対し、５人槽４４
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基、７人槽１１基、１０人槽が５基の計６０基で

あり、補助率は国庫補助が通常の場合３分の１、

また環境に配慮した低酸素槽については２分の

１、県補助金が５分の１との答弁がありました。 

 林業課所管分では、森林蘇生緊急対策事業によ

る路網整備２億円の予算に対する事業概要につい

て質疑に対し、２４年度は４路線、２５年度から

２６年度で１０路線の林業専用道を計画してい

る。今後は補助事業の活用により、路網整備を推

進し、既設林道、作業道の延長事業を精査してい

きたい。また、林業課職員による林業施業プラン

ナーの資格取得については、今後努力していきた

いとの答弁がありました。 

 産業創出課所管分では、雇用創造推進事業につ

いての質疑に対し、西予市地域雇用創造推進事業

のおかげで、多くの雇用創出や農家民泊等の新た

な起業や女性グループの誕生などの波及効果も生

まれており、この流れを消さないため、重要な講

座をピックアップして、市単独予算で実施してい

きたいとの答弁がありました。 

 農業委員会所管分では、農地の権利取得につい

て５０アール以上の耕作者でなければできないと

いう規則があるようだが、耕作放棄地が増加して

いる現状を考えると、農業の新規参入も含めて柔

軟な対応が必要ではないかとの質疑に対し、農地

法の改正により農地の権利取得をする場合、下限

面積は各農業委員会が毎年検討して決定できるよ

うになった。しかし、投機的な売買を促すおそれ

や新規就農には結びにくいという意見もあり、３

月定例農業委員会総会で決定の予定だが、明浜・

三瓶は３０アール、宇和・野村・城川は５０アー

ルの現状のままになりそうとの答弁がありまし

た。 

 商工観光課所管分では、８年前の商工費の中身

とそれほど変わっていないが、例えば商店街の商

店数は、西予市、特に野村町、三瓶町において

年々何軒か減っている。市町村合併のせいだと言

われる人が多いが、早急に対応する姿勢を示して

いただきたいとの意見に対して、理想の姿に向か

うよう予算面においても精査し、努力していきた

いとの答弁がありました。 

 建設所管分では、今年度急傾斜地崩壊防止対策

事業が７件で６，５７８万円計上されているが、

その進捗率、未工事場所は何カ所あるのか。３・

１１大震災から１年を迎えたが、緊急時のがけ崩

れ、危険渓流、地すべり等の避難マニュアルはで

きているのかの質疑に対し、進捗率は待ちが約４

０件あり、例年７カ所程度要望しているが、県補

助との関係でなかなか進捗していないのが現状で

あります。 

 また、急傾斜地、土石流、地すべり等危険箇所

を県が土砂災害防止法に基づいて調査をしている

が、市においても防災箇所の見直しを考えてお

り、早急に危機管理室と連携をとりながら整備を

行い、市の防災マニュアルを作成していきたいと

の答弁がありました。 

 なお、今委員会でも県下の建設業者は大変厳し

い状況にあるので、事業の早期発注に格段の配慮

との意見がありましたので、委員長として申し添

えておきます。 

 次に、農業水産課所管分では、震災による懸念

から有太刀漁港整備交付金事業、田之浜（高山）

漁港越波防止対策事業、明浜・三瓶の漁港海岸高

潮対策事業について、地震による津波に対する強

度、安全対策はクリアしているのかとの質疑に対

し、有太刀漁港整備交付金事業は、荒天時には漁

船が安心して係留できないため、防波堤を整備す

るものであり、他の２事業についても津波対策で

はなく、通常の台風・高潮対策の事業との答弁が

あり、これを受け、今後は地震等津波対策も必要

ではないかとの質疑に対し、この件については、

国の基準が示されていないので、今後国の計画、

方針が決定によりその指導に基づきたいとの答弁

がありました。 

 なお、報告書にはありませんが、この４年間在

籍した産業建設常任委員会、特に今回委員長とし

て最後の報告となりますので、お許しをいただ

き、以下の要望をいたしておきます。 

 当市は農林水産業、いわゆる１次産業が基幹の

都市であるのはご承知のとおりであります。この

４年間当委員会の中でもしばしば発言及び要望が

ありましたのは、農林水産の振興に係る補助の内

容及び充実でありました。産業建設委員長とし

て、当市の農林水産業の振興施策を強く要望し、

以上、審査報告といたします。 

 平成２４年３月１６日、産業建設常任委員会委

員長小野正昭。 

 

○議長 次に、兵頭西予市し尿処理場問題等特別

委員会委員長の報告を求めます。 
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 １８番兵頭君。 

 

○兵頭勇西予市し尿処理場問題等特別委員長 西

予市し尿処理場問題等特別委員会の審査報告を申

し上げます。 

 去る３月５日の本会議において、当委員会に付

託されました議案第６３号「平成２４年度西予市

一般会計予算」のうち、歳入歳出予算に関する西

予市し尿処理場問題等特別委員会所管分につい

て、３月５日委員会審査を行いました。 

 審査結果は、お手元に配付の委員会審査報告書

のとおり、全会一致で可決決定いたしました。 

 担当課からの当予算に係る詳細説明では、し尿

処理費委託料のその他委託料のうち１，８１１万

９，０００円の内訳について、平成２４年度前半

の用地確保を目指して、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律等に基づき、施設の稼働が環境に与え

る影響を事前に予測・評価し、事業の円滑な推進

を図るための生活環境影響調査費の業務委託料

１，６６９万５，０００円、施設用地取得に伴う

不動産鑑定業務委託料１４２万４，０００円との

説明がありました。 

 以上、審査報告といたします。なお、当委員会

は来る５月１５日の議員任期満了日をもって消滅

いたしますことを申し添えます。 

 平成２４年３月１６日、西予市し尿処理場問題

等特別委員会委員長兵頭勇。 

 

○議長 次に、坂本西予市新市立病院建設特別委

員会委員長の報告を求めます。 

 ２４番坂本君。 

 

○坂本隆重西予市新市立病院建設特別委員長 西

予市新市立病院建設特別委員会の審査報告を申し

上げます。 

 去る３月５日の本会議において、当委員会に付

託されました議案第７４号「平成２４年度西予市

病院事業会計予算」のうち、歳入歳出予算に関す

る西予市新市立病院建設特別委員会所管分につい

て、３月５日に委員会審査を行いました。 

 審査結果は、議案を原案どおり全会一致により

可決いたしました。 

 なお、議案審査の過程において、委員より質問

のありました事項について、概要を抜粋してご報

告申し上げます。 

 新病院建築費のうち７０万円は、医者と医学生

の交流会「敬作とおイネの会」の予算であるとの

説明で、第１回目の会では、西予市立病院以外の

勤務医、開業医、医学生２０名の参加があり、西

予市の医療について貴重な意見交換ができ、有意

義な会であったとの説明でした。 

 委託料２，５３８万２，０００円のうち１，１

４０万円は、本体工事着工に係る設計監理業務委

託料で、測量業務委託料４７万３，０００円と不

動産鑑定業務委託料２０万３，０００円は、新病

院敷地の南側に隣接している県道八幡浜宇和線の

一部の買収をするための調査の予算であるとの説

明でした。 

 また、煩雑な専門知識を求められる多くの業務

に対処するため、医療コンサル業務委託料１，３

３０万６，０００円を計上し、今年度から支援い

ただいているアイテック株式会社に引き続き業務

委託をすることの説明がありました。 

 手数料１８１万６，０００円の内訳は、免震に

係る大臣認定手数料も含んだ病院本体１７４万円

と医師住宅７万６，０００円の建築確認手数料と

の説明がありました。 

 また、工事請負７億５，８００万円は、現段階

での本体工事予算３７億９，０００万円の２０％

を計上しているとのことでした。なお、本体工事

は、１１月ごろに着工を予定している旨の説明が

ありました。 

 委員より、「敬作とおイネの会」の今後の予定

はとの質問に対して、まだ手探りの状態ではある

が、できる限り回数を重ねて今後の医師不足解消

の一助にしていければとの答弁がありました。 

 ヘリポート設置に関しての質問に対しては、建

物への設置は、離着陸時の爆音、爆風で、周辺の

農作物、また隣接するれんげ団地の住民の方への

影響が懸念され、考えていない。駐車場への設置

に関しても、液状化対策に係るコストや常時駐車

場として利用できない問題があり、新病院には日

中のみだが救急車両を１台配備する予定であり、

宇和運動公園や隣接の小学校のグラウンドの着陸

による対応を考えているが、駐車場への設置も含

めて再度検討してみるとの答弁でありました。 

 ほかにも伊方原発事故に対しての対応はしてい

るのかとの質問に対しては、建物に対しての対策

は講じていないが、今後放射線量を測定する機器

の配備や沃素剤の備蓄などに加え、患者の避難マ
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ニュアル等の作成は必要になってくると考えると

の答弁でした。 

 また、計画されている太陽パネル設置に加え

て、再生可能エネルギー、自然エネルギーをもっ

と活用できるように検討する旨の要望があったこ

とも申し添えておきます。 

 西予市新市立病院建設特別委員会は、５月１５

日の議員任期満了により消滅いたしますが、改選

後には再び設置され、新市立病院完成を市民の皆

さんとともに見守ってくださいますようお願いい

たしまして、委員会審査報告とさせていただきま

す。 

 平成２４年３月１６日、西予市新市立病院建設

特別委員会委員長坂本隆重。 

 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長の報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 まず、議案第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１号「白水観音水トゥファ保全給水設備

維持管理事業基金条例制定について」は委員長の

報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を

求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２号「西予市水道事業の余剰金の処分等

に関する条例制定について」は委員長報告のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第２号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３号「西予市病院事業の余剰金の処分等

に関する条例制定について」は委員長報告のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４号「西予市野村介護老人保健施設事業

の余剰金の処分等に関する条例制定について」は

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 全員起立であります。よって、議案第４号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５号「外国人登録法の廃止に伴う関係条

例の整理に関する条例制定について」は委員長の

報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を

求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 全員起立であります。よって、議案第５号は原

案のとおり決定をいたしました。 

 次に、議案第６号から議案第１０号までの５件

を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６号「西予市監査委員条例の一部を改正

する条例制定について」から議案第１０号「西予

市図書館条例の一部を改正する条例制定につい

て」までの５件は委員長報告のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

６号から議案第１０号までの５件は原案のとおり

決定いたしました。 

 次に、議案第１１号から議案第１４号までの５

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１号「西予市母子家庭医療費助成条例

の一部を改正する条例制定について」から議案第
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１４号「西予市介護保険条例の一部を改正する条

例制定について」までの４件は委員長報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

１１号から議案第１４号までの４件は原案のとお

り決定をいたしました。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２時５８

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時１０

分） 

 次に、議案第１５号から議案第１８号までの４

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１５号「西予市農林漁業後継者住宅条例

の一部を改正する条例制定について」から議案第

１８号「西予市特定公共賃貸住宅条例の一部を改

正する条例制定について」までの４件は委員長報

告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

１５号から議案第１８号までの４件は原案のとお

り決定いたしました。 

 次に、議案第１９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１９号「西予市火災予防条例の一部を改

正する条例制定について」は委員長の報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

１９号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第２０号から議案第２２号までの３

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２０号「西予市明浜町地域ふるさと基金

条例を廃止する条例制定について」から議案第２

２号「西予市城川町青年の家条例を廃止する条例

制定について」までの３件は委員長報告のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

２０号から議案第２２号までの３件は原案のとお

り決定いたしました。 

 次に、議案第２３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２３号「西予市宇和文化会館の指定管理

者の指定について」は委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第２３号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第２４号から議案第２７号までの４

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２４号「西予市游の里デイサービスセン

ターの指定管理者の指定について」から議案第２

７号「西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定

管理者の指定について」までの４件は委員長の報

告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求

めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 全員起立であります。よって、議案第２４号か

ら議案第２７号までの４件は原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、議案第２８号から議案第４４号までの１

７件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２８号「西予市明浜ふるさと創生館の指

定管理者の指定について」から議案第４４号「西

予市有料駐車場の指定管理者の指定について」ま

での１７件は委員長報告のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、議案第２８号か

ら議案第４４号までの１７件は原案のとおり決定

いたしました。 

 次に、議案第４５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４５号「西予市過疎地域自立促進計画の

変更について」は委員長報告のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

４５号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第４６号及び議案第４７号の２件を

一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 
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 議案第４６号「辺地に係る公共的施設総合整備

計画の策定について」及び議案第４７号「辺地に

係る公共的施設総合整備計画の変更について」の

２件は委員長報告のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

４６号及び議案第４７号の２件は原案のとおり決

定いたしました。 

 次に、議案第４８号から議案第５０号までの３

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４８号「市道路線の廃止について」から

議案第５０号「西予市営土地改良事業の施行につ

いて」までの３件は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第４８号か

ら議案第５０号までの３件は原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、議案第６３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６３号「平成２４年度西予市一般会計予

算」については委員長報告のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第６３号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第６４号から議案第７５号までの１

２件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６４号「平成２４年度西予市授産場特別

会計予算」から議案第７５号「平成２４年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計予算」までの１

２件は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第６４号か

ら議案第７５号までの１２件は原案のとおり決定

いたしました。 

 次に、意見書第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 意見書第３号「障害者福祉サービスのうち訪問

系サービスに設定されている国庫負担基準に関す

る意見書」については委員長報告のとおり採択す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書第３号は

委員長報告のとおり採択することに決定いたしま

した。 

 次に、意見書第６号及び意見書第７号の２件を

一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 意見書第６号「受診時定額負担導入に反対する

意見書」及び意見書第７号「子どもに対する手当

財源の地方負担に反対する意見書」については委

員長報告のとおり継続審査とすることに賛成の議

員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書第６号及

び意見書第７号は委員長報告のとおり継続審査と

することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時１９

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時２１

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第７６号

「西予市乙亥の里条例の一部を改正する条例制定

について」から議案第７９号「平成２３年度西予

市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）」ま

での４件と意見書案第１号「障がい者福祉サービ

スのうち訪問系サービスに設定されている国庫負

担基準に関する意見書（案）の提出について」及

び発議第１号「西予市議会委員会条例の一部を改

正する条例制定について」から発議第３号「西予

市政治倫理条例改正について」までの３件並びに

議員派遣の件についての９件を本日の日程に追加

し、追加日程として議題にいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、９件を本日の日程に

追加し、追加日程とすることに決定いたしまし

た。 

  （追加） 
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○議長 追加日程第１、議案第７６号「西予市乙

亥の里条例の一部を改正する条例制定について」

を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第７６号「西予市乙亥

の里条例の一部を改正する条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市乙亥の里は、地域住民の憩いと都市住民

との交流、また住民の健康維持と増進を図りなが

ら商業の振興と地域の活性化、伝統文化の伝承を

推進することを目的に設置されております。 

 今回の条例改正は、平成２９年に開催される愛

媛国体を踏まえ、地域スポーツを奨励するととも

に、施設運営の充実を図るため、本市の行政組織

機構の見直しを行うものであります。具体的に

は、当該施設のうち指定管理者に委託する部分以

外のアリーナ、相撲練習場及び相撲資料館等につ

いて、野村支所産業建設課から教育部文化体育振

興課に管理運営をゆだねるものであります。よろ

しくご審議の上、ご決定くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７６号は会議規則第３７条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第７６号「西予市乙亥の里条例の一部を改

正する条例制定について」は原案のとおり決定す

ることにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第７７号「平

成２３年度西予市一般会計補正予算（第６号）」

を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第７７号「平成２３年度西予市

一般会計補正予算（第６号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回提案いたします補正予算は、歳出では、土

木費土木管理費で、白水観音水トゥファ保全管理

事業費の確定による４１８万９，０００円の減額

を行っております。 

 また、諸支出金、基金費で白水観音水トゥファ

保全給水設備維持管理事業基金１，２０７万４，

０００円の積み立てを行っております。 

 歳入では、国庫支出金、委託金で、白水観音水

トゥファ保全給水設備委託金の精算額７８８万

５，０００円の計上を行っております。これによ

りまして既決いただいております歳入歳出予算の

総額にそれぞれ７８８万５，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２６５億１，０６

４万２，０００円と定めるものであります。 

 なお、今回の補正では、歳出予算の経費のう

ち、その性質上または予算成立後の事由により年

度内に支出が終わらない見込みの２５事業に対し

まして、９億９７万９，０００円の繰越明許費を

設定しております。その主な理由につきまして

は、用地取得や物件補償費等についての地権者と

の協議、県との河川占用協議、工法の選定に不測

の日数を要したこと、備品購入における東日本大

震災への影響による納期延期等によるものであり

ますが、詳細につきましては、参考資料をご参照

いただきたいと存じます。 

 以上、よろしくご審議を賜り、ご決定いただき

ますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７７号は会議規則第３７条第３項の規定
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により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第７７号「平成２３年度西予市一般会計補

正予算（第６号）」については原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第７７号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、議案第７８号「平

成２３年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第５号）」及び議案第７９号「平成２３年度

西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第７８号「平成２３年

度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、野村処理区・宇和処理区におけ

る管渠工事、野村浄化センター建設工事において

関係機関との協議、設計変更に不測の日数を要し

た等の理由により年度内の施工が困難になったこ

とに伴い、施設整備費３億１，６２０万円の繰越

明許費を計上するものであります。よろしくご審

議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 

○議長 松山公営企業部長。 

 

○松山公営企業部長 議案第７９号「平成２３年

度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、国道３７８号道路改良工事に伴

う三瓶町蔵貫浦地区の送配水管移設工事におい

て、県施工道路改良が電柱の移転に不測の日数を

要した等の理由により繰り越しとなることから、

当水道工事も年度内の完成が見込めなくなったこ

とに伴い繰越明許費４０７万４，０００円を計上

するものでございます。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７８号及び議案第７９号の２件は、会議

規則第３７条第３項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。これにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第７８号「平成２３年度西予市公共下水道

事業特別会計補正予算（第５号）」及び議案第７

９号「平成２３年度西予市簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）」の２件は原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第７８号及

び議案第７９号は原案のとおり決定いたしまし

た。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時３４

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時３５

分） 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第４、意見書案第１号

「障がい者福祉サービスのうち訪問系サービスに

設定されている国庫負担基準に関する意見書



－128－ 

（案）の提出について」を議題といたします。 

 事務局長に朗読させます。 

 局長。 

 

○上田事務局長 それでは、読み上げさせていた

だきます。 

 障がい福祉サービスのうち訪問系サービスに設

定されている国庫負担基準に関する意見書

（案）。 

  障害者自立支援法では、それまで補助規定で

あった訪問系サービス（自宅等にヘルパーが派遣

され、利用するサービス）を含め、障害福祉サー

ビスに係る費用は、国の負担規定となった。 

 しかしながら、訪問系サービスについては、国

は限られた国費を公平に配分するという理由で国

庫負担基準額を定めていることから、基準額を上

回る金額について、自治体によっては超過負担が

発生しているところもある。このため、国庫負担

基準額を超えてサービスを支給する自治体に対

し、都道府県地域生活支援事業において実施する

重度障害者に係る市町村特別支援事業や障害者自

立支援対策臨時特例交付金において実施する重度

訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業を設

け、各自治体の負担軽減を図っているものの、依

然として超過負担が発生しており、事業実施に苦

慮している。よって、国においては、障害者の状

態やニーズに応じた適切なサービスの支給量を維

持するため、財政支援措置の充実を図るよう強く

要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。 

 平成２４年３月１６日、西予市議会。 

 提出先でございます。衆議院議長横路孝弘、参

議院議長平田健二、内閣総理大臣野田佳彦、財務

大臣安住淳、厚生労働大臣小宮山洋子。 

 以上でございます。 

○議長 ただいま議題となっております本案は、

会議規則第３７条第３項の規定により提案理由の

説明を省略することにいたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、会議規則第３７条第２項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 意見書案第１号「障がい者福祉サービスのうち

訪問系サービスに設定されている国庫負担基準に

関する意見書（案）の提出について」は原案のと

おり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書案第１号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第５、発議第１号「西予

市議会委員会条例の一部を改正する条例制定につ

いて」を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員会委員長岡山清秋君。 

 １６番岡山君。 

 

○岡山清秋議会運営委員長 発議第１号「西予市

議会委員会条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由の説明を申し上げます。 

 市議会議員定数が、次の一般選挙から２１人と

なることに伴い、常任委員会及び議会運営委員会

の委員の定数を現行の８名から７名とするよう条

例改正をするものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 



 

－129－ 

 お諮りいたします。 

 発議第１号は会議規則第３７条第２項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 発議第１号「西予市議会委員会条例の一部を改

正する条例制定について」は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 全員起立であります。よって、発議第１号は原

案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第６、発議第２号「地方

自治法第１８０条第１項に基づく市長の専決処分

事項の指定について」を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務常任委員会委員長松山君。 

 ７番松山君。 

○松山清総務常任委員長 提案理由の説明を申し

上げます。 

 発議第２号「地方自治法第１８０条第１項に基

づく市長の専決処分事項の指定について」提案理

由のご説明をいたします。 

 議会の権限に属する軽易な事項について、市長

が専決処分できるよう特に指定するため本案を提

出するものであります。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第２号は会議規則第３７条第２項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 発議第２号「地方自治法第１８０条第１項に基

づく市長の専決処分事項の指定について」は原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 全員起立であります。よって、発議第２号は原

案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第７、発議第３号「西予

市政治倫理条例改正について」を議題といたしま

す。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 １３番森川君。 

 

○１３番森川一義君 政治倫理条例の一部を改正

する条例制定について提案理由の説明を申し上げ

ます。 

 今回改正をする提案条件の一つとして、ご案内

のとおり、去る２月２８日他の市議会に先駆け西

予市議会基本条例が施行されました。本条例の目

的には、情報公開と市民参加を原則とする条例で

あります。基本条例第９条では、条例提案を定

め、１０条でも政策条例または意見書の議案を積

極的に提案するとあります。このたび提案する条

例につきまして、まさしくこの基本条例にのっと

った議員発議第３号であります。まさに議会改革

を目指す本市の議会にとりまして、新たな扉を開

く画期的条例であると確信いたします。 

 本条例改正の根幹をなす改正は、現行条例で

は、市民には監視しか定めていないのでありま

す。監視とは気をつけて見張ることであり、これ

ではとても基本条例の目的や条例全般から考察し

ても整合性がとれているとは言えない現条例であ

ります。政治倫理の確立と向上を図ることは、

我々議員個々の活動の基本となすものでありま

す。政治倫理に対し市民参加の道を開くことは、

西予市議会基本条例と照らしても極めて的を射た
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改正案であり、本来であるならば、基本条例とセ

ットで提出すべきであると思うのであります。 

 以上の点から、本議会に議員発議として西予市

倫理条例の一部改正を提案するものであります。

趣旨をご理解いただき、賛同いただきますようお

願い申し上げます。 

 

○議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ２０番梅川君。 

 

○２０番梅川光俊君 質疑といいますか、少しだ

けご意見を賜りたいなと思っております。 

 それは、どういうことかと言いますと、議会改

革特別委員会調査報告書ということの中で、きょ

う特別委員会が報告をされました、委員長の報告

がありました。その中で政治倫理、こん中に９項

目というものに関して調査研究をすることという

形で議長のほうから特別委員会に付託をされた、

それの報告がここにきょう本日ありました。その

ことに関して、もうこれは一番最後に文章に書い

てありますとおりでございますけれども、そうい

うことで、全員が賛成をなされました。そういう

中で、議会倫理条例が本当にそれがどうでもいう

ものの判断、持ちません。しっかりとしたものを

つくり上げるべきだと思っておりますし、今まで

ある分に関しても、改定も必要だと思っておりま

す。 

 その中で、特別委員会に付託した部分とここで

出てきた分というのが、その理由が少しわかりか

ねるんですけども、法令に基づいて出されたこと

は理解をいたします。 

 それからあと、最初に皆賛成されて、次に送っ

たということになったということなんですよね。

それを今ここで議発で出されるということの本当

にそれがどういうことなのかということだけご説

明を願ったらありがたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長 ２２番大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 今梅川議員からあのような

意見が出されたわけであります。特別委員会の調

査報告というのは、きょう初めて知ったわけでご

ざいまして、その経緯というのは、提案した段階

ではわからなかったわけでございますので、今の

意見は私は当たらない、このように思っておりま

す。 

 

○議長 ２０番梅川君。 

 

○２０番梅川光俊君 そういう一つの論理もあろ

うと思いますけども、あえてその論理の中で戦争

しようとは思っておりませんが、このことの委員

長報告というのは、議長のところまで、これは一

応報告として上がっていたはずではないのか、き

ょう何も知らないとに委員長がやったのか、そう

いうものの判断は、私はいたしません。やはり議

長のところへ上がってきてそれがあって、それが

議発ということになると、議長の許可の中で出て

くる問題であって、その辺も含めて情報の共有化

というのがなかなかできてなかった、そういう判

断をしますが、そういうことでよろしいですか。 

 

○議長 ２２番大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 私は今の質問の趣旨がよく

理解できないわけでございますんで、再度明確に

質問をお願いしたいと思います。 

 

○議長 ２０番梅川君。 

 

○２０番梅川光俊君 失礼しました。 

 今私が質問したのは、特別委員会の調査報告書

というのが議長のとこまで上がってたはずだとい

うものの考え、きょうの報告というのは。それは

きょうの最初の本会議で上がってて、そこへ議長

のとこへ報告がなされてる、それをこういう報告

をいたしますよという形の中でなされてるという

ものの判断を持ってますが、それまでに、これが

上がるまでにそういうことがなくとにさっきのあ

れでは出されておるということなんですけども、

だから私は、提出者に今さっき言うた言葉を言う

たんじゃなくして、議会内でのそういう共有がで

きてなかったのかということを議長にお聞きして

おります。 

 以上です。 

 

○議長 私のほうから答弁をいたします。 
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 この件につきましては、議員発議であります

し、当然議員の中で話し合われて、そのような形

で１４日に提案がありました。そういうことで

す。 

 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第３号は会議規則第３７条第２項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 １０番元親君。 

 

○１０番元親孝志君 私は議会改革特別委員会委

員長として、この発議第３号に対しまして反対の

立場で討論に参画をしたいと思います。 

 今ほど提案者で提出者でありました森川議員の

ほうから趣旨説明がありましたとおり、当委員会

では、議会基本条例を制定して、西予市議会の議

員の姿勢を正していこうということで、全員の一

致をもって議会基本条例を制定したところであり

ます。それに基づいて森川議員が言われるよう

に、さらに西予市議会として襟を正していきた

い、私は大変歓迎をいたし、そのことに対して趣

旨賛同するものであります。 

 しかし、この提出方法についてこれでいいのか

どうか、今ほど梅川議員も質疑をされておりまし

たが、まずこの政治倫理条例は、私ども議会改革

特別委員会の調査研究項目に上がっておりまし

た。当然これは私何度も言ってまいりましたの

で、全議員に周知されておるというふうに自覚い

たしておりました。当然その結果を踏まえて次の

行動があるんではないかというふうに私は思って

おります。先ほど委員長報告をさせていただきま

して、皆さん全員の了解をいただきまして、私は

これで終わったというふうに安心をいたしており

ましたら、このような発議が出てきたわけでござ

いますが、本来今までの議会のルールとして、私

が理解をいたしておりますのは、まず委員長報告

に対して違った意見がみずからにあるのであれ

ば、当然先ほど議長が質疑という部分があったと

思いますが、質疑の中でみずからの意見を述べて

いただきまして、私の説明を求めていただきたか

ったというふうに思っております。 

 ご案内のように、先ほど委員長報告をいたしま

したが、今回のこの政治倫理条例問題につきまし

ては、特別委員会では、意見が３つに分かれて調

整できなかったという報告をさせていただきまし

た。ということは、当然既にある政治倫理条例に

ついて原案のままでいいのか、これを修正すべき

であるかどうかということは、まず議会内の意思

決定が先に必要ではないかというふうに私は思い

ます。そしてここの中で過半数以上の人たちが、

当然これは改正すべきであるということが決定さ

れれば、次の段階として、ではどこの委員会でこ

れを審査すればいいのか、この最初につくった政

治倫理条例は、平成１６年に総務常任委員会が所

管となって１年をかけてつくられました。そして

平成１７年４月１日から施行されておるわけでご

ざいます。ですから、当然改正ということになれ

ば、総務委員会が所管なのか、議会運営委員会が

所管なのか、特別委員会を設置するのか、そうい

った議論をして、そこに付託をして、そこの中で

十分慎重に検討をされた結果、しかもそれを議会

内の合意形成の努力に努めていただいて、そして

最終的に議案として、あるいは発議として提出を

されて議会の議決を経るというのが、私は従来の

方法ではないかというふうに思います。 

 今回のように、この条例というのは、ご案内の

とおり、市の特別職、そして我々全議員の身分と

生活にかかわる条例案でございます。こういう重

要な条例に対してこういったプロセスを経ず、い

きなり発議で出してこられて、しかも昨日の夕

方、私は夕方おりませんので、けさ８時半に見た

わけでございますが、わずか半日で審査をして決

定すべき事項であるかどうか、発議というルール

は自治法で認められておるということは、私十分

理解をいたしますが、これがそのルールに適用で

きるかどうか、そのことも私は十分検討をしてい

ただきたいというふうに思っております。今回の

この発議第３号に対しましては、内容的には賛同

いたしますけれども、議会のルールとして、提出

方法が私は間違っているんじゃないか、そういう

ふうに思いますので、この案件につきましては、

私は反対の立場で討論を終わらせていただきたい

と思います。どうかご理解をいただきたいと思い

ます。 



－132－ 

○議長 ほかに討論はありませんか。 

 ２２番大竹君。 

 

○２２番大竹忠盛君 私は原案に賛成の立場から

賛成討論をいたしたいと、このように思うわけで

ございます。 

 今元親議員から内容については賛成であるが、

提案の仕方に問題があるんではないかと、このよ

うなご意見をいただきました。私は議員発議は自

治法で定められたものであり、それぞれの議員が

発議権を行使することは認められておると、この

ように理解をしておるわけであります。なぜ私は

この倫理条例を提出したかと申し上げますと、ご

承知のように、１２月定例議会で私と森川議員の

質問であったわけでありますが、元親委員長に対

しまして整合性の問題や倫理条例をあわせて出す

べきだとこのような質問をいたしました。これは

間違っていきませんもんですから、１２月の定例

議会の元親委員長の議事録を手元にありますん

で、紹介をさせていただきたいと思います。 

 元親委員長は、各常任委員会の任期あるいは改

選後の議長の任期、こういうものをどうするかと

いう案件も控えており、そういったものと今の政

治倫理条例を並行させていただきながら審査を進

めていきたい。特別委員会の見解としては、３月

の定例議会にはすべて上程できるよう審査を進め

ていきたい、このように思っているというご答弁

をいただきました。私はあれだけ非常に格調の高

い基本条例を制定された元親委員長の答弁はさす

がだなとこのように理解をしておったわけであり

ますが、まさか元親委員長があのようにすぐれた

方でありますので、反対の討論をされるとは、ま

さに青天のへきれきという言葉がありますが、そ

んな思いでございます。この基本条例について

は、私ども何人かで八幡浜の議会へ行って調査を

いたしました。それから、四国中央市は議員のみ

の条例を定められておるわけでありますが、いず

れの議会も基本条例は制定をされておりません。

しかし、倫理条例の中には、ともに審査会を設け

ると、市民にいろいろな議会の倫理について判断

をいただく、このようなことになっておるわけで

ございます。私は先ほど申し上げましたように、

今回今定例議会に元親委員長が１２月議会で示さ

れたとおり、倫理条例についてもその方向性が差

し示されるものとこのように理解をいたしておっ

たわけでございます。元親委員長も内容賛成だよ

と言っていただきましたように、この基本条例か

らして現条例の政治倫理条例は、開かれた議会と

は到底言いがたい内容であります。今回提案をい

たしております主な内容については、議員及び理

事者の倫理について、市民が５０名以上の有権

者、５０名以上の賛成者をもって申請をするなら

ば審査できると、あるいは議員の場合は３人以上

が提案すれば審査会を開いて審査ができるとこの

ようなことにいたしておるわけでございます。私

はしたがいまして、今回の条例はルールにのっと

った議員発議として許される範囲の提案であろう

とこのように思っておりますので、原案に賛成を

いたしたいとこのように思います。 

  （１０番元親孝志君「議長」と呼ぶ） 

 

○議長 １件につき１人が１回と定められており

ます。 

  （１０番元親孝志君「今の質疑、大竹議員は 

  私に対する質疑だったと思いますが、討論で 

  はない」と呼ぶ） 

 討論は１回ずつと定められております。 

  （１０番元親孝志君「わかっております。討 

  論ではありません」と呼ぶ） 

  （「議長、暫時休憩をお願いしたいんです 

  が」と呼ぶ者あり） 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後４時０５

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後４時０９

分） 

  （１２番沖野健三君「議長」と呼ぶ） 

 １２番沖野君、反対討論ですか。 

  （１２番沖野健三君「はい」と呼ぶ） 

 はい。 

 

○１２番沖野健三君 私はこの発議に対して反対

の立場として意見を言わせていただきたいと思い

ます。 

 また、私は議会改革委員会の委員でもありま

す。私もこの政治倫理条例については、非常に神

経をとがらせて皆さんの意見を聞いておるんです

けども、今回まだ特別委員会で結論も出てないん

です。そういう中でこういう発議が出るというこ

とは、非常に私も言えば心外というか、特別委員

会というものがどういうものかということです
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ね、皆さん。議員として皆さんから調査研究を任

されとる特別委員会の審査経過、私たちの任期は

５月１５日までですから、１５日までに審査をし

なければいけないのがこの特別委員会の使命であ

ります。それなのに発議を出してここで結論を出

そうというのが、私は議会の本来の議会のやり方

かなというふうに私は非常に今、議会がやはり一

つになって自分たちの法律をつくるのであれば、

やはり議会が一つになって法律をつくるべきや

と。そのための調査研究の段階が特別委員会であ

るのですから、特別委員会でどうしても議論を出

尽くして、出し尽くして、そしてどうしても結論

が得ないというのであれば、またそういうやり方

もあるのではないかと思うんですけども、現在私

たち特別委員会の委員としては、調査研究という

ものは調査段階でありますので、５月１５日まで

はこの件に関しては特別委員会に任せていただき

たいというのが私の意見であります。どうかご理

解をいただきたいというふうに思います。 

  （１７番酒井宇之吉君「議長」と呼ぶ） 

 

○議長 賛成の討論ですか。 

  （１７番酒井宇之吉君「賛成討論です」と呼 

  ぶ） 

 １７番酒井宇之吉君。 

 

○１７番酒井宇之吉君 私は賛成の立場からこの

条例について報告します。 

 私も議会改革特別委員会の委員でございまし

た。その中で委員長報告の一番下にありますよう

に、現行のままでよい意見と逆に見直しをすべき

であるという意見と、さらには見直しをするので

あれば根本から変えて、西予市議会議員政治倫理

条例をつくりかえてはどうかという３つの意見が

議論をしました。十分な議論と言えるかどうかは

わかりません。ただし、この件につきましては、

先ほど大竹議員が賛成言いましたように、１２月

にはあのような報告をしてます。その中で、何と

か政治倫理条例も委員として議会改革の中で議題

として上げてきております。私は申し入れたつも

りでございます。そしてその中に十分な議論をし

てないとおっしゃられるのがちょっとわかりませ

ん。報告にありますように、意見が３分したと。

だから結論に至ることができなかったということ

でございます。その中で、やはりそれではいけな

いんで、現状のままでは。本我々任期中にやはり

やろうということでございまして、そしてもし任

期中までにやるとすれば、また臨時議会、いろん

な招集権は市長にあるわけでございますので、そ

ういうようなことの中から、今回手法としては発

議として出したということでございます。基本的

には元親委員長も内容については十分ご理解賜っ

ているようでございますが、手法としてはなかな

か納得がいかないという意見に出ておりますけど

も、実際のところ、手法がどうであれ、政治基本

条例ができた時点で、実際我々議員はみずからが

みずからを律して、そして市民に示すべきなんで

す。それを手法の形じゃなしに、どう議論すると

かとか、方法をどう変えるとかじゃなしに、実際

私ども議員は、見られてる立場なんで、市民の目

線でどう受けて、基本条例ができて、倫理条例は

そのままというような納得いかないというところ

から私は賛成をいたします。 

 

○議長 ほかにありませんか。 

 ６番小野君、賛成の討論ですか。 

  （６番小野正昭君「反対です」と呼ぶ） 

 反対の討論ですか、はい。 

 

○６番小野正昭君 私はこの案件について反対の

意見を申し上げます。 

 私も議会改革特別委員会の委員であります。い

ろいろ付託された案件につきましては、元親委員

長のもとで委員全員が熱心に討議、審議をしてま

いりました。この件につきましては、委員長が報

告いたしましたとおり、いろいろな意見がござい

ました。その結果、委員長報告として先ほど継続

的にしたいと、この継続がいつになるか私もはっ

きり定かではありませんが、考え方としては、議

員の任期、そこで決まらなければ、また継続とい

うことになるでしょう。それだけ大変重みのある

規定でございます。しかも前回委員会報告で全員

が一致で委員長報告を認めたわけですから、私は

それに尽きると思います。 

 以上であります。 

 

○議長 賛成の討論ですか。 

  （１１番嶋川武文君「そうです」と呼ぶ） 

 １１番嶋川君。 
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○１１番嶋川武文君 私は賛成の立場から賛成の

討論をいたしたいと思います。 

 先ほど沖野議員が発言された内容は、例えば結

論だとか解散だとか、解散したとか事実を事実と

して認めていないと。もう既に特別委員会は解散

したんです。今さら５月１５日までという理屈は

成り立ちません。 

 それと、特別委員長がおっしゃいましたが、見

直しと今までどおりと議員だけでよいという３つ

の意見がございましたが、これは対等じゃござい

ません。私も特別委員会のメンバーですが、私の

記憶では、見直しが４人です、４票、今までどお

りでいいというのが２票です。そして議員だけの

倫理条例でいいという人が１票です。 

 以上です。したがって、私は賛成を支持したい

と思います。 

 以上です。 

 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で討論を終結といたします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 発議第３号「西予市政治倫理条例改正につい

て」は原案のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後４時１９

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後４時２１

分） 

 可否同数であります。よって、発議第３号は地

方自治法第１１６条により議長において本案に対

する可否を決定、裁決いたします。 

 本案については議長は賛成と裁決いたしたいと

思います。よって、発議第３号は原案のとおり決

定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第８、議員派遣の件につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議員派

遣の件については本件のとおり承認することに決

定いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

きましては、諸般の事情により変更が生じる場合

には、議長に一任を願いたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 三好市長から定例会閉会のあいさつがあります。 

 三好市長。 

 

○三好市長 平成２４年第１回西予市議会定例会

の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 去る２月２９日に開会いたしました本定例会で

ございますが、特別な案件がない限り本日が議員

の皆様、そして私の任期最後の議会となりまし

た。会期中議員各位には本会議並びに各常任委員

会におきまして上程いたしました案件について滞

りなく議了いただき、平成２４年度一般会計予算

などの重要な案件をいずれも原案どおり可決いた

だきました。任期最後を飾るのにふさわしく７９

件もの多くの案件でございましたが、格別のご精

励により議事が進められ、ご決定いただきました

ことを心から厚くお礼を申し上げる次第でござい

ます。予算審議の過程でいただきましたご意見

は、執行に当たって十分尊重し、市政の所期の施

策を推進してまいりたいと考えております。 

 さて、時の流れは早いもので、あっという間の

４年間でございました。振り返ればこの４年間、

西予市が名実ともに町から市へと飛躍する大切な

基盤づくりの期間でございました。中でも市とし

て求められるより高度な政策立案力とその形成、

その執行に必要な行政の組織体制を確立すること

は私に果たされた課題の一つでございました。任

期中には市政のかなめとなる新庁舎を完成させ、

組織機構を本庁総合支所方式から本庁支所方式に

改め、より高い専門性を有する本庁と窓口市民サ

ービスを維持充実した支所を配することとしまし

たが、その運営も機動に乗ってまいりました。地

域間の情報格差を是正するために取り組んでまい
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りましたＣＡＴＶ事業も完成し、地域情報の共有

による一体感の醸成だけでなく、今後さまざまな

分野で情報コミュニケーションツールとしての活

用が可能となりました。 

 一方、厳しい財政状況の中に行政評価システム

を導入し、徹底した事務事業の点検・評価を推進

すると同時に、集中改革プランの実践により行財

政及び組織の健全化、適正化にある程度の成果を

残すことができたのではないかと思ってもおります。 

 文化面では、市民の皆さんと一緒に取り組んで

きた長年の活動が実を結び、卯之町地区が重要伝

統的建造物群保存地域指定に選定されるという快

挙もございました。 

 また、地域医療の核となる新市立病院の建設も

いよいよ実施設計の段階に入り、高速道路の延伸

による３次救急施設への時間短縮と相まって、よ

り安心な地域医療体制の確立も現実のものとなり

つつあります。 

 このほかにも任期中懸案でありました事業が順

調に進捗してまいりました。これは市民の皆様の

市政に対する深い関心とご協力によるものであり

ますが、議員の皆さんの高いご見識のもと、厚い

後支援があってのことでございますことを深く感

謝を申し上げる次第でございます。 

 今議会でご勇退される皆様におかれましては、

健康にご留意いただきながら、その豊富な経験で

今後とも市政に対するお力添えとご助言など変わ

らぬご支援を切にお願いする次第でございます。 

 また、来月の議会議員選挙に再出馬を予定され

る議員の皆様におかれましては、再びこの議場に

おいてお目にかかれるよう、特別のご健闘とご奮

闘をお祈り申し上げる次第でございます。とは申

し上げているものの、私自身も次の４年間、市政

のかじ取りを負託いただけるか、有権者の皆様の

真意を問わなければなりません。先般、会見で表

明しましたとおり、２期８年取り組んでまいりま

した西予市基盤づくりの事業や成果をベースに次

のステップとして、誇れる愛着の持てるいい実感

の西予市づくりを進めることが私の使命と感じ三

選出馬を決意いたしました。何とぞご理解賜りま

すようお願い申し上げます。 

 最後に、改めましてこの４年間、市政のために

注がれた議員の皆様方のご尽力に対しまして、深

甚なる敬意と感謝の意を表し、閉会のごあいさつ

とさせていただきます。４年まことにありがとう

ございました。 

 

○議長 議長席を離れることをお許しをいただき

まして、この際、市民の皆様、また一堂に会する

皆様に、皆様との機会も最後かと思いますので、

少しの時間をいただきましてごあいさつをさせて

いただきたいと思っております。 

 この４年間、私たち議員としてこの議場で、ま

た各常任委員会等で皆様と論戦をしてまいりまし

た。そのたびに理事者また職員の皆様には、本当

に詳細にわたりまして説明をしていただき、また

ご指導をしていただきまして、私たち議員といた

しましてもご理解の上でいろんな案件につきまし

て決定をいたしました。本当にご協力をいただ

き、またご指導をいただきましたことに心から感

謝を申し上げたいと思います。 

 また、市民の皆様には、議員活動として満足で

きる回答ではなかったかと思いますけれども、私

たち議員といたしましても、本当に一生懸命努力

をしてまいったつもりでおります。今後その至ら

なかった点は、新しい議会に対しましていろんな

意見等を投げかけていただきまして、さらに議員

に対しまして、ご指導、ご鞭撻を賜りたいと思っ

ております。 

 私たち議員の任期も５月１５日をもって終わり

ますけれども、今の市長から言われましたよう

に、新たに道を進まれる方、また再度議会に挑戦

をされる方、道はそれぞれ違いましても、西予市

を愛し、また市民の皆様の幸せを願ってこれから

も活動をしてくれるものと信じております。この

４年間議会に対しまして、本当にご指導、ご鞭撻

を賜りましたことを心からお礼を申し上げますと

ともに、市民そして西予市のさらなる発展をご祈

念申し上げまして、西予市議会を代表いたしまし

てのあいさつとさせていただきます。本当にこの

４年間ありがとうございました。 

 これをもって平成２４年第１回西予市議会を閉

会といたします。 

  閉会 午後４時３２分 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

  西予市議会議長 

   同   議員 

   同   議員 
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平成２４年第１回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  １号 
白水観音水トゥファ保全給水設備維持管理事業基金

条例制定について 
24.３.16 原案可決 

議案第  ２号 
西予市水道事業の剰余金の処分等に関する条例制定

について 
24.３.16 原案可決 

議案第  ３号 
西予市病院事業の剰余金の処分等に関する条例制定

について 
24.３.16 原案可決 

議案第  ４号 
西予市野村介護老人保健施設事業の剰余金の処分等

に関する条例制定について 
24.３.16 原案可決 

議案第  ５号 
外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整理に関する

条例制定について 
24.３.16 原案可決 

議案第  ６号 
西予市監査委員条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
24.３.16 原案可決 

議案第  ７号 西予市税条例の一部を改正する条例制定について 24.３.16 原案可決 

議案第  ８号 
西予市教職員宿舎条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
24.３.16 原案可決 

議案第  ９号 
西予市公民館条例の一部を改正する条例制定につい

て 
24.３.16 原案可決 

議案第 １０号 
西予市図書館条例の一部を改正する条例制定につい

て 
24.３.16 原案可決 

議案第 １１号 
西予市母子家庭医療費助成条例の一部を改正する条

例制定について 
24.３.16 原案可決 

議案第 １２号 

西予市乳幼児及び児童医療費助成条例及び西予市重

度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例

制定について 

24.３.16 原案可決 

議案第 １３号 
西予市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条

例制定について 
24.３.16 原案可決 

議案第 １４号 
西予市介護保険条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
24.３.16 原案可決 

議案第 １５号 
西予市農林漁業後継者住宅条例の一部を改正する条

例制定について 
24.３.16 原案可決 

議案第 １６号 
西予市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
24.３.16 原案可決 

議案第 １７号 
西予市単独市営住宅条例の一部を改正する条例制定

について 
24.３.16 原案可決 

議案第 １８号 
西予市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例

制定について 
24.３.16 原案可決 

議案第 １９号 
西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
24.３.16 原案可決 

議案第 ２０号 
西予市明浜町地域ふるさと基金条例を廃止する条例

制定について 
24.３.16 原案可決 

議案第 ２１号 
西予市野村町地域づくり推進基金条例を廃止する条

例制定について 
24.３.16 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ２２号 
西予市城川青年の家条例を廃止する条例制定につい

て 
24.３.16 原案可決 

議案第 ２３号 西予市宇和文化会館の指定管理者の指定について 24.３.16 原案可決 

議案第 ２４号 
西予市游の里デイサービスセンターの指定管理者の

指定について 
24.３.16 原案可決 

議案第 ２５号 
西予市游の里健康センターの指定管理者の指定につ

いて 
24.３.16 原案可決 

議案第 ２６号 
西予市游の里ふれあい広場の指定管理者の指定につ

いて 
24.３.16 原案可決 

議案第 ２７号 
西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定管理者の

指定について 
24.３.16 原案可決 

議案第 ２８号 
西予市明浜ふるさと創生館の指定管理者の指定につ

いて 
24.３.16 原案可決 

議案第 ２９号 
西予市あけはまオートキャンプ場の指定管理者の指

定について 
24.３.16 原案可決 

議案第 ３０号 西予市明浜民宿故郷の指定管理者の指定について 24.３.16 原案可決 

議案第 ３１号 西予市明浜塩風呂の指定管理者の指定について 24.３.16 原案可決 

議案第 ３２号 西予市物産会館の指定管理者の指定について 24.３.16 原案可決 

議案第 ３３号 西予市野村農業公園の指定管理者の指定について 24.３.16 原案可決 

議案第 ３４号 西予市野村青汁工場の指定管理者の指定について 24.３.16 原案可決 

議案第 ３５号 
西予市渓筋農林水産物処理加工施設の指定管理者の

指定について 
24.３.16 原案可決 

議案第 ３６号 
西予市野村畜産総合振興センターの指定管理者の指

定について 
24.３.16 原案可決 

議案第 ３７号 
西予市野村飼料混合施設の指定管理者の指定につい

て 
24.３.16 原案可決 

議案第 ３８号 
西予市大野ヶ原集落環境管理施設の指定管理者の指

定について 
24.３.16 原案可決 

議案第 ３９号 
西予市城川産地形成等促進施設の指定管理者の指定

について 
24.３.16 原案可決 

議案第 ４０号 
西予市城川食肉加工センターの指定管理者の指定に

ついて 
24.３.16 原案可決 

議案第 ４１号 
西予市城川特産品センターの指定管理者の指定につ

いて 
24.３.16 原案可決 

議案第 ４２号 
西予市城川農産物加工センターの指定管理者の指定

について 
24.３.16 原案可決 

議案第 ４３号 高山漁港小浦船揚場の指定管理者の指定について 24.３.16 原案可決 

議案第 ４４号 西予市有料駐車場の指定管理者の指定について 24.３.16 原案可決 

議案第 ４５号 西予市過疎地域自立促進計画の変更について 24.３.16 原案可決 

議案第 ４６号 辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定について 24.３.16 原案可決 

議案第 ４７号 辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更について 24.３.16 原案可決 

議案第 ４８号 市道路線の廃止について 24.３.16 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ４９号 市道路線の認定について 24.３.16 原案可決 

議案第 ５０号 西予市営土地改良事業の施行について 24.３.16 原案可決 

議案第 ５１号 平成２３年度西予市一般会計補正予算（第５号） 24.３.５ 原案可決 

議案第 ５２号 
平成２３年度西予市授産場特別会計補正予算（第２

号） 
24.３.５ 原案可決 

議案第 ５３号 
平成２３年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第２号） 
24.３.５ 原案可決 

議案第 ５４号 
平成２３年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 
24.３.５ 原案可決 

議案第 ５５号 
平成２３年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号） 
24.３.５ 原案可決 

議案第 ５６号 
平成２３年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

４号） 
24.３.５ 原案可決 

議案第 ５７号 
平成２３年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号） 
24.３.５ 原案可決 

議案第 ５８号 
平成２３年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号） 
24.３.５ 原案可決 

議案第 ５９号 
平成２３年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号） 
24.３.５ 原案可決 

議案第 ６０号 
平成２３年度西予市上水道事業会計補正予算（第４

号） 
24.３.５ 原案可決 

議案第 ６１号 
平成２３年度西予市病院事業会計補正予算（第４

号） 
24.３.５ 原案可決 

議案第 ６２号 
平成２３年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第１号） 
24.３.５ 原案可決 

議案第 ６３号 平成２４年度西予市一般会計予算 24.３.16 原案可決 

議案第 ６４号 平成２４年度西予市授産場特別会計予算 24.３.16 原案可決 

議案第 ６５号 
平成２４年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算 
24.３.16 原案可決 

議案第 ６６号 
平成２４年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予

算 
24.３.16 原案可決 

議案第 ６７号 平成２４年度西予市国民健康保険特別会計予算 24.３.16 原案可決 

議案第 ６８号 平成２４年度西予市後期高齢者医療特別会計予算 24.３.16 原案可決 

議案第 ６９号 平成２４年度西予市介護保険特別会計予算 24.３.16 原案可決 

議案第 ７０号 平成２４年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 24.３.16 原案可決 

議案第 ７１号 平成２４年度西予市公共下水道事業特別会計予算 24.３.16 原案可決 

議案第 ７２号 平成２４年度西予市簡易水道事業特別会計予算 24.３.16 原案可決 

議案第 ７３号 平成２４年度西予市上水道事業会計予算 24.３.16 原案可決 

議案第 ７４号 平成２４年度西予市病院事業会計予算 24.３.16 原案可決 

議案第 ７５号 
平成２４年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

予算 
24.３.16 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ７６号 
西予市乙亥の里条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
24.３.16 原案可決 

議案第 ７７号 平成２３年度西予市一般会計補正予算（第６号） 24.３.16 原案可決 

議案第 ７８号 
平成２３年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第５号） 
24.３.16 原案可決 

議案第 ７９号 
平成２３年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号） 
24.３.16 原案可決 

意見書第 ３号 
障害者福祉サービスのうち訪問系サービスに設定さ

れている国庫負担基準に関する意見書 
24.３.16 採  択 

意見書第 ６号 受診時定額負担導入に反対する意見書 24.３.16 継続審査 

意見書第 ７号 
子どもに対する手当財源の地方負担に反対する意見

書 
24.３.16 継続審査 

意見書案第１号 

障がい者福祉サービスのうち訪問系サービスに設定

されている国庫負担基準に関する意見書（案）の提

出について 

24.３.16 原案可決 

発議第  １号 
西予市議会委員会条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
24.３.16 原案可決 

発議第  ２号 
地方自治法第１８０条第１項に基づく市長の専決処

分事項の指定について 
24.３.16 原案可決 

発議第  ３号 西予市政治倫理条例改正について 24.３.16 原案可決 

議会報告第１号 西予市議会改革特別委員会の報告について 24.３.16 報  告 

 議員派遣の件について 24.３.16 承  認 

 


